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第第１章 総   則 

第１節 計画策定の目的 

幕別ࡧ㸧第��条及ࠋ࠺࠸基本法ࠖࠕ以下ࠋ災害対策基本法㸦昭和��年法律第���号ࠊࡣ計画ࡢࡇ

町防災会議条例㸦昭和��年条例第㸰号㸧第㸰条第㸯号ࡢ規定基࡙ࠊࡁ幕別町防災会議ࡀ作成ࡿࡍ計

画࡛ࠊࡾ࠶本町ࡿࡅ࠾災害関ࠊࡋ災害予防ࠊ災害応急対策及ࡧ災害復旧等ࡢ災害対策ࢆ実施ࡿࡍ

ࡓࡿࡍ保護ࡽ災害ࢆ財産ࡧ身体及ࠊ生命ࡢ住民࡚ࡆ挙ࢆ全࡚ࡢ機能ࡢࡑࡀ防災関係機関ࠊࡾࡓ࠶

�ࠋࡿࡍ目的ࢆࡇࡿࡍ期ࢆ万全ࡢ本町防災ࠊࡵ定ࢆ事項ࡢ次ࠊࡵ

㸯� 幕別町ࡢ区域ࢆ管轄ࠊࡋ若ࡣࡃࡋ区域内所在ࡿࡍ指定地方行政機関ࠊ北海道ࠊ町内ࡢ指定公共

機関ࠊ指定地方公共機関及ࡧ公共団体ࡢࡑࠊ他防災上重要࡞施設ࡢ管理者等ࡀ処理ࡁࡍ防災上ࡢ

事務ࡣࡓࡲ業務ࡢ大綱ࠋ�

㸰� 災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合必要࡞防災ࡢ組織関ࠋࡇࡿࡍ�

㸱� 災害ࡢ未然防止被害ࡢ軽減ࢆ図ࡢࡵࡓࡿ施設ࡢ整備ࠊ改善等災害予防関ࠋࡇࡿࡍ�

㸲� 災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࡢ給水ࠊ防疫ࠊ食糧供給等災害応急対策関ࠋࡇࡿࡍ�

㸳� 災害復旧関ࠋࡇࡿࡍ�

㸴� 防災訓練関ࠋࡇࡿࡍ�

㸵� 防災思想ࡢ普及関ࠋࡇࡿࡍ�

�

第２節 計画の構成 

幕別町地域防災計画ࡣ本編及ࡧ次ࡢ各編ࡽ構成ࠊࡋ幕別町水防計画ࡶ整合ࢆ図ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ�

㸯� 地震・津波防災計画編�

㸰� 資料編�

�

第３節 計画の効果的促進 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を

防災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命が損なわれないことを最重視するとともに、経済的被

害ができるだけ少なくなるよう、多様な対策を組み合わせて災害に備えなければならない。 

防災対策は、北海道防災対策基本条例（平成21年条例第8号）第３条の基本理念により、自助（住民が

自らの安全を自らで守ることをいう。）、共助（住民等が地域において互いに助け合うことをいう。）及

び公助（町及び防災関係機関が実施する対策をいう。）のそれぞれが効果的に推進されるよう、住民等並

びに町及び防災関係機関の適切な役割分担による協働により着実に実施されなければならない。また、災

害発生時は住民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、災害教訓の伝承や防災教

育の推進により、防災意識の向上を図らなければならない。 

また、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、
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防防災に関する政策・方針決定過程などにおける女性や高齢者、障がい者などの参画を拡大し、男女共同参

画その他の多様な視点を取り入れた防災体制の確立を図る必要がある。 

国，指定公共機関、道及び町は、防災計画間の必要な調整、国から道に対する助言等又は道から町に対

する助言等を通じて、防災基本計画、防災業務計画及び地域防災計画が体系的かつ有機的に整合性をもっ

て作成され、効果的・効率的な防災対策が実施されるよう努めることとする。 

町は、道の他、道内外の地方公共団体とも連携を図り，広域的な視点で防災に関する計画の作成，対策

の推進を図るよう努めるものとする。 

町は、東日本大震災の教訓を生かした総合的な防災・減災対策を推進するために、防災担当部署だけで

はなく、あらゆる分野や事業について、「防災・減災」の観点から総点検を行い、ヒト・モノ・カネなど

の必要な資源を割り当てる「防災の主流化」を図ることにより、災害に強い地域づくりを進めるものとす

る。 

第４節 用語�

�ࠋࡿࡵ定当該各号ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ意義ࡢ用語ࡿࡆ掲各号ࡢ次ࠊ࡚࠸࠾計画ࡢࡇ

(1)  基本法� � � � � 災害対策基本法㸦昭和��年法律第����号㸧�

(2)  救助法� � � � � 災害救助法㸦昭和��年法律第����号㸧�

(3)  町防災会議� � � 幕別町防災会議�

(4)  本部㸦長㸧� � � 幕別町災害対策本部㸦長㸧�

(5)  町防災計画� � � 幕別町地域防災計画�

(7)  防災関係機関� � 幕別町防災会議条例㸦昭和��年条例第㸰号㸧第㸱条定ࡿࡵ委員ࡢ属ࡿࡍ機

関�

(8)  要配慮者� � � � 高齢者ࠊ障がい者ࠊ乳幼児ࠊ妊婦ࠊ疾病者及ࡧ外国籍住民࡞のうち、特に

配慮を要する者�

(9)  避難行動要支援者  要配慮者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら

避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

め特に支援を要する者 

(10)  公区� � � � � � 行政区�

�
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第第５節 計画の修正要領 

町防災会議ࠊࡣ基本法第42条ࡢ定ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ計画内容検討ࢆ加ࡢࡑࠊ࠼修正ࢆ必要ࡍ

�ࠋ࠺行ࡵ定ࢆ基本方針ࡢ修正ࠊࡣ場合ࡿ �

㸯� 修正ࠊࡣ次掲࡞࠺ࡼࡿࡆ事項ࡢࡑ࡚࠸ࡘ変更ࢆ認ࡓࡵ場合ࠋࡿࡍ�

���� 社会ࠊ経済ࡢ発展伴࠸計画ࡀ社会生活ࡢ実態著ࡃࡋ遊離ࠋࡁࡓࡋ�

���� 防災関係機関ࡀ行࠺防災上ࡢ施策࡚ࡗࡼ計画ࡢ変更㸦削除㸧ࢆ必要ࠋࡁࡿࡍ�

���� 新࡞ࡓ計画ࢆ必要ࠋࡁࡿࡍ�

���� 国ࡢ防災基本計画ࡢ変更㸦改定㸧ࡀ行ࠋࡁࡓࢀࢃ�

���� �ࠋࡁࡿࡵ認必要ࡀ他防災会議会長ࡢࡑ

�

㸰� 軽微࡞変更㸦組織ࡢ機構改革ࡿࡼ名称変更ࠊ人口ࠊ面積等ࡢ数量的࡞変更㸧又は緊急の必要が

あるときࠊࡣ会長ࡀ修正し、町防災会議に報告する。ࠊ࠾࡞変更ࢆ行ࡓࡗ場合ࡢࡑࠊࡣ結果ࢆ北

海道知事報告ࠋࡿࡍ�
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第第６節 防災関係機関等の処理すべき事務または業務の大綱�

� 幕別町防災会議ࡢ構成機関及ࡧ公共団体ࡢࡑࠊ他防災上重要࡞施設ࡢ管理者ࡢ防災上処理ࡁࡍ事

務ࡣࡓࡲ業務ࡢ大綱ࡣ次ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

１ 幕 別 町 
機 関 名 事務または業務の大綱 

町 長 部 局 

 

(1) 町防災会議に関する事務を行うこと 

(2) 災害対策本部の設置並びに組織の運営に関すること 

(3) 幕別町水防本部の設置並びに組織の運営に関すること  

(4) 防災に関する組織の整備に関すること 

(5) 住民の自主防災組織に関すること 

(6) 災害に関する情報の伝達、収集及び広報並びに被害状況調査に関すること 

(7) 防災知識の普及及び教育並びに過去の災害から得られた教訓を伝承する活

動の支援に関すること 

(8) 防災訓練の実施に関すること 

(9) 防災に関する施設、設備の整備に関すること 

(10)応急用食糧及び防災関係資機材の備蓄並びに供給に関すること 

(11)災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること 

(12)消防活動及び水防活動等防災対策の実施に関すること 

(13)避難の準備情報、勧告、指示の通知及び避難者の収容に関すること 

(14)その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関すること 

(15)清掃、防疫、その他保健衛生に関すること 

(16)緊急輸送の確保及び交通等の対策に関すること 

(17)被災者に対する情報の伝達及びその他の住民に対する広報に関すること 

(18) 要配慮者の把握及び養護に関すること 

(19)災害ボランティアの受入に関すること 

(20)その他町の所掌に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策の実施に

関すること 

幕別町教育委員会 

(1) 災害時における被災児童及び生徒の救護に関すること 

(2) 応急教育の実施に関すること 

(3) 文教施設及び文化財の保全対策の実施に関すること 

２ 東十勝消防事務組合�

機 関 名 事務または業務の大綱 

幕別消防署 

幕別消防団 

 

(1) 災害時における住民の生命及び財産の保護に関すること 

(2) 災害時における避難、救助及び救急に関すること 

(3) 住民の避難誘導に関すること 

(4) 幕別町の要請に基づく防災対策の支援及び協力に関すること 

(5) その他消防業務に関すること 

３ 指定地方行政機関 �基本法第�条第�号ࡢ規定基࡙ࠊࡁ指定行政機関ࡢ地方支分部局㺂ࡢࡑ他ࡢ地方行

政機関࡛内閣総理大臣ࡀ指定ࡢࡶࡿࡍ� 

機 関 名 事務または業務の大綱 

帯広開発建設部 

帯広河川事務所 

池田河川事務所 

帯広道路事務所 

広尾道路事務所 

(1) 災害に関する情報の伝達、収集に関すること。 

(2) 十勝川水系、札内川、猿別川、途別川の水防警報及び洪水予報に関すること 

(3) 災害の予防及び災害の拡大防止のための町への支援に関すること。 

(4) 現地情報連絡員（リエゾン）の派遣に関すること。 

(5) 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣に関すること。 
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足寄道路事務所 ((6) 災害対策用機材等の地域への支援に関すること。 

(7) 直轄河川の整備並びに災害復旧に関すること。 

(8) 国道の整備並びに災害復旧に関すること。 

(9）国営農業農村整備事業に係る施設の災害復旧に関すること。 

北海道農政事務所 

（帯帯広地域センター） 

(1) 災害時における米穀の確保、応急供給及び緊急輸送に関すること 

(2) 災害応急飼料対策の必要な措置に関すること 

北 海 道 森 林 管 理 局 

十勝西部森林管理署 

(1) 国有林野の治山事業の実施並びに保安施設等の保全に関すること 

(2) 国有林野の林野火災対策に関すること 

(3) 町の要請に基づく緊急対策及び復旧用資材の供給に関すること 

釧路地方気象台 

帯広測候所 

(1) 気象、地象、水象等の観測並びにその情報の収集及び発表に関すること 

(2) 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水象

の予報及び特別警報･警報・注意報、並びに台風、大雨、竜巻等突風に関する

情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに、これらの機関や報道機関

を通じて住民に周知できるよう努めること。 

(3) 気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震速報の利用の心

得などの周知・広報に努めること。 

(4) 気象庁が発表する特別警報について、周知・広報に努めること。 

(5) 町が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に関

して、技術的な支援・協力を行うこと。 

(6) 災害の発生が予想されるときや、災害発生時において、町に対して気象状況

の推移やその予想の解説等を適宜行うこと。 

(7) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及及び指導を行うこと 

北海道財務局 

帯広財務事務所 

(1) 災害時における資金の融資並びに金融機関の業務の指導及び監督（緊急措

置の指示等を含む。）に関すること 

(2) 災害時における国有財産の緊急利用等に関すること 

北海道運輸局 

 帯広運輸支局 

(1) 自動車運送業者に対する運送の協力要請に関すること 

(2) 鉄道、軌道、索道及び自動車輸送事業の安全の確保を図ること 

４ 自 衛 隊 

機 関 名 事務または業務の大綱 

陸上自衛隊第５旅団 

(1) 災害に関する情報の伝達、収集に関すること。 

(2) 災害予防責任者の行う防災訓練に必要に応じ協力すること。 

(3) 災害派遣要請権者の要請または独自の判断に基づく予防派遣または事前救

護に関すること 

(4) 災害派遣部隊による人命の救助、消防、水防、救護物資の輸送、道路の応急

復旧、応急医療、防疫、給水及び通信の支援等に関すること 

５ 北 海 道�

機 関 名 事務または業務の大綱 

十
勝
総
合
振
興
局

 

地域政策部地域

政策課 

(1) 災害に関する情報の伝達、収集に関すること。 

(2) 十勝総合振興局地域災害対策連絡協議会の事務に関すること 

(3) 防災に関する組織の整備を図り、資材の備蓄その他災害予防措置を講ずること 

(4) 災害応急対策及び災害復旧対策を実施すること 

(5) 市町村及び指定地方公共機関の処理する防災に関する事務及び業務の実施

を助け総合整備を図ること 

(6) 自衛隊の災害派遣要請を行うこと 
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帯帯広建設管理部 

〃   大樹 出 張

所 

(1) 所管する道路及び河川の維持管理、災害応急対策並びに災害復旧を行うこと 

(2) 水防活動の技術指導に関すること 

(3) 被災地における交通情報の収集及び交通道路の確保に関すること 

(4) 管理河川の水位の観測及び水防警戒を行うこと 

(5) 急傾斜地崩壊危険区域の指定に関すること 

保健環境部 

(1) 災害時の応急治療、防疫活動の実施、指導及び伝染病の予防に関すること 

(2) 被災地の環境衛生保持及び食品衛生保持の指導に関すること 

(3) 被災地の医薬品及び衛生資材等の供給に関すること 

(4) 要配慮者対策に関すること 

(5) 救助法の適用に関すること 

十勝教育局 
(1) 災害時における児童生徒の救護及び応急教育の指導を行うこと 

(2) 文教施設及び文化財の被害調査並びに復旧、保全対策等に関すること 

農業改良普及ｾﾝﾀー  

十勝東部支所 

十勝南部支所 

(1) 被災地の農作物及び家畜の技術指導を行うこと 

(2) 被災地の病害虫の防疫指導、その他の営農指導を行うこと 

十勝森づくりセンター 

(1) 道有林野の治山事業の実施及び保安施設等の保全に関すること 

(2) 道有林野の林野火災対策に関すること 

(3) 災害時における町の要請に基づく緊急対策及び復旧資材の供給に関すること  

６ 警  察  

機 関 名 事務または業務の大綱 

帯広警察署 

幕別駐在所 

札内交番 

糠内駐在所 

忠類駐在所 

(1) 災害に関する情報等の収集報告及び広報に関すること 

(2) 避難誘導、被災者の救助その他人命保護の措置に関すること 

(3) 被災地、避難場所、危険箇所等の警戒に関すること 

(4) 災害警備本部の設置運用に関すること 

(5) 災害時における交通秩序の維持に関すること 

(6) 危険物に対する保安対策に関すること 

(7) 災害に伴う犯罪の予防その他社会秩序の維持等治安に関すること 

(8) 自治体等の防災関係機関が行う防災業務の協力に関すること 

７ 指定公共機関㸦基本法第2条第5号ࡢ規定基࡙ࠊࡁ公共的機関及ࡧ公益的事業ࢆ営ࡴ法人࡛内閣総

理大臣ࡀ指定ࡢࡶࡿࡍ㸧�

機 関 名 事務または業務の大綱 

北海道旅客鉄道(株) 

  幕別駅 

  札内駅 

(1) 災害時における鉄道車両等による救援物資緊急輸送及び避難者の輸送等に

つき関係機関の支援を行うこと 

(2) 災害時における鉄道の確保を行うこと 

(3) 鉄道施設等の保安に関すること 
日本貨物鉄道㈱ 

北海道支社 

東日本電信電話(株) 

  北海道支店 

（㈱NTT東日本北海道

-帯広支店） 

(1) 電気通信施設の維持、補修に関すること 

(2) 災害時における通信の確保及びに修繕を行うこと 

(3) 非常及び緊急通話の取扱いを行うほか、必要に応じ電話の利用制限を実施

し、重要通話の確保を図ること（気象業務法第15条
1
・電気通信事業法第８条

2
） 

������������������������������

1
�気象業務法：第15条 気象庁は、気象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、直ちにその警報事項を日本電信電

話株式会社等に通知しなければならない。 

②前項の通知を受けた日本電信電話株式会社等は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めな

ければならない。 
2
�電気通信事業法：第８条 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、

災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を
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第１-６節 防災関係機関等の処理すべき 

事務または業務の大綱 

�

北海道電力(株) 

  帯広支店 

(1) 電力施設等の防災管理を行うこと 

(2) 災害時における電力の円滑な供給を行うこと 

(3) 電力施設の災害と復旧見込等の周知を行うこと（公益事業令第55号） 

電源開発㈱ 

北海道支社 

(1) 所管の電力施設等の防災管理を行うこと 

(2) ダムの放流等に関し関係機関との連絡調整を行うこと 

日本放送協会 

帯広放送局 

(1) 予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等及び被害状況等に関する報道を

実施し、防災広報に関する業務を行うこと 

日本銀行帯広事務所 

(1) 災害時の金融機関の手持ち現金増強、相互間融通等の指導を行うこと 

(2) 被害時における預金の払戻し、手形交換、災害関係融資、被災金融機関の

早期営業、営業時間の延長、休日臨時営業等の特別措置について金融機関

の指導を行うこと 

(3) 災害時において金融機関の寄託券保管高の補強を図り、損傷銀行券の引換

措置を行うこと 

日日本郵便株式会社 

（幕別町内郵便局） 

(1) 災害時における郵便輸送の確保及び郵便業務の確保を図ること 

(2) 郵便の非常取扱いを行うこと。 

(3) 郵便局の窓口掲示板等を利用した広報活動を行うこと。 

㈱エヌ・テイ・ティ・ドコ

モ北海道支社帯広支

店 

(1) 電気通信施設の維持、補修に関すること 

(2) 災害時における通信の確保及びに修繕を行うこと 

(3) 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電話の利用制限を実施

し、重要通信の確保を図ること 

日本赤十字社北海道

支部幕別町分区 

(1) 災害時における救援物資の供給に関すること 

(2) 救助に関し、防災ボランテイアの行う救助活動の連絡調整を行うこと 

(3) 災害義援金の受領、配分及び募集を行うこと 

日本通運㈱帯広支店 

(1) 災害時におけるか貨物自動車（トラック）による救援物資及び災害応急対策資

機材の緊急輸送等について関係機関への支援を行うこと 

(2) 災害時における避難者の輸送の協力に関すること 

福山通運㈱ 

佐川急便㈱北海道支

社帯広店 

ヤマト運輸㈱北海道支

社道東主管支店 

西濃運輸㈱ 

８ 指定地方公共機関㸦基本法第2条第6号ࡢ規定基࡙ࠊࡁ公共的施設ࡢ管理者及ࡧ都道府県地域࠾

�㸧ࡢࡶࡿࡍ指定ࡀ法人࡛道知事ࡴ営ࢆ公益的事業ࡢ他ࡢࡑ輸送ࠊࢫ࡚࢞࠸

機 関 名 事務または業務の大綱 

帯広ガス(株) 
(1) ガス供給施設の確保、災害時供給及び規制を行うこと 

(2) 非常災害時の出火、中毒事故防止及び応急対策を行うこと 

（一社）北海道ＬＰガス

協会十勝支部 

(1) LPガスの被害状況及び復旧状況の情報提供 

(2) 災害時の応急措置及び復旧工事 

(3) 被災地へのLPガスの供給及び設備工事 

(4) 大規模火災現場におけるLPガス設備の撤去等の安全対策 

(一社)十勝医師会 
(1) 災害時における医療関係機関との連絡調整並びに救急医療、助産その他救

助の実施に関すること 

(一社)十勝歯科医師会 (1) 災害時における歯科医療に関すること 

北海道放送㈱ 

帯広放送局 

(1) 予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等及び被害状況等に関する報道を

実施し、防災広報に関する業務を行うこと 

����������������������������������������������������������������������������������������������

優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって郵政省令で定めるも

のについても、同様とする。 
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第１-６節 防災関係機関等の処理すべき 

事務または業務の大綱 

�

札幌テレビ放送㈱ 

帯広放送局 

（前項（1）に同じ） 

北北海道テレビ放送㈱帯

広支社 

北海道文化放送㈱帯

広支社 

(一社)十勝地区トラック

協会、十勝地区バス協

会 

(1) 災害時における人員、緊急物資及び災害対策用資材等の緊急輸送について

関係機関の支援を行うこと 

(一社)北海道警備業協

会帯広支部 
(1) 災害時における交通誘導業務及び避難所の警備等に関すること 

９ 公共団体、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者�

機 関 名 事務または業務の大綱 

幕別町農業協同組合 

札内農業協同組合 

忠類農業協同組合 

帯広大正農業協同組合 

十勝農業共済組合 

  東部事業所 

  南部事業所 

(1) 農作物の災害応急対策、指導を行うこと 

(2) 被災組合員に対する融資及びその斡旋を行うこと 

(3) 農業生産資材及び生活物資の確保、斡旋を行うこと 

(4) 農業生産共同施設等の災害予防、応急対策及び復旧対策を行うこと 

(5) 農作物の需給調整を図ること 

(6) 町が行う被害状況調査及び応急対策の協力を行うこと 

(7) 家畜の防疫に関すること 

幕別町森林組合 
(1) 町が行う林業関係被害状況調査及び応急対策に協力すること 

(2) 被災組合員に対する融資及び斡旋を行うこと 

幕別町商工会 
(1) 災害時における物価の安定及び救助物資の確保について協力すること 

(2) 被災商工業者の経営指導及び融資並びに斡旋を行うこと 

北洋銀行幕別支店、十勝

信用組合幕別支店、帯広

信用金庫札内支店 
(1) 災害時の資金の融資及び斡旋に関すること 

幕別建設業協会 (1) 災害時における災害応急対策、災害復旧につき関係機関の支援を行うこと 

危険物関係施設の管理者 
(1) 災害時における救援物資の緊急輸送等につき関係機関の支援を行うこと 

(2) 災害時における危険物の保安に関する措置を行うこと 

㈱おひひろ市民ラジオ

（FM-WING） (1) 災害時における町が行う避難勧告等の情報提供を迅速かつ正確に非常放送

を実施すること ㈱ エ フエ ム お び ひ ろ

（FM-JAGA） 

�
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第１－７節 住民及び事業所の基本的責務

第第７節 住民及び事業所の基本的責務 

�  ࠋࡿ࠶基本࡛ࡢ防災ࡀࡇࠖࡿ守ࡀࡽ自ࡣ安全ࡢ身ࡢࡽ自ࠕ

住民及ࡧ事業所ࡢࡑࠊࡣ自覚ࢆ持ࠊࡕ平常時ࡽ災害対ࡿࡍ備ࢆ࠼心ࠊࡶࡿࡅࡀ災害時ࡣ

自ࡢࡽ身ࡢ安全ࢆ守࠺ࡼࡿ行動ࡀࡇࡿࡍ重要࡛ࠋࡿ࠶特ࡶ࡛ࡇࡘ࠸ࠊ起ࡾࡇ得ࡿ災害ࡿࡼ人

的被害ࠊ経済被害ࢆ軽減ࡿࡍ減災ࡢࡵࡓࡢ備ࡾࡼࢆ࠼一層充実ࡿࡍ必要ࠊࡾ࠶ࡀ災害に関する知識と

各自の防災・減災対応に習熟しࡢࡑ実践ࢆ促進ࡿࡍ町民運動ࢆ展開ࡀࡇࡿࡍ必要࡛ࠋࡿ࠶ 

�

１ 住民の責務 

地域ࡿࡅ࠾被害ࡢ拡大防止ࡸ軽減ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ平常時ࡽ災害の発生に備える意識を高め、災害教

訓の伝承や災害に関する知識の習得、災害ࡢ備ࢆ࠼行ࠊࡶ࠺災害時ࡣ自主的࡞防災活動努

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ

また、道、市町村及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するものとする。 
 

����� 平常時ࡢ備࠼�

� 避難ࡢ方法㸦避難路ࠊ避難場所等㸧及ࡧ家族ࡢ連絡方法ࡢ確認�

� ３日分の食料と飲料水（目安：１人１日３リットル）、携帯トイレ、トイレットペーパー等ࡢ

備蓄ࠊ非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）ࡢ準備�

�࢘ 隣近所ࡢ相互協力関係ࢇࡢ養�

�࢚ 災害危険区域等ࠊ地域ࡿࡅ࠾災害時ࡢ危険箇所ࡢ把握�

�࢜ 防災訓練ࠊ研修会等ࡢ積極的参加ࡿࡼ防災知識ࠊ応急救護技術等ࡢ習得�

�࢝ 要配慮者ࡢ配慮�

�࢟ 自主防災組織ࡢ結成�

��� � 災害時ࡢ対策 �

� 地域ࡿࡅ࠾被災状況ࡢ把握�

� 近隣ࡢ負傷者࣭要配慮者ࡢ救助�

�࢘ 初期消火活動等ࡢ応急対策�

�࢚ 避難場所࡛ࡢ自主的活動�

�࢜ 防災関係機関ࡢ活動ࡢ協力�

�࢝ 自主防災組織ࡢ活動��

２ 事業所の責務 

従業員ࡸ施設利用者ࡢ安全確保ࠊ二次災害の防止、事業の継続、地域への貢献・地域との共生等ࠊ

事業所ࡀ災害時果ࡍࡓ役割ࢆ十分認識ࠊࡋ防災活動ࡢ推進努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

����� 平常時ࡢ備࠼�
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第１－７節 住民及び事業所の基本的責務

� 災害時行動ࡢࣝࣗࢽ࣐作成及及び事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用�

� 防災体制ࡢ整備及び事業所の耐震化の促進�

�࢘ 防災訓練ࡢ実施及ࡧ従業員等対ࡿࡍ防災教育ࡢ実施�

エ 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応 

オ 取引先とのサプライチェーン（供給網）の確保 

������ 災害時ࡢ対策�

� 事業所ࡢ被災状況ࡢ把握�

� 従業員及ࡧ施設利用者ࡢ災害情報ࡢ提供�

�࢘ 施設利用者ࡢ避難誘導�

�࢚ 従業員及ࡧ施設利用者ࡢ救助�

�࢜ 初期消火活動等ࡢ応急対策�

カ 事業の継続又は早期再開・復旧 

キࢸࣥࣛ࣎��活動ࡢ支援等ࠊ地域ࡢ貢献�

�
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第２－１節 自然的条件 
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第第２章 幕別町の概況 

第１節 自然的条件 

１ 位 置�

十勝ࡢ中央部ࡸࡸࡾࡼ南位置ࠊࡋ西ࡣ十勝ࡢ中核都市帯広市ࠊ北及ࡧ北東ࡣ十勝川ࢆ境࡚ࡋ音

更町ࠊ池田町ࠊ東ࡣ豊頃町ࠊ南ࡣ大樹町更別村接ࠊࡋ面積ࡣ���平方ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ 

２ 地 勢�

��� � 幕別地域�

幕別町ࡢ位置ࡿࡍ十勝平野ࠊࡣ石狩平野ࡄࡘ北海道第二ࡢ平野࡛ࠊ主丘陵地ࠊ台地ࡾࡼ

形成ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ平野ࡢ中央部ࢆ北西ࡾࡼ南東十勝川ࡀ流ࢀ太平洋注ࠋࡿ࠸࡛࠸�

� 十勝平野ࡢ直接ࡢ基盤ࠊࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞固結ࡽ半固結堆積物࡛第三系鮮新統属ࡿࡍ池

田層࡛ࠋࡿ࠶�

� 丘陵地及ࡧ台地ࡣ火山性岩石࡛第四系属ࠊ࣒࣮ࣟࡿࡍ火山灰ࠊ軽石等ࡢ累積層࡛ࠋࡿ࠶各河

川ࡢ流域ࡣ礫ࠊ砂ࠊ粘土ࡢ࡞氾濫原堆積物࡛ࠋࡿ࠶�

北ࢆ十勝川ࠊ西ࢆ札内川ࠊ中央ࢆ猿別川途別川ࡀ流ࠋࡿ࠸࡚ࢀ十勝川ࡣ大雪山系ࡢ十勝岳ࠊ

札内川ࡣ日高山脈ࡢ札内岳ࢆ源ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ他ࡶ小河川ࡀ各所走ࠋࡿ࠸࡚ࡗ幕別町ࢆ含

�ࠋࡿ࠸࡚ࡋ低下࡚ࡋ࡞ࢆ船底型࡚ࡗ向十勝川ࡿࢀ流ࢆ中央ࠊࡣ地形ࡢ十勝ࡓࡵ

����� 忠類地域�

� 西部ࠊࡣ大樹࣭更別両町村ࡢ台地向࡚ࡗ階段状標高ࢆ増ࡋ丘陵地ࢆ形成ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ

一部緩波状地ࠋࡿ࠶ࡶ東࣭南࣭北部ࡢ三方ࡣ森林資源ࡢ豊富࡞標高���㹼���࣓࣮ࡢࣝࢺ山ࠎ

囲ࡰࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ中央部ࢆ北西ࡽ南東当縁川ࡀ貫流ࡋ太平洋注ࡇࠊࡀࡿ࠸࡛࠸

�ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ広ࡀ農耕地ࡢ平坦࡛�����㹦㹟ࡡࡴ࠾࠾ࡣ西部地区ࡧ流域及ࡢ

� 土質ࠊࡣ一部ࡢ若࠸沖積層ࢆ除ࡀࢇ࡚࠸表層火山灰性土࡛ࠊ樽前㹀層火山灰ࢆ主体

�ࠋࡿ࠶粘土質࡛ࡣ下層土ࠊ��㹼��FP࡛ࡣ層厚ࠊࡾ࠾࡚ࡋ

３ 気 候�

概� 況�

� 本町ࡢ気候ࠊࡣ亜寒帯属ࡋ内陸性気候࡛ࠋࡿ࠶夏ࡢ最高気温ࡣ����Υ�平成㸴年�ࠊ冬ࡢ最低気温

㸫����Υ㸦昭和��年㸧࡛ࡣ ���年間約ࡣ日照時間ࠋ࠸ࡁ大ࡣ差ࡢ寒暖ࠊࡾ࠶��時間࡛ࠊ全国的ࡶ多ࠊࡃ

晩秋ࡽ春࡚ࡅ晴天日数ࡀ多ࠋ࠸年間降水量ੈ�����ࡣ前後࡛ࠋࡿ࠶降雪量ࡣ道内࡛ࡶ比較的少࡞

害農作物ࠊ࠸伴異常乾燥㸳月下旬ࠊࡀ࠸比較的弱ࡣ風ࠋࡿ࠶��前後࡛ࡣ最深積雪ࠊ地域࡛࠸

�ࠋࡿ࠶ࡀࡇࡍࡽࡓࡶࢆ

４ 気象記録 

�ࡾ࠾ࡢ資料編�㸯㸫㸴ࠖࠕ

 

 



本 編 第２章 幕別町の概要 

���

 

第第２節 災害の概況 

１ 主要災害記録 

�資料編ࠕ 資料�㸯㸫㸵ࠖࡾ࠾ࡢ�

�
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第３－１節 平常時の防災対策体制 
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第第３章 防災組織 

第１節 防災会議 

町防災会議ࠊࡣ町長ࢆ会長ࠊࡋ基本法第��条第㸳項ࡢ規定基࡙ࡃ幕別町防災会議条例㸦昭和��

年㸱月��日条例第㸰号㸧第㸱条㸳項定ࡿࡵ者ࢆ委員࡚ࡋ組織ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ本町ࡿࡅ࠾災害

ࡢ関係相互間ࠊ収集ࡢ災害情報ࡶࡿ図ࢆ推進ࡢ実施ࡢࡑࠊࡋ作成ࢆ計画ࡧ基本方針及ࡿࡍ関

連絡調整ࢆ行ࠋ࠺�

１ 防災会議の組織�
�
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２ 防災会議の運営 

幕別町防災会議条例及ࡧ幕別町防災会議運営規程定ࠋࡿࡵ「資料編 １－１、１－２」のとおり�

会   長 

 

幕別町長 

指定地方行政機関 
帯広開発建設部 

帯広測候所 

帯広警察署 北 海 道 警 察 

北  海  道 

十勝総合振興局 

帯広建設管理部 

保健環境部�

幕別町教育委員会 

幕  別  町 

消防本部 

幕別消防団 東十勝消防事務組合 

陸上自衛隊� 第 � 旅団�自  衛  隊 

公募によるもの 

指 定 公 共 機 関 

㸦条例第 � 条第 � 項第 � 号㸧�

民生部長・忠類総合支所長 

㸦条例第 � 条第 � 項第 � 号㸧�

教育長 

㸦条例第 � 条第 � 項第 � 号㸧�

㸦条例第 � 条第 � 項第 �࣭ � 号㸧�

㸦条例第 � 条第 � 項第 � 号㸧�

㸦条例第 � 条第 � 項第 � 号㸧�

北海道旅客鉄道(株)帯広駅 

東日本電信電話(株)北海道支店 

北海道電力(株)帯広支店 

幕別郵便局㸦条例第 � 条第 � 項第 � 号㸧�

㸦条例第 � 条第 � 項第 � 号㸧�

町内公共的団体 

幕別町商工会�

幕別建設業協会�

幕別町社会福祉協議会�

（条例第 3条第 5項第 9号） 

公募者

㸦条例第 � 条第 � 項第 10 号㸧�

自主防災組織・学識経験者 自主防災組織・学識経験者 

㸦条例第 � 条第 � 項第 � 号㸧�
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第第２節 幕別町災害対策本部 

幕別町災害対策本部㸦以下ࠕ本部ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡣ基本法及ࡧ幕別町災害対策本部条例㸦昭和��年㸱

月��日条例第㸱号㸧基࡙ࠊ࡚࠸災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࡋ災害ࡀ発生ࡿࡍ恐ࡿ࠶ࡀࢀ場合ࠊࡣ町防災会議

�ࠋࡿࡍ実施ࢆ応急対策ࠊ災害予防ࠊࡋ設置ࡶࡢ連絡࡞密接

１ 本部の設置基準�

� 本部ࡢ設置ࠊࡣ基本法第��条の２第８項ࡢ規定ࠊࡾࡼ次ࡢ各号ࡢ一該当ࠊࡋ町長ࡀ必要認ࡵ

�ࠋࡿࡍ設置ࡁࡿ

����� 暴風ࠊ暴風雪ࠊ大雨ࠊ大雪ࡣࡓࡲ洪水警報ࡀ発表ࠊࢀࡉ甚大࡞被害ࡍࡽࡓࡶࢆ災害ࡀ発生ࠊࡋ

�ࠋࡁࡿ࠶ࡀࢀ恐ࡿࡍ発生ࡣࡓࡲ

����� 主要河川ࠊࡀ警戒水位達ࡣࡓࡲࠊࡋ達ࡿࡍ恐ࠋࡁࡿ࠶ࡀࢀ�

����� 震度㸳㸦弱㸧以上ࡢ地震ࡀ発生ࠋࡁࡓࡋ�

����� 震度㸲以下࡛ࠊࡶ࡚ࡗ࠶地域的災害対策ࢆ要ࡿࡍ被害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿࡍ恐ࠋࡁࡿ࠶ࡀࢀ�

����� 大規模࡞火災ࠊ爆発等ࡀ発生ࡢࡑࠊࡋ規模及ࡧ範囲࡚ࡋࡽ特総合的࡞対策ࢆ要ࠋࡁࡿࡍ�

����� �ࠋࡁࡿ࠶ࡀࢀ恐ࡿࡍ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡀ災害ࡍࡰ及ࢆ影響ࡿ࡞重大町民生活ࡀ他災害ࡢࡑ

２ 本部設置の周知�

� 本部ࢆ設置ࠊࡣࡁࡓࡋ直ࡕ関係者ࠊ機関等周知ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍ職員及ࡧ関係機関ࡢ情報伝達ࡢ

方法ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ第㸳章�第㸯節�災害情報通信計画及ࡧ情報伝達計画ࠖ定ࠋࡿࡵ�

����� 全職員㸦庁内放送ࠊ電話ࠊ庁内㹊㸿㹌、メール㸧�

����� 防災関係機関ࠊ十勝総合振興局及ࡧ報道機関㸦電話ࠊ無線電話ࠊ伝令㸧�

����� 一般住民ࡢ周知㸦報道機関ࡢ広報協力ࠊ広報車ࠊ防災行政無線ࠊ電話、ＦＡＸ、メール࣍ࠊ

�㸧ࢪ࣮࣒࣮࣌

３ 本部設置場所�

����� 本部ࡣ幕別町役場設置ࠋࡿࡍ�

� � � この場合、本部機能として役場（町民課）に本部情報連絡室、忠類総合支所（地域振興課）に

忠類地域情報連絡室、札内支所に札内地域情報連絡室を同時に設置する。（「本設 ７ 本部運営」

を参照） 

   ただし、無線基地局については、「第５章第２節災害通信計画 ３専用通信設備 (2)無線通

信施設の利用」の定めによる。 

����� 本部ࢆ設置ࠊࡣࡁࡓࡋ本庁舎正面玄関及ࡧ本部前本部標識板ࢆ掲示ࠋࡿࡍ�

４ 現地本部の設置�

����� 本部長ࠊࡣ早急࡞諸対策ࢆ行ࡵࡓ࠺必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ災害発生地域現地本部ࢆ設置ࡍ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ

����� 現地本部ࠊࡣ現地本部長及ࡧ現地本部員等ࢆ置ࠊࡁ本部長ࡀ指名ࡿࡍ者ࠋࡿ࡚࠶ࢀࡇ࡚ࡗࡶࢆ�



本 編 第３章 防災組織 

�

第３-２節 幕別町災害対策本部 

��

����� 現地本部長ࠊࡣ常本部連絡ࢆ保ࠊࡕ的確࡞指示ࠊ情報交換ࠊࡾࡼ適切࡞措置ࢆ講ࠋࡿࡎ�

５５ 本部の廃止�

����� 本部長ࠊࡣ次ࡢ各号ࡢ一該当ࡿࡍ場合廃止ࠋࡿࡍ�

� 当町ࡢ地域࡚࠸࠾災害発生ࡢ危険ࡀ解消ࠋࡁࡓࡋ�

� 災害関ࡿࡍ応急対策措置ࡀ概ࡡ完了ࠋࡁࡓࡋ�

�࢘ 公共機関及ࡧ公共的機関ࡢ災害応急措置ࡀ概ࡡ完了ࠊࡋ町民生活障害ࡿ࡞状況ࡀ解消ࡉ

�ࠋࡁࡿࡵ認ࡓࢀ

����� 本部ࢆ廃止ࠊࡣࡁࡓࡋ各防災機関ࠊ十勝総合振興局ࠊ報道機関等通知ࠋࡿࡍ�

����� 廃止後ࠊࡶ࡚࠸࠾災害事務ࠊ救済策ࡢ実施ࢆ要ࡿࡍ場合ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ本来業務ࢆ所掌ࡿࡍ

部課業務ࢆ引ࡁ継ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡂ関係部課࡚࠸࠾対策業務ࢆ執ࡾ行ࠋ࠺�

� 全体常ࠊࡵ求ࢆ報告ࡢࡽ各部ࠊ࡚࠸ࡘ遂行状況等ࠊ内容ࡢ業務ࠊࡣ町民課ࠊ場合ࡢࡇ

状況ࢆ把握ࡓࡲࠊࡋ必要࡞指示ࢆ行ࠋ࠺�

６ 本部の組織及び事務所掌�

����� 本部部及ࡧ班ࢆ置ࠋࡃ�

����� 本部ࡢ組織ࠕࡣ図表㸱�㸰�㸯�本部組織図ࠖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

����� 部࣭班ࡢ名称ࠊ部長࣭班長ࡿࢀࡽ࡚࠶職員ࠊ担当ࡿࡍ部課及ࡢࢀࡒࢀࡑࡧ部࣭班ࡢ所掌事

務ࠕࡣ別表㸱�㸰�㸯�本部ࡢ業務分担ࠖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

����� 各班ࡢ編成及ࡧ所掌事務ࠊࡣ原則ࠕ࡚ࡋ図表㸱�㸰�㸯�本部組織図ࠖࠕࠊ別表㸱�㸰�㸯�本

部ࡢ業務分担 �ࠋ࠺行ࢆ活動࡞適切ࠊ࠸行ࢆ࠼編成替ࠊ部内࡛調整ࡾࡼ災害状況等ࠊࡀࡿࡼࠖ

� �ࠋࡿࡍ報告本部ࠊࡶࡿࡍ指示ࠊࡵ定ࡀ各部長ࡣ変更分担事務ࡢ部内࡛ࠊ場合ࡢࡇ

����� 災害状況ࡣࡓࡲࠊ特必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ本部長ࠕࡣ図表㸱㸫㸰㸫㸯�本部組織図ࠖ異࡞

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ指示各部࣭班ࢆ編成ࡿ

７ 本部の運営�

� 本部ࡀ設置ࡓࢀࡉ場合ࠊ本部ࠕ本部会議ࠖࠕࠊ本部情報連絡室ࠖ、忠類総合支所にࠕ忠類地域

情報連絡室ࠖ及び札内支所に「札内地域情報連絡室」ࢆ置ࠋࡃ�

����� 本部会議ࠊ本部情報連絡室ࠊ忠類地域情報連絡室、札内地域情報連絡室�

� 本部会議ࡣ本部長ࠊ副本部長ࠊ対策部長࡚ࡗࡶࢆ構成ࠋࡿࡍ�

�㺏��� 本部長� � 町長�

町長ࡀ不在等ࡢ場合ࠊࡣ次ࡢ順位࡛ࡢࡑ任務ࠋࡿࡓ࠶�

� 㹟㸬副町長�

� 㹠㸬教育長�

�㺐��� 副本部長� � 副町長ࠊ教育長�

�㺑��� 対策部長� � 部長職ࡿ࠶者�
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�㺒��� 本部情報連絡室員� � 町民課職員及ࡧ本部長ࡀ指名ࡓࡋ職員�

�㺓��� 忠類地域情報連絡室員� � 地地域振興課職員及ࡧ本部長ࡀ指名ࡓࡋ職員�

(ｶ)  札内地域情報連絡室員  札内支所職員及び本部長が指名した職員 

� 本部会議ࡢ協議事項�

�㺏��� 本部ࡢ非常配備体制ࡢ確立及ࡧ廃止関ࡇࡿࡍ�

�㺐��� 災害情報ࠊ被害状況ࡢ分析関ࡇࡿࡍ�

�㺑��� 災害予防及ࡧ災害応急対策ࡢ実施並ࡧ総合調整関ࡇࡿࡍ�

�㺒��� 職員ࡢ配備体制ࡢ切ࡾ替࠼及ࡧ廃止関ࡇࡿࡍ�

�㺓��� �事項࡞重要ࡿࡍ関他災害対策ࡢࡑ

�࢘ 本部会議ࡢ開催�

�㺏��本部会議ࠊࡣ本部長ࡀ必要ࡾࡼ招集ࠊࡋ開催ࠋࡿࡍ�

�㺐��各対策部長ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ所管事項࡚࠸ࡘ会議必要࡞資料ࢆ提出ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

�㺑��各対策部長ࠊࡣ必要ࡾࡼ所属ࡢ職員ࢆ伴࡚ࡗ会議出席ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

�㺒��各対策部長ࠊࡣ会議ࡢ招集ࢆ必要認ࡣࡁࡿࡵ副本部長ࡢࡑ旨ࢆ申ࡋ出ࠋࡿ�

����� 本部情報連絡室࣭忠類地域情報連絡室・札内地域情報連絡室�

� 本部情報連絡室、忠類地域情報連絡室及び「札内地域情報連絡室」ࠊࡣ災害関ࡿࡍ情報

等ࡢ収集及ࡧ受理ࠊ災害対策係ࡿ指令ࡢ伝達等ࡢ事務ࠋࡿࡓ࠶�

� 本部情報連絡室ࠊࡣ民生部町民課置ࠊࡁ構成ࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

�㺏��室� 長� � 民生部長� 㸦民生対策部長㸧�

�㺐��副室長� � 町民課長� 㸦庶務班長㸧�

�㺑��室� 員� � 町民課職員㸦庶務班員㸧�

�㺒��連絡員� � 各対策部長ࡀ指名ࡓࡋ職員ࠋࡿ࡚࠶࡚ࡗࡶࢆ�

�࢘ 忠類地域情報連絡室ࠊࡣ忠類総合支所地域振興課置ࠊࡁ構成ࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

�㺏��室� 長� � 忠類総合支所長㸦忠類地域対策部長㸧�

�㺐��副室長� � 地域振興課長� 㸦庶務班長㸧�

�㺑��室� 員� � 地域振興課職員㸦庶務班員㸧�

�㺒��連絡員� � 各対策部長ࡀ指名ࡓࡋ職員ࠋࡿ࡚࠶࡚ࡗࡶࢆ�

エ 札内地域情報連絡室は、札内支所に置き、構成は次のとおりとする。 

(ｱ) 室 長  札内支所長（札内地域対策部長） 
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((ｲ) 副室長  札内支所次長（庶務班長） 

(ｳ) 室 員  札内支所職員（庶務班員） 

(ｴ) 連絡員  各対策部長が指名した職員をもってあてる。 

オ� 室長ࠊࡣ災害ࡢ規模ࠊ状況等応ࠊ࡚ࡌ必要࡞部ࡢ情報連絡員ࢆ本部情報連絡室、忠類地

域情報連絡室及び札内地域情報連絡室常駐ࠊࡏࡉ所属部ࡢ災害情報連絡責任者ࡢ連絡

�ࠋࡿࡏࡽࡓ࠶

����� 災害情報連絡責任者�

� 各対策部長ࡵࡌࡽ࠶ࠊࡣ所属職員ࡢ中ࡽ災害情報連絡責任者㸦以下ࠕ情報連絡責任者ࠖ

地域振興課ࡧ町民課及ࡾࡼ様式㸱�㸰�㸯�非常配備編成計画書ࠖࠕࠊࡋ指名ࢆ㸧ࠋ࠺࠸

報告ࠋࡿࡍ�

� 情報連絡責任者ࡢ業務ࡣ次ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ�

�㺏��� 所属部内ࡢ職員ࡢ動員ࠊ配備体制ࡢ状況把握�

�㺐��� 所属部所掌事務係ࡿࢃ災害ࠊ被害状況ࡢ調査収集�

�㺑��� 応急対策ࡢ実施ࠊ活動状況ࡢ把握�

�㺒��� 応急災害対策実施係ࡿ災害関ࡿࡍ情報㸦以下ࠕ災害情報等ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ取ࡵࡲࡾ�

�㺓��� 本部情報連絡室忠類地域情報連絡室及び札内地域情報連絡室ࡢ情報伝達及ࡧ所属

部内ࡢ連絡調整�

� 原ࠊࡣ情報伝達ࡢ忠類地域情報連絡室及び札内地域情報連絡室ࡧ本部情報連絡室及ࠊ࠾࡞

則࡚ࡋ連絡室常駐係員ࢀࡒࢀࡑ部ࡢ情報連絡員ࢆ通࡚ࡌ行ࠊࡓࡲࠋ࠺忠類地域情報連絡室

及び札内地域情報連絡室ࠊࡣ地域ࡢ情報連絡責任者ࠕࡢࡽ災害情報等 ࠊࡵࡲࡾ࡚࠸ࡘࠖ

本部情報連絡室報告ࠋࡿࡍ�

�࢘ 前項ࠕࡢ災害情報等ࠖࡢ報告ࠕࠊࡣ第㸳章�第㸯節�災害情報収集及ࡧ伝達計画ࠖ定ࠋࡿࡵ�

８ 複合災害発生時の体制�

複合災害が発生した場合において、現地本部が複数設置された場合は、重複する要員の所在

調整、情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、合同会議の開催等に努めるものとす

る。現地本部担当部局が異なる場合には、統合を含めた具体的な連携方策をあらかじめ定めて

おくものとする。現地本部についても、必要に応じて、同様の配慮を行うものとする。 

９ 職員災害非常配備体制 

����� 本部ࠊࡣ被害ࡢ防除及ࡧ軽減並ࡧ災害発生後ࡿࡅ࠾応急対策ࡢ迅速ࡘ強力࡞推進ࢆ図ࡿ

�ࠋࡿࢆ非常配備体制ࠊࡵࡓ

� ࡇࡿࢆ配備体制ࡾࡼ基準ࡿࡍ関非常配備ࠊࡶ࡚ࡗ࠶場合࠸࡞ࢀࡉ設置ࡀ本部ࠊࡋࡔࡓ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

����� 非常配備ࡢ種別ࠊ配備体制ࠊ活動内容等ࡢ基準ࠕࠊࡣ別表㸱�㸰�㸰�幕別町職員災害非常配備体

制表ࠖࠊࡋࡾ࠾ࡢ配備ࡢ決定ࡣ本部長ࡀ行ࠋ࠺�

�
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図表３�２�１ 本部組織図�

消防組織法・水防法、その他
法令に基づく協力団体

本 部 会 議
　総務班（班長　総務課長）
　標準支援　第２支援班（班長　議会事務局課長）

本 部 長 　標準支援　第４支援班（班長　監査委員事務局長）

（ 教 育 長 ） 　衛生班（班長　町民課長）
　保健班（班長　保健課長）

本 部 員 　福祉班（班長　福祉課長）

（ 町 長 ）
副 本 部 長 　広報渉外班（班長　企画室参事）
（ 副 町 長 ）

経 済 部 長 　農林支援班（班長　農業委員会事務局長）
建 設 部 長 　土地改良班（班長　土地改良課長）

総 務 部 長 　福祉支援班（班長　こども課長）
企 画 室 長
民 生 部 長 　農林班（班長　農林課長）

議 会 事 務 局 長

忠 類 総 合 支 所 長 　土木班（班長　土木課長）

教 育 部 長 　土地改良支援班（班長　農業振興担当参事）

札 内 支 所 長 　商工観光班（班長　商工観光課長）

　学校教育班（班長　学校教育課長）
本 部 情 報 連 絡 室 　学校教育支援班（班長　給食センター所長）

出 納 室 長 　都市施設班（班長　都市施設課長）

消 防 長 　水道班（班長　水道課長）

室 長 民 生 部 長 　社会教育班（班長　生涯学習課長）
副 室 長 町 民 課 長 　社会教育支援班（班長　図書館長）

　標準支援　第３支援班（班長　会計課長）

忠 類 地 域 情 報 連 絡 室 　標準支援　第１支援班（班長　税務課長）

室 長 忠類総合支所長

室員(庶務班) 町 民 課 職 員

　札内地域班（班長　札内支所次長）

札 内 地 域 情 報 連 絡 室 　総務・広報・衛生班（班長　地域振興課長）
室 長 札 内 支 所 長 　保健・福祉班（班長　保健福祉課長）

副 室 長 地 域 振 興 課 長 　糠内地域班（班長　糠内出張所長）

室員(庶務班) 地域振興課職員

副 室 長 札 内 支 所 次 長 　経済建設班（班長　経済建設課長）
室員(庶務班) 札 内 支 所 職 員 　経済建設支援班（班長　忠類総合支所長兼務）

　第４支援班（班長　監査委員事務局長）

幕別消防団長 　第１支援班（班長　税務課長）
　第２支援班（班長　議会事務局課長）
　第３支援班（班長　会計課長）

　（班員　農業委員会忠類支局）
　教育班（班長　忠類総合支所長兼務）
　（班員　生涯学習課、忠類学校給食センター）

幕別消防署長

総 務 対 策 部

広 報 渉 外 部
（ 部 長 企 画 室 長 ）

民 生 対 策 部
（ 部 長 民 生 部 長 ）

経 済 対 策 部
（ 部 長 経 済 部 長 ）

建 設 対 策 部
（ 部 長 建 設 部 長 ）

文 教 対 策 部
（ 部 長 教 育 部 長 ）

糠 内 地 域 対 策 部
（ 部 長 出 納 室 長 ）

支 援 対 策 部
（部長 議会事務局長）

忠 類 地 域 対 策 部
（部長 忠類総合支所長）

札 内 地 域 対 策 部
（ 部長 札内支所長 ）

�

�
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別表３-２-１ 本部の業務分担�
ͤ� 避難所担当職員ࠊࡣ避難所ࡢ開設指示ࡓࡗ࠶ࡀ場合ࠊ原則ࡢࡇࠊ࡚ࡋ所掌事務優先࡚ࡋ対応ࡿࡍ

 ࠋࡿࡍࡢࡶ

部名�
班� � � 名�

㸦属ࡿࡍ課㸧�
所� � 掌� � 事� � 項�

本
部
情
報
連
絡
室

 

庶� 務� 班�

㸦町民課㸧�

㸯㸬防災会議及ࡧ防災関係機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬本部ࡢ庶務及ࡧ各部ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬消防機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬関係団体ࠊ住民組織等ࡢ連絡及ࡧ出動要請関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬各地区ࡢ情報連絡関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬本部会議及ࡧ本部情報連絡関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬気象警報ࠊ雨量ࠊ河川水位等ࡢ情報収集関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬通信連絡機能ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬災害状況ࡢ取ࡵࡲࡾ関ࡇࡿࡍ�

��㸬災害日誌及ࡧ災害記録関ࡇࡿࡍ�

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

忠
類
地
域
情
報
連
絡
室

 

庶� 務� 班�

㸦地地域振興課㸧�

�

㸯㸬忠類地域対策部ࡢ庶務及ࡧ各部ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬消防機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬本部情報連絡室ࡢ情報連絡関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬気象警報ࠊ雨量ࠊ河川水位等ࡢ情報収集関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬通信連絡機能ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬関係団体ࠊ住民組織等ࡢ連絡及ࡧ出動要請関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬各地区ࡢ情報連絡関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬災害状況ࡢ取ࡵࡲࡾ関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬災害日誌及ࡧ災害記録関ࡇࡿࡍ�

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

札
内
地
域
情
報
連
絡
室

 
庶 務 班 

（札内支所） 

�

㸯㸬札内地域対策部ࡢ庶務及ࡧ各部ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬消防機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬本部情報連絡室ࡢ情報連絡関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬気象警報ࠊ雨量ࠊ河川水位等ࡢ情報収集関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬通信連絡機能ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬関係団体ࠊ住民組織等ࡢ連絡及ࡧ出動要請関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬各地区ࡢ情報連絡関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬災害状況ࡢ取ࡵࡲࡾ関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬災害日誌及ࡧ災害記録関ࡇࡿࡍ�

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�
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総

 

務

 

対

 

策

 

部

 

総� 務� 班�

㸦総務課㸧�

㸯㸬本部職員ࡢ非常招集関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬本部職員ࡢ衣服ࠊ食糧及ࡧ寝具ࡢ調達供給関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬本部長ࠊ副本部長ࡢ秘書関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬自衛隊ࡢ派遣要請（（撤収含む）及び報告関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬国࣭道対ࡿࡍ要請及ࡧ報告関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬他町村等ࡢ応援要請関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬食糧及び生活物資等の災害時必要品ࡢ手配及ࡧ調達関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬避難所ࠊ炊ࡁ出ࡋ所及ࡧ救護所ࡢ設営工事関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬避難所ࡢ開設ࠊ管理及ࡧ実施関ࡇࡿࡍ�

��㸬被災地域住民ࡢ避難誘導関ࡇࡿࡍ�

��㸬被災地応急物資及ࡧ本部職員ࡢ輸送関ࡇࡿࡍ�

��㸬災害時ࡿࡅ࠾電力ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

��㸬町有財産ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

��㸬町有財産㸦教育施設ࢆ除ࡃ㸧ࡢ応急利用関ࡇࡿࡍ�

��㸬災害対策ࡢ予算及ࡧ資金関ࡇࡿࡍ�

16．労務供給対策に関すること。 

17㸬災害応急対策従事者ࡢ公務災害補償関ࡇࡿࡍ�
18．他の部の主管に属さないこと�
19㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

広

 

報

 

渉

 

外

 

部

 

広報渉外班�

㸦企画室㸧�

㸯㸬住民関ࡿࡍ警報ࠊ避難命令ࠊ災害情報等ࡢ広報関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬町内ࡢ被害現場ࡢ写真撮影関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬災害報道記事及ࡧ災害状況写真等ࡢ収集関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬本部ࡀ行࠺発表及ࡧ報道機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬災害関ࡿࡍ相談ࠊ苦情等ࡢ処理関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬自衛隊及ࠊࡧ国ࠊ道ࡢ支援要請後ࡢ受入ࢀ関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬国ࠊ道ࠊ関係機関ࡢ災害復旧陳情等ࡢ調整関ࡇࡿࡍ�

８．国、地方公共団体等からの災害視察者に関すること。 

９．災害見舞者及び視察者の対応、接遇に関すること（被災者家族の対応

含む） 

10㸬災害復旧総合計画ࡢ調整関ࡇࡿࡍ�

11㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

民

 

生

 

対

 

策

 

部

 

衛� 生� 班�

㸦町民課㸧�

㸯㸬被災地ࡢ環境衛生保持関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬災害時ࡢ清掃計画ࡢ作成及ࡧ実施関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬被災地ࡢ清掃及ࡧ廃棄物ࡢ処理関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬防疫業務関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

保� 健� 班�

㸦保健課㸧�

㸯㸬被災者ࡢ生活関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬医療施設ࡢ災害対策関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬医療施設ࡢ被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬医療救護関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬被災地ࡢ伝染病予防及ࡧ患者ࡢ収容関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬応急救護所ࡢ開設及ࡧ管理関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬医療機関ࠊ医師等ࡢ動員計画ࡢ作成及ࡧ実施関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬救急薬品ࡢ供給関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬死体ࡢ収容安置関ࡇࡿࡍ�

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�
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福� 祉� 班�

㸦福祉課㸧�

㸯㸬要要配慮者安否確認及ࡧ被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬社会福祉施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬要配慮者対ࡿࡍ避難誘導等ࡢ安全確保関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬福祉避難所ࡢ開設ࠊ管理及ࡧ実施関ࡇࡿࡍ�

５㸬義援金品等ࡢ受付、保管及ࡧ配分関ࡇࡿࡍ�

６㸬災害ࡢࢸࣥࣛ࣎受入ࢀ関ࡇࡿࡍ�

７㸬日本赤十字社救助活動ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

８．被災者に対する各種福祉資金に関すること�

９㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

福祉支援班 

（こども課） 

１．保育園児及び学童保育児童の避難、誘導等の安全確保に関すること 

２．児童福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること 

３．福祉班の支援に関すること 

４．その他特命事項に関すること 

経

 

済

 

対

 
策

 

部

 

農� 林� 班�

㸦農林課㸧�

㸯㸬農地ࠊ山林ࠊ農畜産林業施設ࠊ農林産物及ࡧ家畜等ࡢ被害調査並ࡧ応急

対策関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬被災農林業者対ࡿࡍ援護対策関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬被災地ࡢ病害虫ࡢ防疫関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬被災地ࡢ家畜ࡢ伝染病予防及ࡧ防疫関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬林野ࡢ火災予防関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬林野火災ࡢ被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬災害時ࡿࡅ࠾農林業関係機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

農林支援班�

㸦農業委員会㸧�

㸯㸬災害時ࡢ農林畜産関係資金ࡢ融資関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬飼料ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬農林班の支援に関すること�

�ࡇࡿࡍ関他特命事項ࡢࡑ．４

土地改良班�

㸦土地改良課㸧�

㸯㸬土地改良施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬土地改良施設ࡢ災害復旧工事関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬幕別࣒ࢲ関ࡿࡍ状況調査及ࡧ関係機関ࡢ調整関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

土地改良支援班 

（農業振興担当） 

１．土地改良施設の被害調査及び応急対策に関すること 

２．土地改良班の支援に関すること 

３．その他特命事項に関すること  

商工観光班�

㸦商工観光課㸧�

㸯㸬商工業関係被害ࡢ調査関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬災害時ࡿࡅ࠾商工業関係機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬被災商工業者ࡢ金融相談及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬災害時ࡢ消費物資ࡢ確保及ࡧ物価安定対策関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬観光施設ࡢ災害対策ࠊ被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬入込客対策関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬労務供給対策関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�
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建

 

設

 

対

 

策

 

部

 

土� 木� 班�

㸦土木課㸧�

㸯㸬道路ࡢ通行禁止及ࡧ制限ࡢ措置ࡢ総合調整関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬道路ࠊ河川ࠊ橋梁及ࡧ堤防等ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬危険水防区域ࡢ警戒巡視関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬治水計画ࡢ実施ࡢ࡚࠸ࡘ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬土木施設関ࡿࡍ災害復旧工事関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬障害物ࡢ除去関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬派遣自衛隊ࡢ誘導ࠊ撤収及ࡧ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

８８．食糧及び応急資機材等の輸送路に関すること 

９．災害交通路線調査及び運行路線の確保に関すること 

10．砂利道等の災害復旧に関すること 

11．応急作業用車両等の確保及び輸送に関すること 

12．災害時の車両の確保及び配車に関すること 

13㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

都市施設班 

（都市施設課） 

１．公営住宅の被害調査及び応急対策に関すること 

２．応急仮設住宅の建設に関すること 

３．被災住宅の応急措置に関すること 

４．被害家屋等の被害調査に関すること 

５．被害家屋等の応急危険度判定に関すること 

６．公園ࠊ緑地ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ 

７．公園ࠊ緑地ࡢ災害復旧工事関ࡇࡿࡍ 

 ࡇࡿࡍ関他特命事項ࡢࡑ．８

水道班�

㸦水道課㸧�

㸯㸬上下水道施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬浸水防止対策関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬機動給水関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬応急給水所ࡢ設置及ࡧ応急給水ࡢ周知関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬配水調整関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬水源及ࡧ配水施設ࡢ管理関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬給水機器ࡢ確保及ࡧ輸送関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬被災上下水道施設ࡢ応急修理関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬上下水道施設ࡢ災害復旧工事関ࡇࡿࡍ�

��㸬水質ࡢ保全及ࡧ水源河川状況調査関ࡇࡿࡍ�

��㸬上下水道施設ࡢ災害伴࠺相互応援関ࡇࡿࡍ�

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

文

 

教

 

対

 

策

 

部

 

学校教育班�

㸦学校教育課㸧�

㸯㸬学校教育施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬被災学校教育施設ࡢ写真撮影及ࡧ収集関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬学校教育施設ࡢ災害復旧工事関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬児童生徒ࡢ安全確保及ࡧ教護関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬学校教育施設ࡢ応急利用関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬各小࣭中学校ࠊ高校及ࡧ幼稚園ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬被災学校ࡢ医療及ࡧ防疫関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬教職員ࡢ動員関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

学校教育支援班�

㸦幕別給食ࢱࣥࢭ

࣮㸧�

㸯㸬災害時ࡢ学校給食関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬学校教育班ࡢ支援関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�
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社会教育班�

㸦生涯学習課㸧�

㸯㸬社会教育施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策実施関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬社会教育施設利用者ࡢ避難誘導等ࡿࡼ安全確保関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬社会教育施設ࡢ応急利用関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

社会教育支援班�

㸦図書館㸧�

㸯㸬教科書及ࡧ学用品ࡢ調達並ࡧ支給関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬社会教育班ࡢ支援関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

支
援
対
策
部

 

第㸯㹼㸲支援班�

㸦税� 務� 課㸧�

㸦議会事務局㸧�

㸦会� 計� 課㸧�

㸦監査委員事務局㸧�

㸯㸬被災地ࡢ災害応急物品等ࡢ手配ࠊ調達関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬被災地ࡢ応急物資ࡢ輸送支援関ࡇࡿࡍ�

３３．札内地域班、糠内地域班の緊急支援に関すること 

４㸬３以外の各班ࡢ緊急支援関ࡇࡿࡍ�

５㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

忠

 

類

 

地

 
域

 

対

 

策

 

部

 

忠類地域対策部�

㸦共通事項㸧�

㸯㸬災害対策本部ࠊࡕ࠺ࡢ忠類地区ࡢ応急対策ࢆ実施ࡇࡿࡍ�

㸰㸬被害情報収集࣭対策࡞本部ࡢ連携ࢆ十分図ࡇࡿ�

総務࣭広報࣭衛

生班�

㸦地域振興課㸧�

㸯㸬支所職員ࡢ非常招集関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬支所職員ࡢ衣服ࠊ食糧及ࡧ寝具ࡢ調達供給関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬災害応急物品等ࡢ手配及ࡧ調達関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬避難所ࠊ炊ࡁ出ࡋ所及ࡧ救護所ࡢ設営工事関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬避難所ࡢ開設ࠊ管理及ࡧ実施関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬被災地域住民ࡢ避難誘導関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬被災地応急物資及ࡧ支所職員ࡢ輸送関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬災害時ࡿࡅ࠾電力ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬町有財産ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

��㸬町有財産㸦教育施設ࢆ除ࡃ㸧ࡢ応急利用関ࡇࡿࡍ�

��㸬住民関ࡿࡍ警報ࠊ避難命令ࠊ災害情報等ࡢ広報関ࡇࡿࡍ�

12．被災地の環境衛生保持に関すること 

13．災害時の清掃計画の作成及び実施に関すること 

14．被災地の清掃及び廃棄物の処理に関すること 

15．防疫業務に関すること 

�ࡇࡿࡍ関他特命事項ࡢࡑ.16

保健࣭福祉班�

㸦保健福祉課㸧�

㸯㸬被災者ࡢ生活関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬医療施設ࡢ被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬被災地ࡢ伝染病予防及ࡧ患者ࡢ収容関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬応急救護所ࡢ開設及ࡧ管理関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬医療機関ࠊ医師等ࡢ動員計画ࡢ作成及ࡧ実施関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬救急薬品ࡢ供給関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬死体ࡢ収容安置関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬要配慮者安否確認及ࡧ被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬社会福祉施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

��㸬要配慮者対ࡿࡍ避難誘導等ࡢ安全確保関ࡇࡿࡍ�

����災害ࡢࢸࣥࣛ࣎受入ࢀ関ࡇࡿࡍ�

��㸬保育園児及び学童保育児童ࡢ避難ࠊ誘導等ࡢ安全確保ࠊ応急救護関ࡍ

�ࡇࡿ

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�
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経済建建設班�

㸦経済建設課㸧�

�

㸯㸬農地ࠊ山林ࠊ農畜産林業施設ࠊ農林産物及ࡧ家畜等ࡢ被害調査並ࡧ応急

対策関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬被災農林業者対ࡿࡍ援護対策関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬被災地ࡢ病害虫ࡢ防疫関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬被災地ࡢ家畜ࡢ伝染病予防及ࡧ防疫関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬林野火災ࡢ予防ࡧࡼ࠾被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬災害時ࡿࡅ࠾農林業関係機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬土地改良施設ࡢ被害調査ࠊ応急対策及ࡧ災害復旧関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬商工業関係被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬災害時ࡿࡅ࠾商工業関係機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

��㸬被災商工業者ࡢ金融相談及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

��㸬災害時ࡢ消費物資ࡢ確保及ࡧ物価安定対策関ࡇࡿࡍ�

��㸬観光施設ࡢ災害対策ࠊ被害調査関ࡇࡿࡍ�

��㸬入込客対策関ࡇࡿࡍ�

��㸬労務供給対策関ࡇࡿࡍ�

15．道路の通行禁止及び制限の措置の総合調整に関すること 

16．道路、河川、公園、橋梁等の被害調査及び応急対策に関すること 

17．危険水防区域の警戒巡視に関すること 

18．道路、河川、公園、橋梁、上下水道等の災害復旧工事に関すること 

19．障害物の除去に関すること 

20．公営住宅の被害調査及び応急対策に関すること 

21．応急仮設住宅の建設に関すること 

22．被災住宅の応急措置に関すること 

23．被害家屋等の被害調査に関すること 

24．被害家屋等の応急危険度判定に関すること 

25．食糧及び応急資機材等の輸送に関すること 

26．被災交通路線調査及び運行路線の確保に関すること 

27．砂利道等の災害復旧に関すること 

28．応急作業用車両等の確保及び応急資材の調達輸送に関すること 

29．災害時の車両の確保及び配車に関すること 

30．上下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること 

31．浸水防止対策に関すること 

32．機動給水に関すること 

33．応急給水所の設置及び応急給水の周知に関すること 

34．配水調整に関すること 

35．水源及び配水施設の管理に関すること 

36．給水機器の確保及び輸送に関すること 

37．水質の保全及び水源河川状況調査に関すること 

�ࡇࡿࡍ関他特命事項ࡢࡑ．38

経済建設支援班�

㸦農業委員会㸧�

㸯㸬災害時ࡢ農林畜産関係資金ࡢ融資関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬飼料ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�
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教� 育� 班�

㸦生生涯学習課㸧�

㸯㸬学校教育施設࣭社会教育施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬被災学校教育施設及ࡧ社会教育施設ࡢ写真撮影及ࡧ収集関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬学校教育施設及ࡧ社会教育施設ࡢ災害復旧工事関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬児童生徒ࡢ安全確保及ࡧ救護関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬学校教育施設࣭社会教育施設ࡢ応急利用関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬各小࣭中学校ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬被災学校ࡢ医療及ࡧ防疫関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬災害時ࡢ学校給食関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬教職員ࡢ動員関ࡇࡿࡍ�

��㸬教科書及ࡧ学用品ࡢ調達並ࡧ支給関ࡇࡿࡍ�

��㸬社会教育施設利用者ࡢ避難誘導等ࡿࡼ安全確保関ࡇࡿࡍ�

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

札
内
地
域
対
策
部

 

札内地域班 

㸦札内支所㸧�

㸯㸬災害対策本部のうち、札内地区の災害情報の収集及び報告を行い、本

部との十分な連携を図ること�

㸰㸬本部各班関連対策業務の報告関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬各班ࡢ緊急支援関ࡇࡿࡍ�

４．支所職員の非常招集に関すること 

５．支所職員の衣服、食糧及び寝具の調達供給に関すること 

㸴㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

糠
内
地
域
対
策
部

 

糠内地域班 

（糠内出張所） 

１．災害情報の収集及び報告に関すること 

２．本部各班関連対策業務報告に関すること 

３．各班への緊急支援に関すること 

４．その他特命事項に関すること 

 

�
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別表３�２�２ 幕別町職員非常配備体制表�

（１）風水害等災害時の警戒体制�

区� � 分� 【【 第 １ 次 警 戒 体 制 】 

配備基準�

㸯� 幕別町大雨（浸水害・土砂災害）ࠊ暴風ࠊ暴風雪ࠊ大雪警報等ࠊ気象業務

法基࡙ࡃ気象及ࡧ水象関ࡿࡍ警報ࡣࡓࡲ情報等ࢆ受ࡁࡓࡅ�

㸰� 町内ࡢ水位観測所ࡀࢀࡎ࠸ࠊࡕ࠺ࡢ指定水位ࢆ超ࡓ࠼場合�

㸱� 河川ࡢ水位ࡸ降雨等ࡢ状況ࡽ必要ࡿ࠶ࡀ認ࡁࡓࢀࡽࡵ�

㸲� 災害ࡀ発生ࠊࡾ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ町民課長及ࡧ地域振興課長ࡀ必要認ࡿࡵ

�ࡁ

活動内容�

㸯� 町民課長及ࡧ地域振興課長ࠊࡣ第㸰次警戒体制ࢆ速ࡢࡵࡓࡿࡸ連絡体

制ࢆ確立ࠊࡋ主状況ࡢ把握連絡活動ࢆ行ࡿ࠼体制ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ必要応

�ࠋࡿࡍ通知ࢆ状況関係部課長࡚ࡌ

㸰� 第㸰次警戒体制関係課ࡢ部課長ࡣ㸦自宅㸧待機ࠊࡋ状況ࡣ࡚ࡗࡼ速ࡸ

�ࠋࡿࡍ体制ࡿࡁ参集࡛

㸱� 町民課長及ࡧ地域振興課長ࠊࡣ状況応ࠊ࡚ࡌ全職員ࢆ㸦自宅㸧待機ࡿࡍ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ

区� � 分� 【 第 ２ 次 警 戒 体 制 】�

配備基準�

㸯� 上記警報発令状態ࡀ継続ࠊࢀࡉ又ࡣ関係情報ࡀ発表ࡿࢀࡉ状況࡛ࡁࡿ࠶�

㸰� 今後災害ࡀ発生ࠊࡾ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ災害対策備ࡿ࠼必要ࡁࡿ࠶ࡀ�

㸱� 洪水注意報ࡢ発令ࠊࡣࡓࡲ町内ࡢ水位観測所ࡀࢀࡎ࠸ࠊࡕ࠺ࡢはん濫注意

水位（警戒水位）ࢆ超ࡿ࠼可能性ࡁࡿ࠶ࡀ�

㸲� 町内ࡿ࠶雨量計ࠊ࡚࠸࠾以下ࡢ基準ࢆࢀࡎ࠸ࡕ࠺ࡢ記録ࡁࡓࡋ�

� � �時間雨量ࡀ��㹫㹫以上�

� ͤ気象業務法に基づく大雨注意報ࡢ発表基準以上ࡢ降雨�

㸳� 河川ࡢ水位ࡸ降雨等ࡢ状況ࡽ必要ࡿ࠶ࡀ認ࡁࡓࢀࡽࡵ�

活動内容�

㸯� 町民課長及ࡧ地域振興課長ࠊࡣ気象ࠊ地象ࠊ水象関ࡿࡍ情報及ࡧ災害状況

�ࠋࡿࡓ࠶情報連絡ࡢ関係機関ࡧ道及ࠊࡶࡿ図ࢆ収集ࡢ

㸰� 町民課長及ࡧ地域振興課長ࠊࡣ関係部課情報収集ࠊ活動状況等ࡢ࡚࠸ࡘ

情報連絡ࠋࡿࡓ࠶�

㸱� 各部課長ࠊࡣ町民課長及ࡧ地域振興課長ࡢࡽ情報基࡙ࠊࡁ情勢対応ࡍ

必要ࡋ対所属職員ࠊ随時ࠊ活動等࡞軽微ࠊ巡回ࠊࡶࡿࡍ検討ࢆ措置ࡿ

�ࠋࡿࡍࢆ指示࡞

㸲� 町民課長及ࡧ地域振興課長ࠊࡣ状況応ࡢࡑࠊ࡚ࡌ他ࡢ部課ࡢ職員㸦自宅㸧

待機ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

�

�

�

�

�

�
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（２）風水害等災害時の非常配備体制�

区� � 分� 【【 第 １ 種 非 常 配 備 体 制 】 

配備基準�

㸯� 局地的災害ࡀ発生ࠊࡋ初期ࡢ災害対策ࢆ実施ࡿࡍ必要ࡁࡿ࠶ࡀ�

㸰� 今後更被害ࡀ拡大ࡁࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ�

㸱� 町内ࡢ水位観測所ࡀࢀࡎ࠸ࠊࡕ࠺ࡢはん濫注意水位ࢆ超ࡁࡓ࠼�

活動内容�

㸯� 関係部課長ࠊࡣ所掌事務係ࡿ情報ࡢ収集及ࡧ連絡体制ࢆ強化ࡿࡍ�

㸰� 関係部課長ࠊࡣ次ࡢ措置ࡢࡑࠊࡾࢆ状況ࢆ町民課長及ࡧ地域振興課長報

告ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 初期災害対策活動ࠋࡿࡓ࠶�

� 装備ࠊ物資ࠊ機材ࠊ設備ࠊ機械等ࢆ点検ࠊࡋ必要応࡚ࡌ被災現地㸦被災

予想地㸧配置ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

�࢘ 災害対策関係ࡿࡍ協力関係機関及ࡧ住民ࡢ連絡ࢆ密ࠊࡋ協力体制ࢆ

強化ࠋࡿࡍ�

㸱� ࡿࡍ㸦自宅㸧待機࠼備移行ࡢ第㸰種非常配備体制ࠊࡣ部課長ࡢ他ࡢࡑ

�ࠋࡿࡍ指示ࢆ㸦自宅㸧待機ࡋ対所属職員ࠊࡶ

�

区� � 分� 【 第 ２ 種 非 常 配 備 体 制 】災害対策本部設置�

配備基準�

㸯� 洪水警報ࡢ発令㸦洪水予報基準点࡛避難判断水位を超え更に上昇する恐れが

あるとき㸧ࡁࡓࢀࡉ�

㸰� 町内ࡢ水位観測所ࡀࢀࡎ࠸ࠊࡕ࠺ࡢ計画嵩水位ࢆ超ࡿ࠼可能性ࡁࡿ࠶ࡀ�

㸱� 数地区ࡾࡓࢃ相当規模ࡢ被害ࡀ発生ࠊࡁࡓࡋ又ࡣ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ

�ࡁ

活動内容�

㸯� 災害対策本部ࢆ設置ࠊࡋ各部ࡢ指定ࡢ所掌事務ࡾࡼ活動ࠋࡿࡍ�

㸰� 各対策部長ࠊࡣ所掌事務係ࡿ情報ࡢ収集及ࡧ連絡体制ࢆ強化ࠋࡿࡍ�

㸱� 各対策部長ࠊࡣ次ࡢ措置ࡢࡑࠊࡾࢆ状況ࢆ本部長報告ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 災害ࡢ現況࡚࠸ࡘ職員周知ࠊࡏࡉ災害発生ࠊࡶ直ࡕ応急活動

�ࠋࡿࡏࡉ非常配備ࢆ人員ࡢ所要࠺ࡼࡿࡁ開始࡛ࡀ

� 災害発生ࠊࡶ直ࡕ応急活動ࢆ実施ࠊࡋ被災状況࡚࠸ࡘ各対策部

長報告ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

�

区� � 分� 【 第 ３ 種 非 常 配 備 体 制 】災害対策本部設置�

配備基準�
� 全域ࡾࡓࢃ甚大࡞被害ࡍࡽࡓࡶࢆ被害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ

�ࡁࡿ

配備体制�
㸯� 各対策部ࡢ指定ࡢ所掌事務ࡾࡼ活動ࠋࡿࡍ�

㸰� 各対策部所属職員ࡢ全員ࠊ࡚ࡗࡶࢆ所掌ࡿࡍ災害対策ࡿࡓ࠶体制ࠋࡿࡍ�

活動内容�
各対策部長ࠊࡣ災害応急対策全力ࢆ傾注�

�

ͤ職員ࡢ配置基準ࠕࠊࡣ別表㸱�㸰�㸱� 配置職員ࡢ基準㸦風水害ࡢ場合㸧ࠖࠋࡿࡼ�
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（３）地震・・津波発生時の非常配備体制�

区� � 分� 【 第 １ 種 非 常 配 備 体 制 】 

配備基準�

１ 被害ࡣ軽微見込ࠊࡀࡿࢀࡲ公共施設及ࡧ町内ࡢ状況ࢆ掌握ࡿࡍ必要ࡿ࠶ࡀ

�㸦目安㸸震度㸲㸧ࡁࡓࡋ発生ࡀ地震ࡢ程度ࡿࢀࡽࡵ認

２ 太平洋沿岸に「津波注意報」が発表されたとき。 

３ 地震・津波による災害が発生するおそれがあり、町民課長及び地域振興課長

が必要と認めるとき�

活動内容�

㸯� 町民課長及ࡧ地域振興課長ࠊࡣ地震関ࡿࡍ情報ࡢ収集ࢆ図ࠊࡾ必要応ࡌ

࡚関係部課長状況ࢆ通知ࠋࡿࡍ�

㸰� 関係部課長ࠊࡣ次ࡢ措置ࡢࡑࠊࡾࢆ状況ࢆ町民課長及ࡧ地域振興課長報

告ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 初期災害対策活動ࠋࡿࡓ࠶�

� 災害対策関係ࡿࡍ協力関係機関及ࡧ住民ࡢ連絡ࠊࡶࡿࡓ࠶関

係施設ࡢ被害状況ࡢ把握努ࠋࡿࡵ�

㸱� ࡿࡍ㸦自宅㸧待機࠼備移行ࡢ第㸰種非常配備体制ࠊࡣ部課長ࡢ他ࡢࡑ

�ࠋࡿࡍ指示ࢆ㸦自宅㸧待機ࡋ対所属職員ࠊࡶ

区� � 分� 【 第 ２ 種 非 常 配 備 体 制 】災害対策本部設置�

配備基準�

１ 町全体ࡣ࠸ࡿ࠶局地的大࡞ࡁ被害ࡍࡽࡓࡶࢆ地震災害ࡀ発生ࡋたࡁ�

㸦目安㸸震度㸳以上㸧�

２ 太平洋沿岸に「津波警報」が発表されたとき。 

３ 町内に地震・津波による被害が発生したとき、または発生するおそれがある

とき。 

活動内容�

㸯� 災害対策本部ࢆ設置ࠊࡋ各部ࡢ指定ࡢ所掌事務ࡾࡼ活動ࠋࡿࡍ�

㸰� 各対策部長ࠊࡣ所掌事務係ࡿ情報ࡢ収集及ࡧ連絡体制ࢆ強化ࠋࡿࡍ�

㸱� 各対策部長ࠊࡣ次ࡢ措置ࡢࡑࠊࡾࢆ状況ࢆ本部長報告ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 災害ࡢ現況࡚࠸ࡘ職員周知ࠊࡏࡉ災害発生ࠊࡶ直ࡕ応急活動

�ࠋࡿࡏࡉ非常配備ࢆ人員ࡢ所要࠺ࡼࡿࡁ開始࡛ࡀ

� 発生ࠊࡶ直ࡕ応急活動ࢆ実施ࠊࡋ被災状況࡚࠸ࡘ各体策部長

報告ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

区� � 分� 【 第 ３ 種 非 常 配 備 体 制 】災害対策本部設置�

配備基準�

１ 全域ࡾࡓࢃ甚大࡞被害ࡍࡽࡓࡶࢆ地震災害ࡀ発生ࡋたࡁ㸦目安㸸震度㸴

弱以上㸧�

２ 太平洋沿岸に「大津波警報」（特別警報）が発表されたとき。 

３ 町内に地震・津波による大規模な被害が発生したとき、または発生するおそ

れがあるとき。�

活動内容� 各対策部長ࠊࡣ災害応急対策全力ࢆ傾注�

ͤ職員ࡢ配置基準ࠕࠊࡣ別表㸱�㸰�㸱� 配置職員ࡢ基準㸦地震災害ࡢ場合㸧ࠖࠋࡿࡼ�

�

�
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別表３-２-３ 配置職員の基準 

（１） 風水害の場合 

部� 課� 第㸯次警戒� 第㸰次警戒�
第㸯種�

非常配備�

第㸰種�

非常配備�

第㸱種�

非常配備�

総務部�

総務課� � � ࠙総務係ࠚ� �۔ �۔

税務課� � � �ۑ �۔ �۔

札内支所� △△ ○� �ۑ �۔ �۔

糠内出張所� �۔ �۔ �۔ �۔ �۔

企画室� 企画室� � � �ۑ �۔ �۔

民生部�

保健課� � � �ۑ �۔ �۔

福祉課� � � �ۑ �۔ �۔

こども課� � � △� ○� �۔

町民課� �࠙交通防災係ࠚ� ࠙交通防災係ࠚ� �ۑ �۔ �۔

経済部�

農業振興担当� � � �ۑ �۔ �۔

農林課� � � �ۑ �۔ �۔

商工観光課� � � �ۑ �۔ �۔

土地改良課� ࠙管理係ࠚ� �ۑ �۔ �۔ �۔

建設部�
土木課� �ࠚ管理係࠙・ۑ �۔ �۔ �۔ �۔

都市施設課� � �ۑ �۔ �۔ �۔

水道部� 水道課� �ۑ �۔ �۔ �۔ �۔

忠類総合

支所�

地域振興課� ࠙住民生活係ࠚ� ࠙住民生活係ࠚ� �۔ ○ �۔

保健福祉課� � � �ۑ �۔ �۔

経済建設課� ࠙建設管理係ࠚ� ◎� �۔ �۔ �۔

出納室� 会計課� � � △� ○� �۔

幕別町農

業委員会�

農業委員会� � � �ۑ �۔ �۔

忠類支局� � � �ۑ �۔ �۔

議会事務局� � � �ۑ �۔ �۔

監査委員事務局� � � △� ○� �۔

教育�

委員会�

学校教育課� � � �ۑ �۔ �۔

生涯学習課� � � �ۑ �۔ �۔

㸦忠類㸧� � � �ۑ �۔ �۔

幕別学校給食㺜㺻㺞㺎� � � △� ○� �۔

忠類学校給食㺜㺻㺞㺎� � � △� ○� �۔

図書館� � � △� ○� �۔

���㸦ࠊ㸸課長補佐以上ڹ��ࠊ㸸係長以上ۑ��ࠊ㸸全職員۔ 㸧㸸該当ࡿࡍ係長࠙�ࠊ� �係ࡿࡍ㸸該当ࠚ�

� ͤ本部員㸦部長以上㸧ࠊࡣ第㸯種非常配備体制࡛招集ࠋࡿࡍ 
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（２） 地震・・津波災害の場合 

部� 課�
第㸯種�

非常配備�

第㸰種�

非常配備�

第㸱種�

非常配備�

総務部�

総務課� �ۑ �۔ �۔

税務課� �۔ △ �۔

札内支所� ○� �۔ �۔

糠内出張所� �ۑ �۔ �۔

企画室� 企画室� �ڹ �۔ �۔

民生部�

保健課� �ۑ �۔ �۔

福祉課� �ۑ �۔ �۔

こども課� ○� �ۑ �۔

町民課� ࠙交通防災係ࠚ、○� �۔ �۔

経済部�

農業振興担当� �ڹ �۔ �۔

農林課� �ڹ �۔ �۔

商工観光課� �ڹ �۔ �۔

土地改良課� �ۑ �۔ �۔

建設部�
土木課� �ۑ �۔ �۔

都市施設課� �ۑ �۔ �۔

水道部� 水道課� �ۑ �۔ �۔

忠類総合

支所�

地域振興課� ࠙住民生活係۔ ○、ࠚ� �۔

保健福祉課� �ۑ �۔ �۔

経済建設課� �ۑ �۔ �۔

出納室� 会計課� � ○� �۔

幕別町農

業委員会�

農業委員会� �ڹ �۔ �۔

忠類支局� �ڹ �۔ �۔

議会事務局� �ڹ �۔ �۔

監査委員事務局� � �ڹ �۔

教育�

委員会�

学校教育課� �ۑ �۔ �۔

生涯学習課� �ۑ �۔ �۔

㸦忠類㸧� �ۑ �۔ �۔

幕別学校給食㺜㺻㺞㺎� �ڹ ○� �۔

忠類学校給食㺜㺻㺞㺎� �ڹ ○� �۔

図書館� �ڹ ○� �۔

�ࠊ㸸全職員۔ �ࠊ㸸係長以上ۑ �㸸課長補佐以上ڹ ࠙� � �係ࡿࡍ㸸該当ࠚ

� ͤ本部員㸦部長以上㸧ࠊࡣ第㸯種非常配備体制࡛招集ࠋࡿࡍ 
 

�

�
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様式３-２-１� 非常配備編成計画書 

 
年度�非常配備編成計画書�

� � 㸦� � 月� � 日現在㸧�

内�容�

�

配備�

区分�

� � � � � 部� � � � � 班� 㸦電話連絡先� � � � 課� � � 㸫� � � � � 㸧�

部情報連絡責任者�

職員総数� � � � 名�部情報連絡員�職氏名�

�

課� 名� 係� 名� 職氏名� 車� 種� 台�数� 応急資機材名� 数� 量�

第�㸯�種�

非� � 常�

配備体制�

�

�

�

�

� � � � � �

小� 計� � � � � � � �

第�㸰�種�

非� � 常�

配備体制�

�

�

�

�

� � � � � �

小� 計� � � � � � � �

第�㸱�種�

非� � 常�

配備体制�

�

�

�

�

� � � � � �

小� 計� � � � � � � �

�

�
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第第３節 気象業務に関する計画 
暴風、竜巻、暴風雪、大雨、大雪、洪水、波浪、土石流等による災害を未然に防止し、また、その被害

を軽減するため、気象、地象（地震及び火山現象を除く）及び水象（地震に密接に関連するものを除く）

等の特別警報・警報・注意報並びに情報等の伝達方法及びこれらの異常現象発見者の通報義務等に関する

組織、業務等は次に定めるところによる。 

 

１ 気象業務組織 

(1) 予報区と担当官署 

わが国の気象業務は、予報区ごとに行われており、全国予報区（気象庁本庁担当）と全国予報区

を11に分割した地方予報区、地方予報区を更に56に分割した府県予報区から成っている。 

北海道においては、全域を対象とする北海道地方予報区（札幌管区気象台担当）と７つの府県予

報区に分かれている。十勝地方を担当する官署は次のとおりである。 

府県予報区 名称区域 担当官署 

釧路・根室 

・十勝地方 

釧路総合振興局、根室振興局及び十勝総合振興局管内 釧路地方気象台 

 一次細分区域：十勝地方 帯広測候所 ＊ 

注） ＊印の帯広測候所は、分担気象官署。十勝地方の特別警報・警報・注意報発表を担当する官

署である。 

 

(2) 予報区及び特別警報・警報・注意報に用いる細分区域名は次のとおり。 

府県予報区 一次細分区域 市町村等をま

とめた地域 
二次細分区域 

釧路・根室 

・十勝地方

（釧路地方

気象台） 

釧路地方 省略 省略 

根室地方 省略 省略 

十勝地方 

十勝北部 新得町、鹿追町、上士幌町、陸別町、足寄町 

十勝中部 
帯広市、音更町、本別町、芽室町、幕別町、 

池田町、浦幌町、豊頃町、清水町、士幌町 

十勝南部 大樹町、広尾町、中札内村、更別村 

 

(3) 予報区担当官署の業務内容 

担当官署 予報警報等の種類 回数 

帯広測候所 

（分担気象官署） 

特別警報・警報・注意報 

府県気象情報 

随時 

随時 

 

 

(4) 気象官署の組織等 

道内には、札幌管区気象台のほか16ヶ所の気象官署があり、その組織は、次のとおりである。 

気象庁 札幌管区気象台 

函館地方気象台  

旭川地方気象台  

室蘭地方気象台  

釧路地方気象台 帯広測候所 

網走地方気象台  

稚内地方気象台  

新千歳航空測候所 

函館空港出張所 

釧路空港出張所 

帯広空港出張所 

稚内空港出張所 

旭川空港出張所 

女満別空港出張所 



本 編 第３章 防災組織 

����
第３-３節 気象業務に関する計画

中中標津空港出張所 

 

なお、幕別町内に気象庁観測所は、糠内地域気象観測所がある。（河川情報センターが管理する

雨量計は中里にも設置されている。「第４章 第１節 水害予防計画 ２雨量水位観測所」参照） 

�

２ 特別警報・警報・注意報及び情報等�

(1) 特別警報・警報・注意報及び情報等 

ア 特別警報の種類と基準（基準の指標は、資料編７－２ 特別警報の基準と指標一覧表参照） 

現象の種類 基準 

大雨特別警報 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降水量となる大雨が予想され、若し

くは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になる

と予想される場合。 

暴風特別警報 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予

想される場合。 

暴風雪特別警報 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が

吹くと予想される場合。 

大雪特別警報 数十年に一度の強度の降雪量となる大雪が予想される場合。 

津波特別警報 
高いところで３ｍを超える津波が予想される場合。 

（大津波警報を特別警報に位置づける） 

火山噴火特別警報 
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合。 

（噴火警報（居住地域）を特別警報に位置づける） 

地震特別警報 
震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合。 

（緊急地震速報（震度６弱以上）を特別警報に位置づける） 

 

イ 気象警報の種類（発表基準は、資料編７－２ 各地方警報・注意報発表基準一覧表参照） 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。大雨警報には括弧を付して、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、

大雨警報（土砂災害、浸水害）として、特に警戒すべき事項が明記される。 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害

などによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 

 

ウ 気象注意報の種類（発表基準は、資料編７－２ 各地方警報・注意報発表基準一覧表参照） 

大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

大雪注意報 大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

暴風注意報 暴風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

風雪注意報 
雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。また、

発達した雷雲の下で発生することの多い突風や「ひょう」による災害について

の注意喚起が付加されることもある。急な強い雨への注意についても雷注意報

で呼びかけられる。 

乾燥注意報 
空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合に発表される。 
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ななだれ注意報 「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれのあると

きに発表される。 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれのあると

きに発表される。 

融雪注意報 
融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体

的には、浸水、土砂災害などの災害が発生するおそれがあるときに発表される。 

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的

には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのあるときに発表され

る。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体

的には、低温のために農作物などに著しい被害が発生したり、冬季の水道管凍

結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあるときに発表される。 

 

エ 地面現象警報及び注意報 

地面現象警報 
大雨、大雪などによる山崩れ、地すべりなどによって、重大な災害が起こる

おそれのある旨を警告して行う予報。気象警報に含めて発表される。 

地面現象注意報 
大雨、大雪などによる山崩れ、地すべりなどによって、災害が起こるおそれ

のある旨を注意して行う予報。気象注意報に含めて発表される。 

 

オ 浸水警報及び注意報 

浸水警報 
浸水によって、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報。気

象警報に含めて発表される。 

浸水注意報 
浸水によって、災害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報。気象注意

報に含めて発表される。 

 

カ 洪水警報及び注意報 

洪水警報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害として、河川の

増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられる。 

洪水注意報 
大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。 

 

(2) 気象情報等 

ア 釧路・根室・十勝地方気象情報 

気象情報とは、気象業務法第11条及び気象官署予報業務規則第47条に明記されているとおり、

観測成果や予報事項に関する情報を発表し、防災関係機関や住民が円滑な防災活動を実施できる

よう、公衆の利便を増進させることを目的とする情報。 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って予告的に注意を喚起する場合や、

警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を補完的に解説する場合等に発表する

情報。 

 

イ 台風に関する気象情報 

北海道地方への台風の影響が予想される場合に、住民に対して、台風の状況の周知と防災対策

の必要性を喚起することを目的として発表する情報。 

 

ウ 記録的短時間大雨情報 
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府府県予報区内で、数年に一度程度しか発生しないような激しい短時間の大雨を観測（地上の雨

量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したときに、府

県気象情報の一種として発表する情報。 

 

エ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情

報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まっ

た時に発表する情報。情報の有効期間は、発表から1時間である。 

�

オ 土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、気象業務法第11条及び基本法第55条に基づき釧路地方気象台（帯広測候

所）と道が共同発表するものである。 

大雨警報等発表中に大雨による土砂災害発生の危険度がさらに高まった時、町が避難準備情報

等を発令する際の判断や住民の自主避難を支援することを目的としている。 

降雨の実況値及び数時間先までの降雨予測値を基に作成した指標（土壌雨量指数）が発表基準

に達した時に発表する。 

土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害の内、避難勧告等が必要な土石流や集中的

に発生する急傾斜地崩壊を対象としているが、技術的な予測が困難である地すべり等は、発表対

象としておらず、個別の災害発生箇所、時間、規模を詳細に特定するものではないことに留意す

る必要がある。 

また、地震や火山噴火等により地盤が脆弱になった場合は、基準を引き下げた「暫定基準」に

て運用することがあるため、併せて留意する必要がある。 

�

(3) 指定河川洪水予報 

 ア 種類及び指定河川 

 種 類 発表機関 内  容 指定河川 

洪 水 予 報 

水防法第10条第2項 

気象業務法第14条

の２第2項 

警 報 

注意報 

情 報 

釧路地方気象台 

帯広開発建設部 

共同作成 

 指定河川について、水位

または流量を示して行う

警報等 

十勝川 

札内川 

 

水 防 警 報 

水防法第16条 

待機・準備 

出動・指示 

・解除 

帯広開発建設部 

指定河川地域の水防管理

者団体に水防管理活動を

行う必要があることを警

告して発表 

十勝川 

札内川 

� イ 発表基準及び洪水予報の伝達 

発表基準及び洪水予報の伝達については、「第４章 災害予防計画 第11節 水害予防計画 （参

考）十勝川水系洪水予報」による。 

�

 (4) 火災気象通報 

実効湿度60％以下で最小湿度30％以下の場合若しくは平均風速で毎秒12ｍ/ｓ以上が予想され

る場合。 

なお、平均風速が12ｍ/ｓ以上であっても、降水及び降雪の状況によっては火災気象通報を行

わない場合がある。 

�

３ 気象警報等の伝達方法 

� 気象官署等ࡢ発ࡿࡍ気象ࠊ水防等関ࡿࡍ警報ࡢ伝達方法ࠕࠊࡣ図表㸱�㸱�㸯�気象警報等伝達系統



本 編 第３章 防災組織 

����
第３-３節 気象業務に関する計画

図ࠖ及及び「別図３-３-２ 火災気象通報図」ࠊࡀࡿࡼ警報ࡢ通報ࢆ迅速的確行ࡢࡵࡓ࠺伝達方法

�ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ次ࠊࡣ

����� 伝達方法�

� 気象官署等ࡽ通知ࡓࢀࡉ気象ࠊ水防等関ࡿࡍ警報㸦水防関ࡿࡍ予警報ࡢ伝達計画ࠕࡣ第

㸲章�第㸯節�水害予防計画 ࠊࡁࡓࡅ受ࢆ対策通報ࡿࡍ発ࡀ道㸦十勝総合振興局㸧ࡣ㸧又ࠋࡿࡼࠖ

町民課長ࠕࡣ図表㸱�㸱�㸯�気象警報等伝達系統図ࠖࠊࡾࡼ無線、テレビ、ラジオ、電話、携帯

電話、メール、ＦＡＸ等を用いた多重化、多様化した方法ࠊࡾࡼ消防機関、関係部署及び住民

別表㸱�㸱�㸯�気ࠕ㸦ࠋࡿࡍ通知ࡶ団体ࡧ関係機関及࡚ࡌ応必要ࠊࡣ町民課長ࡓࡲࠋࡿࡍ通知

象警報等ࡢ伝達責任者一覧ࠖ及ࠕࡧ別表㸱�㸱�㸰�関係機関等ࡢ連絡先一覧ࠖࢆ参照㸧�

�

����� 勤務時間外ࡿࡅ࠾気象警報ࡢ取扱࠸�

� 勤務時間外࡚࠸࠾当直者ࡀ気象警報等ࢆ受ࠕࠊࡣࡁࡓࡅ様式㸱�㸱�㸯�気象警報等受理票ࠖ

勤務ࠊࡋ連絡交通防災係長㸧ࡣࡁࡢ町民課長㸦不在ࢆ警報ࡿࡆ掲次ࠊࡶࡿࡍ記載

明ࡢࡅ際ࠊ気象警報等受理票ࢆ町民課長提出ࠋࡿࡍ�

� 気象警報�

� 大雨ࠊ洪水ࠊ暴風ࠊ暴風雪ࠊ大雪�

� �各種注意報ࡿࢀࡽࡵ認重要他特ࡢࡑ

� 気象注意報及ࡧ各種注意報࡛情報ࡢ伴ࠊࡣࡢࡶ࠺直ࡕ町民課長㸦不在ࡣࡁࡢ交通防災係

長㸧連絡ࠋࡿࡍ�

� 気象注意報及ࡧ各種注意報࡛情報ࡢ伴ࠊࡣࡢࡶ࠸࡞ࢃ当直明ࡢࡅ際ࠕࠊ様式㸱�㸱�㸯�気象警

報等受理票ࠖࢆ町民課長提出ࠋࡿࡍ�

�

４ 異常現象を発見した者の措置等 

(1)  通報義務（基本法第54 条第1 及び2 項） 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその状況を町長又は警察官

若しくは海上保安官に通報しなければならない。何人もこの通報が最も迅速に到着するように努

力しなければならない。 

 

(2)   警察官等の通報(基本法第54 条第3 項) 

異現象発見者から通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに町長に通報しな

ければならない。 

 

(3)   町長の通報(基本法第54 条第4 項) 

異常現象に関する通報を受けた町長は、帯広測候所に通報しなければならない。 

�

�

�

�

�

�

�
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別図３-３-１ 気象警報等等伝達系統図 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

別図３-３-２ 火災気象通報図 

�

�

�

�

�

別表３-３-１ 気象警報等の伝達責任者一覧�

伝達先 伝達責任者 副責任者 伝達方法 備  考 

庁内各課 町民課長 交通防災係長 口頭・庁内放送・庁内ＬＡＮ・電話 ･メール  

消 防 署 〃 〃 電話･ＦＡＸ･口頭  

公 区 長 〃 〃 
電話・無線・エエリアメール・登録メール 

･ＦＡＸ･口頭・テレビ・ラジオ 

公区内住民

へ連絡 

関係機関 〃 〃 電話･ＦＡＸ･メール･口頭〃  

小中学校 学校教育課長 総務係長 〃  

保 育 所 䛣䛹䜒課長 保育係長 䚺  

住   民 町民課長 交通防災係長 
防災無線䚸広報車䚸䜶䝸䜰䝯䞊䝹䚸 

電話、FAX、テレビ・ラジオ、公区連絡 
公区長䛛䜙 

 

帯広測候所 

帯広警察署 䠪䠤䠧報道局㻌十勝総合振興局㻌 ＮＴＴ東日本 

（仙台センター） 

幕 別 町 役 場 

勤務時間中は町民課

長。（不在のときは交通

防災係長） 

 

勤務時間外は当直者 

（警報標題のみ） 

東十勝消防 

事務組合 

（対策通報） 

幕別消防団 幕別消防署 各部課長等 教 育 長 副 町 長 町   長 

関係機関 

及び団体 

幕別高校 

江陵高校 

各小中学校 各保育所 各 職 員 

園   児 児童生徒 

  一    般    住    民 

報道機関 

地区別情

報等連絡

責任者（公

区長䠅㻌

帯広測候所 十勝総合振興局㻌 幕別町役場㻌 幕別消防署㻌

北㻌 海㻌 道 
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別表３-３-２ 関係機関等の連絡先一覧 

名   称 所 在 地 電話番号 

幕別消防署 幕別町錦町90番地 0155-54-2434 

幕別郵便局 幕別町本町51番地1 0155-54-2030 

帯広警察署幕別駐在所 幕別町宝町53番地1 0155-54-2151 

  〃  札内交番 幕別町札内中央町487番地 0155-56-2151 

  〃  糠内駐在所 幕別町字五位373番地 0155-57-2151 

  〃  忠類駐在所 幕別町忠類白銀町165 01558-8-2151 

北海道旅客鉄道(株)幕別駅 幕別町錦町141番地 0155-54-2100 

〃      札内駅 幕別町札内中央町730 0155-56-2029 

帯広開発建設部帯広道路事務所 幕別町札内西町73-6 0155-25-1250 

 〃  帯広河川事務所 幕別町札内西町73-6 0155-25-1294 

 〃  広尾道路事務所 広尾町並木通東２丁目５ 001558-2-3149 

 〃  足寄道路事務所 足寄町栄町1丁目43 0156-26-2601 

十勝総合振興局（地域政策課主査（防災）） 帯広市東３条南３丁目 㻜㻝㻡㻡㻙㻞㻢㻙㻥㻜㻞㻟㻌

保健環境部 帯広市東３条南３丁目 0155-24-3111 

東日本電信電話(株)北海道支店帯広支社 帯広市西４条南５丁目１ 0155-23-7922 

帯広測候所 帯広市東４条南９丁目 0155-24-4555 

幕別町農業協同組合 幕別町本町45番地 0155-54-4115 

札内農業協同組合 幕別町札内中央町467番地 0155-56-2131 

帯広大正農業協同組合 帯広市大正本町東１条２丁目１ 0155-64-5211 

忠類農業協同組合 幕別町忠類栄町259 01558—8-2311 

幕別町商工会 幕別町錦町141-19 0155-54-2703 

幕別町商工会札内事務所 幕別町札内中央町336番地1 0155-56-2709 

幕別町商工会忠類事務所 幕別町忠類白銀町204 01558-8-2141 

�

様式３-３-１ 予報（注意報など含む）、警報、並びに情報等受理票 
 

 予報（注意報など含む）、警報、並びに情報等受理票 

     年  月  日 

           午前･午後    時    分              連絡＝電話･電報･無線 

発 信 者 
 

 
受 信 者  印 

警報 

の 種 類 
 発表時刻 午前･午後     時     分 

受

理

事

項 

 

 

 

 

 

 

 

処

理

方

法 

 

 

 

 

 

�
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第４－１節 防災思想・知識の普及・啓発 

及び防災教育の推進に関する計画 

第第４章 災害予防計画 

災害対策の目標は、災害の発生を未然に防止することであり、災害予防は、あらゆる防災の基礎をなす

ものである。 

災害の予防は、災害予防責任者がそれぞれの組織を通じて相互に協力し、災害発生の未然防止のため必

要とする施策を誠実に実施し、災害発生原因の除去及び施設の改善に努めるものとする。 

また、老朽化した社会資本について、その適切な維持管理に努めるものとする。  

なお、災害の発生が予想される地域については、町、道及び防災関係機関が連携し、危険な箇所におけ

る災害防止策を講じるとともに、警戒避難体制の整備等を行うものとする。  

�

第１節 防災思想・知識の普及･啓発及び防災教育の推進に

関する計画 

１ 実施責任者 

���� 幕別町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ災害ࢆ予防ࠊࡋ又ࡢࡑࡣ拡大ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ職員対࡚ࡋ防災

関ࡿࡍ教育ࠊ研修ࠊ訓練ࢆ行ࠊࡶ࠺一般町民対࡚ࡋ防災知識ࡢ普及࣭啓発及び防災教育

の推進により、防災意識の高揚ࢆ図ࠊࡾ地域における防災活動ࡢ的確ࡘ円滑࡞実施が推進され

るよう努ࠋࡿࡵ 

(2) 教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関する教育を実施するものとする。 

(3) 住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に関する様々な

動向や各種データを分かりやすく発信するものとする。 

(4) 過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため，大災害に関する調査分

析結果等の各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できる

よう公開に努めるものとする。 

(5) 地域の防災活動におけるリーダーの育成に努めるものとする。  

２ 配慮すべき事項 

(1) 東日本大震災をはじめとする、我が国の大規模災害の教訓等を踏まえ、複合災害時における道民

の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発に努める。 

(2) 高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に十分配慮し、地域において避難行動

要支援者を支援する体制が確立されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双

方の視点に十分配慮するよう努める。 

(3) 公民館等の社会教育施設を活用するなど、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で

防災に関する教育の普及推進を図るものとする。 

３ 普及・啓発及び教育の方法 

� 防災思想・知識ࡢ普及࣭啓発及び防災教育の推進ࠊࡣ次ࡢ方法ࡾࡼ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

���� 各種防災訓練ࡢ参加普及� 第㸲㸫㸯節�防災思想࣭知識ࡢ普及࣭啓発及ࡧ防災教育ࡢ推進関ࡍ

�計画ࡿ
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第４－１節 防災思想・知識の普及・啓発 

及び防災教育の推進に関する計画 

���� �活用ࡢ有線放送施設ࠊࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥࠊࣅࣞࢸࠊ࢜ࢪࣛ

���� 新聞ࠊ広報㸦紙㸧等ࡢ活用�

���� 映画࢜ࢹࣅࠊࢻࣛࢫࠊ等ࡢ活用�

���� 広報車両ࡢ利用�

���� テテキスト、マニュアル、ࡢࢺࢵࣞࣇࣥࣃ配布�

���� 研修、講習会、講演会等ࡢ開催�

���� �他ࡢࡑ

４ 普及・啓発及び教育を要する事項 

���� 幕別町地域防災計画ࡢ概要�

(2) 災害に対する一般的知識 

�3�� 災害ࡢ予防措置�

ア 自助（備蓄）の心得普及 

イ� 防災ࡢ心得�

ウ� 火災予防ࡢ心得�

エ� 台風襲来時ࡢ家庭ࡢ安全対策�

オ� 農作物ࡢ災害予防事前措置�

カ� �他ࡢࡑ

�4�� 災害ࡢ応急措置�

� 災害対策ࡢ組織編成ࠊ分掌事項�

� 災害ࡢ調査及ࡧ報告ࡢ要領ࠊ連絡方法�

�࢘ 防疫ࡢ心得及ࡧ消毒方法ࠊ清潔保持ࡢ要領�

�࢚ 災害時ࡢ心得�

(ｱ) 家庭内又は組織内等の連絡体制 

�ｲ�� 気象情報ࡢ種別対策�

�ｳ�� 避難時ࡢ心得�

�ｴ�� 被災世帯ࡢ心得�

�5�� 災害復旧措置�

� 被災農作物対ࡿࡍ応急措置�
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第４－１節 防災思想・知識の普及・啓発 

及び防災教育の推進に関する計画 

� �他ࡢࡑ

�66�� �事項࡞他必要ࡢࡑ

５ 学校等教育関係機関における防災思想・知識の普及・啓発及び教育の推進 

���� 学校ࠊࡣ࡚࠸࠾児童生徒等対ࠊࡋ災害ࡢ現象ࠊ災害ࡢ予防等ࡢ知識ࡢ向上及ࡧ防災ࡢ実践活

動㸦災害時ࡿࡅ࠾避難ࠊ保護ࡢ措置等㸧ࡢ習得ࢆ積極的推進ࠋࡿࡍ�

(2)  学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時間の確保など、

防災に関する教育の充実に努めるものとする。 

(3)  学校において、外部の専門家や保護者等の協力の下、防災に関する計画やマニュアルの策定が行

われるよう促すものとする。�

�4�� 児童生徒等対ࡿࡍ防災教育ࡢ充実ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ教職員等対ࡿࡍ防災関ࡿࡍ研修機会ࡢ充実

等努ࠋࡿࡵ�

�5�� 防災教育ࠊࡣ学校等ࡢ種別ࠊ立地条件及ࡧ児童生徒等ࡢ発達段階等ࡢ実態応ࡓࡌ内容ࡢࡶࡢ

�ࠋࡿࡍ実施࡚ࡋ

�6�� 社会教育ࠊࡣ࡚࠸࠾㹎㹒㸿ࠊ成人学級ࠊ青年団体ࠊ女性団体等ࡢ会合ࡸ各種研究会等ࡢ機会ࢆ

活用ࠊࡋ災害ࡢ現象ࠊ防災ࡢ心得等ࡢ防災知識ࡢ普及努ࠋࡿࡵ�

 

６ 普及・啓発の時期�

防災ࡢ日ࠊ防災週間ࠊ水防月間ࠊ土砂災害防止月間ࠊ山地災害防止࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟、津波防災の日及ࡧ防災

ࡶ࠺行࡛ࢇ選ࢆ時期ࡿ࠶ࡢ効果ࡶ最ࡾࡼ内容ࡢ普及ࠊ週間等ࢸࣥࣛ࣎防災ࠊ日ࡢࢸࣥࣛ࣎

�ࠋࡿࡍࡢ
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第第２節 防災訓練計画 

災害応急対策ࢆ円滑実施ࠊࡵࡓࡿࡍ関係機関共同࡛行࠺防災関ࡿࡍ知識及ࡧ技術ࡢ向上住

民対ࡿࡍ防災知識ࡢ普及ࢆ図ࢆࡇࡿ目的ࡓࡋ防災訓練計画ࠊࡣ本計画の定ࡿࡵところによるࠋ 

１ 訓練実施機関�

� 訓練ࠊࡣ災害予防責任者ࡀ自主的訓練計画ࢆ作成ࠊࡋそれぞれ、又は他の災害予防責任者と共同

して実施する。また、学校、自主防災組織、非常通信協議会、民間企業、ボランティア団体、要配慮

者を含めた地域住民等の地域に関係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努めるものとする。 

なお、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施に努めるとと

もに、訓練後において評価を行い、それを踏まえた体制の改善について検討する。 

２ 訓練の種別 

訓練実施機関は、それぞれ災害応急対策の万全を期するため、次に掲げる訓練を実施するものとす

る。 

(1) 水防訓練 

(2) 消防訓練 

(3) 救難救助訓練 

(4) 情報通信訓練 

(5) 非常招集訓練 

(6) 総合訓練 

(7) 防災図上訓練 

(8) その他災害に関する訓練 

３ 防災会議が主唱する訓練 

 町防災会議及び防災関係機関等は、共同して次の訓練を行うものとする。 

(1) 防災総合訓練 

災害救助、水防活動、大規模火災を想定した応急対策活動を中心に総合的立体的に実施する。 

(2) 災害通信連絡訓練 

通信障害時における災害情報の収集及び報告の訓練を実施する。  

(3) 防災図上訓練 

各種災害に対処する応急対策訓練を図上において実施する。 

 

４ 相互応援協定に基づく訓練 

町及び防災関係機関等は、協定締結先と相互応援の実施についての訓練を実施するものとする。 

 

５ 民間団体等との連携 

町及び防災関係機関等は防災の日や防災週間等を考慮しながら、水防協力団体、自主防災組機、非

常通信協議会、ボランティア及び要配慮者を含めた地域住民等と連携した訓練を実施するものとする。 
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６６ 複合災害に対応した訓練の実施 

防災関係機関は、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定した図上訓練や実動訓練等の

実施に努めるとともに、その結果を踏まえて職員及び資機材の投入や外部支援の要請等についての計

画・マニュアル等の充実に努めるものとする。 



本 編 第４章 災害予防計画 
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第４－３節 物資及び防災資機材等の 

整備・確保に関する計画 

第第３節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画 

災害時において、住民の生活を確保するための食料その他の物資の確保、及び災害発生時におけ

る応急対策活動を円滑に行うための防災資機材等の整備に努めるとともに、地域内の備蓄量、供給

事業者の保有量の把握に努める。 

１ 備蓄の基本方針 

(1)  町は、あらかじめ食料関係機関及び保有業者と食料調達に関する協定を締結するなど、食料、

飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等の備蓄・調達体制を整備し、災害時における食料その他の

物資の確保に努める。 

(2)  町は、応急飲料水の確保及び応急給水資機材の整備(備蓄)に努める。 

(3)�� 本町ࡢ備蓄品目及ࡧ数量ࠊࡣ被害想定基࡙ࡁ災害発生ࡽ国ࠊ北海道等ࡢ救援活動ࡀ本格化

�ࠋࡿࡍ基本目標ࢆ数量ࡧ品目及࡞必要ࠊ࡚࠸࠾おおむね㸱日間ࡢ࡛ࡲࡿࡍ

�4��� 食料ࡸ救援物資等ࠊࡣ町民対ࡿࡍ提供ࢆ迅速行࠺意味ࠊࡽ物資ࡢ分散備蓄ࢆ進ࠋࡿࡵ�

�5��� 町民ࡢ食生活ࡸ生活ࡢࢬ࣮ࢽ多様化対応ࡵࡓࡿࡍ非常用食料ࡸ生活物資等ࡢ品目ࡢ充実努

�ࠋࡿࡵ

�6��� 要配慮者考慮ࡓࡋ備蓄品目ࡢ選定及ࡧ充実ࢆ図ࠋࡿ�

�7��� 防災週間ࡸ防災関連行事等ࢆ通ࠊࡌ町民対３ࠊࡋ日分の食料及び飲料水、携帯トイレ、トイ

レットペーパー等ࡢ備蓄努࠺ࡼࡿࡵ啓発ࢆ行ࠋ࠺�

２ 防災資機材の整備 

町は、災害時に必要とされる資機材の整備充実を図るとともに、積雪・寒冷期において発生した場合

の対策として、暖房器具・燃料等の整備に努める。 

また、水害時の水防活動に必要な水防資機材を整備し、その維持、管理に努めるものとする。 

３ 備蓄倉庫等の整備 

� 現在の備蓄状況は、備蓄物資ࡢ被災者ࡢ提供ࢆ迅速ࠊ円滑進ࠊࡵࡓࡿࡵ平成㸶年度ࡾࡼ町内

非常用食糧及ࡧ毛布等ࡢ災害救援物資ࢆ分散備蓄ࠋࡿ࠸࡚ࡋ�

(1)  町は、被災者及び避難者のための食料、飲料水及び毛布等を備蓄する倉庫や、災害発生時に避

難所で必要となる防災資機材の保管庫の整備に努める。 

備蓄庫は、交通利便性が高く食品を安全に保管できる備蓄拠点として、庁舎や支所に整備を進

めるほか、学校等の主要な指定避難所においても、既存の施設及び敷地を積極的に活用するほか、

必要な箇所については、新たに備蓄庫を整備し分散備蓄に努める。 

(2)  防災資機材庫についても備蓄庫と同様に、庁舎、支所及び主要な指定避難所に資機材の保管場

所の整備に努める。 

(3)  水防倉庫については、水防団の活動拠点となる消防署または車両センター等に設置するように

整備に努めるものとする。 

(4)  生命維持の源である水の確保を確実にするため、地震防災緊急事業五箇年計画における緊急時

給水拠点確保等事業を活用し、町内４か所の指定避難所に耐震性貯水槽の整備を進める。 

 

※ 現在の備蓄品の状況及び備蓄場所については、「資料編 資料14-１ 災害備蓄品一覧表、資料14

－２ 食料その他の物資の備蓄保管場所」による。 
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第第４節 相互応援体制整備計画  

災害予防責任者は、その所掌事務又は業務について、災害応急対策若しくは災害復旧の実施に際し他の

者を応援する、又は他の者の応援を受けることを必要とする事態に備え、必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。  

 

１ 基本的な考え方  

災害予防責任者は、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう、平常時か

ら相互に協定を締結するなど，連携強化に努めるとともに、企業、NPO等に委託可能な災害対策に係る

業務については、あらかじめ企業等との間で協定を締結しておくなど、そのノウハウや能力等の活用に

努めるものとする。  

また、大規模災害が発生した際に、被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよう、防災総合

訓練などにおいて応援体制を検証し、さらなる連携の強化を図るとともに、災害の規模や被災地のニー

ズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう、応援計画や

受援計画を策定し、それぞれ防災業務計画や地域防災計画等に位置付けるよう努めるものとする。 

 

２ 相互応援体制の整備  

(1) 道や他の市町村への応援要求が迅速に行えるよう、あらかじめ災害対策上必要な資料の交換を行

なうほか、道や他の市町村と連絡先の共有を徹底するなど、受援体制を整えておくものとする。  

(2) 必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、あらかじめ相互に協定

を結び、それぞれにおいて、後方支援基地として位置付けるなど、必要な準備を整えるものとする。  

(3) 相互応援協定の締結に当たっては，近隣の市町村に加えて、大規模な災害等による同時被災を避

ける観点から、遠方に所在する市町村との間の協定締結も考慮するものとする。 

 

３ 防災関係機関等  

あらかじめ、道や他の市町村その他防災関係機関等と連絡先の共有を図るとともに、災害対策本部と

の役割分担・連絡員の派遣などの連絡調整体制など、必要な準備を整えておくものとする。 
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第第５節 自主防災組織の育成等に関する計画 

� 地震等ࡿࡼ災害発生時ࠊࡣ地域住民ࡢ安全確認ࠊ被害状況ࡣࡓࡲ応急救護࡞速࡞ࡸ対

応ࡀ求ࠊࡶࡿࢀࡽࡵ広範囲ࠊ同時多発ࡢ火災伴࠺避難誘導等ࡀ予想ࠋࡿࢀࡉ 

� 地域住ࠊࡾࡼࡶࡣ活動ࡢ防災関係機関ࠊࡣࡵࡓࡿ࠼抑最小限ࢆ被害ࡢ災害時ࠊ場合ࡢࡇ

民ࡿࡼ組織的࡞協力ࠊ防災活動ࡀ極࡚ࡵ重要࡞役割ࢆ果ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍࡓ 

� 特要配慮者ࡢ安全確認ࠊ保護ࠊࡣ震災ࡢ࡞緊急性ࢆ考慮ࡿࡍ行政的対応ࡎࡢ࠾ࡣ限

界ࠊࡾ࠶ࡀ地域住民ࡢ協力ࠊ援助ࡀ不可欠࡛ࠋࡿ࠶�

精神のもとに地域住民、事࠺࠸ࠖࡿ自分࡛守ࡣ地域ࠊࡕࡲࡢࡕࡓ自分ࠕࠊ࠼ࡲ踏ࢆࡇࡢࡇ

業所等における自主防災体制の整備ࠊ育成ࢆ推進ࡢࡵࡓࡿࡍ計画ࠊࡣ本計画定ࡢࡑࠋࡿࡵ際ࠊ

女性ࡢ参画ࡢ推進努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ 

１ 地域住民による自主防災組織 

町は、地域ごとの自主防災組織の設置及び育成に努め、地域住民が一致団結して、消防団と連携を行

い、初期消火活動や救出・救護活動をはじめ、高齢者や障がい者等の要配慮者の避難の誘導等の防災活

動が効果的に行われるよう協力体制の確立を図る。 

また、町は、自主防災組織の普及のため、啓発資料の作成をはじめ、研修の実施等により自主防災組

織のリーダー育成に努める。 

なお、自主防災組織の普及については、女性の参画に配慮するとともに、女性リーダーの育成に努め

るものとする。 

２ 事業所等の防災組織 

多数の者が利用し、又は従事する施設並びに危険物を取り扱う事業所において、自衛消防組織が法令

により義務付けられている一定の事業所については、消防関係法令の周知徹底を図るとともに防災要員

等の資質の向上に努める。 

また、その他の事業所についても、自主的な防災組織の設置など育成を図り、積極的な防災体制の整

備、強化に努める。 

３ 協力要請事項�

� 各住民組織ࡸ団体対࡚ࡋ協力要請ࡿࡍ事項ࠊࡣ次ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

(1) 災害現場ࡿࡅ࠾応急手当患者ࡢ一般搬出関ࡇࡿࡍ�

(2) 避難所内࡛ࡢ手伝ࠊ࠸被災者ࡢ世話関ࡇࡿࡍ�

(3) 義援金品ࡢ募集及ࡧ整理関ࡇࡿࡍ�

(4) 本部ࡀ行࠺人員ࠊ物資ࡢ輸送関ࡇࡿࡍ�

(5) 災害地ࡢ公共施設等ࡢ保全関ࡇࡿࡍ�

(6) 災害情報等ࡢ地域住民対ࡿࡍ広報関ࡇࡿࡍ�

 事項ࡓࡵ求ࢆ協力ࡀ事項࡛本部長࡞必要救助活動ࠊ他ࡢࡑ (7)

４ 組織の規模�

� 自主防災組織ࢆ編成ࡿࡍ規模ࠊࡣ地域住民ࡀ災害時ࡢ応急活動ࡣࡓࡲ避難行動ࢆ࡞行࠺場合相

互連携࣭協力ࢆ円滑行ࠊ࠺ࡼࡿ࠼公区単位ࡀ適当࡛ࠋࡿ࠶�

� 避難行動ࡣ࠸ࡿ࠶住民掌握ࡢ災害時ࠊ実施ࡢ防災活動ࡢ平常時ࠊࡾࡀ࡞ࡘࡢ日常生活ࡢ住民ࠊࡓࡲ



本 編 第４章 災害予防計画 

���

第４-５節 自主防災組織の育成等に関する計画 

地域防ࠕࡈ避難場所地域ࠊࡵࡓࡿ図ࢆ連携ࡢ公区相互ࡢ避難所ࡓࡋ指定ࡀ町ࢀࡒࢀࡑࠊࡋ考慮ࢆ

災連絡協議会ࠖࢆ設置ࠋࡿࡍ�

５５ 組織構成 

� 自主防災組織ࡢ活動ࢆ効果的行ࠊࡵࡓ࠺既存ࡢ公区ࢆ基本ࡓࡋ組織ࡀ適当࡛ࡢࡑࠊࡾ࠶組織

�ࠋࡿࡍ明確ࢆ役割分担ࡢ中࡛ࡢ

� �ࠋࡿࢀࡽ࠼考必要ࡀ構成࡞࠺ࡼࡢ次ࠊ࡚ࡋ組織構成࡞基本的ࠊࡵࡓࡢࡇ

�ࠋࡿࡍ推進ࢆࡾࡃ組織࡙࡞機動的ࡾࡼࠊ得࡚ࢆ協力等ࡢ民生㸦児童㸧委員ࠊࡣ構成ࡢ組織ࠊ࠾࡞

(1)  自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動することが必要とされるので、住

民が連帯感を持てるよう適正な規模で編成するものとし、大規模な組織にあっては、いくつか

のブロックに分ける。 

(2)  他地域への通勤者が多い地域は、昼夜間の活動に支障のないよう組織を編成する。 

�

㸦例㸧�

�

�

�

�

�

 

 

 

 

６ 組織の活動 

(1)  地区防災計画 

自主防災組織は、災害時等に迅速且つ的確な活動を行うために、町の一定の地区内の居住者及

び当該地区に事業所を有する事業者（以下「地区居住者等」という。）が協同して行う防災活動

に関する計画（以下「地区防災計画」という。）の策定の促進に努めるとともに、個々の住民へ

の計画等の周知徹底を図る。 

地区防災計画の作成にあたっては、女性の意見も取り入れるものとする。 

災害対策基本法第４２条の２第１項に基づき、自助・共助による自発的な防災活動を促進する

ため、地区居住者等から、防災会議に対し、地域防災計画に地区防災計画を定める提案(以下｢計

画提案｣という。)が行われた時は、防災会議は、当該計画提案を踏まえて本計画に地区防災計画

を定める必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、本計画に地区防災計画

を定める。なお、必要がないと判断した場合は、その理由等を提案者に通知するものとする。 

�

○○○地域防災連絡協議会 

Ａ 公 区 
防災部長䠄防災福祉担当䠅 

防災推進委員――防災推進班 

防災部長䠄防災福祉担当䠅 

䠄協力団体䠅㻌

Ｂ 公 区 

事業者䞉䝪䝷䞁䝔䜱䜰団体等㻌

ձ�地域防災連絡協議会�

࣭地域内ࡢ公区長等࡛構成ࠊࡋ防災推

進方策ࡢ検討ࠊ相互連絡調整ࢆ行ࠋ࠺ 
ղ 防災部長（防災福祉担当） 
࣭公区ࡢ防災組織ࡢ責任者 
࣭町ࡣࡓࡲ本部ࡢ連絡調整ࡢࡵࡓࡢ

総括者 
ճ 防災推進班 
࣭災害時ࡢ公区等ࡿࡅ࠾住民㸦特

独居老人ࠊ障害者㸧ࡢ安全ࠊ被災状

況等ࡢ掌握並ࡧ救急機関等ࡢ通

報ࠋࡿࡓ࠶ 
࣭日常活動࡚ࡋ公区等住民ࡢ防災意

識ࡢ普及ࠊ指導ࢆ行ࠋ࠺ 
մ�事業者࣭ࢸࣥࣛ࣎団体等�

࣭公区内又ࡣ複数ࡢ公区跨ࡿ場合ࡶ

含ࠊࡵ公区ࡢ地域防災協力ࡿࡍ団

体等 

事業者䞉䝪䝷䞁䝔䜱䜰団体等㻌
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�22��� 平常時ࡢ活動�

ア 防災知識の普及 

災害の発生を防止し、被害の軽減を図るためには、住民一人ひとりの日頃の備え及び災害時

の的確な行動が大切であるので、集会等を利用して防災に対する正しい知識の普及を図る。 

イ 防災訓練の実施 

災害が発生したとき、住民の一人ひとりが適切な措置をとることができるようにするため、

日頃から繰り返し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得する。 

訓練には、個別訓練及びこれらをまとめた総合訓練とがあり、個別訓練として次のようなも

のが考えられる。訓練を計画する際には、地域の特性を考慮したものとする。 

(ｱ) 情報収集伝達訓練 

防災関係機関から情報を正確、かつ、迅速に地域住民に伝達し、地域における被害状 況

等を関係機関へ通報するための訓練を実施する。 

(ｲ) 消火訓練 

火災の拡大・延焼を防ぐため消火設備を使用して消火に必要な技術等を習得する。 

(ｳ) 避難訓練 

避難の要領を熟知し、避難場所まで迅速かつ安全に避難できるよう実施する。 

(ｴ) 救出救護訓練 

家屋の倒壊や崖崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する応急手当

の方法等を習得する。 

(ｵ) 図上訓練  

町の一定の区域内における図面を活用して、想定される災害に対し、地区の防災上の弱点

等を見いだし、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践する、地元住民の立場に立っ

た図上訓練を実施する。  

ウ 防災点検の実施  

家庭及び地域においては、災害が発生したときに被害の拡大の原因となるものが多く考えら

れるので、住民各自が点検を実施するほか、自主防災組織としては、期日を定めて一 斉に防

災点検を行う。  

エ 防災用資機材等の整備・点検  

自主防災組織は、活動に必要な資機材の整備に努めるとともに、これら資機材は災害時に速

やかな応急措置をとることができるように日頃から点検を行う。 

 

�3��� 非常時及び災害時ࡢ活動�

ア 情報の収集伝達  

自主防災組織は、災害時には地域内に発生した被害の状況を迅速、かつ、正確に把握して町

へ報告するとともに、防災関係機関の提供する情報を伝達して住民の不安を解消し、的確な応

急活動を実施する。  

このため、予め次の事項を決めておくようにする。  
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・・ 連絡をとる防災関係機関  

・ 防災関係機関との連絡のための手段  

・ 防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート  

また、避難場所へ避難した後についても、地域の被災状況、救助活動の状況等を必 要に応

じて報告し、混乱・流言飛語の防止にあたる。  

イ 出火防止及び初期消火  

家庭に対しては、火の始末など出火防止のための措置を講ずるよう呼びかけるとともに、 火

災が発生した場合、消火器などを使い、初期消火に努めるようにする。 

ウ 救出救護活動の実施  

崖崩れ、建物の倒壊などにより下敷きになった者を発見したときは、町に通報するとともに、

２次災害に十分注意し、救出活動に努めるようにする。  

また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の治療を必要とするもの が

あるときは、救護所等へ搬送する。 

エ 避難の実施  

町長等から避難勧告、避難指示や避難行動に時間を要する要配慮者などに対する避難準備情

報が出された場合には、住民に対して周知徹底を図り、火災、崖崩れ、地すべり等に注意しな

がら迅速、かつ、円滑に避難場所へ誘導する。 

なお、高齢者や障がい者等で自力で避難することか困難な避難行動要支援者に対しては、地

域住民の協力のもとに避難させる。 

オ 給食・救援物資の配布及びその協力  

被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する炊出しや救援物資の支給が

必要となってくる。これらの活動を円滑に行うためには、組織的な活動が必要となるので、市

町村等が実施する給水、救援物資の配布活動に協力する。 

�

�4��� 避難行動要支援者ࡢ援護活動�

� 独居老人ࠊ身体障害者等ࢆ対象ࡓࡋ緊急通報࣒ࢸࢫࢩ導入ࡿࡼ火災ࠊ急病等ࡢ平常時緊急

連絡体制ࡀ整備࣒ࢸࢫࢩࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ上ࡢ限界ࡽ震災ࡢ࡞大規模災害時ࠊࡣ有線途絶

伴ࠊ࠸活用ࡀ不可能ࠋࡿ࡞�

� 公ࡿࡼ連携ࡢ民生㸦児童㸧委員ࠊࡣ安全確認ࠊ保護ࡢ避難行動要支援者ࡢ公区ࠊࡵࡓࡢࡇ

区ࡣࡓࡲ自主防災組織等ࡢ活動ࠊ協力ࢆ基本࡚ࡋ実施ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ避難行動要支援者対ࡿࡍ

避難準備情報等ࡀ出ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ地域住民ࡀ一体࡚ࡗ࡞避難ࠋࡿࡓ࠶�

� 住民ࡢ安全確認保護�

� 医療手配ࡢ࡞応急対応� �

�࢘ 避難誘導援護�� � �
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第第６節 避難体制整備計画 

� 災害ࡢ発生時ࠊࡣ行政ࠊ防災関係機関及ࡧ住民ࡀ一体࡚ࡗ࡞被害軽減ࡢࡵࡓࡢ措置ࢆ講ࡇࡿࡎ

ࡀ危険生命ࠊࡾ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡌ生ࢆ被害࡞ࡁ大ࠊࡾࡼ࡞延焼ࡢ火災ࡸࢀ崩ࡅࡀࠊࡀࡿ࠶重要࡛ࡀ

及࡞࠺ࡼࡪ場合ࠊ危険࡞区域ࡢ住民ࠊࡣ速ࡸ安全࡞場所避難ࡀࡇࡿࡍ必要ࠋࡿ࡞�

ࡋ配慮帰宅困難者等ࠊ要配慮者ࠊࡵࡓࡿࡍ確保ࢆ避難活動࡞円滑ࡘ迅速ࠊ࠼備事態࡞࠺ࡼࡢࡇ

長期化等必ࡢ避難ࠊࡓࡲࠋࡿ図ࢆ確保等ࡢ避難場所ࡓࡋ考慮ࢆ安全性ࡢ各種災害ࠊ作成ࡢ避難計画ࡓ

要応ࡢ࣮ࢩࣂࣛࣉࠊ࡚ࡌ確保ࠊ男女ࡢࢬ࣮ࢽࡢ違࠸等ࠊ男女双方ࡢ視点ࡣࡽࡉࠊ要配慮者配

慮ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

１ 避難場所の標識の設置 

町ࠊࡣ大規模火災等ࡢ災害ࠊࡽ住民ࡢ安全ࢆ確保ࡵࡓࡿࡍ必要࡞避難場所及ࡧ避難路ࡢ整備ࢆ図

整࠺ࡼࡿࢀࡉ確保ࡀ避難࡞ࡸ速緊急時ࠊ等ࡿࡍ設置ࢆ案内標識避難経路ࠊ避難場所ࠊࡶࡿ

備ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

�ࠋࡿࡍ設置࡚ࡋ考慮要配慮者ࠊࡣ際ࡢ設置ࢆ標識ࠊࡓࡲ

２ 避難場所及び避難所の確保及び管理 

町ࠊࡣ水害時などの緊急に一時避難できる場所や大規模火災時などの避難先としての広域避難場所の

ほか、災害ࡿࡼ家屋ࡢ倒壊ࠊ焼失等ࡾࡼ住居ࢆ喪失ࢆࡢࡶࡓࡋ収容ࡢࡵࡓࡿࡍ避難所ࡵࡌࡽ࠶ࢆ

選定ࠊ確保ࠊࡋ整備ࢆ図ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ�

指定避難所㸦㸯ࠊ指定緊急避難場所（広域避難場所を含む）ࠊ࡚ࡋ避難場所及び避難所ࠊࡵࡓࡢࡑ

次避難所ࠊ㸰次避難所ࠊ集合避難所ࠊ福祉避難所㸧（以下「避難場所等」という。）ࡢ区分࡛確保ࠋࡿࡍ�

影響範囲の大きな災害については、町の避難所に収容しきれない場合があることから、隣接町村等と

の避難者の相互受入協定などにより、収容能力の確保に努めるものとする。 

なお、避難所の指定にあわせ、広域一時滞在の用にも供することについて定めるなど、他の市町村か

らの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

����� 避難場所等ࡢ確保�

� 指定緊急避難場所�

災害の危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先を確保する観点から、緊急に一時避

難できる場所として災害の危険が及ばない公園及びグラウンド等の場所又は施設を、「洪水」「崖

崩れ、土石流及び地滑り（以下、「土砂災害」という。）」「地震、津波」「大規模な火事」の

災害の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定する。࠙収容面積㸸���੍㸭人ࠚ 

資料編の次の資料を参照のこと 

「資料５-１ 地震・津波時の指定緊急避難場所」 

「資料５-２ 大雨（洪水・内水氾濫）時の指定緊急避難場所」 

「資料５-３ 土砂災害（崖崩れ、土石流、地滑り）時の指定緊急避難場所」 

「資料５-４ 大規模な火事の指定緊急避難場所」（広域避難場所） 

� 指定避難所�

� 避難所ࠊࡣ被害ࢆ受ࡓࡅ者ࡸ被害ࢆ受ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡿࡅ者ࢆ一時的学校ࠊ公民館等収容

�ࠋ࠺࠸ࢆࢁࡇࡿࡍ保護ࠊࡋ

� 原則として、被災者が一定期間滞在し、また一定の生活環境を確保する観点ࠊࡣ避難所ࠊࡓࡲ

から、災害に対し安全と考えられる学校や公民館等の公共施設を指定避難所として指定する。 

もし、避難所が被災して利用できない場合や、指定された避難所だけでは、被災者を収容でき

ない場合、事前に指定した指定避難所の内、２次避難所として指定している避難所を使用するも
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ののとし指定避難所は、次ࡾ࠾ࡢ区分ࠋࡿࡍ�

また、地域の状況により必要とする場合は、所有者の同意を得て民間施設を指定する。�

�㺏��㸯次避難所㹼原則࡚ࡋ耐震性ࡢ高࠸構造ࡢ公共構造物㸦学校ࠊ公民館等㸧ࢆ選定ࠊࡋ確

保ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ洪水時ࡢ避難所ࠊ地震災害等࡛使用ࡿࡍ避難所別選定

�同編ࠕࠊ資料編�資料㸳�５ 指定避難所ࠖࠕ㸦ࠋࡿࡍ確保ࠊࡋ 資料５－６ 大

雨（洪水・内水氾濫）時の指定避難所ࠖ、及び「資料５－７ 土砂災害（崖崩

れ、土石流、地滑り）時の指定避難所ࠖ㸧࠙ࠋࡿࡼ収容面積㸸���੍㸭人 �ࠚ

�㺐��㸰次避難所㹼㸯次避難所ࡀ被災ࢆ受ࠊࡅ避難所࡚ࡋ機能࠸࡞ࡋ場合ࡣࡓࡲࠊ㸯次避難所

資料編�資料ࠕ㸦ࠋࡿࡍ確保ࠊࡋ選定ࢆ㸰次施設ࠊ場合ࡿ࠼超ࢆ収容能力ࡢ

㸳�５�指定避難所ࠖ㸧࠙ࠋࡿࡼ収容面積㸸���੍㸭人ࠚ�

�㺑��集合避難所㹼長期ࡿࡓࢃ避難ࡢ場合ࠊ避難所ࢆ数箇所集約ࠊࡋ施設ࡢ体育館ࡸ集会場

等ࢆ選定ࠊࡋ確保࠙ࠋࡿࡍ収容面積㸸3.0੍㸭人ࠚ�

�㺒��福祉避難所㹼要配慮者ࡢ保健福祉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ提供࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ避難場所ࢆ選定ࠊࡋ確保

ࣜࣇࣜࣂࠊࡸ設置ࡢࣞࢺ多目的ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶選定ࡢ福祉避難所ࠋࡿࡍ

࣮化ࡿ࠸࡚ࢀࡉ収容施設ࢆ選定ࠋࡿࡍ㸦ࠕ資料編�資料５－８ 福祉避難所（要

配慮者収容可能施設）ࠖ㸧࠙ࠋࡿࡼ収容面積㸸���੍㸭人ࠚ�

(ｵ) 広域一時滞在避難所～大規模災害の場合、他の市町村からの被災者を受入れることができ

る施設を選定する。（「資料編 資料５-９ 広域一時滞在避難所」）による。

【収容面積：3.0㎡／人】 

＜避難所体系＞ 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

㸦�㸧� 指定緊急避難場所の指定基準（基本法第49条の４第１項の政令で定める基準）�

※ 基本法第49条の４第１項の政令で定める異常な現象の種類とは、次の８種類をいう。 

「洪水」「崖崩れ、土石流及び地滑り」「高潮」「地震」「津波」「大規模な火事」「内水氾

濫」「火山現象」。 

指定緊急避難場所は、異常な現象ごとに指定することになるが、複数の現象を対象として指定

㸯�次�避�難�所�

㸦学校࣭公民館等㸧�

㸰�次�避�難�所�

㸦近隣࣮ࢱࣥࢭ等㸧�

応急仮設住宅等�

集�合�避�難�所�

㸦各避難所ࡢ体育館

�利用㸧ࢆ集会場ࡸ

㸦危険ࡢ回避㸧�

福�祉�避�難�所�

㸦要配慮者収容可

能施設㸧�

ࠝ一時避難ࠞ� ࠝ中࣭短期避難 �ࠞ ࠝ長期ࡿࡓࢃ避難ࠞ�

㸦応急生活ࡢ場㸧� 㸦日常生活ࡢ回復㸧�

指定緊急避難場所 
町

 
 

 
 

 

民

 

広域避難場所 
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すすることも可能である。（例：高潮＋津波） 

ア 地震以外の異常な現象を対象とする指定基準 

①管理条件： 災害が切迫した状況において、速やかに居住者等に開放されること、及び受

入れの用に供すべき屋上その他の部分について、物品の設置又は地震による落

下、転倒若しくは移動その他の事由により避難上の支障を生じさせないもので

あること。 

②立地条件： 異常な現象による災害発生のおそれがない区域（安全区域）内にあること。 

③構造条件： 安全区域以外に立地する場合には、当該異常な現象に対して安全な構造であ

ること、このうち、洪水等については、想定水位以上の高さに受入れに供すべ

き部分が配置されていること。 

ただし、「大規模な火事」については、上記アの指定基準のほか、次の「ウ 広域避難場所

の選定要件」に該当する場所を選定するものとする。 

イ 地震を対象とする指定基準 

①管理条件： 地震以外に同じ。 

②立地条件： 当該場所又はその周辺に、地震が発生時に、人の生命又は身体に危険を及ぼす

おそれのある建築物、工作物その他の物がないこと。 

③構造条件： 当該施設が地震に対して安全な構造であること。 

ウ 広域避難場所の選定要件 

広域避難場所は、指定緊急避難場所の「大規模な火事」と同じくする。 

(ｱ) 上記アの指定基準のほか、次のとおりとする。 

(ｲ) 火災からの避難を考え、公園、緑地、グラウンド(校庭を含む)、公共空地など空間を充分

確保できること。 

(ｳ) 崖崩れや浸水などの危険のないこと。 

(ｴ) 付近に危険物保管場所等が設置されていないこと。。 

 

(3)  指定避難所の指定基準（基本法第49条の７第１項の政令で定める基準） 

①規模条件： 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 

（生活の場となるため、民家等は望ましくない。） 

②構造条件： 速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布すること

が可能な構造又は設備を有するものであること。 

（事務所等のスペースは、備品等を整理する必要が生じることから迅速な受入れ

の観点から望ましくない。） 

③立地条件： 想定される災害による影響が比較的少ない場所に立地していること。 

④交通条件： 車両その他の運搬手段による物資の輸送が比較的容易な場所にあるものであ
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るること。 

（在宅で避難生活を送る者に対しても、物資の供給等の必要な支援を講じる際の

拠点となること。） 

⑤福祉避難所関係： 要配慮者のための指定避難所については、バリアフリー化され、また、

相談や介助等の支援体制等を有すること。 

（社会福祉施設や特別支援学校等を想定） 

�4��� 指定避難所ࡢ管理�

� 避難所ࢆ開設ࡿࡍ場合ࠊࡣ管理責任者ࢆ予ࡵ定ࡇࡃ࠾࡚ࡵ�

� 避難所ࡢ運営必要࡞資機材等ࢆ予ࡵ定ࡇࡃ࠾࡚ࡵ�

�࢘ 休日࣭夜間等ࡿࡅ࠾避難所ࡢ開設支障ࡇࡃ࠾࡚ࡋ࠺ࡼ࠸࡞ࡀ�

３ 避難場所等の住民及び施設管理者等への周知 

避難場所等ࡢ指定ࢆ行ࠊࡾࡓ࠶࠺町ࡣ住民及び学校や公民館などの施設管理者等対ࠊࡋ次ࡢ事項

�ࠋࡿ図ࢆ周知徹底ࡢ

����� 避難場所等ࡢ周知�

町ࠊࡣ次ࡢ事項ࠊ࡚࠸ࡘ地域住民対ࡿࡍ周知徹底努ࠋࡿࡵ�

� 避難場所等ࡢ名称ࠊ所在地�

� 避難対象世帯、施設等ࡢ地区割�

�࢘ 避難場所等ࡢ経路及ࡧ避難手段�

�࢚ 避難時ࡢ携帯品等注意ࡁࡍ事項�

����� 避難ࡢࡵࡓࡢ知識ࡢ普及�

� 平常時ࡿࡅ࠾避難ࡢࡵࡓࡢ知識�

避難経路ࠊ家族ࡢ集合場所ࡸ連絡方法（学校であれば、児童生徒の保護者への連絡方法）࡞�

� 避難時ࡿࡅ࠾知識�

安全ࡢ確保ࠊ移動手段ࠊ携行品࡞�

�࢘ 避難後ࡢ心得�

集団生活ࠊ避難先ࡢ登録࡞�

４ 避 難 計 画 

� 町ࠊࡣ住民ࠊ特に要配慮者ࠊࡀ災害時࡚࠸࠾安全ࡘ迅速࡞避難ࢆ行ࡽ࠶ࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺

�ࠋࡿࡍ作成ࢆ避難計画ࡵࡌ

� 避難特ࠊ要配慮者等ࡶࡿࡅࡧ呼ࢆ避難準備࡚ࡋ対一般住民ࠊ避難勧告ࠊ避難指示ࠊࡓࡲ

行動時間ࢆ要ࡿࡍ者対ࡢࡑࠊ࡚ࡋ避難行動支援対策ࢆ対応ࠊࡘࡘࡋ早ࡢࡵ段階࡛避難行動ࢆ開始ࡍ

、河川管理者ࠊ࡚࠸ࡘ㸧等ࠋ࠺࠸以下㺀避難準備情報㺁ࠊ避難準備情報㸦要配慮者避難ࡿࡵ求ࢆࡇࡿ

水防管理者及び気象庁等ࡢ協力ࢆ得ࠊࡘࡘ洪水ࠊ土砂災害等ࡢ災害事象ࡢ特性ࠊ収集࡛ࡿࡁ情報ࢆ踏ࡲ

ࡽ࠶ࢆ避難路ࠊ避難場所ࠊࡸ作成ࡢࣝࣗࢽ࣐ࡓࡋ明確ࢆ伝達方法ࠊ判断基準ࡸ区域ࡁࡍ避難ࠊ࠼
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�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ努周知徹底ࡢ住民ࡽ日頃ࠊࡋ指定ࡵࡌ

ななお、これら避難に関する情報と被災想定などを視覚的に表したハザードマップを作成することが望

ましい。 

また、気象警報、避難勧告等を住民に周知することにより、迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、

その伝達内容等についてあらかじめ検討しておくものとする。 

������ 町ࡢ避難計画�

町ࡢ避難計画ࠊࡣ次ࡢ事項留意࡚ࡋ作成ࠊࡶࡿࡍ自主防災組織等ࡢ育成ࢆ通࡚ࡌ避難体

制ࡢ確立努ࠊࡓࡲࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ要配慮者ࢆ速ࡸ避難誘導ࠊࡵࡓࡿࡍ地域住民ࠊ自主防災

組織ࠊ関係団体ࠊ福祉事業者等ࡢ協力ࢆ得ࠊࡽࡀ࡞平常時ࠊࡾࡼ情報伝達体制ࡢ整備ࠊ避難行動要

支援者名簿の作成及び情報共有ࠊ避難誘導体制ࡢ整備努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

町長（本部長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、避難行動要支援者を保護するた

めに特に必要な場合、本人の同意のない避難行動要支援者名簿（「本章 第７節 要配慮者対応計画」

参照）の情報についても、災害対策基本法第49 条の11第３項の定めるところにより、避難の支援

等に必要な範囲において避難支援等関係者等に提供することができる。 

� 避難勧告ࡣࡓࡲ指示ࢆ行࠺基準及ࡧ伝達方法�

� 避難所ࡢ名称ࠊ所在地ࠊ対象地区及ࡧ対象人口�

�࢘ 避難所ࡢ経路及ࡧ誘導方法㸦観光地ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡞観光入ࡾ込ࡳ客対策ࢆ含ࡴ㸧�

�࢚ 避難誘導ࢆ所管ࡿࡍ職員等ࡢ配置及ࡧ連絡体制�

�࢜ 避難所ࡢ開設伴࠺被災者救護措置関ࡿࡍ事項�

�㺏��� 給水ࠊ給食措置�

�㺐��� 毛布ࠊ寝具等ࡢ支給�

�㺑��� 衣料ࠊ日用必需品ࡢ支給�

(ｴ)  暖房及び発電機用燃料の確保�

(ｵ)�� 負傷者対ࡿࡍ応急救護�

�࢝ 避難所ࡢ管理関ࡿࡍ事項�

�㺏��� 住民ࡢ避難状況ࡢ把握�

�㺐��� 避難中ࡢ秩序保持�

�㺑��� 避難住民対ࡿࡍ災害情報ࡸ応急対策実施状況ࡢ周知ࠊ伝達�

(ｴ)�� 避難住民対ࡿࡍ各種相談業務�

�࢟ 避難関ࡿࡍ広報�

�㺏��� 防災行政無線ࡿࡼ周知�

�㺐��� 広報車㸦消防ࠊ警察車両ࡢ出動要請ࢆ含ࡴ㸧ࡿࡼ周知�

(ｳ)�� 住民組織（公区等）ࢆ通ࡓࡌ広報（電話、ＦＡＸ、メールにより公区長へ連絡）�

(ｴ)�� 避難誘導者ࡿࡼ現地広報�
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((ｵ)  テレビ、ラジオによる広報（町の協定及び道の協定の報道機関（※１）に放送要請）�

(ｶ)�� �広報ࡓࡋ利用ࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ

(ｷ)�� �広報ࡓࡋ利用ࢆࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥ

※１ 道の放送機関との協定 

① 日本放送協会北海道管内担当札幌放送局 

② 北海道放送株式会社 

③ 札幌テレビ放送株式会社 

④ 北海道テレビ放送株式会社 

⑤ 北海道文化放送株式会社 

⑥ 株式会社テレビ北海道 

⑦ 株式会社エフエム北海道 

⑧ 株式会社エフエム・ノースウエーブ 

⑨ 株式会社ＳＴＶラジオ 

※２ 町の放送機関との協定 

① 株式会社おひひろ市民ラジオ（FM-WING） 

② 株式会社エフエムおびひろ（FM-JAGA） 

ク 要配慮者に配慮した情報伝達は、「本章 第７節 要配慮者対応計画」に定める 

����� 防災上重要࡞施設等ࡢ管理等�

学校ࠊ医療機関及ࡧ社会福祉施設ࡢ管理者ࠊࡣ次ࡢ事項留意࡚ࡋ予ࡵ避難計画ࢆ作成ࠊࡋ関係

職員等周知徹底ࢆ図ࠊࡶࡿ訓練等ࢆ実施ࡾࡼࡇࡿࡍ避難ࡢ万全ࢆ期ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 避難ࡢ場所�

� 経路�

�࢘ 移送ࡢ方法�

�࢚ 時期及ࡧ誘導並ࡢࡑࡧ指示伝達ࡢ方法�

�࢜ 保健ࠊ衛生及ࡧ給食等ࡢ実施方法�

カ 暖房及び発電機の燃料確保の方法 

����� 被災者ࡢ把握�

被災者ࡢ避難状況ࡢ把握ࠊࡣ被災者支援ࠊ災害者対策ࡢ基本ࠊࡀࡿ࡞発災直後ࡢ避難誘導ࡸ各

種応急対策ࡢ࡞業務ࡀ錯綜ࠊࡋ居住者ࡸ避難所ࡢ収容状況ࡢ࡞把握支障ࢆ生ࡀࡇࡿࡌ想

定ࠊࡵࡓࡿࢀࡉ避難所ࡿࡅ࠾入居者登録ࡢ࡞重要性ࠊ࡚࠸ࡘ避難所担当職員ࡸ避難所管理者

ࡓࡿࡍ把握ࢆ避難状況ࠊ࡞㸧ࢫ࣮࣮࣋ࢱ࣮ࢹ住民台帳㸦ࡢ災害時用ࠊࡶࡿ図ࢆ周知徹底

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ十分留意ࡣ࠸取扱ࡢ࣮ࢱ࣮ࢹ個人ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡵ努整備ࡢ࣒ࢸࢫࢩࡢࡵ

５ 公共用地等の有効活用への配慮 

北海道財務局、道および町は、相互に連携し、避難場所、避難施設、備蓄など防災に関する諸活動

の推進に当たり、公共用地等の有効活用に配慮するものとする。 
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第第７節 要配慮者対策計画 

災害発生時ࠊࡣ高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等のいわゆる要配慮者ࡀ被害ࢆ受ࡿࡅ場合が

多いࠊࡵࡓࡢࡇࠋ町ࠊ医療機関及ࡧ社会福祉施設等ࡢ関係機関ࠊࡣ地域住民ࠊ自主防災組織等ࡢ協力

 ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ事項࡞必要ࡵࡓࡿ図ࢆ充実ࡢ防災対策ࡢࡵࡓࡿ守ࢆ要配慮者ࡽ災害ࡽࡀ࡞得ࢆ

１ 要配慮者への対策 

� 町ࠊࡣ防災担当部局福祉担当部局ࡢ連携ࠊࡶࡢ消防団及ࡧ自主防災組織等ࡢ防災関係機関並

ࡋ協力福祉関係者ࡢ障害団体等ࠊ介護保険制度関係者ࠊ民生委員・児童委員ࠊ社会福祉協議会ࡧ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ努要配慮者の避難支援ࠊ࡚

����� 要配慮者の把握と支援�

公区及び自主防災組織等の防災関係機関並びに福祉関係者等の協力により、地域全体の要配慮

者の把握に努め、これらを支援する情報伝達、救助等の体制づくりを目指すものとする。 

����� 防災機器等ࡢ整備�

地域ࡢࡳࡿࡄ協力ࠊࡶࡢ要配慮者対ࡵࡁࡿࡍ細࡞緊急連絡体制ࡢ確立ࢆ図ࠊࡓࡲࠋࡿ

要配慮者ࡢ対応能力考慮ࡓࡋ緊急通報装置ࡸ自動消火器ࠊ警報装置等ࡢ整備ࢆ推進ࠋࡿࡍ�

����� 避難体制ࡢ確立�

要配慮者に対する避難体制及び誘導等の支援については、「本章 第６節 避難体制整備計画」及

び「第５章 第５節 避難対策計画」に基づき、支援するものとするࠋ 

� 段差ࡢ避難施設ࠊ࡚ࡏࢃ合実態ࡢ要配慮者ࡢ地域ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶指定ࡢ避難所ࠊࡣ町ࠊࡓࡲ

整備ࡓࡋ配慮ࢆ安全性ࡢ避難施設ࡧ向上及ࡢ利便性࡞設置ࡢࣞࢺ多目的ࡸࣉ࣮ࣟࢫࠊ解消ࡢ

�ࠋࡿࡵ努普及࣭啓発等ࡢ防災知識等ࡓࡌ応実情ࡢ地域ࠊࡶࡿࡍ推進ࢆ

����� 防災教育࣭訓練ࡢ充実等�

� 要配慮者及ࡢࡑࡧ家族対ࡿࡍ指導࣭啓発�

�㺏� 日常的防災対ࡿࡍ理解ࢆ深ࠊࡵ日頃ࡽ対策ࢆ講ࠋࡃ࠾࡚ࡌ�

�㺐� 災害発生時近隣ࡢ協力ࡀ得ࠊ࠺ࡼࡿࢀࡽ日頃ࡽ呼ࡅࡧ努ࠋࡿࡵ�

�㺑� 地域࡚࠸࠾防災訓練等ࡀ実施ࡿࢀࡉ場合ࠊࡣ積極的参加࠺ࡼࡿࡍ呼ࠋࡿࡅࡧ�

� 地域住民対ࡿࡍ指導࣭啓発�

�㺏� 各地域ࡢ自主防災組織等ࠊࡣ地域内ࡢ要配慮者ࡢ支援体制ࢆ平素ࡽ整備ࠋࡿࡍ�

�㺐� 災害発生時ࠊࡣ要配慮者ࡢ安全確保協力ࠋࡿࡍ�

�㺑� 地域࡛実施ࡿࡍ防災訓練等要配慮者及ࡢࡑࡧ家族ࡀ参加࠺ࡼࡿࡍ働ࠋࡿࡅࡁ�

２ 避難行動要支援者への対応 

要配慮者のうち、災害が発生し、又はそのおそれがある場合に、自ら避難することが困難なものであ

って、円滑、迅速な避難のために、特に支援が必要な者を避難行動要支援者として把握に努め、基本法

第49 条の10 第１項（平成26年４月１日施行）及び国が作成した避難行動要支援者の避難行動支援に関

する取組指針に基づき、避難行動要支援者名簿を作成し、個人情報の保護に留意しながら、自主防災組



本 編 第４章 災害予防計画 

���
第４－７節 要配慮者対策計画 

織織や民生委員・児童委員を始めとする関係者と連携して、地域住民等の幅広い協力を得た避難行動要支

援者の迅速な避難や安否確認等の環境整備に努めるものとする。 

(1)   避難行動要支援者名簿の作成 

ア 避難行動要支援者名簿に掲載するものの範囲 

町が整備する「避難行動要支援者名簿」の対象範囲は、次のとおりとし、生活の基盤が自宅

にある者とする。 

(ｱ)  介護保険の要支援１・２及び要介護１から５の者 

(ｲ)  身体障がい者手帳１級又は２級保持者。ただし、聴覚又は平衡機能障がい者及び視覚障

がい者は３級まで対象とする。 

(ｳ)  精神障害者保健福祉手帳保持者 

(ｴ)  療育手帳保持者 

(ｵ)  その他、災害時において配慮を必要と認められる者（難病患者等） 

ただし、避難行動要支援者の要件を満たさない場合でも、以下のケースにより避難行動要支

援者として「避難行動要支援者名簿」に掲載を求めることができる。 

① 避難支援等関係者の判断により、避難行動要支援者として避難行動要支援者名簿への掲

載を町に求めた場合 

② 形式要件から漏れた者が自らの命を主体的に守るため、自ら避難行動要支援者名簿への

掲載を町に求めた場合 

イ 避難行動要支援者名簿の記載事項 

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録

するものとする。 

(ｱ)  氏名 

(ｲ)  生年月日 

(ｳ)  性別 

(ｴ)  住所又は居所 

(ｵ)  電話番号その他の連絡先 

(ｶ)  避難支援等を必要とする事由 

(ｷ)  上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 

（生命を維持するために必要な機器利用の有無等） 

(2)  避難行動要支援者の把握 

町は、避難行動要支援者に該当する者を把握するため、関係部課で把握している情報によるほ

か、町で把握していない情報については、必要に応じて道やその他の関係機関に対して要配慮者

に関する情報提供を求めることとする。 
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((3)  避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

ア 町は、災害の発生に備え、避難行動要支援者の迅速な避難や安否確認等のため、避難行動要

支援者本人に十分な説明を行い、原則、書面による同意を得たうえで、避難支援等の実施に携

わる関係者（以下、「避難支援等関係者」という。）に対し、避難支援等の実施に必要な限度

で、名簿情報を提供する。 

なお、避難行動要支援者本人が重度の認知症や障がい等により、個人情報の取扱いに関して

判断できる能力を有していない場合には、親権者や法定代理人等から同意を得ることとする。  

ただし、災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、同意の有無にかかわらず、避

難支援等の実施に必要な名簿情報を提供することができる。  

イ 避難支援等関係者となるものは、以下に掲げる団体及び個人とする。 

(ｱ)  幕別消防署 

(ｲ)  帯広警察署 

(ｳ)  民生委員・児童委員 

(ｴ)  幕別町社会福祉協議会 

(ｵ)  自主防災組織又は公区 

(ｶ)  その他避難支援等の実施に携わる関係者 

(4)   避難行動要支援者名簿の管理 

ア 情報の適正管理 

町は、避難行動要支援者名簿について適正な情報管理が行われるよう、情報セキュリティ対

策について、常時適正な管理が行われるよう徹底する。 

災害の規模等によっては町の機能が著しく低下することを考え、避難行動要支援者名簿のバ

ックアップ体制の整備に努める。 

また、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理に加え、紙媒体でも最新の情報を保管

しておく。 

イ 避難行動要支援者名簿の更新 

町は、避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者名簿を更新する期間や仕組みをあ

らかじめ構築し、名簿状態を最新の状態に維持する。 

年２回（４月１日、９月１日現在）更新を行うが、修正、削除や新規追加については随時行う。 

ウ 避難行動要支援者情報の共有 

避難行動要支援者の避難支援等に必要となる事項に変化が生じたときは、その情報を町及び

避難支援等関係者間で共有するものとする。 

町は、避難支援等関係者からの請求があったとき、必要な限度で名簿情報を提供する。 

(5)  情報漏えい防止の町が求める措置及び町が講ずる措置 

町は、避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が適切な情報管理を図るよ

う、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

ア 当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供すること。 

イ 自主防災組織又は公区に提供する場合は、他の区域の避難行動要支援者名簿を提供しないな
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どど、避難行動要支援者に関する個人情報が無用に共有、利用されないよう指導すること。 

ウ 基本法に基づき、避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十分に説明する

こと。 

エ 避難行動要支援者名簿は、施錠可能な場所へ厳重なる保管を行うよう指導すること。 

オ 避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導すること。 

カ 避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で避難行

動要支援者名簿を取扱う者を限定するよう指導すること。 

キ 避難行動要支援者名簿情報の取扱状況を報告させること。 

ク 避難行動要支援者名簿の提供先に対し、個人情報の取り扱いに関する研修等を実施し、適正

な取り扱いの指導、啓発に努めること。 

(6)   要配慮者が円滑に避難するための通知又は警告の配慮 

ア 避難準備情報等の発令・伝達 

町は、自然災害発生時に要配慮者が、円滑かつ安全に避難を行うことができるよう、「自主

避難の呼び掛け」「避難注意情報」等の避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令等の判断基

準（具体的な考え方）を適時適切に発表し、関係機関及び住民その他必要な団体に伝達する。 

また、必要があると認めるときは、避難のための立退きの準備等の通知又は警告を行う。 

特に、避難行動要支援者が円滑に避難のための立退きを行うために、着実な情報伝達及び早

い段階での避難行動を促進できるよう、その発表及び伝達にあたっては、以下の配慮を行う。 

(ｱ)  高齢者や障がい者等にも分かりやすい言葉や表現、説明などにより、一人ひとりに的確

に伝わるようにすること 

(ｲ)  同じ障がいであっても、必要とする情報伝達の方法等は異なることに留意すること 

(ｳ)  高齢者や障がい者に合った、必要な情報を選んで流すこと 

イ 多様な手段の活用による情報伝達 

自然災害発生時は、緊急かつ着実な避難指示が伝達されるよう、防災行政無線（戸別共通受

信機含む）や広報車による情報伝達に加え、携帯端末等を活用した緊急速報メールなど、複数

の手段を有機的に組み合わせる。 

さらに、避難行動要支援者自身が情報を取得できるよう、日常的に生活を支援する機器等も

活用するなど、伝達手段の多重化・多様化に努めるものとする。 

【情報伝達の例】 

・聴覚障がい者：ＦＡＸによる災害情報配信・聴覚障がい者用情報受信装置 

・視覚障がい者：受信メールを読み上げる携帯電話 

・肢体不自由者：フリーハンド用機器を備えた携帯電話 

・そ の 他：メーリングリスト等による送信 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス等のインターネットを通じた情報提供 

(7)   避難支援等関係者の安全確保 
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避避難支援等に際しては、避難支援等関係者本人又は避難支援等関係者の家族等の生命及び身体

の安全が確保されていることが大前提であり、避難支援等関係者は、地域の実情や災害の状況に

応じて、可能な範囲で避難支援を行うものとする。 

したがって、避難行動要支援者には、避難行動要支援者名簿制度の活用や意義等について理解

してもらうことと合わせて、避難支援等関係者は全力で助けようとするが、助けられない可能性

もあることを理解してもらうものとする。�

３ 社会福祉施設等の対策 

����� 防災設備等ࡢ整備�

� 社会福祉施設等ࡢ利用者ࡸ入所者ࠊࡣ寝ࡢࡾࡁࡓ高齢者ࡸ障がい者等ࡿࡺࢃ࠸ࡢ避難行動要支

援者࡛ࡢࡑࠊࡵࡓࡿ࠶管理者ࠊࡣ施設ࡢ災害対ࡿࡍ安全性ࢆ高ࡀࡇࡿࡵ重要࡛ࠋࡿ࠶�

� 飲ࠊ食糧࡞必要生活維持ࡢ最低限度ࡀ施設入所者ࠊ࡚࠼備供給停止ࡢ水道等ࠊ電気ࠊࡓࡲ

料水ࠊ医薬品等ࡢ備蓄努ࠊࡶࡿࡵ施設ࡢ機能ࡢ応急復旧等必要࡞防災資機材ࡢ整備

努ࠋࡿࡵ�

����� 組織体制ࡢ整備�

� 社会福祉施設ࡢ管理者ࠊࡣ災害発生ࡢ予防ࡣࡓࡲ災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾迅速ࡘ的確

緊急連絡体制等ࠊ動員計画ࠊ任務分担ࡢ施設職員ࠊ࠼整ࢆ防災組織ࡵࡌࡽ࠶ࠊࡵࡓࡿࡍ対処

�ࠋࡿࡍ明確ࢆ

� 特ࠊ夜間ࡿࡅ࠾消防機関等ࡢ通報体制ࡸ入所者ࡢ避難誘導体制十分配慮ࡓࡋ組織体制

�ࠋࡿࡍ確保ࢆ

� ࠊ施設ࡢ他ࡧ施設相互間並ࠊ下ࡢ連携ࡢ町ࡽ平常時ࠊࡣ管理者ࡢ社会福祉施設ࠊࡓࡲ

近隣住民及ࢸࣥࣛ࣎ࡧ組織入所者ࡢ実態等応ࡓࡌ協力ࡀ得࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ体制確保努

�ࠋࡿࡵ

����� 緊急連絡体制ࡢ整備�

� 社会福祉施設ࡢ管理者ࠊࡣ災害ࡢ発生備ࠊ࠼消防機関等ࡢ早期通報ࡀ可能࡞非常通報装置

連携協ࡢ施設相互ࠊࡶࡿࡍ確立ࢆ手段࣭方法ࡢ情報伝達ࡿࡅ࠾緊急時ࠊ࡞ࡿࡍ設置ࢆ

力ࡢ強化資ࠊࡵࡓࡿࡍ町ࡢ指導ࡶࡢ緊急連絡体制ࢆ整備ࠋࡿࡍ�

����� 防災教育ࠊ防災訓練ࡢ充実�

� 社会福祉施設ࡢ管理者ࠊࡣ施設ࡢ職員ࡸ入所者ࠊࡀ災害等関ࡿࡍ基礎的࡞知識ࡸ災害時

�ࠋࡿࡍ実施定期的ࢆ防災教育ࠊࡵࡓࡿࡵ深ࢆ関心ࡸ理解࡚࠸ࡘ行動等ࡁࡿ

� ࢀࡀ行動࡞適切ࡶ࡚࠸࠾災害時等ࡀ入所者ࡸ職員ࡢ施設ࠊࡣ管理者ࡢ社会福祉施設ࠊࡓࡲ

実施定期的ࢆ防災訓練ࡓࡌ応実態ࡢ行動能力等ࠊ判断能力ࡢ入所者ࡸ構造ࡢ各施設ࠊ࠺ࡼࡿ

�ࠋࡿࡍ

特ࠊ自力避難ࡀ困難࡞者等ࡀ入所ࡿ࠸࡚ࡋ施設ࠊࡣ夜間ࡿࡅ࠾防災訓練ࡶ定期的実施ࡍ

�ࠋࡿࡵ努࠺ࡼࡿ

４ 病院入院患者等の対策 

����� 関係機関ࡀ実施ࡿࡍ対策�

日本赤十字社北海道支部ࠊ(一社)北海道医師会ࠊ(一社)十勝医師会等ࠊࡣ北海道ࡢ指導沿ࡗ

࠺行ࢆ配慮ࡢ特別࡚࠸ࡘ安全確保ࡢ入院患者ࡢ災害時ࠊࡋ対関係医療機関等ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚

�ࠋࡿࡍ指導࠺ࡼ

����� 医療機関ࡀ実施ࡿࡍ対策�
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医療機関ࠊࡣ災害時ࡢ入院患者等ࡢ安全確保ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ厚生労働省ࣥࣛࢻ࢞ࡢ沿ࠊ࡚ࡗ

作成ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

避難指導体制ࡸ連絡体制ࡢ緊急時ࠊ作成等ࡢ患者家族連絡表ࠊ点検ࠊ整備ࡢ設備ࠊ施設ࠊࡓࡲ

強化ࡢ防災体制ࠊ備蓄等ࡢ医療用資機㸦器㸧材等ࠊ医薬品ࠊ実施ࡢ避難訓練ࡸ職員教育ࠊ整備ࡢ

  ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ図ࢆ

５ 土砂災害危険箇所等に立地する要配慮者関連施設対策 

����� 要配慮者関連施設ࡢ指導�

町ࠊࡣ土砂災害危険箇所等立地ࡿࡍ要配慮者関連施設対ࠊ࡚ࡋ警戒避難体制ࡢ確立࡞防

災体制ࡢ整備࡚࠸ࡘ指導ࠋࡿࡍ 

��� � 警戒避難体制ࡢ確立 

土砂災害危険箇所等立地ࡿࡍ要配慮者関連施設㸦社会福祉施設ࠊ病院等該当ࡢࡢࡶࡿࡍ

ࡢࣝࣗࢽ࣐避難ࠊ実施ࡢ訓練ࡿ係避難誘導ࠊࡣ管理者ࡢ㸧ࡴ含ࢆࡢࡶࡢ類型ࡢ以外ࢀࡑࠊ

作成等࡚ࡗࡼ警戒避難体制ࡢ確立ࢆ図ࠋࡿ 

６ 外国人に対する対策 

言語࣭生活習慣࣭防災意識ࡢ異ࡿ࡞外国人ࡿࡺࢃ࠸ࢆ要配慮者࡚ࡋ位置付ࠊࡅ災害時迅速ࠊ

࡞ࠎ外国人登録等様ࠊࡶࡿࡵ努ࡾࡃ条件࣭環境࡙࡞࠺ࡼࡢ次ࠊ࠺ࡼࡿࢀࡀ行動࡞的確ࠊࡘ

機会࡚࠼ࡽࢆ防災対策ࡢ࡚࠸ࡘ周知ࢆ図ࠋࡿ�

����� 多言語ࡿࡼ広報ࡢ充実�

����� 避難場所࣭道路標識等ࡢ災害関ࡿࡍ表示板ࡢ多言語化�

����� 外国人ࢆ含ࡓࡵ防災訓練࣭防災教育ࡢ実施�

７ 観光客対策 

����� 観光客ࡢ安全対策ࡢ推進�

関係団体ࠊ関係機関相互連絡協調ࠊ࡚ࡋ緊急時ࡿࡅ࠾連絡体制ࢆ確立ࠊࡶࡿࡍ観

光客ࡢ安全対策努ࠋࡿࡵ�

����� 観光客ࡢ防災情報ࡢ提供�

町ࠊࡣ避難場所等ࡢ標識ࡢ適切࡞配置ࠊࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥࠊ駅࡞ࣝࢸ࣍ࠊ多ࡢࡃ人ࡀ集

�ࠋࡿ図ࢆ充実ࡢ情報提供体制等ࡿࡍ対観光客࡞ࢀ不慣地域ࠊ࡞充実ࡢ情報提供ࡢ場所࡛ࡿࡲ

８ 援助活動 

� 要配慮者ࡢ早期発見等努ࠊࡶࡿࡵ要配慮者ࡢ状況応ࡓࡌ適切࡞援助活動ࢆ行ࠋ࠺�

����� 町ࡢ対策��

� 要配慮者ࡢ確認࣭早期発見�

� 災害発生後ࠊ直ࡵࡌࡽ࠶ࡕ把握ࡿ࠸࡚ࡋ要配慮者ࡢ所在ࠊ連絡先ࢆ確認ࠊࡋ安否ࡢ確認

�ࠋࡿࡵ努

� 避難所等ࡢ移送�

� 要配慮者ࢆ発見ࡓࡋ場合ࠊࡣ速ࡸ負傷ࡢ有無ࡸ周囲ࡢ状況等ࢆ総合的判断࡚ࡋ以下ࡢ

措置ࢆ講ࠋࡿࡎ�
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�㺏��避難所ࡢ移動�

�㺐��病院ࡢ移送�

�㺑��施設等ࡢ緊急入所�

�࢘ 応急仮設住宅ࡢ優先的入居�

� 応急仮設住宅ࡢ入居ࠊࡾࡓ࠶要要配慮者ࡢ優先的入居努ࠋࡿࡵ�

�࢚ 在宅者ࡢ支援�

� 在宅࡛ࡢ生活ࡀ可能判断ࡓࢀࡉ場合ࡢࡑࠊࡣ生活実態ࢆ的確把握ࠊࡋ適切࡞援助活動ࢆ

行ࠋ࠺�

�࢜ 応援依頼�

� 別表㸲����㸯ࠕࡢ�要配慮者配慮ࡁࡍ対策 ࠊ࡚ࡋ要請ࢆ応援関係機関等ࠊ࡚࠸基࡙ࠖ

連携ࢆ図ࠋࡿ�

別表４-７-１ 要配慮者に配慮すべき対策 

配慮ࡁࡍ項目 実施機関 対象者 

࠙避難収容等ࠚ 
㸯� 要配慮者ࡢ状況把握 
� ࣭安否確認࣭保健福祉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ有無 

町 全要配慮者 

㸰� 災害情報及ࡧ避難勧告㺃指示ࡢ周知 
� ࣭要配慮者ࡢ態様配慮ࡓࡋ方法ࡿࡼ確実࡞伝達 町ࠊ関係機関 全要配慮者 

㸱� 避難誘導 
� ࣭傷病者ࠊ高齢者ࠊ障がい者ࠊ幼児ࠊ児童ࠊ妊婦等ࡢ優先的

避難誘導 
� ࣭必要応࡚ࡌ傷病者ࠊ高齢者ࠊ障がい者ࠊ幼児ࠊ児童ࠊ妊

婦等ࢆ車両࡛移送 

町ࠊ関係機関 全要配慮者 

㸲� 避難所࡛ࡢ生活環境ࡢ整備 
� ࣭避難施設ࡢ整備ࠊ段差解消ࡢࣉ࣮ࣟࢫࠊ配置ࠊ洋式仮設ࢺ

 設置等ࡢࣞ
� ࣭医薬品ࠊ介護機器等ࡢ手配ࠊ車椅子ࡢ確保ࠊ障がい者用携

帯便器等 
� ࣭要配慮者対ࡿࡍ相談体制ࡢ整備 

町ࠊ道ࠊ関係機関 全要配慮者 

㸳� 情報提供体制ࡢ確保 
� ࣭文字放送対応࣑ࣜࢩࢡࣇࠊࣅࣞࢸ等ࡢ設置 
� ࣭手話通訳者ࠊ外国語通訳者ࡢ派遣 
�  設置等ࡢ࣮ࢱࣥࢭࣥࣙࢩ࣮࣓࢛ࣇ࣭ࣥ

町ࠊ道ࠊ関係機関 高齢者ࠊ障がい者ࠊ

多国人 

㸴� 医療機関ࠊ社会福祉施設等ࡢ緊急受入ࢸࣥࣛ࣎ࠊࢀ

家庭ࡢ受入ࢀ委託ࠊ里親ࡢ委託等 
� ࣭受入ࢀ先ࡢ確保 

࣭安全࡞移送体制ࡢ整備 

町ࠊ道ࠊ関係機関ࠊ

医療機関ࠊ社会福

祉施設等 

傷病者ࠊ高齢者ࠊ

障がい者ࠊ幼児ࠊ

児童 
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� ࣭援護ࡢ必要性ࡢ高࠸者ࡽ優先的受入ࢀ 

㸵� 応急仮設住宅等ࡢ確保 
� ࣭高齢者࣭障障がい者向ࡢࡅ応急仮設住宅ࡢ設置 
� ࣭高齢者ࠊ障がい者ࠊ児童等ࡢ応急仮設住宅ࡢ優先的入居 

町ࠊ道 
傷病者ࠊ高齢者ࠊ

障がい者ࠊ幼児ࠊ

児童 

࠙生活必需品等ࠚ 
㸯� 要配慮者ࢬ࣮ࢽࡢ応ࡓࡌ物資㸦介護用品ࠊ育児用品㸧等

 優先的供給࣭分配ࡿࡍ対要配慮者ࡧ調達࣭確保及ࡢ
町ࠊ道ࠊ関係機関 

傷病者ࠊ高齢者ࠊ

障がい者ࠊ幼児ࠊ

児童 
࠙保健衛生ࠊ感染症予防等ࠚ 
㸯� 心身両面ࡢ健康管理 
�  実施ࡢ巡回健康相談等࣭ࢣࣝࢱ࣓࣭ࣥ

町ࠊ道ࠊ関係機関 
傷病者ࠊ高齢者ࠊ

障がい者ࠊ幼児ࠊ

児童 
㸰� 保健福祉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ提供 
� ࣭介護職員等ࡢ派遣 
� ࣭入浴ࢫࣅ࣮ࢧ等ࡢ実施 

町ࠊ道ࠊ関係機関 
傷病者ࠊ高齢者ࠊ

障がい者ࠊ幼児ࠊ

児童 
 ࠚ等ࣥࣛࣇࣛ࠙
㸯� 医療機関ࠊ社会福祉施設等ࡢ施設機能ࡢ早期回復 
�  優先的復旧ࡢࣥࣛࣇ࣭ࣛ
� ࣭医薬品ࠊ介護用品ࠊ日常生活用品等ࡢ補給 
� ࣭労働力ࡢ確保等 

町ࠊ道ࠊ関係機関ࠊ

医療機関ࠊ社会福

祉施設等 

入院患者ࠊ入所者

等 

࠙広域相互応援等ࠚ 
㸯� 応援体制ࡢ整備 
� ࣭応援内容ࡢ選定ࠊ参集方法ࠊ交代方法等ࡢ調整 

人� 員� � � � 医師ࠊ看護師ࠊ保健師ࠊ助産師ࠊ介護員ࠊ

社会福祉主事ࠊ生活指導員ࠊ手話通訳者ࠊ

外国語通訳等 
車� 両� � � � 移動入浴車ࠊ小型ࣜࢺࣇ付車両ࢵࣞࢺࢫࠊ

 車࣮ࣕࢳ
資機㸦器㸧材� 医療機器ࠊ࣮ࣕࢳࢵࣞࢺࢫࠊ車椅子ࠊ医薬

品ࠊ介護用品等 
� ࣭支援物資等ࡢ集積方法等ࡢ調整 

 
㸰� 受援体制ࡢ整備 
� ࣭応援要請先ࠊ応援場所ࠊ応援内容ࠊ応援期間ࠊ指揮者等ࡢ

調整 
� ࣭応援職員等ࡢ待機㸦宿泊㸧場所ࡢ確保等 

町ࠊ道ࠊ関係機関ࠊ

医療機関ࠊ社会福

祉施設等 
全要配慮者 
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第第８節 平時の情報収集・伝達体制整備計画 
平時における防災関係機関等の情報交換及び情報伝達体制の整備等については、この計画に定める

ところによる｡ 

１ 防災会議構成機関  

(1) 情報等の収集及び連絡を迅速、かつ、的確に行うため、気象予警報及び災害情報等の取扱い要

領を定め、災害発生時に対処する体制を整備するとともに、災害情報等連絡責任者を定め、予め

防災会議会長に報告するものとする。 

(2) 情報に関し必要とする資料その他を積極的に防災会議構成員間で共有するとともに、地域防災

計画（資料編）に掲載するよう努める。 

(3) 災害の予測・予知や災害研究を推進するため、それぞれの機関が所有する計測・観測ﾃﾞｰﾀや危

険情報などの災害予測に資する情報を必要とする機関に提供するものとする。 

また、これら情報の多角的な活用に向け、関係機関は情報を共有化するため通信ネットワーク

のデジタル化を推進するともに、全国的な大容量通信ネットワークの体系的な整備に対応したシ

ステムの構築に努めるものとする。  

 

２ 町及び防災関係機関  

(1) 要配慮者にも配慮したわかりやすい情報伝達と、要配慮者や災害により孤立化する危険のある

地域の被災者、都市部における帰宅困難者等情報が入手困難な被災者等に対しても、確実に情報

伝達できるよう必要な体制の整備を図るものとする。 

(2) 被災地における情報の迅速かつ正確な収集・伝達を行うための情報の収集・伝達手段の多重化・

多様化に努めるものとする。特に、被災者等への情報伝達手段として、防災行政無線等（個別受

信機を含む）の無線系，有線系及び携帯電話、ＦＡＸ等も含め、要配慮者にも配慮した多様な手

段の整備に努めるものとする。 

 

３ 通信施設被害防止対策 

通信施設に被害が生じた場合、又は通信の大混乱により通信が途絶するような場合のため、次の防止

対策を実施するとともに、緊急応急措置を実施する。 

(1) 施設の耐震化 

建物、無線鉄塔、交換機等の通信施設・設備は震度７までの耐震及び耐火設計構造とする。 

(2) 予防措置計画 

ア 町内のＮＴＴ交換所を相互につなぐ中継ケーブルは複数ルートに分散し、一つのルートが被災

した場合でも他のルートによって通信を確保する。 

イ 町外通話は町外交換機が被災した場合のため、複数の町外交換機を分散設置し、全回線の不通

を防止する。 

ウ 災害時における防災関係機関の救助、復旧活動等に必要な重要通信を確保するため、電気通信

事業法（昭和59年法律第86号）に基づき、一般回線の利用制限を行う。 

優先確保回線：防災関係機関、学校・病院等の公共機関、公衆電話 

�
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第第９節 建築物災害予防計画 

風水害ࠊ地震ࠊ火災等ࡢ災害ࠊࡽ建築物ࢆ防御ࡵࡓࡿࡍ必要࡞措置事項ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 建築物防災の現状 

本町ࠊࡶ࡚࠸࠾人口及ࡧ産業ࡢ都市部ࡢ集中ࠊࢀࡽࡳࡀ都市ࡿࡅ࠾災害ࡢ危険性ࡣ増大ࡋ

�ࠋࡿ࠸࡚

市街地ࡣ建築物ࡀ密集ࠊࡾ࠾࡚ࡋ火災ࡢ発生ࡸ延焼拡大ࡀࢀࡑ࠾ࡢ大ࠊࡵࡓ࠸ࡁ都市計画法࡛

指ࡀ防火地域等ࠊ࡚ࡋ目的ࢆࡇࡿࡵ高ࢆ効果ࡢ都市防火ࠊ࠸行ࢆ規制ࡿࡍ関防火࡞集団的ࡣ

定ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ�

�

２ 予防対策 

建築物ࡢ密度ࡀ高ࡃ火災危険度ࡢ高࠸市街地ࠊ࡚࠸࠾防火地域ࠊ準防火地域ࢆ定ࠊࡵ地域内ࡢ建

築物ࢆ防火構造࣭準防火構造ࠊࡋ不燃化対策ࢆ講ࠋࡿࡌ�

����� 防火地域�

本町࡛ࡣ指定ࠋࡋ࡞�

����� 準防火地域�

地� 区� 名� 町� � � � 名� 用� 途� 地� 域�

幕�別�地�区� 本町及ࡧ錦町ࡢ一部� 商業地域ࠊ近隣商業地域�

札�内�地�区�
札内中央町ࠊ札内青葉町ࠊ札内豊町ࠊ札内暁町ࡑࡢ

�一部ࢀࡒࢀ
商業地域ࠊ近隣商業地域�

 

３ がけ地に近接する建築物の防災対策 

町及び道は、がけの崩壊等で危険を及ぼすおそれのある区域において、建築物の建築制限を行うと

ともに、既存の危険住宅については、がけ地近接住宅移転事業制度を活用し、安全な場所への移転促

進を図るものとする。 

�
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第第10節 消防計画 
この計画は、消防機関がその任務を十分に果たすため、火災その他の大規模災害に対処して迅速か

つ効果的に活動できるよう組織及び運営等の方法を定めることを目的とし、この計画に定めるものの

ほか詳細事項については、東十勝消防事務組合消防計画（以下「組合計画」という。）の定めるとこ

ろによる。 

�

１ 組織計画 

(1)   平常時の組織機構 

平常時における消防機関の日常業務を円滑かつ迅速に行うための機構は、東十勝消防事務組合

消防本部に関する規則（昭和62年組合規則第2 号）、東十勝消防事務組合消防署に関する規程（昭

和62年組合訓令第3 号）、東十勝消防事務組合消防団の設置等に関する条例（昭和50年組合条例

第1 号）の定めるところによる。 

組織図は、次のとおりとする。 

東 十 勝 消 防 事 務 組 合

消 防 本 部 幕 別 消 防 署

幕 別 消 防 団

総

務

課

警

防

課

消

防

課

警

防

課

糠
内
分
遣
所

札

内

支

署

忠

類

支

署

本

部

第

一

分

団

第

二

分

団

第

三

分

団

忠

類

分

団

�

(2)   非常時の組織機構 

非常時の消防機関は、災害防御活動、情報収集、災害通報及び消防広報等の諸活動を迅速かつ

的確に遂行するための消防隊を編成し、事務分掌は組合計画の定めるところによる。 

(3)   非常時の定義 

非常時とは、原則として全職員及び団員を召集し、又は応援協定の組合消防にも応援を求めな

ければならないような災害等で、次に掲げる場合をいう。 

ア 異常気象により災害が発生し、又は発生するおそれが大きいとき。 

イ 地震により家屋等の倒壊のため人的被害が大のとき又は火災が発生したとき。 

ウ 大規模な爆発又は危険物による災害その他大規模な事故が発生したとき、又は発生が予想さ

れるとき。 

エ 災害対策本部が設置されたとき。 
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オオ その他、指揮本部長が必要と認めたとき。 

２ 消防力の整備計画 

この計画は、町の消防力の現勢を正しく把握し、消防力の整備指針（平成12年消防庁告示第１号）及

び消防水利の基準（昭和39 年消防庁告示第７号）等に準拠して予想される災害の規模、態様等あらゆ

る災害事象に対応できる消防力の増強及び更新等を図るとともに、大規模･特殊災害に対応するための、

高度な技術･資機材を有する救助隊の整備の推進、先端技術による高度な技術の開発に努めるものとす

る。 

また、消防水利の基準に定める所要の水利の整備充実を図るとともに、常にこれを有効に使用できる

よう維持管理の適正を図る。 

現有消防施設の状況は、次のとおり 

資料編 「資料１２-１ 消防署及び消防団の現況」 

「資料１２-２ 消防水利の現況」 

「資料１２-３ 消防車等の配置状況」 

「資料１２-４ 消防機器及び資材保有状況」 

「資料１２-５ 水防資機材の現況」 

３ 調査計画 

大規模な火災等が発生した場合に、消防機関が適正に防御活動を行うことができるよう地理、建物、

水利等について、次の区分により調査を行うものとする。 

(1)   警防調査 

     地形、道路、建物、危険物施設等について行う調査 

(2)   水利調査 

     消火栓、防火水槽、井戸等の消防水利について行う調査 

４ 災害予防計画 

災害を未然に防止するため、予防査察、消防用設備等、防火管理体制及び住民の自主的予防の徹底

した指導を図り、防災思想の普及に努めるものとする。 

(1)   予防査察 

予防査察については、多数の者が出入りする防火対象物及び避難行動要支援者世帯を含めた一

般住宅の防火診断等を計画的に実施して、予防対策の万全な指導を図るものとする。 

(2)   防災思想の普及 

ア 諸行事による普及 

年２回の火災予防運動を実施し、各事業所に対する防災に関する研修会及び消防訓練の指導

並びに防火チラシ、ポスター等の防火資料を配布して防火思想の普及徹底に努める。 

イ 民間防火組織による普及 

公区（町内会）又は自主防災組織、職域自衛消防組織等の結成促進を図り、さらに危険物安

全協会、女性防火クラブ、少年消防クラブ等の結成促進を通じ積極的に防火思想の普及拡大に

努める。  

ウ 防火組織の育成指導 
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各各防火協力団体に対して研修会、講習会、防火映画の開催、消火・避難の訓練、指導等防火組

織の育成強化に努める。 

エ 危険物の規制 

危険物製造所等については、施設の適否、設備等について定期的に査察調査を実施し、危険物

の製造、貯蔵取扱いについて指導するとともに、危険物安全協会等を通じて防火・防災思想の向

上とその対策を推進する。 

(3) 建築確認の同意 

消防法第7条に基づく建築物同意に付随して不燃化促進、災害時の避難設備及び対策の推進を図

るものとする。 

５ 警報発令伝達 

(1)   火災警報発令条件 

東十勝消防事務組合幕別消防署長は、消防法第22条第2 項の通報を受けたとき、又は気象の状

況が火災予防上危険であると認めたときは、組合計画に基づいて火災に関する警報を発令するこ

とができる。 

ア 実効湿度が72 パーセント以下にして、最小湿度が45 パーセント以下となり、最大風速毎秒

7 メートル以上のとき。 

イ 平均風速毎秒10メートルの風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。 

ウ 気象警報が発令され、現にその状況が火災予防上必要と認めたとき。 

(2)   警報の伝達及び周知 

火災警報を発令した場合の伝達及び周知の方法は、組合計画に基づき行うものとする。 

(3)   解 除 

東十勝消防事務組合幕別消防署長は、気象の状況が火災予防上危険がない状態に至ったと認め

るときは、速やかに火災警報を解除しなければならない。 

６ 警防活動 

火災等の警戒及び鎮圧のため、おおむね次の警防活動を行う。 

(1)   消防職員、消防団員の招集 

災害の規模に応じ、消防職・団員を召集して、消防隊を編成し、消防力の強化を図る。また、

火災等の出動は組合計画に基づく出動区分によるものとする。 

(2)   救助及び救急活動 

災害事故等による要救助者の救出及び傷病者に応急措置を施し、速やかに医療機関に搬送する

ための活動は、東十勝消防事務組合救急業務実施規程(昭和58 年組合訓令第1 号）の定めるとこ

ろによる。 

また、救助、救急体制の強化と救出及び救急活動に必要な機器の整備に努めるとともに、警察、

医師会等との連携を図り救助救急活動の万全を期する。 
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資資料編 「資料６-３ 災害時の医療救護活動に関する協定書」 平成３年４月１日締結 

(3)   避難誘導 

住民及び罹災者等の避難誘導等は、組合計画に基づくものとする。 

(4)   現場広報活動 

災害の状況、気象その他の情報を住民に周知し、二次災害の防止に努める。 

７ 消防応援出動 

(1)   緊急消防援助隊運用要綱に基づく応援 

(2)   北海道広域消防相互応援協定に基づく応援 

（資料編 「資料１５-２ 北海道広域消防相互応援協定」） 

８ 教育訓練 

消防職員及び消防団員は、町民の生命、身体及び財産を災害から保護する重要な人的消防力であり、

機械器具、水利施設等の物的消防力の拡充強化とともに、消防職員及び消防団員の資質と能力の向上を

図り、学術、技能の修得、体力、気力の練成、規律を保持し、能率的な防災活動を遂行でき得るように

するため、教育訓練を計画的に実施するものとする。 
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第第11節 水害予防計画 
洪水ࡢࡑࡸ他ࡿࡼ水災ࢆ警戒ࠊࡋ防御ࡋ及ࡿࡼࢀࡇࡧ被害ࢆ軽減ࡢࡵࡓࡿࡍ組織並ࡧ活動ࠊࡣ

本計画定ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡵ水防法基࡙ࠕࡃ水防計画ࠖࠊࡣ本計画ࡣ別定ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡵ 

１ 水防の責務�

� 水防法定ࡿࡵ水防関係ࡿࡍ機関及ࡧ一般住民等ࡢ水防上ࡢ責務ࡢ大綱ࠊࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

����� 幕別町㸦水防管理団体㸧ࡢ責務�

� 町ࠊࡣ水防法第㸱条
1
十分果ࢆ水防ࡿࡅ࠾区域内ࡢ町ࠊ࡚ࡋ水防管理団体ࠊࡁ基࡙規定ࡢ

�ࠋࡿࡍ有ࢆ責任ࡍࡓ

����� 北海道㸦十勝総合振興局ࠊ帯広建設管理部㸧�

� 道ࠊࡣ水防管理団体ࡀ行࠺水防ࡀ十分効果ࢆ発揮࠺ࡼࡿࡍ指導努ࠋࡿࡵ�

� 知事㸦総合振興局長㸧ࠊࡣ水防法に基づき指定した河川の気象庁と共同で発表する洪水予報

等、及び北海道開発局長が発表する洪水予報等の通知ࢆ受ࡓࡅ場合ࠊࡣ直ࡕ水防管理者

等その内容ࢆ通知ࠋࡿࡍ�

(3)  北海道開発局（帯広開発建設部） 

ア 河川法第２２条に基づく洪水時等における緊急措置をとる。 

イ 北海道開発局長（帯広開発建設部長）は、水防法に基づき指定した河川の気象庁と共同で

発表する洪水予報等について、知事及び水防管理者（町長）にその内容を速やかに通知するも

のとする。 

�4��� 居住者等ࡢ義務�

� 町ࡢ区域内居住ࡿࡍ者ࡣࡓࡲ水防ࡢ現場ࡿ࠶者ࠊࡣ水防管理者㸦町長㸧ࠊ消防機関ࡢ長�消

防署長�ࠊࡽ水防従事ࢆࡇࡿࡍ求ࢀࡇࠊࡣࡁࡓࢀࡽࡵ従ࠋ࠺�

２ 雨量、水位観測所�

町ࡢ区域内設置ࠊࡓࢀࡉ雨量ࠊ水位観測所ࡢࡽ情報ࢆ的確把握ࠊࡋ迅速࡞水防活動ࢆ行ࠋ࠺

状況ࡢࡑࠊࡾࢆ連絡帯広建設管理部ࠊ帯広開発建設部ࠊࡣࡁࡿࡵ認ࡿ࠶ࡀ雨量ࡢ相当ࠊ࠾࡞

�ࠋࡿࡍ通報関係機関ࡾࡼ図表㸲�㸯�㸯�雨量水位観測通報系統図ࠖࠕࠊࡋ把握ࢆ

雨量観測所及び水位観測所については、「資料編 資料２－５ 雨量・水位・地震観測所 １ 雨量

観測所 ２ 水位観測所」による。�

࠙川ࡢ防災情報ࠚ 

� 雨量ࠊ河川水位ࡢ観測値ࡣ次表࡛ࢫࣞࢻࡍ閲覧࡛ࠋࡿࡁ 

国土交通省ࠕ川ࡢ防災情報ࠖ 

      KWWS���ZZZ�ULYHU�JR�MS�� �

� � � � � � KWWS���L�ULYHU�JR�MS�（携帯電話） 

                                                        
1
�水防法第３条：市町村は、その区域における水防を十分果たすべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を行う区域

及び水害予防組合の区域については、この限りでない。 
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国国土交通省 市町村向け「川の防災情報」 

�  http://city.river.go.jp/  

 （注：ＩＤ・パスワードによる利用、携帯電話用有り）�

３ 気象警報等の伝達�

� 水防活動用気象警報ࢆ住民伝達ࡿࡍ場合ࠕࠊࡣ第㸱章 第㸱節 気象業務関ࡿࡍ計画ࠖࠋࡿࡼ 

�  ࠋࡿࡍ伝達住民ࢆ水防活動用気象警報ࠊ࡚ࡋ利用ࢆ防災行政無線等ࠊࡣ࡚࠸ࡘ忠類地域ࠊࡓࡲ

４ 水防用資機材の備蓄�

� 町ࡣ水防用資機材ࢆ備蓄ࠊࡶࡿࡍ不足ࡀ生ࡣࡁࡓࡌ必要応ࠊࡌ調達ࠋࡿࡍ�  

５ 非常監視及び警戒�

� 町ࠊࡣ水防管理者ࡀ非常配備ࢆ指令ࠊࡣࡁࡓࡋ町内ࡢ水防区域内ࢆ巡視ࠊࡋ監視警戒ࢆ厳重

行ࠊ࠸異常ࢆ発見ࡣࡁࡓࡋ直ࡕ水防管理者報告ࠊࡋ水防管理者ࡣ速ࡸ当該河川管理者

連絡ࠋࡿࡍ�

� 監視警戒ࠊࡾࡓ࠶特留意ࡿࡍ事項ࠊࡣ次ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ�

����� 裏ࡢࡾࡢ漏水ࡣࡓࡲ飽水ࡿࡼ亀裂及ࡅࡀࡧ崩ࢀ�

����� 表࡛ࡾࡢ水当ࡢࡾࡓ強࠸場所ࡢ亀裂及ࡅࡀࡧ崩ࢀ�

����� 天端ࡢ亀裂ࡣࡓࡲ沈下�

����� 堤防ࡢ越水状況�

����� 樋門࣭樋管ࡢ両ࡣࡓࡲ࡛ࡑ底部ࡢࡾࡼ漏水ࡢࡽࡧ締ࡾࡲ具合�

����� 橋梁ࡢࡑ他構造物堤防ࡢ取付ࡅ部分ࡢ異常�

����� �ࠋࡿࡍ注意࡚࠸ࡘ事項ࡢ次ࠊࡢ࡛ࡲ�㸴�ࡽ�㸯�ࠊࡣ池等ࡵࡓ

� 取入口閉塞ࡢ状況�

� 流域ࡢ山崩ࡢࢀ状況�

�࢘ 流入水及ࡧ浮遊物ࡢ状況�

�࢚ 余水土及ࡧ放水路付近ࡢ状況�

�࢜ 重ࡡ池ࡢ場合ࡢ上部ࡵࡓ池ࡢ状況�

６ 水防作業�

� 水防工法ࢆ必要ࡿࡍ異常事態ࡀ発生ࡣࡁࡓࡋ被害ࢆ未然防止ࡣࡓࡲࠊࡋ被害ࡢ拡大ࢆ防ࡓࡄ

 ࠋࡿࡍ実施ࢆ作業的確ࡋ選択ࢆ工法࡞適切ࡶ最࡚ࡋ考慮ࢆ状態等ࡢ護岸ࠊ構造ࠊ堤防ࠊࡵ

� 水防工法ࡢ種類ࠊࡣ別定ࠋࡿࡵ 

７ 水防信号�

� 水防信号については、「資料編 資料２－１ 防災に関するサイレン信号等 １ 水防信号」による。 

８ 浸水想定区域 
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� 浸水想定区域内ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ資料編 資料㸯㸮-㸯浸浸水想定区域㸧ࠖࠋࡿࡼ 

� 円滑かつ迅速な 避難の確保を図るため、洪水時の指定緊急避難ࠊ࡚࠸࠾浸水想定区域内ࠊࡓࡲ

場所、指定避難所及び要配慮者利用施設は、資料編 「資料５-２ 大雨（洪水・内水氾濫）時の指定緊急

避難」、「資料５-６大雨（洪水・内水氾濫）・土砂災害（崖崩れ、土石流、地滑り）時の指定避難

所」、ࠕ資料㸳-８ 要配慮者利用施設一覧表」、「資料５-９ 浸水区域内要配慮者利用施設一覧表」

 ࠋࡿࡼ

� なお、浸水想定区域、情報伝達方法、避難場所、並びに要配慮者が利用する施設の名称及び所在地

について住民に周知させるため，これらの事項を記載したハザードマップ等の印刷物の配布その他必

要な措置を講じるものとする。 

９ 報  告�

����� 水防報告�

� 町長ࠊࡣ次定ࡿࡵ事態ࡀ発生ࠊࡣࡁࡓࡋ速ࡸ十勝総合振興局長報告ࠋࡿࡍ�

� 消防機関ࢆ出動ࡁ࠸ࡓࡏࡉ�

� 他ࡢ水防管理団体応援ࢆ要請ࡁ࠸ࡓࡋ�

�࢘ �ࡁࡓࡋ発生ࡀ事態ࡿࡵ認他必要ࡢࡑ

����� 水防活動実施報告�

水防活動ࢆ実施ࠊࡣࡁࡓࡋ当該活動ࡢ終了ࡓࡋ日ࡢ属ࡿࡍ月ࡢ翌月ࡢ㸳日ࠕ࡛ࡲ様式㸲�

㸯�㸯�水防活動実施報告書ࠖࠊࡾࡼ活動状況ࢆ十勝総合振興局報告ࠋࡿࡍ�

�

図表４-１-１ 雨量水位観測通報系統図 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

様式４-１-１ 水防活動実施報告書 

国・道雨量水位観測所 

帯広開発建設部 

 

十勝総合振興局 

帯広建設管理部�

幕 別 町 役 場 

（54-6601）※町民課 

（54-2111）※夜 間 

勤務時間中は町民課長 

勤務時間外は、当直者 

町     長 

(水防管理者) 

十勝総合振興局 

幕別消防団 地区別情報等連

絡責任者 

（公区長）㻌

幕別消防署 関係機関 

各 分 団 

一     般     住     民 

勤務時間外 
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＜水 防 活 動 実 施 報 告 書＞ 

㸦市町村名� � � � � � � � 㸧�

区分� 水防活動延人員�
使� 用� 資� 材� 費�

備� 考�
主要資材� �資材ࡢ他ࡢࡑ 計�

水防管理団

体分前回迄�

人� 円� 円� 円� �

月� 分� � � � � �

累� � 計� � � � � �

� 㸦作成要領㸧�

� 㸯㸬ࠕ前回迄ࠖ欄ࠊࡣ前回報告分ࠕࡿ累計ࠖ欄ࡢ数及ࡧ金額ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�

� 㸰㸬ࠕ主要資材ࠖ欄ࠊࡣ土ࠊࣉ࣮ࣟࠊࢺ࣮ࢩࠊ࠺ࡢ生木ࠊ丸太ࠊ࠸ࡃࠊ板類ࠊ鉄線ࠊ釘ࠊ࠸ࡀࡍࠊ置

石及ࡧ土砂ࡢ使用額ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�

� 㸱㸬ࡢࡑࠕ他ࡢ資材ࠖ欄ࠊࡣ主要資材以外ࡢ資材ࡢ使用額ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�

�

（参 考）  十勝川水系洪水予報�

� 水防法第��条第㸯項
2
指ࡀ十勝川水系平成㸲年㸱月��日࡚ࡋ洪水予報指定河川ࡃ基࡙規定ࡢ

定ࠋࡿࢀࡉ㸦国土交通省及ࡧ気象庁ࡀ共同࡚ࡋ行࠺洪水警報ࢆ行࠺河川㸧�

㸦注㸧�平成㸲年㸱月��日北海道開発局帯広開発建設部釧路地方気象台関係協定及ࡧ実

施要領ࢆ締結�

����予報ࡢ種類発表基準�

種類 標題 概要 

洪水警報 はん濫発生情報 はん濫が発生したときに発表される。 

はん濫危険情報 基準地点の水位がはん濫危険水位に達したときに発表される。 

はん濫警戒情報 基準地点の水位が一定時間後にはん濫危険水位に達すると見込

まれるとき、あるいは、避難判断水位に達しさらに水位の上昇

が見込まれるときに発表される。 

洪水注意報 はん濫注意情報 基準地点の水位がはん濫注意水位に達し、さらに水位の上昇が

見込まれるときに発表される。 

�

���� 洪水予報ࡢ伝達�

� 次示ࠕࡍ図表㸲-㸯-㸰 十勝川洪水予報ࡢ伝達系統図ࠖࠋࡾ࠾ࡢ�

��� 予報文�

                                                        
2
�水防法第12条第１項：都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがある

ことを自ら知り、又は第10条第３項若しくは前条第1項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都

道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通

報しなければならない。 
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� 予報文ࡣ標題ࠊ発表官署名ࠊ発表年月日時分ࠊ主文ࠊ現況文ࠊ予報文࡚ࡗࡶࢆ構成ࠋࡿࡍ発表

形式ࠊࡣ別定ࠋࡿࡵ 

 

 

図表４-１-２ 十勝川洪洪水予報の伝達系統図 
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「資料編 資料２－３ 水防法に基づく注意・警報等」参照 

 

 

 

 

 

 

図表４-１-３ 水防警報伝達系統図�

帯広開発建設部 

䠎䠐㻙䠏䠍䠕䠐㻌

釧路地方気象台 

０１５４-３１-５１４５ 

北海道警察 

釧路方面本部 

警 備 課 

０１５４-２５-０１１０ 

帯広警察署 

２５-０１１０ 

陸上自衛隊第５特科隊 

第３中隊 

４８－５１２１ 

十勝総合振興局�

地域政策課主査（防災） 

２６-９０２３ 

ＮＨＫ帯広放送局 

２３-３１１１ 

䠄水防管理者䠅㻌

幕別町町民課 

交通防災係 

５４-６６０１※町民課 

５４-２１１１※夜  間 

勤務時間中は町民課長 

勤務時間外は当直者 

十勝総合振興局㻌

帯広建設管理部�

事業課施設保全室長 

２７－８７２６ 

幕別消防署 

幕別消防団 

５４-２４３４ 

（警報共同発表） 

帯広測候所 

２４-４５５５ 

䠄䝩䝑䝖䝷䜲䞁䠅㻌

２６-３５１９ 
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�

�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「資料編 資料２－３ 水防法に基づく注意・警報等」参照 

 

 

 

図表４-１-４ 水防通報伝達系統図 
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北海道開発局 

䠄水防管理者䠅㻌

幕 別 町 役 場 

０１５５-５４-６６０１ 

０１５５-５４-２１１１ 

 

勤務時間中は町民課長 

勤務時間外は当直者 

十勝総合振興局㻌

帯広建設管理部�

（事業課・治水課） 

各出張所 

十勝総合振興局 

（地域政策課） 

北  海  道 

北海道所管河川 

水位観測所 

北海道所管河川 

水位観測所 

開発局所管河川 

水位観測所 

（テレメーター） 

（河川情報端末） 

指定水位達時 

警戒水位達時 

指定水位達時 

警戒水位達時 

十勝総合振興局�

地域政策課主査（防災） 

２６-９０２３ 

帯広開発建設部 

２４-４１２１ 

帯広測候所 

２４-４５５５ 

十勝総合振興局㻌

帯広建設管理部�

２４-３１１１ 

幕別消防署 

幕別消防団 

５４-２４３４ 

陸上自衛隊第５特科

隊第３中隊 

４８－５１２１ 

䠄水防管理者䠅㻌

幕 別 町 役 場 

５４-６６０１※町民課 

５４-２１１１※夜  間 

 

勤務時間中は町民課長 

勤務時間外は当直者 

帯広警察署 

２５-０１１０ 

北海道開発局 

北 海 道 

防災消防課 

（専用回線） 
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図表４-１-５ 水防警報の運用基準 
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水防団待機水位

はん濫注意水位

はん濫危険水位

避難判断水位
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� 本町ࡣ一般的風ࡢ弱࠸地域࡛ࠊࡀࡿ࠶台風時ࡢ強風ࡸ悪天候時ࠊࡣ農作物ࡢ倒壊ࠊ街路樹ࡢ倒

木等ࡿࡼ被害ࡀ発生ࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ特農作物ࠊࡣ࡚࠸ࡘ強風ࡾࡼ作物被害ࢆ与ࡅࡔࡿ࠼

ࡤ飛ࡁ吹ࡀ耕土ࡓ࠼肥ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡎ生ࢆ風食ࡕࢃ࡞ࡍ土壌浸食ࡿࡼ風ࠊࡋ乾燥ࢆ農地ࠊࡃ࡞࡛

�ࠋࡿ࠼与ࢆ被害࡚ࡋࡾࡓࡏࡉ埋没ࢆ作物ࡀ飛土ࠊࡾࡓࡗ࡞地ࡏࡸࠊ࡚ࢀࡉ

�ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ࡚࠸ࡘ公共施設、農耕地、農作物の予防計画ࡿࡼ風害ࠊࡵࡓࡢࡇ

１． 街路樹、公園樹木の対策 

����� 夏期剪定ࡢ実施�

台風時期前ࠊ風害ࢆ受࠸ࡍࡸࡅ街路樹ࠊࡸ公園樹木࡚࠸ࡘ剪定ࢆ実施ࠊࡋ風害ࢆ最小限

限度࠺ࡼࡿࡍ努ࠋࡿࡵ�

����� 支柱補強ࡢ実施�

植栽後ࠊ根ࡢ不安定࡞樹種等対ࠊࡋ台風時期前支柱ࡢ補強ࢆ実施ࡿࡍ等ࠊ倒伏ࡢ予防

努ࠋࡿࡵ�

２． 農作物の対策 

� 農作物ࡢ風害予防ࠊࡵࡓࡢ時期別࣭作物別ࡢ予防措置及ࡧ対策ࢆ指導ࠊࡶࡿࡍ耕地保全ࠊ

作物ࡢ成育保護ࠊࡵࡓࡢ耕地防風林ࡢ合理的࡞造成࡚࠸ࡘ指導ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

３． 家屋等の倒壊防止対策 

家屋ࡢࡑ他建築物ࡢ倒壊等ࢆ防止ࡢࡵࡓࡿࡍ緊急措置ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ施設管理者ࡀ行ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺

落下防止対策等ࡿࡼ強風࡞固定ࡢ等ࢼࢸࣥࡸ看板ࠊ࡚ࡋ対施設管理者ࡣ町࡚ࡌ応状況ࠊࡀ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ図ࢆ徹底ࡢ

４． 保安林等の整備 

� � � 農用地ࡢ風害等ࡢ防止ࠊࡵࡓࡢ保安林及ࡧ耕地防風林ࡢ整備࣭拡充ࢆ推進ࠋࡿࡍ�

５． 重要施設の安全性向上 

� 学校や医療機関等の応急対策上、重要な施設の安全性の向上に配慮するものとする。 
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第第 13 節 雪害予防計画 
異常降雪等ࠊࡾࡼ予想ࡿࢀࡉ雪害ࡢ予防対策及ࡧ応急対策ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

また、道、町及び防災関係機関は、「資料編 資料９－１北海道雪害対策実施要綱｣に基づき、相

互に連携協力して実効ある雪対策の確立と雪害の防止に努めるものとする。 

１ 除雪路線の実施分担 
� 除雪路線ࠊࡣ次ࡢ区分ࡾࡼ実施分担ࠋࡿࡍ 

(1) 国道路線ࡢ除雪ࠊࡣ帯広開発建設部ࡀ行ࠋ࠺ 
(2) 道道路線ࡢ除雪ࠊࡣ帯広建設管理部ࡀ行ࠋ࠺ 
(3) 町道路線ࡢ除雪ࠊࡣ町（土木班）ࡀ行ࠋ࠺ 
(4) 鉄道路線ࡢ除雪ࠊࡣ北海道旅客鉄道㸦株㸧㸦以下ࠕ㹈㹐ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡀ行ࠋ࠺ 

(5) 道路除雪関ࡿࢃ各機関ࡢ除雪作業ࡢ基準ࠊࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ 

� 北海道開発局㸦帯広開発建設部㸧 
種� 類 除� � � 雪� � � 目� � � 標 
第㸯種 昼夜ࡢ別ࡃ࡞除雪ࢆ実施ࠊࡋ交通ࢆ安全確保ࠋࡿࡍ 
第㸰種 㸰車線確保ࢆ原則ࠊ࡚ࡋ夜間除雪ࡣ通常行ࠋ࠸࡞ࢃ 
第㸱種 㸯車線確保ࢆ原則ࠊࡋ必要࡞避難場所ࢆ設ࠋࡿࡅ夜間除雪ࡣ行ࠋ࠸࡞ࢃ 

� � 北海道㸦帯広建設管理部㸧 
種� 類 標準交通量 除� � � 雪� � � 目� � � 標 

第㸯種 1,000 台㸭日以上 
࣭㸰車線以上ࡢ幅員確保ࢆ原則ࠊࡋ異常࡞降雪以外ࠊࡣ交

通ࢆ確保ࠋࡿࡍ 
࣭異常降雪等ࠊࡣ࡚࠸ࡘ極力㸰車線確保ࢆ図ࠋࡿ 

第㸰種 300㹼1,000 
台㸭日 

࣭㸰車線㸦5.5㹫㸧以上ࡢ幅員確保ࢆ原則ࠊࡋ夜間除雪ࡣ

実施ࠋ࠸࡞ࡋ 
࣭異常降雪等ࠊࡣ࡚࠸ࡘ極力㸯車線以上ࡢ確保ࢆ図ࠋࡿ 

第㸱種 300 台㸭日以下 

࣭㸰車線幅員ࢆ確保ࢆࡇࡿࡍ原則ࠊࡋ夜間除雪ࡣ実施ࡋ

ࡣ࡚࠸࠾状況ࠋ࠸࡞ 1 車線㸦4.0㹫㸧幅員࡛待避所ࢆ設

 ࠋࡿࡅ
� 異常降雪時ࠊࡣ࡚࠸࠾一時通行止ࡶࡇࡿࡍࡵ止ࢆࡴ

得ࠋࡿࡍࡢࡶ࠸࡞ 

� �࢘ 幕別町 
 ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ資料㸷㸫３ 町道除雪作業基準ࠖࠕ

�࢚ 㹈㹐 
� � � � � � 雪害ࡿࡼ列車ࣖࢲ支障࠺ࡼ࠸࡞ࡉࡓࡁࢆ除雪努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�  

２ 異常降雪時における除雪 
異常降雪時ࠊࡣ交通量ࠊ消防対策等ࢆ十分考慮ࠊࡋ関係機関ࡢ除(排)雪計画基࡙࡚࠸主要幹線

整備点検ࡢ除雪機械ࠊ࡚࠼備除㸦排㸧雪作業ࡢ異常降雪時ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ実施ࢆ順次除(排)雪ࡾࡼ

 ࠋ࠺行ࢆࡏࢃ合ࡕ十分打除雪委託業者࡚࠸ࡘ

３ 排雪 
道路管理者は、排雪に伴う雪捨場の設定にあたっては、特に次の事項に配慮するものとする。 

(1) 雪捨場は、交通の支障のない場所を選定するものとする。やむを得ず道路側面等を利用する場合

は、車両の待避所を設けるなど、交通の妨げにならないよう配意するものとする。 
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((2) 河川等を利用し、雪捨場を設定する場合は、河川管理者と十分に協議の上決定するものとし、投

下に際しては溢水災害等の防止に努めなければならない。 

４ 通信施設の雪害防止対策 
通信施設ࡢ雪害防止及び電話回線故障ࡢ復旧ࡢ迅速化ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ東日本電信電話株式会社北海道

支店ࠊࡣ施設ࡢ改善ࠊ応急対策ࡢ強化等ࢆ講じると共に通信施設ࡢ整備点検ࢆ行ࠋ࠺ 

５ 電力施設の雪害防止対策 
電力施設ࡢ雪害防止ࠊࡵࡓࡢ北海道電力株式会社㸦以下ࠕ北電㸦株㸧ࠖࠋ࠺࠸㸧帯広支店ࠊࡣ送

電線ࡢ冠雪ࠊ着氷雪対策ࢆ講じࠊ必要応࡚ࡌ特別巡視等ࢆ行ࠋ࠺ 

６ 積雪時における消防対策 
消防水利ࠊࡣ消防活動支障࠺ࡼ࠸࡞ࡢ消防署㸦団㸧員ࡾࡼ除雪ࢆ行ࠋ࠺ 

７ なだれ防止対策 
� 関係機関ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ所轄道路ࡢ保全及ࡧ交通安全ࢆ確保ࠊࡵࡓࡿࡍなだれの発生が予想される箇

所防止柵ࡢ設置ࢆ行ࠊࡓࡲࠊ࠸標示板等ࡾࡼ住民ࡢ周知ࢆ図ࡿ対策ࢆ講ࠋࡿࡎ 

８ 警戒体制 

各関係機関は、気象官署の発表する予警報及び情報並びに現地情報を勘案し、必要と認める場合は、

それぞれの定める警戒体制に入る。 

(1) 本部の設置 

町長は、災害対策本部設置基準により次の状況を勘案し、必要と認めたときは、本部を設置する。 

ア 大規模な雪害の発生するおそれがあり、その対策を要するとき 

イ 雪害による交通マヒ、交通渋滞等によって人命にかかわる事態が発生し、その規模、範囲から緊

急、応急措置を要するとき 

９ 雪害発生時の対策 
町は、雪害対策を積極的に実施するため、北海道雪害対策実施要綱に準じ、所要の対策を講ずる

とともに、特に次の事項につき十分留意するものとする。 

(1)  雪害発生時に適切な避難勧告･指示ができるように平時から準備しておくものとする。 

(2)  災害発生時における避難、救出、給水、食糧、燃料供給及び防疫等の応急措置の体制を整える

ものとする。 
(3)   暴風雪時における災害対策の体系については、道路交通管理協議会1が定める「幹線道路通行

止時の連絡網図」により行うものとし、住民が雪に閉じ込められ、道路除雪が必要な時には、

別に定める「要救助者救助フロー図」により町、消防及び委託業者と連携しながら救助活動を

行う。 

                                                   
1  道路交通管理協議会ࠊࡣ地域ࡢ特性創意ࢆ生ࠊࡋ関係行政機関ࡢ連絡体制ࢆ密ࠊࡋ交通事故ࡢ抑

止ࠊ快適࡞道࡙ࠊࡢࡵࡓࡢࡾࡃ基本方針ࢆ定ࡵ事業ࡢ円滑化ࢆ図ࢆࡇࡿ目的ࠊ࡚ࡋ次ࡢ構成員ࡼ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ組織ࡾ

構成員 㸸 帯広開発建設部ࠊ帯広警察署ࠊ十勝総合振興局帯広建設管理部ࠊ帯広市ࠊ音更町ࠊ士幌町ࠊ

上士幌町ࠊ幕別町ࠊ芽室町ࠊ中札内村 
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第第14節 融雪災害対策計画 

融雪ࡿࡼ河川ࡢ出水災害ࠊࡣ水防計画定ࠊࡿࡵ本計画定ࠋࡿࡵ 

また、道、町及び防災関係機関は、「資料編 資料９－２北海道融雪災害対策実施要綱｣に基づき、

相互に連携協力して実効ある雪対策の確立と雪害の防止に努めるものとする。 

１ 気象状況の把握�

本部情報連絡室庶務班は、融雪期おいて関係機関ࡢ水防警報ࡾࡼ地域内ࡢ降雪状況ࢆ的確把

握ࠊࡶࡿࡍ低気圧ࡢ発生及ࡧ経路ࡢ状況ࡣࡓࡲ降雨及ࡧ気温ࡢ上昇等気象状況留意ࠊࡋ融雪

出水ࡢ予測努ࠋࡿࡵ 

２ 重要水防区域等の警戒�

� 重要水防区域及ࡧ雪崩ࠊ地ࡅࡀࠊࡾࡍ崩ࢀ等ࡢ懸念ࡿ࠶ࡢ地域ࠊ箇所ࢆ事前察知ࠊࡋ被害ࡢ拡

大ࢆ防ࠊࡵࡓࡄ次ࡾࡼ万全ࡢ措置ࢆ講ࠋࡿࡎ�

����� 町（土木班）及ࡧ消防署ࠊࡣ住民等ࡢ協力ࢆ得࡚ࠊ既往ࡢ被害箇所ࡢࡑ他水害危険区域ࢆ中

心巡視警戒ࢆ行ࠋ࠺�

����� 町（土木班）ࠊࡣ関係機関緊密࡞連絡ࠊࡾࢆ危険区域ࡢ水防作業㸦ࠕ本章第11節�水害予

防計画 参ࠖ照㸧及ࡧ救助救出方法㸦ࠕ第㸳章�第６節�救助救出計画 参ࠖ照㸧等ࢆ事前検討ࠋࡿࡍ�

����� 町（土木班）ࠊࡣ雪崩ࠊ積雪ࠊ捨雪及ࡧ結氷等ࠊࡾࡼ河道ࠊ導水路等ࡀ著ࡃࡋ狭ࢀࡽࡵ被

害発生ࡀ予想ࡿࢀࡉ場合ࠊ融雪出水前河道ࠊ導水路内ࡢ除雪ࠊ結氷ࡢ破砕等ࢆ行ࠊ࠸流下能

力ࡢ確保ࢆ図ࠋࡿ�

(4)  町（水道班）は、融雪出水前に公共下水道の整備及び清掃等を行い、流下能力の確保を図る

とともに、樋門、樋管等の操作、整備点検を実施するものとする。 

３ 道路の除雪�

道路管理者ࠊࡣ雪崩ࠊ積雪ࠊ結氷等ࡾࡼ道路交通ࡀ阻害ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࢀࡉ場合ࠊ道路ࡢ除雪ࠊ

結氷ࡢ破砕等ࠊ障害物ࡢ除去努ࠊࡵ道路ࡢ効率的࡞活用ࢆ図ࠋࡿ�

道路管理者は、融雪出水前に道路側溝内の障害物の除去に努め、排水能力の確保を図るものとする。 

� � � また、なだれ発生の可能性が想定される箇所については、パトロールを行うものとし、なだれの発

生が予想される場合は、関係機関との緊密な連絡を保ち、迅速に当該道路の通行規制等の措置を講ず

るものとする。 

４ 避難体制等の整備 

災害の発生又は発生のおそれのある場合における連絡体制及び出動体制並びに避難・救助 体制を

確立するとともに、融雪災害時に適切な避難勧告･指示ができるようにしておく必要があり、それら

の対策については、「第５章 第５節 避難対策計画」によるものとする。 

５ 水防資機材の整備、点検�

町長及ࡧ河川管理者ࠊࡣ水防活動ࢆ迅速ࡘ効率的実施ࠊࡵࡓࡿࡍ融雪出水前水防資機材ࡢ整

備点検ࢆ行ࠊࡶ࠺幕別消防署等ࡢ関係機関及ࡧ資機材手持ࡕ業者等ࡶ十分࡞打合ࢆࡏ行ࠊ࠸

資機材ࡢ効率的࡞活用ࢆ図ࠋࡿ 

６ 住民に対する水防思想の普及徹底�

� 町長及ࡧ河川管理者ࠊࡣ融雪水際ࠊࡋ住民ࡢ十分࡞協力ࢆ得࠺ࡼࡿࢀࡽ水防思想ࡢ普及徹底努

�ࠋࡿࡵ
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第第15節 土砂災害の予防計画 

� 本計画ࠊࡣ地形࣭ 地質ࡽ土砂災害等ࡀ発生ࡿࡍ危険ࡿ࠶ࡀ場所ࡿࡅ࠾土砂災害ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ

関係機関連携࡚ࡋ危険箇所ࢆ把握ࠊࡋ防災工事ࡢ推進ࢆ図ࠊࡶࡿ適切࡞警戒避難体制ࡢ整備

�ࠋとするࡢࡶࡿ図ࢆ周知徹底関係機関ࡧ住民及ࠊ࠸行ࢆ

１ 土砂災害危険箇所の周知 

町ࠊࡣ防災関係機関等連携ࠊ࡚ࡋ急傾斜地崩壊危険区域等の土砂災害危険箇所ࡢ実態把握努ࠊࡵ

地域住民周知ࠋࡿࡍ（「資料編 資料10-6 土砂災害危険箇所図」参照） 

 ࠋࡿࡵ深ࢆ知識ࡿࡍ関警戒避難ࡧ土砂災害危険箇所及ࡣ地域住民ࠊࡓࡲ

����� 急傾斜地崩壊危険区域 ： 傾斜度３０°以上、高さ５ｍ以上の急傾斜地で、保全人家等が現に

あるもの及び住宅の立地が見込まれるもの 

����� 土石流危険渓流区域�： 渓床勾配３°以上の谷地形を有する渓流で、保全人家等が現にあるも

の及び住宅の立地が見込まれるもの 

２ 土砂災害危険箇所の警戒体制 

町ࠊࡣ異常降雨及ࡧ降雪ࡾࡼ土砂災害ࡀ予想ࡿࢀࡉ場合ࠊ地域住民及ࡧ関係機関協力ࠊ࡚ࡋ危

険箇所ࡢ監視及ࡧ巡廻等ࢆ行ࠊ࠸災害ࢆ未然防ࡄ体制ࢆ整備ࠋࡿࡍ�

警戒体制をとるべき時期については、「第３章第２節 幕別町災害対策本部」別表３-２-２ 幕別町

職員災害非常配備体制表の第１次警戒体制及び第２次警戒体制による。 

�第㸳章第５節ࠕࠊࡣ避難対策ࡢ土砂災害危険箇所ࠊࡓࡲ 避難対策計画ࠖࡢ定ࠋࡿࡼࡵ�

３ 気象警報の把握 

�第㸱章第㸱節ࠕ 気象業務関ࡿࡍ計画ࠖࡢ定ࠋࡿࡼࡵ�

４ 土砂災害危険個所等の情報収集・伝達 

(1)   土砂災害情報等の収集 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

別図４-15-１ 土砂災害情報等の収集に流れ 

発 見 者（職員監視員、住民） 

幕  別  町  役  場 

（時間外は当直 

者が受理する。） 

東十勝消防事務組合 

 

幕 別 消 防 署 

幕別駐在所 

札内交番 

糠内駐在所 

忠類駐在所

町 長 ・ 副町長等 

関 係 部 課 長 
防災会議構成機関 

及び関係機関 

近隣市町村・団体 

関 係 職 員 

危険区域住民等 

十勝総合振興局 

帯 広 測 候 所 
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※※情報を収集すべき危険箇所 
・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（「資料編 資料10-5 土砂災害警戒区域等の

指定箇所」参照） 
・急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険渓流（「資料編 資料10-6 土砂災害危険箇所図」参

照） 
 

(2)   土砂災害警戒情報等の伝達 

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定箇所 

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成12年5月8日法律第57

号）に基づき指定を受けた土砂災害警戒区域等については、前述に記載するほか、次により警戒体制の

強化を図るものとする。 

(1)  土砂災害警戒区域等の指定区域 

（「資料編 資料10-5 土砂災害警戒区域等の指定区域」参照） 

番号 
指定区域 

の名称 
所在地 発生する自然現象 

警戒 

区域 

特別 

警戒 

区域 

対象公区 

（警戒区域を

含む公区名） 

１ 幕別札内文京町 札内文京町 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 文京町 

２ 幕別錦町１ 錦町 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 錦町１ 

３ 幕別糠内１ 糠内 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 糠内市街 

４ 幕別豊岡２ 豊岡 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 中稲士別 

５ 幕別猿別２ 猿別 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 西猿別 

６ 幕別軍岡 軍岡 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 軍岡 

�

別図４-15-２ 土砂災害警戒情報伝達の流れ 
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((2)  土砂災害警戒区域等における避難勧告等の発令基準 

     避難勧告等の発令基準については、「第５章第５節 避難対策計画区」の定めによる。 

(3)  要配慮者への支援 

土砂災害警戒区域内に避難行動要支援者となる要配慮者利用施設は、「古舞保育所」の１箇所

であり、区域内の避難行動要支援者を含む要配慮者への支援については、「第７節 要配慮者対

策計画」の定めによる。 

(4)  避難勧告等の発令対象区域 

土砂災害の危険が高まった場合の避難勧告等の発令対象区域は、資料５－７ 土砂災害（崖崩れ、

土石流、地滑り）時の指定避難所」に記載の対象公区とし、避難勧告等の発令対象者は、各公区

の公区長及び自主防災組織の長、該当土砂災害警戒区域の居住者、公共施設等の利用者及び近接

住民とする。 

なお、区域内の公共施設は、古舞保育所、古舞小学校、途別小学校及び古舞近隣センターが該

当する。 

(5)  避難所の開設、運営 

ア 指定緊急避難場所 

土砂災害の危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先として、緊急に一時避難でき

る場所として、指定緊急避難場所を開設する。（「資料編 資料5-3 土砂災害（崖崩れ、土石流、

地滑り）時の指定緊急避難場所」参照） 

イ 指定避難所 

土砂災害等によって住居を失い、または居住することが不可能と認められる者を一定期間収

容する施設として、指定避難所を開設する。（「資料編 資料5-6 大雨（洪水・内水氾濫）・土

砂災害（崖崩れ、土石流、地滑り）時の指定避難所」参照） 

ウ 土砂災害時の避難所の開設・運営については、「第５章第５節 避難対策計画区」の定めに

よる。 

６ 土砂災害防止対策 

����� 町及ࡧ関係機関ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ所轄区域ࡢ保全及ࡧ安全ࢆ確保ࠊࡵࡓࡿࡍ土砂災害危険箇所

防止柵ࡢ設置ࢆ行ࠊࡓࡲࠊ࠸表示板等ࡾࡼ住民ࡢ周知ࢆ図ࡿ対策ࢆ講ࠋࡿࡎ�

����� 町ࠊࡣ土砂災害ࡀ予想ࡿࢀࡉ区域対ࠊ࡚ࡋ危険区域ࡢ指定及ࡧ土砂災害防止工事ࡀ早期実

施࠺ࡼࡿࢀࡉ道要請ࠋࡃ࠸࡚ࡋ 

７ 防災意識の向上 

(1)  土砂災害危険箇所（土砂災害警戒区域等）、洪水浸水想定区域、指定避難所、平時からの備え、

その他避難情報等の入手方法などを記載したハザードマップを全世帯に配布し、住民の土砂災害

に対する知識や認識の向上を図る。 

(2)  急傾斜地崩壊危険箇所の前兆現象を早期発見するため、日頃から職員が巡視するとともに、危

険箇所の住民に対し、斜面等の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水)の報告や住民自身による防災

措置（自主避難等）などの周知・啓発を図る。 

(3)  土石流危険渓流危険箇所の前兆現象を早期発見するため、日頃から職員が巡視するとともに、

危険箇所の住民に対し、河川等の異常（山鳴、水位の急激な減少、急激な濁り)の報告や住民自

身による防災措置（自主避難等）などの周知・啓発を図る。 
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第第16節 積雪・寒冷対策計画 

� 積雪࣭寒冷期࡚࠸࠾災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ他ࡢ季節発生ࡿࡍ災害比ࠊ࡚積雪ࡿࡼ被害ࡢ

拡大ࡸ避難場所ࠊ避難路ࡢ確保等支障ࡀ生ࡀࡇࡿࡌ懸念ࠋࡿࢀࡉ�

� �ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ対策ࡿ図ࢆ軽減ࡢ災害ࡿࡅ࠾積雪࣭寒冷期ࠊࡵࡓࡢࡇ

１ 積雪対策の推進 

積雪期ࡿࡅ࠾災害対策ࠊࡣ除排雪体制ࡢ整備ࠊ雪強ࡾࡃ࡙ࡕࡲ࠸等ࠊ総合的ࠊ長期的࡞雪対

策ࡢ推進ࡾࡼ確立ࠋࡿࢀࡉ�

相ࠊࡁ基࡙資料編 資料９－１北海道雪害対策実施要綱㺁ࠕࠊࡣ防災関係機関ࡧ町及ࠊࡵࡓࡢࡇ

互連携協力࡚ࡋ実効ࡿ࠶雪対策ࡢ確立雪害ࡢ防止努ࠋࡿࡵ�

２ 避難救出措置等 

町は、積雪・寒冷対策を積極的に実施するため、北海道雪害対策実施要綱に準じ、所要の対策を

講ずるとともに、特に次の事項につき十分留意するものとする。 

(1) 積雪・寒冷期に適切な避難勧告･指示ができるようにしておくこと。 

(2) 災害発生時における避難、救出、給水、食料、燃料供給及び防疫等の応急措置の体制を整える

こと。 

３ 交通の確保 

����� 道路交通ࡢ確保�

災害発生時ࠊࡣ防災関係機関ࡢ行࠺緊急輸送等ࡢ災害応急対策等ࡢ円滑࡞実施ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ

道路交通ࡢ緊急確保ࢆ図ࡀࡇࡿ重要࡛ࠋࡿ࠶�

日常生活道路ࠊࡋ強化ࢆ除雪体制ࠊࡣ道路管理者ࡢ町ࡧ北海道及ࠊ北海道開発局ࠊࡵࡓࡢࡇ

�ࠋࡿࡍ推進ࢆ道路交通確保対策ࡓࡵ含ࢆ確保ࡢ

� 除雪体制ࡢ強化�

�㺏��� 道路管理者ࠊࡣ国道ࠊ道道及ࡧ町道ࡢ整合ࡓࢀࡢ除雪体制ࢆ強化ࠊࡵࡓࡿࡍ相互ࡢ緊

密࡞連携ࡢ下除雪計画ࢆ策定ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 道路管理者ࠊࡣ除雪ࡢ向上ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ地形ࡸ積雪ࡢ状況等自然条件適合ࡓࡋ除雪機

械ࡢ増強努ࠋࡿࡵ�

� 積雪寒冷地適ࡓࡋ道路整備ࡢ促進�

�㺏��� 道路管理者ࠊࡣ冬期交通ࡢ確保ࢆ図ࡢࡵࡓࡿ道路ࡢ整備ࡸ施設ࡢ整備ࢆ推進ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 道路管理者ࠊࡣ雪崩等ࡿࡼ交通障害ࢆ予防ࠊࡵࡓࡿࡍ雪崩防止柵等防雪施設ࡢ整備ࢆ

促進ࠋࡿࡍ�

�࢘ 雪上交通手段ࡢ確保��

関係市町村及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ積雪期ࠊࡣ࡚࠸࠾道路交通ࡢ確保ࡀ困難ࡇࡿ࡞

�ࡢ等ࣝࣅ࣮࣮ࣔࣀࢫࡸ雪上車࡞必要࡞輸送ࡢ救助物資ࡸ救助活動ࠊࡵࡓࡿࢀࡉ予想ࡀ

確保努ࠋࡿࡵ�
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４４ 雪に強いまちづくりの推進 

����� 家屋倒壊ࡢ防止�

道及ࡧ町ࠊࡣ住宅ࡢ耐震性ࢆ確保ࠊࡋ屋根荷重ࡢ増大ࡿࡼ家屋倒壊等ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ建築

基準法等ࡢ遵守ࡢ指導努ࠋࡿࡵ�

また、自力での屋根雪処理が不可能な世帯に対して、ボランティアの協力体制等、地域の相互

扶助体制の確立を図る。 

����� 積雪期ࡿࡅ࠾避難場所及ࡧ避難路ࡢ確保�

町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ積雪期ࡿࡅ࠾避難場所及ࡧ避難路ࡢ確保努ࠋࡿࡵ�

５ 寒冷対策の推進 

�1��� 被災者及ࡧ避難者対策�

町ࠊࡣ被災者及ࡧ避難者対ࡿࡍ防災用品ࡢ整備ࠊ備蓄努ࠋࡿࡵ�

ࡇࡿࡍ長期化ࡀ避難生活ࡸࡇࡿ࡞困難ࡀ早期着工ࡵࡓࡢ積雪ࠊࡣ応急仮設住宅ࠊࡓࡲ

�ࠋࡿࡍ考慮ࢆ長期対策ࡵࡓࡢ生活確保ࡢ避難者ࠊ被災者ࠊࡽࡇࡿࢀࡉ予想ࡀ

��2��� 避難所対策�

町ࠊࡣ避難所ࡿࡅ࠾暖房等ࡢ需要ࡢ増大ࡀ予想ࠊࡵࡓࡿࢀࡉ電源ࢆ要࠸࡞ࡋ暖房器具ࠊ燃

料ࠊࡢ積雪期ࢆ想定ࡓࡋ資機材㸦長靴ࠊ防寒具ࠊࣉࢵࢥࢫࠊࣉࣥࢲ࣮ࣀࢫࠊ救出用࣮ࣀࢫ

�ࠋࡿࡵ努備蓄ࡢ等㸧ࢻ࣮࣎

ࢡࢵࣂࡢ非常電源等ࠊࡵࡓࡢ電源確保ࡢ暖房設備ࡿࡅ࠾場合ࡓࢀࡉ遮断ࡀ電力供給ࠊࡓࡲ

�ࠋࡿࡵ努整備ࡢ設備ࣉࢵ

なお、被災地以外の地域にあるものを含め、ホテル等の借り上げ等、多様な避難所の確保に

努める。 

(3)  避難所の運営 

町は、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の

視点等に配慮する。 

(4)  住宅対策 

町は、避難者の健全な住生活の早期確保のため、応急仮設住宅の迅速な提供に努めるほか、

積雪のため応急仮設住宅の早期着工が困難となる場合を想定し、公営住宅や空家等利用可能な

既存住宅のあっせん等により、避難所の早期解消に努めることを基本とする。 

６ スキー客に対する計画 

� 懸ࡀ被災ࡢ客ࡢ多数ࡾࡼ損壊等ࡢ等ࢪࢵࣟࠊࢺࣇࣜࠊ場合ࡓࡋ発生ࡀ災害ࡢ場࡛雪崩等࣮࢟ࢫ

念ࠊࡽࡇࡿࢀࡉ施設管理者ࠊࡣ施設ࡢ避難計画等ࢆ定ࡢࡑࠊࡶࡃ࠾࡚ࡵ計画基࡙ࡓ࠸

防災訓練等ࢆ実施࣮࢟ࢫࠊࡋ場利用客ࡢ安全対策ࢆ図ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ�
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第第17節 複合災害に関する計画  

町をはじめとする防災関係機関は、複合災害の発生可能性を認識し、備えを充実するものとする。  

 

１ 予防対策  

(1) 防災関係機関は、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不

足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに留意し、職員の派遣体制や資機材の輸

送手段等の充実や、防災関係機関相互の連携強化に努めるものとする。  

(2) 防災関係機関は、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定した図上訓練や実動訓練等

の実施に努めるとともに、その結果を踏まえて職員及び資機材の投入や外部支援の要請等についての

計画・マニュアル等の充実に努めるものとする。（第２節第６再掲）  

(3) 町は、複合災害時における住民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発に努め

る。 
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第第５章 災害応急対策計画 
災害応急対策計画は、基本法第50条第1項の趣旨を達成するため、災害が発生し、又は発生するお

それがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するための計画で、

基本法第50条第2項に定める災害応急対策の実施責任者がその実施を図るものとする。 

第１節 災害情報収集及び伝達計画 
災害応急対策等の実施のため、必要な災害情報、被害状況報告等の収集及び伝達等については、こ

の計画に定めるところによる｡ 

 

１ 情報及び被害状況報告の収集、連絡�

災害情報及び被害状況報告（以下「災害情報等」という。）の収集連絡は、災害の予防及び応急対

策を実施する基本となることから、町及び防災関係機関は、それぞれが有する情報組織、ヘリコプタ

ー、衛星通信車、テレビ会議、通信ネットワーク等を全面的に活用し、迅速・的確な災害情報等を収

集・相互に交換するものとする。 

道は、町から道への被災状況の報告ができない場合、その他必要と認めるときは、情報収集のため

被災地に職員を派遣するなど、必要な措置を講じるものとする。 

 

(1)  町の災害情報等収集及び連絡 

ア 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれのあるときは、速やかに情報を収集し、所要の応

急対策を講ずるとともに、その状況を十勝総合振興局長に報告するものとする。 

 

イ 町長は、気象等警報・注意報並びに情報等及び災害情報等の取扱要領を定め、災害の発生等緊

急事態に対処する体制を整備するとともに、災害情報等連絡責任者を定めておくものとする。 

２ 災害等の内容及び通報の時期 

(1)  災害対策本部の設置 

ア 町が本部を設置したときは、本部の設置状況及びその他の情報等について、道及び関係する防

災関係機関へ通報する。 

イ 防災関係機関は、前事項の通報を受けたときは、災害情報について密接な相互連絡を図るため、

必要に応じて当該対策本部に連絡要員を派遣するものとする。 

 

(2)  道への通報 

町及び防災関係機関は、発災後の情報等について、道（危機対策課）に通報する。 

ア 災害の状況及び応急対策の概要・・・・発災後速やかに 

イ 災害対策本部等の設置・・・・・・・・災害対策本部等を設置した時直ちに 

ウ 被害の概要及び応急復旧の見通し・・・被害の全貌が判明するまで、又は応急復旧が完了 

するまで随時 

エ 被害の確定報告・・・・・・・・・・・被害状況が確定したとき 

 

(3) 町の通報 

ア 町は、119番通報の殺到状況時には、その状況等を道及び国（消防庁経由）に報告する。 

イ 町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害が発生したと

きは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう特に留意し、被害の詳細が把握

できない状況にあっても、迅速に当該情報の道及び国（消防庁経由）への報告に努める。 

３. 現地情報連絡員（リエゾン）等の応援要請、受入れ体制 
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((1)  道への依頼 

町の体制のみでは円滑な情報収集連絡の実施が困難な場合は、十勝総合振興局に応援を求める。 

(2)  北海道開発局への依頼 

「北海道地方における災害時の応援に関する申合せ」により北海道開発局（帯広開発建設部）

に現地情報連絡員（リエゾン）の派遣を依頼する。派遣基準は、大規模自然災害（地震、津波、

風水害、土砂災害、雪害、火山噴火等）が発生又は発生しそうな状況の場合で、北海道開発局（帯

広開発建設部）の判断で派遣される場合もある。 

(3)  応援隊の受入れ 

庶務班及び総務班は、北海道開発局（帯広開発建設部）の現地情報連絡員（リエゾン）又は道

からの応援職員の派遣が決定した場合は、円滑な派遣体制が行えるように作業スペースの確保等

の受入れ体制の整備に努めるものとする。 

４ 被害状況報告 

災害が発生した場合、町長は、別に定める「災害情報等報告取扱要領」に基づき十勝総合振興局長に

報告するものとする。 

ただし、町長は消防庁即報基準に該当する火災・災害等のうち、一定規模以上のもの（「直接即報基

準」に該当する火災・災害等）を覚知した場合、第一報については、直接消防庁にも報告するものとす

る。（直接即報基準は「資料編 資料２-６ 直接即報基準」による。） 

なお、消防庁長官から要請があった場合については、第一報後の報告についても、引き続き消防庁に

報告するものとする。 

また、町長は通信の途絶等により道知事（十勝総合振興局長）に報告することができない場合は、直

接、国（消防庁経由）に報告するものとする。 

 

○火災・災害等即報に関する情報の送付・連絡先  

【通常時の報告先】 

時間帯 平日（9:30～18：15） 平日（左記時間帯以外）・休日 

報告先 消防庁応急対策室 
消防庁宿直室 

（防庁防災・危機管理センター内） 

Ｎ Ｔ Ｔ 回線 電話 03-5353-7527 

FAX   03-5353-7537 

電話 03-5253-7777 

FAX   03-5253-7553 

地域衛星通信ネットワ

ーク 

（北海道総合行政情報

ネットワーク） 

衛星専用電話機(FAX)より 

電話 6-048-500-9049013 

FAX   6-048-500-9049033 

衛星専用電話機(FAX)より 

電話 6-048-500-9049102 

FAX   6-048-500-9049036 

�
 
５ 災害情報伝達計画 

����� 災害ࡢ発生ࡣࡓࡲ異常現象発見時ࡢ情報関ࡿࡍ措置�

� 発見者ࡢ通報義務�

� 災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࡣࡓࡲ異常現象等ࢆ発見ࡓࡋ者ࠊࡣ速ࡸ町長ࡣࡓࡲ幕別駐在所㸦札

内交番ࠊ糠内駐在所及ࡧ忠類駐在所㸦以下ࠕ駐在所ࠖࠋ࠺࠸㸧ࢆ含ࡴ㸧ࡣࡃࡋࡶ幕別消防署

㸦札内支署ࠊ忠類支署ࠊ糠内分遣所ࠊ駒畠消防及ࡧ途別消防ࢆ含ࡴ㸧通報࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

�ࠋ࠸
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� 警察官等ࡢ町ࡢ通報�

� 異常現象発見者ࡢࡽ通報ࢆ受ࡓࡅ駐在所ࡣࡓࡲ幕別消防署ࡢࡑࠊࡣ旨ࢆ速ࡸ町長通

報ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

�࢘ 町長ࡽ各機関ࡢ通報及ࡧ住民ࡢ周知�

� 町長ࠊࡣ一般住民ࠊ駐在所ࡣࡓࡲ幕別消防署ࡽ異常現象発見ࡢ通報ࢆ受ࠊࡣࡁࡓࡅ必要

�ࠋࡿࡍ周知住民ࡶࡿࡍ通報関係機関ࡧ十十勝総合振興局及ࡌ応

�࢚ 当直員ࡢ災害情報ࠊ被害状況等ࡢ取扱࠸�

� �当直員ࡣ地域住民ࡽ災害ࡢ発生ࡣࡓࡲ異常現象発見ࡢ通報ࢆ受理ࡓࡋ際ࠊࡣ速ࡸ町民

課長及び地域振興課長㸦町民課長及び地域振興課長ࡀ不在ࡣࡁࡢ交通防災係長及び住民生活

係長㸧報告ࡢࡑࠊࡋ指示ࡾࡼ処理ࠋࡿࡍ�

�࢜ 災害情報連絡ࠕࠊࡣ図表㸳�㸯�㸯�災害情報連絡系統図ࠖࠋࡿࡼ�

カ 住民に対する周知徹底 

住民に対する周知徹底は、「第３章第３節気象業務に関する計画」別図３-３-１気象警報伝

達系統図に従って行うものとする。 

�

��� � 地区別情報等連絡責任者�

� 災害情報ࠊ被害状況等ࡢ迅速࡞伝達ࢆ行ࠊࡵࡓ࠺地区別情報連絡責任者ࢆ次ࡾ࠾ࡢ定ࠋࡿࡵ�

� 地区別情報等連絡責任者ࡣ公区長ࠋࡿࡍ�

� 地区別情報等連絡責任者ࡢ任務�

�㺏�� 住民ࡢࡽ通報ࢆ受ࡣࡁࡓࡅ町長情報ࢆ通報ࡇࡿࡍ�

�㺐�� 町長ࡢ行࠺災害情報ࡢ収集及ࡧ伝達࡚࠸ࡘ周知ࠊ協力ࡇࡿࡍ�

�㺑�� 町長ࡢ行࠺応急対策࡚࠸ࡘ協力ࡇࡿࡍ�

�㺒�� 町長ࡢ行࠺被害状況調査ࡢࡑ他࡚࠸ࡘ協力ࡇࡿࡍ�

�

【災害情報等報告取扱要領】�

� 町長ࠊࡣ災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊ次定ࡾࡼࢁࡇࡿࡵ災害情報及ࡧ

被害状況報告㸦以下ࠕ災害情報等ࠖࠋ࠺࠸㸧ࢆ十勝総合振興局長報告ࠋࡿࡍ�

㸯� 報告ࡢ対象�

� 災害情報等ࡢ報告ࡢ対象ࠊࡣ次掲ࠋࡿࡆ�

����� 人的被害ࠊ住家被害ࡀ発生ࡢࡶࡓࡋ�

����� 救助法ࡢ適用基準該当ࡢࡶࡿࡍ�

����� 災害対ࠊࡋ国及ࡧ道ࡢ財政援助等ࢆ要ࡿࡍ思ࡢࡶࡿࢀࢃ�

����� 災害ࡀ当初軽微࡛ࠊࡶ࡚ࡗ࠶今後拡大ࡋ発展ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࡣࡓࡲࠊ広域的࡞災害࡛

本町ࡢ災害ࡀ軽微࡛ࡶ࡚ࡗ࠶十勝総合振興局管内全体ࡽ判断࡚ࡋ報告ࢆ要ࡿࡍ認ࡢࡶࡿࡵ�
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����� 地震ࡀ発生ࠊࡋ震度㸲以上ࢆ記録ࡢࡶࡓࡋ�

����� 災害ࡢ状況及ࡀࡽࢀࡑࡧ及ࡍࡰ社会的影響等ࠊ࡚ࡳࡽ報告ࡢ必要ࡿ࠶ࡀ認ࡢࡶࡿࡵ�

����� �ࡢࡶࡿࡵ認必要他特ࡢࡑ

㸰� 報告ࡢ種類及ࡧ内容�

����� 災害情報�

� 災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠕࠊࡣ様式㸳�㸯�㸯�災害情報ࠖࡾࡼ速ࡸ

�ࠋࡿࡍ逐次報告ࢆ事項ࡓࡋ把握ࡌ応経過ࡢ災害ࠊ場合ࡢࡇࠋࡿࡍ報告

����� 被害状況報告�

� 被害状況報告ࠊࡣ次ࡢ区分ࡾࡼ行ࠊࡋࡔࡓࠋ࠺指定行政機関及ࡧ指定公共機関ࡢ維持管理

�ࠋࡃ除ࡣ࡚࠸ࡘ㸧ࡃ除ࢆ施設等㸦住家ࡿࡍ

� 速� � 報�

� 被害発生後直ࠕࡕ様式㸳�㸯�㸰�被害状況報告㸦速報࣭中間࣭最終㸧ࠖࡾࡼ報告ࠋࡿࡍ�

� 中間報告�

� 被害状況ࡀ判明次第ࠕࠊ様式㸳�㸯�㸰�被害状況報告㸦速報࣭中間࣭最終㸧ࠖࡾࡼ報告ࡍ

特ࡣ時期等ࡢ報告ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ都度報告ࡢࡑࠊࡣࡁࡓࡌ生ࢆ変化報告内容ࠊ࠾࡞ࠋࡿ

�ࠋࡿࡼ指示ࡢࡑࡣ場合ࡓࡗ࠶ࡀ指示

�࢘ 最終報告�

� 応急措置ࡀ完了ࡓࡋ後ࠊ��日以内ࠕ様式㸳�㸯�㸱�被害状況報告集計表㸦中間࣭最終㸧ࠖ

�ࠋࡿࡍ報告ࡾࡼ

����� �報告ࡢ他ࡢࡑ

� 災害ࡢ報告ࡣ���及ࡧ�ࡿࡼ��法令等ࡢ定ࡵ従ࢀࡒࢀࡑࠊ࠸所要ࡢ報告ࢆ行ࠋ࠺�

㸱� 報告ࡢ方法�

����� 災害情報及ࡧ被害状況報告㸦速報及ࡧ中間報告㸧ࠊࡣ電話ࡣࡓࡲ無無線等ࡾࡼ迅速行ࠋ࠺�

����� 被害状況報告ࡕ࠺ࡢ最終報告ࡣ文書ࡾࡼ報告ࠋࡿࡍ�

㸲� 被害状況判定基準�

�ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ別表㸳�㸯�㸯�被害状況判定基準ࠖࠕ�

㸳� 被害状況報告ࡢ࡚ࡗࡓ࠶留意事項�

� 被害状況報告ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶役場内ࡢ関係各課及ࡧ関係機関被害内容࡚࠸ࡘ十分調整ࢆ図ࡿ

�ࠋࡿࡍࡢࡶ

６ 動員計画 

災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ災害ࡢ発生ࡀ予想ࡿࢀࡉ場合ࠊ応急措置ࢆ迅速ࡘ的確実施ࡵࡓࡿࡍ必

要࡞要員ࡢ動員ࠊࡣ次定ࠋࡿࡵ 

����� 動員ࡢ配備ࠊ伝達系統方法�
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� 本部職員等対ࡿࡍ伝達方法ࠊࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

� 勤務時間中ࡢ伝達系統及ࡧ伝達方法�

� 本部長ࡢ指示ࠊࡾࡼ第㸯種非常配備体制ࡣ࠸ࡿ࠶第㸰種非常配備体制ࡽࡉࠊ緊急事態

�ࠋࡿࡍ指令ࢆ第㸱種非常配備体制ࡿࡏࡉ待機ࢆ本部全員࡚࠼備

� 各対策部長ࠊࡣ所属職員連絡࡚ࡋ指揮監督ࢆ行ࠊ࠸災害情報ࡢ収集ࠊ伝達ࠊ調査ࡢࡑ他

応急措置ࢆ実施ࡿࡍ体制ࢆ整備確立ࠋࡿࡍ�

�

�

��伝達系統ۑ

�

� �

�

� 勤務時間外ࡢ伝達方法�

� 当直者ࠊࡣ次ࡢ情報ࢆ察知ࡣࡁࡓࡋ町民課長ࡣࡓࡲ地地域振興課長連絡࡚ࡋ指示ࢆ仰ࠊࡂ

必要応࡚ࡌ関係部長ࠊ職員通知ࠋࡿࡍ�

�㺏��� 気象情報等ࡀ関係機関ࡽ通報ࡁࡿࢀࡉ�

�㺐��� 災害ࡀ発生ࠊࡋ緊急応急措置ࢆ実施ࡿࡍ必要ࡿ࠶ࡀ認ࡁࡿࡵ�

�㺑��� 異常現象ࡢ通報ࡁࡓࡗ࠶ࡀ�

�伝達系統ࡿࡼ�消防職員ۑ

�

�

�

�

����� 職員ࡢ非常登庁�

職員ࠊࡣ勤務時間外࡚࠸࠾登庁ࡢ指示ࢆ受ࡣࡓࡲࠊࡁࡓࡅ災害ࡀ発生ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋ災害

ࡼ判断ࡢࡽ自ࡣࡓࡲࠊ࠼࠺ࡢ連絡長ࡢ所属ࠊࡣࡁࡓࡋ察知ࢆ情報ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡢ発生ࡢ

�ࠋࡿࡍ登庁ࡾ

����� 消防機関対ࡿࡍ伝達�

� 本部ࡀ設置ࡓࢀࡉ場合ࡢࡑࠊࡣ配備態勢ࡢ消防機関ࡢ伝達ࠊࡣ次ࡾࡼ行ࠋ࠺�

�伝達系統ࡢ�消防機関ۑ

� �

����� 住民等ࡢ緊急従事対ࡿࡍ伝達�

�

本 部 長 

 

（町 長） 

副本部長 

 

（副町長等） 

各対策部長 

 

（各部長） 

各 班 長 

 

（各課長等） 

班   員 

 

（職 員） 

消 防 職 員 

本 部 長 

 

（町 長） 

副本部長 

 

（副町長等） 

各対策部長 

 

（各部長） 

各 班 長 

 

（各課長等） 

班   員 

 

（職 員） 

本 部 長 

本 部 長 

消 防 長 消防署長 消防団長 分 団 長 

本部・忠類情報連絡室長 地域住民 
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����� 北海道知事�十十勝総合振興局長�対ࡿࡍ応援要請伝達�

 

�

 

 

図表５-１-１ 災害情報連絡系統図�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 部 長 総務対策部長 北海道知事 十勝総合振

興局長㻌

発   見   者 

幕  別  町  役  場 

（時間外は当直 

者が受理する。） 

東十勝消防事務組合 

 

幕 別 消 防 署 

幕別駐在所 

札内交番 

糠内駐在所 

忠類駐在所

町 長 ・ 副町長等 

 

関 係 部 課 長 

防災会議構成機関 

及び関係機関 

近隣市町村・団体 

 

関 係 職 員 

一    般    住    民 

十勝総合振興局 

帯 広 測 候 所 

 

総務省消防庁 

䠄直接速報基準䛻該当䛩䜛䛸䛝䠅㻌
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様式５-１-１ 災害情報 

ͤ� 災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊࡣ本様式ࡾࡼ速ࡸ報告ࠋࡇࡿࡍ��� 
災災   害   情� � � 報 

報 告 日 時 � 月� �日� 時現在 発 受 信 日 時� � � 月� � 日� � 時� � 分

発 信 機 関 
㸦総合振興局 市࣭町村名

 受 信 機 関 
㸦総合振興局࣭市町村名

 

発 信 者 
㸦職࣭氏名㸧 

 受 信 者 
㸦職࣭氏名㸧 

 

発 生 場 所 
 

発 生 日 時 月� � 日� � 時� � 分 災害ࡢ原因 
 

 
気 
象 
等 
 ࡢ
状 
況 

雨� � 量 
 

河川水位 
 

潮位波高 
 

風� � 速 
 

 �他ࡢ�ࡑ

 

 ࣛ
 
 ࣇ

 ࣛ
 

 ࣥ
関 
係 
 ࡢ
状 
況 

道� � 路 
 

鉄� � 道 
 

電� � 話 
 

水� � 道 
㸦飲料水㸧 

 
電� � 気 

 
 �他ࡢ�ࡑ

 

���災害対策本 
部等ࡢ設置状 

� 況 

㸦名� � 称㸧 
㸦設置日時㸧� � � 月� � � 日� � � 時� � � 分設置 
㸦名� � 称㸧 
㸦設置日時㸧� � � 月� � � 日� � � 時� � � 分設置 

 
 
���災害救助法 

 適用状況ࡢ

地区名 被害棟数 罹災世帯 罹災人数 
    

㸦救助実施内容㸧 
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応 

 
急 

 
措 

 
置 

 
 ࡢ

 
状 

 
況 

 
 
 
 
 
���避難 

 状況ࡢ

 地� � 区� � 名 避� 難� 場� 所 人� � 数 日� � 時  
自 
主 
避 
難 

    

避 
難 
勧 
告 

    

避 
難 
指 
示 

    

���自 
衛隊派 
遣要請 
 状況ࡢ

 

 ࡢࡑ���
他派ࡢ
遣ࡢ状 

� 況 

 

���応急 
対策出 
動人員 

 

�㺏�出動人員 �㺐�主࡞活動状況 
市 町 村 職 員 ���������名  
消 防 職 員 ���������名  
消 防 団 員 ���������名  
�住民等�他ࡢࡑ ���������名  

計 ���������名  
 �等ࡋ見通ࡢ今後�� 他ࡢࡑ

 
��注㸧欄記入࠸࡞ࢀࡁࡋ場合ࠊࡣ適宜別葉記載ࡋ報告ࠋࡇࡿࡍ�
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様式５-１-２ 被害状況報告（速報・中間・最終） 

被被 害 状 況 報 告（ 速報 中間 最終 ） 
 月� � 日� � 時現在  

災害発生日時 月� � 日� � 時� � 分 災害ࡢ原因  

災害発生場所  
発 
 

信 

機関�市町村�名  受 
 

信 

機関�市町村�名  
職࣭氏名  職࣭氏名  
発信日時 月� � 日� � 時� � 分 受信日時 月� � 日� � 時� � 分 

項� � � � 目 件数等 被害金額�千円� 項� � � � 目 件数等 被害金額�千円� 

ձ 
人 
的 
被 
害 

死� � 者 人  ͤ個人別ࡢ氏名ࠊ 
性別ࠊ年令ࠊ原因 
 補足資料࡛報ࠊࡣ
告 

 
 
յ 
土 
 
 

木 
 
 

被 
 
 
 

害 

道 
工 
事 

河� � 川 箇所   
行方不明 人  海� � 岸 箇所   
重�傷�者 人  砂防設備 箇所   
軽�傷�者 人  地ࡾࡍ 箇所   

計 人  急傾斜地 箇所   
 
 
ղ 
住 
 
 
家 
 
 
被 
 
 
害 

全� � 壊 
棟   道� � 路 箇所   
世帯  橋� � 梁 箇所   
人  小� � 計 箇所   

半� � 壊 
棟   市町 

村工 
事 

河� � 川 箇所   
世帯  道� � 路 箇所   
人  橋� � 梁 箇所   

一部破損 
棟   小� � 計 箇所   
世帯  港� � 湾 箇所   
人  漁� � 港 箇所   

床上浸水 
棟   下�水�道 箇所   
世帯  公��� 園 箇所   
人  崖ࢀࡎࡃ 箇所   

床下浸水 
棟       
世帯  計 箇所   
人  

ն 
水 
 

産 
 

被 
 

害 

漁 
 
船 

沈没流出 隻   

計 
棟   破� � 損 隻   
世帯  小� 計 隻   
人  漁港施設 箇所   

ճ 
非 
住 
家 
被 
害 

全壊 公共建物 棟   共同利用施設 箇所   
   他施設 箇所ࡢࡑ   他 棟ࡢࡑ

半壊 公共建物 棟   漁具㸦網㸧 件   
   他 棟   水産製品 件ࡢࡑ

計 公共建物 棟   ࡢࡑ他 件   
    他 棟   計ࡢࡑ

 
մ 
農 
 

業 
 

被 
 

害 

農地 
田 流失㺃埋没等 KD    

շ 
林 
 
業 
 
被 
 
害 

道 
有 
林 

林� � 地 箇所   
冠水 KD   治山施設 箇所   

畑 流失㺃埋没等 KD   林� � 道 箇所   
水 KD   林�産�物 箇所   

農作 
物 

田 KD   ࡢ�ࡑ�他 箇所   
畑 KD   小����計 箇所   

農業用施設 箇所   一 
般 
民 
有 
林 

林� � 地 箇所   
共同利用施設 箇所   治山施設 箇所   

営農施設 箇所   林� � 道 箇所   
畜産被害 箇所   林�産�物 箇所   
   �他 箇所ࡢ�ࡑ   他 箇所ࡢࡑ

    小����計 箇所   
������計    計 箇所   
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項� � � � � 目 件数等 被害金額�千円� 項� � � � � 目 件数等 被害金額�千円� 

ո 
衛 
生 
被 
害 

水������道 箇所   ջ社会教育施設被害 箇所   
病 
院 

公�立 箇所   ռ社会福 
祉施設等 
被害 

公� 立 箇所   
個�人 箇所   法� 人 箇所   

清掃 
施設 

一般廃棄物処理 箇所   計 箇所   
    尿処理 箇所ࡋ

ս 
 ࡑ
 

 ࡢ
 

他 

鉄道不通 箇所   
火��葬��場 箇所   鉄道施設 箇所   

計 箇所   被害船舶�漁船除ࡃ� 隻   
չ 
商工 
被害 

商� � 業 件   空� � 港 箇所   
工� � 業 件   水� � 道 戸   
��他 件   電ࡢ�ࡑ � 話 回線   

計 件   電� � 気 戸   
պ公 
立文 
教施 
設被 
害 

小�学�校 箇所   ࢞� �    戸 ࢫ
中�学�校 箇所   ࢡࢵࣟࣈ塀等 箇所   
高� � 校 箇所   都市施設 箇所   

    他文教施設 箇所   計ࡢࡑ
計 箇所   被� 害� 総� 額  

公共施設被害市町村数 団体  
火災 

 
発生 

建� � 物 件  
罹災世帯数 世帯  危�険�物 件  
罹災災者数 人  ࡢ�ࡑ�他 件  

消防職員出動延人数 人  消防団員出動延人数 人  

災害対 
策本部 
 設置ࡢ
状況 

道㸦総総合振興局㸧 

市町村名 名� � � � � � 称 設置日時 廃止日時 
    

災害救 
助法適 
用市町 
村名 

 

補足資料㸦ͤ別葉࡛報告㸧 
�  災害発生場所ۑ
�  災害発生年月日ۑ
�  種類概況ࡢ災害ۑ
�  注意࠸取扱ࡁࡘ原因㸧Ѝ個人情報ࠊ被災場所ࠊ職業ࠊ住所ࠊ年令ࠊ性別ࠊ氏名ࡢ人的被害㸦個人別ۑ
�  状況ࡢ応急対策ۑ
� � ࣭避難ࡢ勧告࣭指示ࡢ状況 
� � ࣭避難所ࡢ設置状況 
� � ࣭他ࡢ地方公共団体ࡢ応援要請ࠊ応援活動ࡢ状況 
� � ࣭消防ࠊ水防ࠊ救急࣭救助等消防機関ࡢ活動状況 
� � ࣭自衛隊ࡢ派遣要請ࠊ出動状況 
� � ࣭災害ࡢࢸࣥࣛ࣎活動状況� �  
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様式５-１-３ 被害状況報告集計表（中間・最終） 

被被害状況（中間・最終）報告集計表 

災害࣭事故名   

総合振興局  平成� � 年�����月� � 日� � 時現在  

項� � � 目 件数等 被害金額�千円� 項� � � 目 件数等 被害金額�千円� 

ձ 
人 
的 
被 
害 

死� � 者 人  ͤ個人別ࡢ氏名ࠊ 
性別ࠊ年令ࠊ原因 
 別紙࡛整理報ࠊࡣ
告 

 
 

յ 
土 
 
 

木 
 
 

被 
 
 
 

害 

道 
工 
事 

河� � 川 箇所   
行方不明 人  海� � 岸 箇所   
重�傷�者 人  砂防設備 箇所   
軽�傷�者 人  地ࡾࡍ 箇所   

計 人  急傾斜地 箇所   
 
 

ղ 
住 

 
 
家 

 
 
被 

 
 
害 

全� � 壊 
棟   道� � 路 箇所   
世帯  橋� � 梁 箇所   
人  小� � 計 箇所   

半� � 壊 
棟   市町 

村工 
事 

河� � 川 箇所   
世帯  道� � 路 箇所   
人  橋� � 梁 箇所   

一部破損 
棟   小� � 計 箇所   
世帯  港� � 湾 箇所   
人  漁� � 港 箇所   

床上浸水 
棟   下�水�道 箇所   
世帯  公��� 園 箇所   
人  崖ࢀࡎࡃ 箇所   

床下浸水 
棟       
世帯  計 箇所   
人  

ն 
水 
 

産 
 

被 
 

害 

漁 
 
船 

沈没流出 隻   

計 
棟   破� � 損 隻   
世帯  小� � 計 隻   
人  漁港施設 箇所   

ճ 
非 
住 
家 
被 
害 

全壊 公共建物 棟   共同利用施設 箇所   
   他施設 箇所ࡢࡑ   他 棟ࡢࡑ

半壊 公共建物 棟   漁具㸦網㸧 件   
   他 棟   水産製品 件ࡢࡑ

計 公共建物 棟   ࡢࡑ他 件   
    他 棟   計ࡢࡑ

 

մ 
農 
 

業 
 

被 
 

害 

農地 
田 流出㺃埋没 KD    

շ 
林 
 
業 
 
被 
 
害 

道 
有 
林 

林� � 地 箇所   
冠水 KD   治山施設 箇所   

畑 流出㺃埋没 KD   林� � 道 箇所   
冠水 KD   林�産�物 箇所   

農作 
物 

田 KD   ࡢ�ࡑ�他 箇所   
畑 KD   小����計 箇所   

農業用施設 箇所   一 
般 
民 
有 
林 

林� � 地 箇所   
共同利用施設 箇所   治山施設 箇所   

営農施設 箇所   林� � 道 箇所   
畜産被害 箇所   林�産�物 箇所   
   �他 箇所ࡢ�ࡑ   他 箇所ࡢࡑ

    小����計 箇所   
������計    計 箇所   
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������������������������������������� 
項� � � � � 目 件数等 被害金額�千円� 項� � � � � 目 件数等 被害金額�千円�  

ո 
衛 
生 
被 
害 

水������道 箇所   ջ社会教育施設被害 箇所   
病 
院 

公�立 箇所    ռ社会福 
祉施設等 
設害 

公� 立 箇所   
個�人 箇所   法� 人 箇所   

清掃 
施設 

一般廃棄物処理 箇所   計 箇所   
    尿処理 箇所ࡋ

ս 
 ࡑ
 

 ࡢ
 

他 

鉄道不通 箇所  㸫 
火��葬��場 箇所   鉄道施設 箇所   

計 箇所   被害船舶�漁船除ࡃ� 隻   
չ 
商工 
被害 

商� � 業 件   空� � 港 箇所   
工� � 業 件   水� � 道 戸   
��他 件   電ࡢ�ࡑ � 話 回線   

計 件   電� � 気 戸   
պ公 
立文 
教施 
設被 
害 

小�学�校 箇所   ࢞� �    戸 ࢫ
中�学�校 箇所   ࢡࢵࣟࣈ塀等 箇所   
高� � 校 箇所   都市施設 箇所   

    他文教施設 箇所   計ࡢࡑ
計 箇所   被� 害� 総� 額  

公共施設被害市町村数 団体  火災 
 

発生 

建� � 物 件  
罹災世帯数 世帯  危�険�物 件  

罹災者数 人  ࡢ�ࡑ�他 件  
消防職員出動延人数 人  消防団員出動延人数 人  

災害対 
策本部 
 設置ࡢ
状� 況 

道㸦総総合振興局㸧 

市町村名 名� � � � � � 称 設置日時 廃止日時 
    

災害救 
助法適 
用市町 
村� 名 

 

補足資料㸦ͤ別葉࡛報告㸧 
�  災害発生場所ۑ
�  災害発生年月日ۑ
�  種類概況ࡢ災害ۑ
�  注意࠸取扱ࡁࡘ原因㸧Ѝ個人情報ࠊ被災場所ࠊ職業ࠊ住所ࠊ年令ࠊ性別ࠊ氏名ࡢ人的被害㸦個人別ۑ
�  状況ࡢ応急対策ۑ
� � ࣭避難ࡢ勧告࣭指示ࡢ状況 
� � ࣭避難所ࡢ設置状況 
� � ࣭他ࡢ地方公共団体ࡢ応援要請ࠊ応援活動ࡢ状況 
� � ࣭消防ࠊ水防ࠊ救急࣭救助等消防機関ࡢ活動状況 
� � ࣭自衛隊ࡢ派遣要請ࠊ出動状況 
� � ࣭災害ࡢࢸࣥࣛ࣎活動状況� �  
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別表５-１-１ 被害状況判定基準 

 

＜人的被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

死  者 

 当該災害が原因で死亡した死体を確認したもの、または死体を確認することができないが死亡したことが

確実なもの。 

(1) 当該災害により負傷し、死亡した者は当該災害による死亡者とする。 

(2) 本町の者が隣接市町村に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、隣接市町村の死亡者として取

扱う。（行方不明、重・軽傷についても同じ。） 

(3) 氏名、性別、年齢、職業、住所、原因を調査し町と警察の調査が一致すること。 

行方不明 
 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあるもの。 

(1) 死者欄の(2)(3)を参照。 

重 傷 者 

 災害のため負傷し、１月以上医師の治療を受け、または受ける必要のあるもの。 

(1) 負傷の程度の診断は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が１月以上に及ぶものを重

傷者とする。 

(2) 死者欄の(2)(3)を参照。 

軽 傷 者 

 災害のため負傷し、１月未満の医師の治療を受け、または受ける必要のあるもの。 

(1) 負傷の程度の診断は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が１月未満であるものを軽

傷者とする。 

(2) 死者欄の(2)(3)を参照。 

 

＜住家被害＞ 
被害区分 判 断 基 準 

住  家 

 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 

(1) 物置、倉庫等を改造して、居住している場合は、住家とみなす。 

(2) 商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で商品倉庫、管理人宿舎ともに半壊した場

合、住家の半壊１、商工被害１として計上すること。 

(3) 住家は社宅、公宅（指定行政機関及び指定公共機関のもの）を問わず全てを住家とする。 

世  帯 

生活を一つにしている実際の生活単位。 

(1) 寄宿舎、下宿その他これらに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいる者は、原則としてそ

の寄宿舎等を１世帯とする。 

(2) 同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は２世帯とする。 

全  壊 

 住家がその居住のため基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失した

もの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、

住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の７０％以上に達した程度のも

のまたは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その損害割合が

50％以上に達した程度のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価とし、家財道具の被害は含まない。 

半  壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが補修

すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的に損壊部分がその住家の延面積の20％以上70％未

満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家

の損害割合が20％以上50％未満のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具の被害は

含まない。 

一部破損 

 全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって建物の一部が破損した状態で、居住す

るためには、補修を要する程度のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具の被害は

含まない。 

床上浸水 

 住家が床上まで浸水または土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができない状態とな

ったもの。 

(1) 被害額の算出は、床上浸水によって家屋（畳、建具を含む）が破損した部分の破損額とし、家財道具

の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。 

床下浸水 

 住家が床上浸水に達しないもの。 

(1) 被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、土砂及び汚物等の除去に要

する経費は含まない。 
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＜非住家被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

非 住 家 

 非住家とは住家以外の建物でこの報告中他の被害項目に属さないものとする。これらの施設に人が居

住しているときは、当該部分は住家とする。 

(1) 公共建物とは役場庁舎、集会施設等の公用または公共の用に供する建物をいう。 

 なお、指定行政機関及び指定地方公共機関の管理する建物は含まない。 

(2) その他は、公共建物以外の神社、仏閣、物置等をいう。 

(3) 物置とは、生活の主体をなす主家に付随する建物の意味であって、営業用の倉庫等はその倉庫の用

途に従ってその他の項目で取扱う。 

(4) 被害額の算出は、住家に準ずる。 

 

＜農業被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

農  地 

 農地被害は、耕耕土が流失、埋没、沈下、隆起又は亀裂により工作に適さなくなった状態をいう。 

(1) 流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ10％以上が流失した状態をいう。 

(2) 埋没とは、その筆における流入土砂の平均の厚さが粒径１㎜以下にあっては２㎝、粒径0.25㎜以下の

土砂にあっては５㎝以上、土砂が堆積した状態をいう。 

(3) 埋没等の等とは、地震による土地の隆起、陥没または干ばつ等をいう。 

(4) 被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用または、農耕を維持するための最小限度の復旧に要

する費用とし、農作物の被害は算入しない。 

農 作 物 

 農作物が農地の流失、埋没等及び浸冠水、倒伏によって生じた被害をいう。 

(1) 浸冠水とは、水、土砂等によって相当期間（24時間以上）作物等が地面に倒れている状態をいう。 

(2) 倒伏とは、風のため相当期間（24時間以上）作物等が地面に倒れている状態をいう。 

(3) 被害額の算出は、災害を受けなかったとしたなら得たであろう金額を推定積算する。 

農業用施設 
 頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、農業用道路、橋梁、その他農地保全施設の被害をいう。 

㻔㻝㻕被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹㻌

共同利用 

施  設 

 農業協同組合または同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共同作業場、産地市場施設、種苗

施設、家畜繁殖施設等及び農家の共同所有に係る営農施設の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

営農施設 
 農家個人所有に係る農舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機械類、温室、育苗施設等の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

畜産被害 施設以外の畜産被害で、家畜、畜舎等の被害をいう。 

そ の 他  上記以外の農業被害、果樹（果実を含まない。）草地、畜産物等の被害をいう。 

 

＜土木被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

河  川 

河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止めまたは沿岸を保全するため防護することを必要と

する河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

砂防設備 
 砂防法第１条

1
に規定する砂防設備、同法第３条

2
の規定によって同法が準用される砂防の施設または

天然の河岸等で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 

道  路 
 道路法第２条

3
の規定により道路管理者が維持管理する道路が損壊し、復旧工事を要する程度の被害

をいう。 

(1) 被害額の算出は復旧に要する経費を計上すること。 

橋  梁 

 道路法第２条の規定により道路管理者が維持する道路に架設した橋梁が流失または損壊し復旧工事を

要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は復旧に要する経費を計上すること。 

被害区分 判 断 基 準 

������������������������������

1
�砂防法第１条：この法律において砂防設備と称するは国土交通大臣の指定したる土地において治水上砂防のため施設する

ものをいい砂防工事と称するは砂防設備のために施行する作業をいう。�������������
2
�砂防法第３条：この法律に指定したる事項は政令の定むるところに従い国土交通大臣の指定したる土地の範囲外において

治水上砂防のため施設するものに準用することを得。�
3
�道路法第２条：この法律において、「道路」とは、一般交通の用に供する道で、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター

等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含

むものとする。 
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地すべり 

防止施設 

地すべり等防止法第2条第3項
66
に規定する地すべり防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害を

いう。 

(1) 被害額の算出は復旧に要する経費を計上すること。 

急傾斜地崩 

壊防止施設 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項
7
に規定する急傾斜地に規定する急傾斜

崩壊防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること 

下水道 
 下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

公 園 

 都市公園法施行令第31条各号に掲げる施設（主務大臣の指定するもの（植栽・いけがき）を除く。）で、

都市公園法第2条第1項に規定する都市公園に設けられたものの被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

 

＜林業被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

林  地 
新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

治山施設 
既設の治山施設等の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

林  道 
林地の生産性の増大を図るため、林業経営基盤整備の施設道路の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

林 産 物 
素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特用林産物等の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、被害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算すること。 

そ の 他 
苗畑､造林地､製材工場施設､炭窯､その他施設（飯場､作業路を含む。）等の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

 

＜衛生被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

水  道 
水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び配水施設の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

病  院 
病院、診療所等の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

清掃施設 
ごみ処理施設、し尿処理施設の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

火 葬 場 
火葬場の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

 

＜商工被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

商  業 
商品、原材料等の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、被害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算すること。 

工  業 

原材料、製品、生産機械器具等の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、被害を受けなかったとしたならば得たであろう金額及び再取得価格又は復旧額を

積算すること。 

 

＜公立文教施設被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

公立文教施設 

公立の小・中・高校、中等教育学校、大学、特別支援学校、幼稚園等の被害をいう。（私学関係はその

他の項目で扱う） 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

 

＜社会教育施設被害＞ 

������������������������������

6 � 地すべり等防止法第2条第3項：この法律において「地すべり防止施設」とは、地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、

ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。 
7 � 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項：急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の

急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。 
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被害区分 判 断 基 準 

社会教育施設 
図書館、公民館等の施設の被害をいう。 

((1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

 

＜社会福祉施設等被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

社 会 福 祉 施 設

等 

老人福祉施設、身体障がい者（児）福祉施設、知的障がい者（児）福祉施設、児童母子福祉施設、生活

保護施設、介護老人保健施設、精神障がい者社会復帰施設の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

 

＜そ の 他＞ 

被害区分 判 断 基 準 

鉄道不通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害をいう。 

鉄道施設 線路、鉄橋、駅舎等施設の被害をいう。 

空   港 空港整備法第2条第1項第3号の規定による空港をいう。 

水道（戸数） 上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数をいう。 

電話（回線） 災害により通信不能となった電話の回線数をいう。 

電気（戸数） 災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数をいう。 

ガス（戸数） 一般ガス事業または簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数をいう。 

ブロック塀等 
倒壊したブロック塀または石塀の箇所数をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

都市施設 
街路等の都市施設の被害をいう。 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

その他 上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。 
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第第２節 災害通信計画 

町、道及び防災関係機関は、災害発生直後は、災害情報連絡のための通信手段を確保するため、直

ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた施設の復旧を行う。 

災害時の防災関係機関相互の通信連絡は、東日本電信電話㈱等の公衆通信設備、防災関係機関が設

置した通信設備及び衛星携帯電話等の移動通信回線の活用により行うものとする。 

また、電気通信事業者は、災害時において、防災関係機関の重要通信を優先的に確保するものとす

る。 

なお、災害によりそれらの通信設備が使用できない場合は、次の方法により通信連絡を行うものと

する。 

１ 電話による通信 

(1)  非常扱いの通話 

天災その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防、救援、交通、

通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な内容を事項とする手動接続通話。 

(2)  緊急扱いの通話 

非常通話を除くほか、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする手動接続通話。 

(3)  非常・緊急通話の利用方法 

ア 102 番（局番なし)をダイヤルしNTT コミュニケータを呼び出す。 

イ NTT コミュニケータがでたら 

(ｱ) ｢非常又は緊急扱いの通話の申込み｣と告げる。 

(ｲ) 予め指定した登録電話番号（災害時優先電話）と機関名を告げる。 

(ｳ) 通話先の電話番号を告げる。 

(ｴ) 通話内容を告げる。 

ウ NTT コミュニケータが一度切って待つよう案内する。 

エ 呼び出され接続が完了したら、通話を開始する。 

(4)  電気通信事業法及び東日本電信電話㈱の契約約款に定める通信内容、機関等 

ア 非常扱いの通話は、次の事項を内容とする通話を次の機関等が行う場合に限り、取扱う。 

通話の内容 機関等 

１ 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告

又は警報に関する事項であって、緊急を要する

もの 

気象機関相互間 

２ 洪水、津波、高潮等が発生し、若しくは発生

するおそれがあることの通報又はその警告若

しくは予防のための緊急を要する事項 

水防機関相互間 

消防機関相互間 

水防・消防機関相互間 
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３３ 災害の予防又は救援のための緊急を要する事

項  
消防機関相互間 

災害救助機関相互間 

消防・災害救助機関相互間 

４ 鉄道その他の交通施設(道路、港湾等を含む。）

の災害の予防又は復旧その他輸送の確保に関し、

緊急を要す事項 

輸送の確保に直接関係がある機関相互間 

５ 通信施設の災害の予防又は復旧その他通信の

確保に関し、緊急を要する事項 

通信の確保に直接関係がある機関相互間 

６ 電力設備の災害の予防又は復旧その他電力供

給の確保に関し、緊急を要する事項 

電力の供給の確保に直接関係がある機関相互

間 

７ 秩序の維持のため緊急を要する事項 警察機関相互間 

防衛機関相互間 

警察・防衛機関相互間 

８ 災害の予防又は救援に必要な事項  天災、事変その他の非常事態が発生し、又は

発生するおそれがある事を知った者と前各欄

に掲げる機関との間 

イ  緊急扱いの通話は、次の事項を内容とする通話を次の機関等が行う場合に限り、取扱う。 

通話の内容 機関等 

１ 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故そ

の他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生

するおそれがある場合において、その予防、救

援、復旧等に関し緊急を要する事項 

(1) 非常扱いの通話を取り扱う機関相互間（①

の8 項に掲げるものを除く。) 

(2) 緊急事態が発生し、又は発生するおそれ

があることを知った者と、(1)の機関との間 

２ 治安の維持のため緊急を要する事項 (1) 警察機関相互間 

(2) 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあ

ることを知った者と、警察機関との間 

３ 天災その他の災害に際しての災害状況の報道

を内容とするもの 
別に定める基準に該当する、新聞社、放送事

業者又は通信社の機関相互間 

４ 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠

な役務の提供その他生活基盤を維持するため

に緊急を要する事項 

(1) 水道ガスの供給の確保に直接関係がある

機関相互間 

(2) 預貯金業務を行う金融機関相互間 

(3) 国又は地方公共団体の機関(アの表及び、

本表1～4(2)に掲げるものを除く。)相互間 

�

�

�
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２２ 電報による通信 

(1)  非常扱いの電報 

天災その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、

交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な内容を事項とする電報。 

(2)  緊急扱いの電報 

非常扱いの電報を除くほか、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする電報。 

なお、非常扱いの電報は緊急扱いの電報より優先する。 

(3)  非常・緊急電報の利用方法 

ア 115 番(局番無し）をダイヤルしNTT コミュニケータを呼び出す 

イ NTT コミュニケータがでたら 

(ｱ) ｢非常または緊急扱いの電報の申込み｣と告げる。 

(ｲ) 予め指定した登録電話番号と通話責任者名等を告げる。 

(ｳ) 届け先、通信文等を申し出る。 

(4)  電気通信事業法及び契約約款に定める電報内容、機関等 

ア 非常扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は配達を受け

る場合に限り取り扱う。 

電 報 の 内 容 機 関 等 

非常扱いの通話と同じ 非常扱いの通話と同じ 

�

イ 緊急扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は配達をける

場合に限り取り扱う。 

電 報 の 内 容 機 関 等 

船舶内の傷病者の医療について指示を受け又は指示を与

えるために必要な事項 

船舶と別に定めた病院相互間非常

扱いの通話と同じ 

他は緊急扱いの通話と同じ 他は緊急扱い通話と同じ 

３ 専用通信設備 

本町が所有する有線回線の災害時優先電話及び無線施設等の通信設備は、次のとおりである。 

(1)  災害時優先電話による連絡 

 災害時優先電話は、一般電話の輻輳に伴う発信規制がされても、規制を受けず優先的に発信が

確保される回線であり、災害時の情報連絡に使用する。 
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【【役場庁舎等災害時優先電話】 

施 設 名 設 置 部 署 名 
電 話 番 

号 
備  考 

幕別町役場 総務課総務係（内線352） 0155-54-2114  

〃 総務課総務係（内線354） 0155-54-2115  

札内支所  0155-56-2112  

糠内出張所  0155-57-2140  

保健福祉センター  0155-57-3571  

教育委員会  0155-54-2007  

忠類総合支所 

地域振興課（内線23） 

経済建設課（内線35） 

 
01558-8-2114 

※左記の各端末から、

8-2114回線を使用して外

線を掛けれるが、ただし、

１台使用中は不可。 

〃 教育課（内線59） 01558-8-2202  

ふれあいセンター福

寿 

 01558-8-2910  

※災害時優先電話の登録は上記以外も含めて全43回線登録（Ｈ25.４.１現在） 

 

(2)  無線通信施設の利用 

 公衆電気通信施設が使用不能の場合には無線通信施設を使用する。 

無線通信種別 所轄機関名 所 在 地 

北海道総合行政情報ネットワーク 幕別町㻔町民課㻕㻌 中川郡幕別町本町㻝㻟㻜番地㻌

幕別町防災行政無線 幕別町䠄地域振興課䠅㻌 中川郡幕別町忠類錦町㻠㻟㻥番地䠍㻌

消防無線局 幕㻌別㻌消㻌防㻌署㻌 中川郡幕別町錦町㻥㻜番地㻌

 

※ 現在、本町全域における無線整備は行われていないことから、幕別町防災行政無線の本部は忠類

総合支所に置く。 

① 忠類総合支所：幕別町防災行政無線の本部として基地局（親機）を置く。 

② 災害対策本部：北海道防災行政無線（北海道総合行政情報ネットワーク）の支部として固定局

を置く。 

(3)  公衆通信設備以外の通信 

有線電話及び無線電話等の各種通信設備の使用が不能な場合は、車両等による伝達及びトラン

シーバーを使用する。 

 

４ 関係機関の公衆通信設備以外の通信  

公衆通信設備以外の通信として災害時緊急に利用できる通信施設は、おおむね次のとおりで ある。  

(1)  北海道開発局関係無線による通信  

(2)  陸上自衛隊の通信等による通信 

(3)  警察電話による通信 

(4)  警察無線電話装置による通信  
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((5)  北海道総合行政情報ネットワークによる通信 

(6)  鉄道電話による通信 

(7)  北海道電力株式会社の専用電話による通信  

(8)  東日本電信電話㈱の設備による通信 

(9)  北海道地方非常通信協議会加入無線局等による通信 

�

５ 通信途絶時等における措置  

(1)  北海道総合通信局の対応  

北海道総合通信局は、防災関係機関から、１から４までに掲げる各通信系をもって通信を行う

ことができない又は著しく困難である旨の連絡を受けたときは、通信の確保を図るため、速やか

に次の措置を講ずるものとする。  

ア 貸与要請者あて、移動通信機器の貸出  

イ 無線局の免許等の臨機の措置（無線局の免許等に必要な申請手続及び当該申請に係る処分につ

いて、口答又は電話等迅速な方法で行い、所定の様式による手続は、後刻可及的速やかに遡及処

理する措置）  

(2)  防災関係機関の対応  

防災関係機関は、(1)の措置を希望する場合は、次に掲げる事項を北海道総合通信局に連絡す

るものとする。  

ア 移動通信機器の借受を希望する場合  

(ｱ) 借受申請者の氏名又は名称及び住所  

(ｲ) 借受希望機種及び台数  

(ｳ) 使用場所  

(ｴ) 引渡場所及び返納場所  

(ｵ) 借受希望日及び期間  

イ 臨機の措置による手続を希望する場合  

(ｱ) 早急に免許又は許可等を必要とする理由  

(ｲ) (ｱ)に係る申請の内容  

(3)  連絡先  

総務省北海道総合通信局防災対策推進室 （直通電話） 011-747-6451  
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第第３節 災害広報計画 

災害時ࡢ誤ࡓࡗ情報等ࡿࡼ社会的混乱ࢆ防止ࠊࡋ町民ࡢ不安解消ࢆ図ࠊࡶࡿ被災地ࡸ隣接

地域住民ࡢ適切࡞判断行動ࢆ支援ࡢࡑࠊࡋ安全ࢆ確保ࠊࡵࡓࡿࡍ正確࡞情報ࡢ速࡞ࡸ提供並ࡧ

本計画ࠊࡣ࡚࠸ࡘ計画࠺行ࢆ対応࡞迅速ࡘ的確意見等ࡧ要望及ࠊࡏࢃ合࠸問ࡢࡽ住民等

定ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡵ活動際ࠊࡣ࡚ࡋ要配慮者対ࠊ࡚ࡋ十分配慮࠺ࡼࡿࡍ努ࠋࡿࡵ�

１ 災害情報等の収集方法 

����� 広報渉外班派遣ࡿࡼ災害現場ࡢ取材及ࡧ記録写真ࡢ収集�

����� 一般住民及ࡧ報道機関ࡢࡑ他関係機関取材ࡿࡼ資料ࡢ収集�

(3) 災害現場における住民懇談会等による一般住民及び罹災者の意見、要望、相談等を公聴し収集 

(4)�� �収集ࡢ資料ࡿࡼ派遣ࡢ職員ࡓࡌ応状況ࡢ他災害ࡢࡑ

２ 災害情報等の発表方法 

����� 発表責任者�

� 災害情報等ࡢ発表及ࡧ広報ࡣ本部長㸦町長㸧ࡢ承認ࢆ得࡚広報渉外部長ࠋࡿࡓ࠶ࢀࡇࡀ�

����� 住民対ࡿࡍ広報ࡢ方法及ࡧ内容�

� 一般住民及ࡧ被災者対ࡿࡍ広報活動ࠊࡣ災害ࡢ状況ࢆ見極ࡽࡀ࡞ࡵ次ࡢ方法ࡾࡼ行࠺も

のとし、あらゆる広報媒体を充実・強化するほか、迅速かつ適切な広報に努めるほか、誤報

等による混乱の防止に万全を期するものとするࠋ�

�ࠋࡿࡍ十分配慮伝達ࡢ障害者等の要配慮者ࠊ高齢者ࠊࡓࡲ

�㺏��� 新聞ࣅࣞࢸࠊ࢜ࢪࣛࠊ等ࡢ利用�

�㺐��� 広報紙ࠊ町ࠊࢪ࣮࣒࣮࣌࣍郵便局、ࡢࢩࣛࢳ利用�

�㺑��� 広報車ࠊ防災行政無線ࠊ消防署ࡢ屋外放送施設ࡢ利用�

�㺒��� 道ࡢ駅ࠕ忠類ࠖ設置ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㺀道ࡢ駅情報提供端末㺁ࡿࡼ道路防災情報ࡢ利用�

�㺓��� 町内ࡢࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥ利用㸦ࠕ資料編�資料㸯㸴�㸰�災害時ࡿࡅ࠾協力要請

関ࡿࡍ協定書㸦町内ࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥ㸧ࠖࡿࡼ㸧�

� 広報事項ࡣ次ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ広報事項ࠊࡣ࡚࠸ࡘ事前本部長ࡢ承認ࢆ得ࠋࡿ�

�㺏��� 災害ࡢ状況関ࡿࡍ情報࣭応急対策関ࡿࡍ情報�

�㺐��� 二次災害防止関ࡿࡍ事項�

�㺑��� 避難場所ࠊ避難経路ࠊ避難方法等関ࡿࡍ情報�

�㺒��� 医療機関等ࡢ生活関連情報�

�㺓��� �復旧情報ࡢ交通施設等公共施設等ࡸࣥࣛࣇࣛ
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�㺔��� 交通規制等ࡢ状況関ࡿࡍ情報�

�㺕��� �情報ࡿࡍ関施策ࡿ࠸࡚ࡌ講ࡀ機関ࡢࢀࡒࢀࡑ

�㺖��� 安否情報�

�㺗��� �情報ࡿࢀࡽࡵ認他必要ࡢࡑ

����� 報道機関対ࡿࡍ情報発表等ࡢ方法及ࡧ内容�

� 収集ࡓࡋ被害状況ࠊ災害情報等ࡣ状況応ࡌ報道機関対ࡋ次ࡢ事項ࢆ発表ࠋࡿࡍ�

�㺏��� 災害ࡢ種別ࠊ名称及ࡧ発生日時�

�㺐��� 災害発生ࡢ場所ࡣࡓࡲ被害激甚地域�

�㺑��� 被害状況�

㹟� 交通࣭通信状況㸦不通箇所ࠊ開通見込ࡳ日時ࠊ通信途絶区域等㸧�

㹠� 火災状況㸦発生箇所࣭避難状況等㸧�

㹡� 道路࣭橋梁等土木施設状況㸦被災状況࣭復旧状況等㸧�

㹢� 電気ࠊ上下水道ࢫ࢞ࠊ等公益事業施設㸦被害状況ࠊ復旧状況ࠊ注意事項等㸧�

㹣� �危険性等㸧ࡢ情報㸦二次災害ࡢ被災地ࡓࡋ他判明ࡢࡑ

�㺒��� 応急対策ࡢ状況�

㹟� 避難࡚࠸ࡘ㸦避難勧告ࠊ指示ࡢ状況及ࡧ解除ࠊ避難所ࡢ位置ࠊ経路等㸧�

㹠� 医療救護所ࡢ開設状況�

㹡� 給食࣭給水実施状況㸦供給日時ࠊ場所ࠊ量ࠊ対象者等㸧�

㹢� 衣料࣭生活必需品等供給状況㸦供給日時ࠊ場所ࠊ量ࠊ対象者等㸧�

�㺓��� 災害対策�連絡�本部ࡢ設置ࡣࡓࡲ廃止�

�㺔��� 住民ࡢ責務等民生ࡢ安定及ࡧ社会秩序ࡵࡓࡢ必要ࡿࡍ事項�

� 災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊࡣ新聞ࣅࣞࢸࠊ࢜ࢪࣛࠊ放送等各報道機

関ࡀ行࠺独自ࡢ取材活動対࡚ࡋ情報ࠊ資料ࢆ提供ࡋ協力ࠋࡿࡍ�

����� 本部職員対ࡿࡍ周知�

� 本部情報連絡室庶務班及ࡧ忠類地域情報連絡室庶務班ࠊࡣ災害状況ࡢ推移ࢆ本部職員周知ࡋ

各部対࡚ࡋ措置ࡁࡍ事項及ࡧ伝達方法ࢆ連絡ࠋࡿࡍ�

����� 各関係機関対ࡿࡍ周知�

広報渉外部広報渉外班ࠊࡣ必要応࡚ࡌ防災関係機関ࠊ公共的団体及ࡧ重要࡞施設ࡢ管理者等

�ࠋࡿࡍ提供ࢆ災害情報࡚ࡋ対

�
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３３ 防災関係機関の広報  

防災関係機関は、相互に連携し、それぞれの広報計画に基づき、住民への広報を実施する。  

特に、住民生活に直結した機関(道路、交通、電気、上下水道、ガス、通信等)は、応急対策活動とこ

れに伴う復旧状況を住民に広報するとともに、町災害対策本部に対し情報の提供を行う。  

４ 被災者相談所の開設 

本部長㸦町長㸧ࠊࡣ必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ町役場内被災者相談所ࢆ開設ࠊࡋ被災者ࡢ相談応ࡎ

�ࠋࡿࡓ࠶ࡀ民生対策部保健班ࠊࡣ事務ࡢࡑࠊࡋࡢࡶࡿ

�
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第第４節 応急措置実施計画 

� 町ࡢ区域災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࡣ関係法令及ࡧ本計画ࡢ定ࢁࡇࡿࡵ

必要ࡣ町長ࠊࡓࡲࠊࡌ講ࢆ措置ࡢ所要ࡣ管理者ࡢ施設ࡿ࠶関係防災ࡧ消防署長及ࠊ町長ࠊࡾࡼ

応ࠊ࡚ࡌ道及ࡧ他ࡢ市町村ࠊ関係機関等ࡢ協力ࢆ求ࡵ応急措置ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

１ 応急措置の実施責任者 

� 法令上実施責任者࡚ࡋ定ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ者ࡣ次ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ�

����� 北海道知事㸦基本法第��条͐都道府県ࡢ応急措置㸧�

����� 警察官等㸦基本法第��条第㸰項͐市町村長ࠊ職員ࡀ現場ࡣࡓࡲࠊࡁ࠸࡞࠸要求ࡓࡗ࠶ࡢ

�㸧ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺行ࢆ職務ࡢ市町村長ࡁ

����� 指定行政機関ࡢ長及ࡧ指定地方行政機関ࡢ長㸦基本法第��条͐指定行政機関ࡢ長等ࡢ応急措置㸧�

����� 指定公共機関ࡢ長及ࡧ指定地方公共機関ࡢ長㸦基本法第��条͐指定公共機関等ࡢ応急措置㸧�

����� 町長ࠊ町ࡢ委員会ࡣࡓࡲ委員ࠊ公共的団体及ࡧ防災上重要࡞施設ࡢ管理者等㸦基本法第��条͐

市町村ࡢ応急措置㸧�

����� 水防管理者㸦町長㸧ࠊ消防機関ࡢ長㸦消防署長㸧等㸦水防法第��条
1
及ࡧ第��条

2
㸧�

����� 消防長ࡣࡓࡲ消防署長等㸦消防法第��条
3
㸧�

２ 町の実施する応急措置�

����� 警戒区域ࡢ設定�

� 町長ࡣ災害ࡀ発生ࡉࡲࠊࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿࡍ࠺ࡼࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾人命ࡣࡓࡲ身体対ࡍ

警ࡢ基本法第��条第㸯項㸦市町村長ࠊࡣࡁࡿࡵ認ࡿ࠶ࡀ必要特ࠊࡵࡓࡿࡍ防止ࢆ危険ࡿ

戒区域設定権等㸧ࡢ規定基࡙ࡁ警戒区域ࢆ設定ࠊࡋ災害応急対策従事ࡿࡍ者以外ࡢ者対ࡋ

࡚当該区域ࡢ立入ࢆ制限ࡣࡃࡋࡶࡋ禁止ࡣࡓࡲࠊࡋ当該区域ࡢࡽ退去ࢆ命ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡎ�

�

������������������������������

1
 水防法第24条：水防管理者、水防団長または消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理

団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。       
2
 水防法第28条：水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、

必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器を使用し、又は工

作物その他の障害物を処分することができる。 
3
 第29条 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周

囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのもの

の在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。 

消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の

救助のために緊急の必要があるときは、消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を

制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価によ

り、その損失を補償するものとする。 

前項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。 
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����� 応急公用負担ࡢ実施�

� 町長ࠊࡣ本町ࡢ地域係ࡿ災害ࡀ発生ࡉࡲࠊࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾

応急措置ࢆ実施ࡵࡓࡿࡍ緊急ࡢ必要ࡿ࠶ࡀ認ࠊࡣࡁࡿࡵ基本法第��条第㸯項㸦応急公用負担

等㸧ࡢ規定基࡙ࠊࡁ本町区域内ࡢ他人ࡢ土地ࠊ建物ࡢࡑ他ࡢ物件ࢆ使用ࡣࡃࡋࡶࡋ収用ࡇࡿࡍ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

� 基本法施行令第��条ࠊࡣ࡚࠸࠾場合ࡢࡇࠊ࠾࡞
44
（応急公用負担の手続）及ࡧ基本法第��条

㸦損失補償等㸧ࡢ規定基࡙ࡁ次ࡢ措置ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࢆ�

（「資料編 資料13-1 町長等の応急公用負担一覧表」参照）�

� 工作物及ࡧ物件ࡢ占用等対ࡿࡍ通知�

� 町長ࠊࡣ当該土地建物ࡢࡑ他ࡢ工作物ࡣࡓࡲ土石ࠊ竹木ࡢࡑ他ࡢ物件㸦以下ࠕ工作物等ࠖ

旨ࡢࡑ所有者ࠊ占有者ࡢ当該工作物等ࡸ速ࠊࡣࡁࡓࡋ収用ࡣࡃࡋࡶࡋ使用ࢆ㸧ࠋ࠺࠸

࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿ知ࢆ住所ࡧ氏名及ࡢ他当該工作物等ࡢࡑࡓࡲࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ通知ࢆ

ࢀࡅ࡞ࡋࢆ措置ࡢ等ࡿࡍ掲示役場掲示板࡚ࡋ準用ࢆ幕別町公告式条例ࠖࠕࢆ事項ࡢࡑࠊࡣࡁ

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ

�㺏��� 名称ࡣࡓࡲ種類�

�㺐��� 形状及ࡧ数量�

�㺑��� 所在ࡓࡋ場所�

�㺒��� 処分ࡢ期間ࡣࡓࡲ期日�

�㺓��� �事項࡞他必要ࡢࡑ

� 損失補償�

� 町ࡣ当該処分ࡾࡼ通常生ࡁࡎ損失ࢆ補償ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

����� 障害物ࡢ除去�

� 町長ࠊࡣ町地域係ࡿ災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾応急

措置ࢆ実施ࡵࡓࡿࡍ緊急ࡢ必要ࡿ࠶ࡀ認ࠊࡣࡁࡿࡵ基本法第��条第㸰項㸦応急公用負担等㸧

ࠊ除去ࡢࡢࡶࡿ࡞支障ࡢ実施ࡢ工作物等࡛当該応急措置ࡓࡅ受ࢆ災害ࡢ現場ࠊࡁ基࡙規定ࡢ

ࡤࢀࡅ࡞ࡋ保管ࢆ当該工作物等ࡣࡁࡓࡋ除去ࠊࡋࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࢆ措置࡞他必要ࡢࡑ

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞

� 帰属㸧ࡢ第㸴項㸦所有権ࡧ公示㸧及ࡢࡵࡓࡢ基本法第��条第㸱項㸦返還ࡣࡁࡓࡋ保管ࠊ࠾࡞

������������������������������

4
 災害対策基本法施行令第24条：市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法第83条第2項の規定により派遣を命

ぜられた同法第8条に規定する部隊等の自衛官は、基本法第64条第１項（同条第8項において準用する場合を含む。）又は

同条第７項において準用する基本法第63条第２項〔市町村長の職権の代行〕の規定により他人の土地、建物その他の工作

物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用したときは、すみやかに、当該土地、建物その他の工

作物又は土石、竹木その他の物件（以下この条において「土地建物等」という。）の占有者、所有者その他当該土地建物等

について権原を有する者（以下この条において「占有者等」という。）に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、

所在した場所、当該処分に係る期間又は期日その他必要な事項（以下この条において「名称又は種類等」という。）を通知し

なければならない。この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地

建物等の名称又は種類等を当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海

上保安部の事務所で内閣府令で定めるもの若しくは当該土地建築物等の所在した場所の直近にある自衛隊法第8条に規

定する部隊等の長（内閣府令で定める者に限る。）の勤務官署に掲示しなければならない。 
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�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࢆ措置ࡢ次ࢀࡒࢀࡑࠊࡁ基࡙規定ࡢ

� 町長ࠊࡣ当該工作物等ࡢ占有者ࠊ所有者ࡢࡑࠊ他当該工作物等࡚࠸ࡘ権限ࢆ有ࡿࡍ者対

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ公告ࡾࡼ方法ࡧ事項及ࡿࡆ掲次ࠊࡵࡓࡿࡍ返還ࢆ当該工作物等࡚ࡋ

�㺏��� 工作物等ࢆ保管ࡓࡋ場合ࡢ公示事項�

㹟� 保管ࡓࡋ工作物等ࡢ名称ࡣࡓࡲ種類並ࡧ形状及ࡧ数量�

㹠� 保管ࡓࡋ工作物等ࡢ所在ࡓࡋ場所及ࡢࡑࡧ工作物等ࢆ除去ࡓࡋ日時�

㹡� �保管場所ࡧ日時及ࡓࡵ始ࢆ保管ࡢ工作物等ࡢࡑ

㹢� �事項ࡿࢀࡽࡵ認必要ࡵࡓࡿࡍ返還ࢆ工作物等ࡓࡋ他保管ࡢࡑ

�㺐��� 工作物等ࢆ保管ࡓࡋ場合ࡢ公示ࡢ方法�

� 公示ࠊࡣ次定ࡿࡵ方法ࠕࠊࡿࡼ幕別町公告式条例ࠖࢆ準用࡚ࡋ行ࠋ࠺�

㹟� 公示ࡣ保管ࢆ始ࡓࡵ日ࡽ起算࡚ࡋ��日間ࠊ役場ࡢ掲示板掲示ࠋࡿࡍ�

㹠� 公示ࡢ期間ࡀ満了ࡢࡑ࠾࡞ࡶ࡚ࡋ工作物等ࡢ占有者ࠊ所有者ࡢࡑࠊ他工作物等࠸ࡘ

࡚権限ࢆ有ࡿࡍ者ࡢ氏名及ࡧ住所ࢆ知ࡢࡑࠊࡣࡁ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿ公示ࡢ要旨ࢆ町ࡢ

広報紙ࡣࡓࡲ新聞紙掲載ࠋࡿࡍ�

㹡� 前㸰号ࡢ方法ࡿࡼ公示ࢆ行ࠊࡶ࠺保管工作物等一覧簿ࢆ役場町民課備࠼付

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡉ閲覧自由関係者ࡶ࡛ࡘ࠸ࢆࢀࡇࡘࠊࡅ

� 町長ࠊࡣ保管ࡓࡋ工作物等ࡀ滅失ࡣࡃࡋࡶࡋ破損ࡢࡑࠊࡣࡓࡲࠊࡁࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ保管

ࠊࡋ売却ࢆ当該工作物等ࡾࡼࡁ手続ࡿࡆ掲次ࠊࡣ時ࡿࡍ要ࢆ手数ࡣࡃࡋࡶ費用࡞不相当

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ保管ࢆ代金ࡓࡋ売却ࡢࡑ

�㺏��� 保管ࡓࡋ工作物等ࡢ売却ࠊࡣ競争入札付ࠊࡋࡔࡓࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ次ࡢ各号࠸ࡢ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ売却࡚ࡗࡼ随意契約ࠊࡣࡢࡶࡿࡍ該当ࢀࡎ

㹟� 速ࡸ売却ࡤࢀࡅ࡞ࡋ価値ࡀ著ࡃࡋ減少ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ工作物等�

㹠� 競争入札付ࡶ࡚ࡋ入札者࠸࡞࠸ࡀ工作物等�

㹡� 前㸰号掲ࠊࡢࡢࡶࡿࡆ競争入札付ࡀࡇࡿࡍ適当࡛࠸࡞認ࡿࡵ工作物等�

�㺐��� 競争入札ࡕ࠺ࡢ一般競争入札付ࡢࡑࠊࡁࡿࡍ࠺ࡑ入札期間日ࡢ前日ࡽ起算࡚ࡋ

少ࡶ࡚ࡃ࡞㸳日前ࠊ࡛ࡲ工作物等ࡢ名称ࡣࡓࡲ種類ࠊ形状ࠊ数量ࡢࡑࠊ他必要࡞事項ࢆ

公示ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

�㺑��� 競争入札ࡕ࠺ࡢ指名競争入札付ࡃࡿ࡞ࠊࡣࡁࡿࡍ࠺ࡑ㸱人以上ࡢ入札者ࢆ指定

ࡽ࠶ࢆ事項࡞他必要ࡢࡑࠊ数量ࠊ形状ࠊ種類ࡣࡓࡲ名称ࡢ工作物等者ࡢࡽࢀࡑࡘࠊࡋ

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ通知ࡵࡌ

�㺒��� 随意契約ࡃࡿ࡞ࠊࡣࡁࡿࡍ㸰人以上ࡢ者ࡽ見積書ࢆ徴ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ�

�࢘ 工作物等ࡢ保管ࠊ売却ࠊ公示等要ࡓࡋ費用ࠊࡣ当該工作物等ࡢ返還ࢆ受ࡁࡿࡅ占有者等
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ࡢ�第㸴条ࡧ行政代執行法㸦昭和��年法律第��号㸧第㸳条�及ࠊࡣ徴収ࡢ費用ࡢࡑࠊࡋ負担ࡢ

規定ࢆ準用ࠋࡿࡍ�

�࢚ 公示ࡢ日ࡽ起算࡚ࡋ㸴月ࢆ経過࠾࡞ࠊࡶ࡚ࡋ保管ࡓࡋ工作物等ࢆ返還࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

�ࠋࡿࡍ帰属当町ࠊࡣ所有権ࡢ当該工作物等ࠊࡣࡁ

����� 他ࡢ市町村長対ࡿࡍ応援ࡢ要求等㸦基本法第��条㸧�

� 町長ࠊࡣ本町ࡢ地域係ࡿ災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ応急措置ࢆ実施ࡵࡓࡿࡍ必要ࡿ࠶ࡀ認

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ求ࢆ応援ࡋ対市町村長ࡢ他ࠊࡣࡁࡿࡵ

� ࡽ࡞ࡣ࡛ࢇ拒ࢆ応援ࡾ限࠸࡞ࡀ理由࡞正当ࡣ市町村等ࡓࢀࡽࡵ求ࢆ応援ࠊ࡚࠸࠾場合ࡢࡇ

�ࠋ࠸࡞

� 前号ࡢ応援従事ࡿࡍ者ࡀ実施ࡿࡍ応急措置ࠊࡣ当該応援ࢆ求ࡓࡵ市町村ࡢ指揮ࡢ下行動

�ࠋࡿࡍ

����� 道知事対ࡿࡍ応援ࡢ要求等㸦基本法第��条第㸯項㸧�

� 町長ࠊࡣ本町地域係ࡿ災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ応急措置ࢆ実施ࡵࡓࡿࡍ必要ࡿ࠶ࡀ認ࡿࡵ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ要請ࢆ実施ࡢ応急措置ࡣࡓࡲࠊࡵ求ࢆ応援ࡋ対道知事ࠊࡣࡁ

����� 住民等対ࡿࡍ緊急従事指示等�

� 町長ࠊࡣ本町ࡢ地域係ࡿ災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾

応急措置ࢆ実施ࡵࡓࡿࡍ緊急ࡢ必要ࡿ࠶ࡀ認ࠊࡣࡁࡿࡵ本町地域内ࡢ住民ࡣࡓࡲ当該応急

措置ࢆ実施ࡁࡍ現場ࡿ࠶者ࢆ当該応急措置ࡢ業務従事ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ㸦基本法第

��条第㸯項㸧�

� 町長及ࡧ消防署長ࠊࡣ水防ࢆࡴࡸࡵࡓࡢ得࠸࡞必要ࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀ本町区域内居住ࡿࡍ者

�㸦水防法第��条㸧ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ従事水防࡚ࡋࢆ者ࡿ࠶現場ࡢ水防ࡣࡓࡲ

�࢘ 消防吏員ࡣࡓࡲ消防団員ࠊࡣ緊急ࡢ必要ࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀ火災ࡢ現場付近ࡿ࠶者ࢆ消火ࡋࡶ

��㸦消防法第ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ従事消防作業ࡢ他ࡢࡑ救助ࡢ人命ࡣࡓࡲ防止ࡢ延焼ࡣࡃ

条第㸳項㸧�

�࢚ 救助隊員ࠊࡣ緊急ࡢ必要ࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀ事故ࡢ現場付近ࡿ࠶者対ࡋ救急業務協力ࡿࡍ

�110第㸯項㸧ࡢ㸦消防法第��条ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ求ࢆࡇ

�࢜ 町長ࠊࡣ前㸲号㸦㹼࢚㸧ࡢ応急措置等ࡢ業務協力援助ࡓࡋ住民ࡵࡓࡢࡑࠊࡀ負傷ࠊ疾病ࠊ

廃疾ࡣࡓࡲ死亡ࡓࡋ場合ࠕࠊࡣ北海道災害応急措置業務従事者ࡢ損害補償関ࡿࡍ条例第㸰

条ࠖࡢࡑࡾࡼ補償ࢆ行ࠋ࠺�

３ 救助法適用の場合 

� 救助法適用ࡢ場合ࠕࠊࡣ本章�第36節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖࠋࡿࡼ�

������������������������������

5
 行政代執行法第５条：代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対

し、文書をもってその納付を命じなければならない。             
6 行政代執行法第６条：代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。 

代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 

代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入とな

る。 
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第第５節 避難対策計画 

� 災害時࡚࠸࠾住民ࡢ生命及ࡧ身体ࡢ安全ࠊ保護ࢆ図ࡵࡓࡿ実施ࡿࡍ避難措置関ࡿࡍ計画ࠊࡣ

次定ࡢࡑࠋࡿࡵ際ࠊ要配慮者ࡶ࡚࠸ࡘ十分配慮ࠊࡶࡿࡍ男女ࡢࢬ࣮ࢽࡢ違࠸等ࠊ男女双方

 ࠋࡿࡍ十分配慮視点ࡢ

１ 町民の自主避難 

(1)  避難路の安全性の確認 

避難者は、任意に避難経路の安全性を確認した上で避難する。 

(2)  要配慮者の避難 

自主防災組織は、民生委員、児童委員、ボランティア等と協力し、要配慮者の避難を介助する。 

(3)  避難における留意点 

避難時は、原則、車を避け徒歩により避難する。また、服装は動きやすい服装とし、携帯品は

緊急の場合は貴重品のみとし、時間的余裕のある場合には、食料（１日分程度）及び身の回り品

等とする。 

避難を行うことにより、人の生命又は身体に危険が及ぶ場合には、屋内での待避等の安全確保

措置を行う。 

２ 避難実施責任者 

� 避難ࡢࡵࡓࡢ立退ࡁ勧告ࡣࡓࡲࠊ指示ࢆ行࠺責任者ࠊࡣ次ࡢ者が行うࠋ�

実施事項� 実施責任者� 根拠法令� 対象災害�

避難準備情報� 町長� � 災害全般�

避難ࡢ勧告� 町長� 災害対策基本法第��条� 災害全般�

避難ࡢ指示� 町長� 災害対策基本法第��条� 災害全般�

水防管理者� 水防法第��条� 洪水�

知事ࡢࡑࡣࡓࡲ名ࢆ受

�職員ࡓࡅ
水防法第��条

1
�

地ࡾࡍ等防止法第��条
2
�

災害対策基本法第��条�

災害対策基本法第��条�

洪水�

地ࡾࡍ�

災害全般�

� � �ࠌ

������������������������������

1
�水防法第29条：洪水又は高潮の氾濫により著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県知事、その命を受けた

都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができ

る。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 
2
�地すべり等防止法第25条 都道府県知事又はその命を受けた職員は、地すべりにより著しい危険が切迫していると認められ

るときは、必要と認める区域内の居住者に対し避難のために立ち退くべきことを指示することができる。この場合においては、

都道府県知事又はその命を受けた職員は、直ちに、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 
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警察官� 警察官職務執行法第�条
33
�

災害対策基本法第��条�

災害全般�

�ࠌ

自衛官� 自衛隊法第��条
4
� 災害全般�

避難場所ࡢ開設ࠊ収容� 町長� � 災害全般�

� 知事ࠊࡣ災害ࡢ発生ࡾࡼ町ࡢࡑࡀ全部ࡣࡓࡲ大部分ࡢ事務ࢆ行ࠊࡣࡁࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀࡇ࠺

前表ࡿࡅ࠾町長ࡢ事務ࠊࢆ町長代࡚ࡗࢃ行ࠋ࠺�

� ࡢ避難ࠊ࡚ࡋ期待ࢆࡇࡿࡍ尊重ࢆ勧告ࠖࡢ避難ࠕࡢࡑࡀ住民ࡢ地域ࡢࡑࠊࡣ勧告ࠖࡢ避難ࠕ

࡚ࡋ切迫目前ࡀ危険ࡢ被害ࠊࡣ指示ࠖࡢ避難ࠕࠋ࠺言ࢆ行為ࡍ促ࡣࡓࡲࡵ勧ࢆࡁ退ࡕ立ࡢࡵࡓ

ࡵࡓࡿࡏ退ࡕ立ࡵࡓࡢ避難ࢆ住民ࠊࡃ強ࡀ拘束力ࡶࡾࡼ勧告ࠖࡢ避難ࠕࠊࢀࡽࡏ発場合等ࡿ࠸

�ࠋ࠺言ࢆࡢࡶࡢ

３ 避難の勧告・指示等 

北海道開発局、帯広測候所及び道は、町が行う警戒区域の設定、避難勧告等について、関係機関と協

議し、諸般の情勢を総合的に判断して、勧告等の時期、避難先、事後の警備措置等に必要な助言と協力

を行うものとする。 

北海道開発局は、河道閉塞による湛水寒水を発生原因とする土石流等に伴って、重大な土砂災害の急

迫した危険が認められる状況において、また，道は地滑りによる重大な土砂災害の急迫した危険が認め

られる状況において、当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするための調査を行い、

町が適切に住民の避難勧告等の判断を行えるよう、土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する

情報を提供するものとする。 

町は、避難勧告又は指示を行う際に、北海道開発局、帯広測候所又は道に必要な助言を求めることが

できるよう連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど必

要な準備を整えておくものとする。 

����� 町長及ࡧ水防管理者（町長）ࡢ行࠺措置�

� 避難準備情報ࡢ発令�

要配慮者等で特避難行動時間ࢆ要ࡿࡍ者ࡀ避難行動ࢆ開始࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ段階࡛

避難行動ࡢ避難場所ࡀ要配慮者ࠊ࡚࠸࠾場合ࡓࡗࡲ高ࡀ可能性ࡿࡍ発生ࡢ人的被害ࠊࡾ࠶

ࡼࡿࡁ開始࡛ࢆ避難準備ࠊ用意等ࡢ非常用持出品ࠊ連絡ࡢ家族等ࡀ者ࡢ以外ࢀࡑࠊࡋ開始ࢆ

�ࠋࡿࡍ発令ࢆ避難準備情報ࠊ࠺

� 勧告ࡣࡓࡲ指示㸦災害対策基本法第��条㸧�

災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊ࡚࠸࠾住民ࡢ生命ࡣࡓࡲ身体ࢆ災害

ࠊ居住者ࠊࡣࡁࡿࡵ認ࡿ࠶ࡀ必要特ࠊࡵࡓࡿࡍ防止ࢆ拡大ࡢ他災害ࡢࡑࠊࡋ保護ࡽ

������������������������������

3
�警察官職務執行法第４条：警察官は、人の生命若しくは身体に危害を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天

災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合にお

いては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合において

は、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめたるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、

又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとること

を命じ、又は自らその措置をとることができる。 
4
�自衛隊法第94条：警察官職務執行法第４条並びに第６条第１項、第３項及び第４項の規定は、警察官がその場にいない場

合に限り、第83条第２項第83条の２又は第83条の３の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について

準用する。 
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滞在者ࡢࡑ他ࡢ者対ࠊࡋ避難方向ࡣࡓࡲ避難場所ࢆ示ࠊࡋ早期避難ࡢ勧告ࡣࡓࡲ指示ࢆ

行࠺ととともに、避難所の開設、避難者の収容等を行う。 

また、立退指示等ができない場合は、警察官にその指示を要請するものとする。 

なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合は、屋内での待避

等の安全確保措置を講ずべきことにも留意するものとし、避難場所への避難がかえって危険で

あると判断できる場合は、必要となる地域の住民に対し、待避・垂直移動の指示を行う。また、

避難勧告等の発令にあたっては、専門的・技術的知見を持つ、国（帯広測候所等）の機関や道

に助言を求めるなど連携を図って行うものとする。 

�࢘ 道㸦十勝総合振興局㸧対ࡿࡍ報告�

�㺏��� �町長等ࡀ避難ࡢ勧告ࠊ指示及ࡧ避難準備情報ࢆ発令ࠊࡣࡁࡓࡋ本部情報連絡室長は

その状況（発令理由）、発令者ࠊ発令日時ࠊ避難ࡢ対象区域ࠊ避難先ࢆ記録ࡶࡿࡍ

�町長経由㸧ࡣࡁࡓࡋ発令ࡀ者ࡢ㸦町長以外ࠋࡿࡍ旨報告ࡢࡑࡋ対十勝総合振興局ࠊ

�㺐��� 避難所ࢆ開設ࠊࡣࡁࡓࡋ知事㸦十勝総合振興局長㸧ࡢࡑ旨報告ࠋࡿࡍ�

㹟�避難所開設ࡢ日時ࠊ場所及ࡧ施設名�

㹠�開設期間ࡢ見込ࡳ�

㹡�収容状況ࠊ収容人員�

㹢�炊ࡁ出ࡋ等ࡢ状況�

�㺑��� 避難ࡢ必要ࠊࡣࡁࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ直ࡕ十勝総合振興局報告ࠋࡿࡍ�

����� 水防管理者ࡢ行࠺措置�

� 指示㸦水防法第��条㸧�

水防管理者ࠊࡣ河川ࡢ氾濫ࡾࡼ危険ࡀ切迫ࡿ࠸࡚ࡋ認ࡢࡑࠊࡣࡁࡓࡵ地域内ࡢ居住者

�ࠋࡿࡍ指示ࢆࡁ退ࡕ立ࡢࡵࡓࡢ避難ࠊࡋ対

� 通知�

水防管理者ࡀ避難ࡢࡵࡓࡢ立ࡕ退ࢆࡁ指示ࡓࡋ場合ࠊ帯広警察署長ࡢࡑ旨ࢆ通知ࠋࡿࡍ 

����� 知事ࡢࡑࡣࡓࡲ命ࢆ受ࡓࡅ職員ࡢ行࠺措置�

� 指示�

知事又は知事の命を受けた職員は、洪水若しくは地すべりにより著しい危険が切迫している

と認められるとき、又はその可能性が大きいと判断されるときは、避難のため立退きが必要で

あると認められる区域の居住者に対し立退きの指示をすることができる。また、知事は洪水、

地すべり以外の災害の場合においても、町長が行う避難、立退きの指示について必要な指示を

行うことができる。災害救助法が適用された場合、避難所の開設、避難者の収容等については

町長に委任する。 

� 指示の代行�

知事は、災害発生により町長が避難のための立退きの勧告及び指示に関する措置ができない

場合は当該市町村長に代わって実施する。 
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㸦�㸧�� 警察官ࡢ行࠺措置�

� 指示�

二次災害等ࡢ危険場所等ࢆ把握ࠊࡵࡓࡿࡍ帯広警察署ࡣ調査班ࢆ編成ࠊࡋ住宅地域ࢆ中心

町災害対策本ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡞二次災害危険場所ࡓࡋ把握ࠋࡿࡍ実施ࢆ調査࡚ࡵ定ࢆ区域

部等伝達ࠊࡋ避難勧告等ࡢ発令ࢆ促ࠋࡍ�

指ࡢ避難ࡿࡅ࠾各現場ࡀ災害警備本部等ࠊࡵࡓ࠺行ࢆ指示࣭誘導ࡢ避難࡞的確ࠊࡽࡉ

示࣭誘導ࢆ一元的統制࡛ࡿࡁ体制ࡢ整備通信手段ࢆ確保ࠋࡿࡍ�

�㺏� � 住民ࡢ生命ࠊ身体ࡢ安全ࢆ最優先ࡓࡋ避難࣭誘導努ࠋࡿࡵ�

�㺐� � 町災害対策本部等緊密࡞連絡体制ࢆ保持ࠋࡿࡍ�

�㺑� � 町長ࡿࡼ避難ࡢ指示࠸࡞ࡁ࡛ࡀ認ࡣࡓࡲࠊࡁࡿࡵ町長ࡽ要求ࠊࡣࡁࡓࡗ࠶ࡢ

警察官ࡣ災害対策基本法第��条ࠊࡾࡼ必要認ࡿࡵ地域ࡢ居住者ࠊ滞在者ࡢࡑ他ࡢ者

対ࡢࡶ࠸࡞ࢃ従避難指示ࡢࡇࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ指示ࢆࡁ退ࡕ立ࡢࡵࡓࡢ避難ࠊࡋ対

�ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡵ認ࡣ直接強制ࡿࡍ

�㺒� � 被害発生ࡢ危険ࡀ急迫ࡓࡋ場合ࠊࡣ警察官職務執行法第㸲条基࡙࡚࠸関係者警告

�ࠋࡿࡎ講ࢆ強制手段ࡿࡏࡉ避難ࡣࡓࡲࠊࡋ発ࢆ

�㺓� � 避難ࡢࡵࡓࡢ勧告ࡣࡓࡲ指示ࢆ行ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࠺関係機関協力ࠊࡋ広報車等ࠊࡾࡼ

避難ࡢ理由ࠊ避難場所ࠊ避難路等ࢆ明確指示ࠊࡋ迅速࡞周知徹底ࢆ図ࠋࡿ�

�㺔� � 被災地域ࠊ災害危険箇所等ࡢ現場ࡢ状況ࢆ把握ࠊ࠼࠺ࡓࡋ安全࡞避難経路ࢆ選定ࠊࡋ避

難誘導ࢆ行ࠋ࠺�

�㺕� � 避難誘導ࠊ࡚ࡗࡓ࠶自自力避難の困難な要配慮者ࡣ࡚࠸ࡘ可能࡞限ࡾ車両等ࢆ活用ࡋ

࡚避難誘導ࢆ行ࡢࡑࠊ࡞࠺措置十分配慮ࠋࡿࡍ�

� 報告ࠊ通知�

警察官ࡢࡀ�㺑�及ࡧ�㺒�ࡢ措置ࢆ講ࡓࡌ場合ࡢࡑࠊࡣ旨ࢆ町長通知ࠋࡿࡍ通知ࢆ受ࡅ

�ࠋࡿࡍ報告知事࡚ࡌ通ࢆ十勝総合振興局ࠊࡣ町長ࡓ

����� 自衛官�

� 避難等ࡢ措置�

自衛隊法第��条ࡾࡼ災害派遣ࢆ命ࡓࢀࡽࡐ部隊等ࡢ自衛官ࠊࡣ町長又は町職員及び警察官

�ࠋことができるࡿࢆ措置ࡢ次ࡾ限場合࠸࡞࠸場ࡢࡑࡀ

(ｱ)  住民等の避難等の措置等（警察官職務執行法第４条） 

(ｲ)  他人の土地等への立入（警察官職務執行法第６条第１項） 

(ｳ)  警戒区域の設定等(基本法第63条第３項) 

(ｴ)  他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等(基本法第64条第８項) 

(ｵ)  住民等への応急措置業務従事命令(基本法第65条第３項) 

� 報告ࠊ通知�

自衛官ࡢࡀ措置ࢆ実施ࡓࡋ場合ࡢࡑࠊࡣ旨ࢆ町長通知ࠋࡿࡍ通知ࢆ受ࡓࡅ町長ࠊࡣ十

勝総合振興局ࢆ通࡚ࡌ知事報告ࠋࡿࡍ�



本 編 第５章 災害応急対策計画 

�

第５－５節 避難対策計画 

��� 

����� 避避難準備情報・避難の勧告・指示の時期及び発令基準�

� 発令時ࡢ状況� 判断基準� 住民求ࡿࡵ行動�

避難準備

情報㸦要

配慮者避

難情報㸧�

要配慮者等ࠊ特

時避難行動

間ࢆ要ࡿࡍ者ࡀ

避難行動ࢆ開始

ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

࠶段階࡛࠸࡞

ࡢ人的被害ࠊࡾ

発生ࡿࡍ可能性

�状況ࡓࡗࡲ高ࡀ

࠙水� 害ࠚ�

ձ�近隣࡛ࡢ浸水ࠊࡸ河川ࡢ増水ࠊ当該地域ࡢ

降雨状況ࡸ降雨予測等ࡾࡼ浸水ࡢ危険ࡀ

高࠸判断ࡁࡓࡋ�

ղ�はん濫注意水位ࢆ超ࠊ࠼河川氾濫ࢀࡑ࠾ࡢ

�ࡁࡿ࠶ࡀ

ճ�上流ࡢ地域࡛被害ࡀ発生ࡓࡋ場合࡛ࠊ下流

地域ࡶ被害ࡀ予想ࡁࡿࢀࡉ�

࠙土砂災害ࠚ�

① 土砂災害警戒情報が発令されたとき 

 ② 土砂災害の前兆現象を確認したとき�

・土石流 ：流水の異常な濁り 

・急傾斜地：湧水量の増加 

表面流の発生 

�ࠚ他ࡢࡑ࠙

�ձࡢࡑ�他ࠊ本部長ࡀ必要認ࡁࡓࡵ�

࣭要配慮者等ࠊ特

避難行動時間ࢆ要

ࡉ計画ࠊࡣࡢࡶࡿࡍ

避ࡢ避難場所ࡓࢀ

難行動ࢆ開始㸦避難

支援者ࡣ支援行動ࢆ

開始㸧�

࣭上記以外ࡢ者ࠊࡣ

家族等ࡢ連絡ࠊ非

常用持出品ࡢ用意

等ࠊ避難準備ࢆ開始�

避難勧告� 通常ࡢ避難行動

避ࡀ者ࡿࡁ࡛ࡀ

難行動ࢆ開始ࡋ

࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞

ࠊࡾ࠶段階࡛࠸

人的被害ࡢ発生

明ࡀ可能性ࡿࡍ

ࡓࡗࡲ高ࡽ

状況�

࠙水� 害ࠚ�

�ձ�近隣࡛ࡢ浸水ࡀ拡大ࡁࡓࡋ�

�ղ�排出先ࡢ河川ࡢ水位ࡀ高ࡢࣉ࣏ࣥࠊࡾ࡞ࡃ

運転停止水位到達ࡀࡇࡿࡍ見込ࡿࢀࡲ

�ࡁ

�ճ�破提࡞࠺ࡼࡿࡀ࡞ࡘ漏水等ࢆ発見ࡓࡋ

�ࡁ

�մ�はん濫危険水位ࢆ超ࠊ࠼河川氾濫ࡑ࠾ࡢ

�ࡁࡿ࠶ࡀࢀ

࠙土砂災害ࠚ� �

�① １時間以内に土砂災害発生基準線(CL)を

超える見込みとなり、さらに増加すること

が予想されるとき 

 ② 土砂災害の前兆現象が確認され、災害の

発生が予測されたとき�

・土石流 ：渓流内での転石の音 

流木の発生 

・急傾斜地：小石がぱらぱら落下 

新たな湧水の発生 

湧水の濁り 

࠙地震災害ࠚ�

�ձ�火災ࡀ随所発生ࠊࡋ炎上拡大ࡢ危険࠶ࡀ

��ࡁࡿ

�ղ�避難経路ࢆ断ࡿࢀࡓ危険ࡁࡿ࠶ࡢ�

�ճ�爆発火災ࡀ発生ࠊࡋ再爆発ࡢ危険圏内࠶

�場合ࡿ

�մ�酸素欠乏ࡣࡓࡲ有毒ࠊࢫ࢞危険物等ࡀ多量

ࡉ予測ࡀ人的被害ࡾࡓࢃ広域ࠊࡋ流出

�ࡁࡿࢀ

�յ�地盤沈下ࠊ余震ࡿࡼ建物ࡢ倒壊等ࡾࡼ

࣭通常ࡢ行動ࡁ࡛ࡀ

ࡓࢀࡉ計画ࠊࡣ者ࡿ

避難場所等ࡢ避難

行動ࢆ開始�

・ただし、避難を行

うことにより、人の

生命又は身体に危険

が及ぶ場合には、屋

内での待避等の安全

確保措置を行う。 
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人的被害ࡀ予想ࡁࡿࢀࡉ��

ն�水道ࠊࢫ࢞ࠊ電気等ࣥࣛࣇࣛࡢ施設ࡢ

被害ࡀ著ࠊࡃࡋ被災地域࡛ࡢ避難生活ࡀ困

難ࡁ࡞�

�ࠚ他ࡢࡑ࠙

ձ �本部長ࡀ必要認ࡁࡓࡵ�

避難指示� ࣭前兆現象ࡢ発

生ࠊࡸ現在ࡢ切

迫ࡓࡋ状況

ࡢ人的被害ࠊࡽ

発生ࡿࡍ危険性

࠸高非常ࡀ

判断ࡓࢀࡉ状況�

࣭人的被害ࡢ発

生ࡓࡋ状況�

࠙水� 害ࠚ�

ձ 近隣࡛浸水ࡀ床上及ࡁࡔࢇ 
ղ 排出先ࡢ河川ࡢ水位ࡀ高ࡾ࡞ࡃ内水࣏ࣥ

 ࡁࡢ水門閉鎖ࠊ運転停止ࡢࣉ
ճ 堤防ࡀ決壊ࡁࡓࡋ 
մ 破提࡞࠺ࡼࡿࡀ࡞ࡘ大量࡞漏水ࡸ亀裂

等ࢆ発見ࡁࡓࡋ 
࠙土砂災害ࠚ 
ձ 近隣࡛土砂災害ࡀ発生ࡁࡓࡋ 
ղ�近隣࡛土砂移動現象及ࡧ前兆現象がが確認

され、災害の発生が予測されたとき�

・土石流 ：土臭いにおい 

地鳴り 

流水の急激な濁り 

渓流水位の激減 

・急傾斜地：湧水の停止 

湧水の吹き出し 

亀裂の発生 

斜面のはらみだし 

小石がぼろぼろ落下 

地鳴り 

࠙地震災害ࠚ 
ձ 上記ࡢ避難勧告基準࡛ࠊ特危険ࡀ切迫ࡋ

 ࡁࡓࡋ判断ࡿ࠸࡚
 ࠚ他ࡢࡑ࠙
ձ 本部長ࡀ必要認ࡁࡓࡵ 

࣭避難勧告等ࡢ発令

後࡛避難中ࡢ住民

避難行動࡞確実ࠊࡣ

�完了ࡕ直ࢆ

࣭未ࡔ避難࡞࠸࡚ࡋ

ࡕ直ࠊࡣ対象住民࠸

ࡿ移避難行動

ࡲ࠸ࡢࡑࠊࡶ

ࢆ生命ࡣ場合࠸࡞ࡀ

守ࡿ最低限ࡢ行動�

・ただし、避難を行

うことにより、人の

生命又は身体に危険

が及ぶ場合には、屋

内での待避等の安全

確保措置を行う。 

４ 避難準備情報又は避難勧告・指示の伝達方法 

�  国、道及び町は、災害発生の兆候が把握可能な災害について、それを把握した場合、その情報，警報

等を住民等に迅速かつ的確に伝達するものとする。 

����� 伝達事項�

� 避難先�

� 避難経路�

�࢘ 避難ࡢ理由及ࡧ内容㸦発令日時ࠊ避難対象地域࡞㸧�

�࢚ 注意事項�

�㺏��� 携行品ࡣ限ࠋࡿࡍࡅࡔࡢࡶࡓࢀࡽ㸦食糧ࠊ水筒ࣜࢳࠊࣝ࢜ࢱࠊ紙ࠊ着替ࠊ࠼救急薬

品ࠊ懐中電灯ࠊ携帯ࣛ࢜ࢪ等㸧�
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�㺐��� 服装ࡣ軽装ࠊࡋ帽子ࠊ頭巾ࠊ雨合羽ࠊ防寒用具ࢆ携行ࠋࡿࡍ�

�㺑��� 避難後ࡢ戸締ࠋࡿࡍࢆࡾࡲ�

�㺒� 火気注意ࠊࡋ火災ࡀ発生ࠋࡿࡍ࠺ࡼ࠸࡞ࡋ�

����� 伝達方法�

� 防防災行政無線、緊急速報メール、ソーシャルメディア、ワンセグ放送及び町の広報車、幕

別消防署の広報車または屋外放送設備等を活用して、対象地域の住民に迅速、かつ、的確に

伝達するよう、伝達手段の多重化・多様化に努めるものとする。 

  なお、津波の伝達については、津波到達想定区域に防災行政無線の外部スピーカーを整備

し、情報の伝達漏れが無いように努める。 

� 放送局㸦㹌㹆㹉ࠊ民間放送局㸧対ࠊࡋ勧告ࠊ指示ࢆ行ࡓࡗ旨ࢆ連絡ࠊࡋ関係住民連絡

�ࠋࡿࡍ依頼࠺ࡼࡿࡍ放送ࠊࡋ提示ࢆ事項ࡁࡍ

�࢘ 水防信号については、「資料編 資料２－１ 防災に関するサイレン信号等」に定める危険

信号により伝達する。 

�࢚ 電話等ࡾࡼ地区別情報等連絡責任者である公区長を通じて周知するほかࠊ官公署ࠊ会社

等通報ࠋࡿࡍ�

�࢜ 北海道防災対策支援࣒ࢸࢫࢩ及び幕別町防災情報登録メールࡾࡼ情報伝達ࠋࡿࡍ�

�࢝ 避難ࢆ勧告ࠊ指示ࡓࡋ時ࠊࡀ夜間ࠊ停電時ࠊ風雨ࡀ激࠸ࡋ場合等ࠊ全家庭対ࡿࡍ完全周

知ࡀ困難࡛ࡿ࠶予想ࠊࡣࡁࡿࢀࡉ消防団員等࡛組ࢆ編成ࡋ個別伝達ࠋࡿࡍ�

キ 要配慮者に配慮した伝達方法は、「本章 第７節 要配慮者対応計画」に定める。 

(3)  要配慮者が利用する施設の洪水予報等の伝達 

町長は、浸水想定区域内の高齢者、障がい者、乳幼児その他特に防災上の配慮を要する者が利

用する医療機関や老人介護施設、障がい者施設、保育園、幼稚園等について、洪水時に円滑かつ

迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報等を電話、ＦＡＸ、広報車等により施設管理者に伝達

するとともに避難誘導等を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本 編 第５章 災害応急対策計画 

�

第５－５節 避難対策計画 

��� 

要要配慮者が利用する施設の洪水予報等の伝達系統図 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

５ 避難誘導 

����� 避難誘導�

� 避難者ࡢ誘導ࠊࡣ町ࠊ消防署ࠊ消防団及ࡧ警察官等密接࡞連携ࠊࡾࢆ公区等ࡢ協力ࢆ得

�ࠋࡿࡍ迅速かつ円滑な避難誘導を実施ࡽࡀ࡞

避難立退きに当たって、避難誘導者は円滑な立退きについて適宜指導する。その際、自力避

難の困難な避難行動要支援者に関しては、避難行動要支援者名簿（「本章 第７節 要配慮者対

応計画」参照）の作成及び避難支援等関係者への情報提供により、事前に支援体制を整備し、

危険が切迫する前に避難できるよう十分配慮する。 

また、市町村の職員、消防職・団員、警察官など避難誘導に当たる者の安全の確保に努める

ものとする。 

����� 避難ࡢ順位�

� 避難ࡿࡏࡉ場合ࠊࡣ避難行動要支援者ࢆ優先的避難ࠋࡿࡏࡉ�

����� 安否確認�

� 安否確認ࠊࡣ要配慮者に十分配慮するように努めるものとするࠋ�

����� 要配慮者ࡢ避難支援�

� 町ࠊࡣ防災担当部局福祉担当部局ࡢ連携ࡢ下ࠊ要配慮者対策計画に基づき、支援に努め

るものとするࠋ�

����� 移� 送�

� 小規模࡞場合�

陸上自衛隊第㸳旅団��指定河川洪水予報!�

釧路地方気象台�

帯広開発建設部�

�水防警報!�

帯広開発建設部�

十勝総合振興局�

帯広建設管理部�

�土砂災害警戒情報!�

釧路地方気象台�

十勝総合振興局�

北海道警察�

釧路方面本部�

北� 海� 道�

�十勝総合振興局�

地域政策課��

㹌㹒㹒東日本�

㹌㹆㹉帯広放送局�

帯�広�測�候�所�

幕別町水防管理者�

㸦町民課㸧�

電話�

)$;�

広報車�

要
配
慮
者
利
用
施
設
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� 避難ࠊ立ࡕ退ࠊࡣࡁ避難者ࡀ各個行ࢆࡇ࠺原則ࠊࡀࡿࡍ避難者ࡀ自力ࡿࡼ避難ࠊ

建設ࠊࡣ場合ࡿࢀࡽࡵ認ࡀ必要ࡢ集団移送ࡿࡼ車両ࠊ場合等࡞不可能ࡀࡁ退ࡕ立ࡣࡓࡲ

対策部車両班ࡀ行ࠋ࠺�

� 大規模࡞場合�

� 被災地ࡀ広域࡛大規模࡞避難ࠊ立ࡕ退ࡁ移送ࢆ要ࠊࡋ町࡚࠸࠾措置࡛࠸࡞ࡁ場合ࠊ町長

�ࠋࡿࡵ求ࢆ応援ࡢ支援࡚ࡋ対道ࡣ

����� 避難誘導ࡿࡍ際ࡢ留意事項�

� 誘導員ࠊࡣ避難場所ࠊ経路及ࡧ方向ࢆ的確指示ࠋࡿࡍ�

� 誘導経路ࡿࡁ࡛ࠊࡣ限ࡾ危険࡞橋ࠊ堤防ࡢࡑࠊ他災害発生ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡢ場所ࢆ避ࠊࡅ安

全࡞経路ࢆ選定ࠋࡿࡍ�

�࢘ 危険地域ࠊࡣ非常線ࢆ張ࠊࡿ状況ࡾࡼ誘導員ࢆ配置ࠋࡿࡍ�

�࢚ 浸水地ࠊࡣ࡚ࡗ࠶舟艇ࣉ࣮ࣟࡣࡓࡲ等ࢆ使用ࠊࡋ安全ࢆ期ࠋࡿࡍ�

�࢜ 誘導中ࠊࡣ水没ࠊ感電等ࡢ事故防止努ࠋࡿࡵ�

�࢝ 夜間ࠊࡣ࡚࠸࠾特危険ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ投光器等ࡢ照明具ࢆ最大限活用ࠋࡿࡍ�

６６ 避難路及び避難場所等の安全確保  

住民等の避難に当たっては、町の職員、警察官、その他避難措置の実施者は、避難路、避難場所等

の安全確保のため支障となるものの排除を行うものとする。 

７ 避難所の設置 

����� 指定緊急避難場所�

災害の危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先として、緊急に一時避難できる場所

として、指定緊急避難場所を開設する。 

����� 指定避難所�

家屋ࡢ倒壊ࠊ火災等࡚ࡗࡼ住居ࢆ失ࡣࡓࡲࠊ࠸浸水等࡚ࡗࡼ居住ࡀࡇࡿࡍ不可能認ࡵ

�ࠋࡿࡍ開設ࢆ避難所ࠊ࡚ࡋ施設ࡿࡍ収容ࢆ者ࡿࢀࡽ

�

����� 福祉避難施設�

� 保健福祉ࡀࢫࣅ࣮ࢧ必要࡞要配慮者対ࠊࡋ多目的࣮ࣜࣇࣜࣂࠊࣞࢺ化等ࡿ࠸࡚ࢀࡉ公共

施設等ࠊࢆ福祉避難所࡚ࡋ開設ࠋࡿࡍ�

�

����� 避難所ࡢ開設及ࡧ管理�

� � � � ア 施設管理者、避難所担当職員又は避難者リーダーは、施設の被害状況を目視し、施設の外観、

内部、及び周辺の道路状況、土砂災害に対する安全性、火災発生状況等について、安全性の確

認をするとともに、ライフラインの被害状況について確認する。 

イ 町は、災害の現象に応じ、大雨、洪水及び土砂災害等の危険性を十分配慮し指定緊急避難場
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所所及び指定避難所を開設し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。また、必要があれば、

あらかじめ指定された施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所として開設する。

さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館・ホ

テル等を避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に努めるものとする。 

ウ 避難所ࢆ開設ࠊࡣࡁࡓࡋ直ࡕ連絡員ࢆ派遣࡚ࡋ駐在ࠊࡏࡉ管理ࠊࡓࡲࠋࡿࡏࡽࡓ࠶連

絡員ࡣ本部ࡢ情報連絡ࢆ行ࠋ࠺�

エ 避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や道路の途絶による孤立が
続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討するものとす
る。 

８ 避難所の運営 

� 避難所ࡢ運営ࠊࡣ関係機関ࡢ協力ࡶࡢ適切行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

����� 避難者ࡢ把握�

避難所ࡢ管理責任者㸦以下ࠕ管理責任者ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ避難者名簿ࢆ作成ࠊࡋ収容人員ࢆ調

査ࠊࡋ避難者ࡢ傷病等ࡢ有無ࠊ給水ࠊ給食ࠊ生活必需品ࡢ必要数量ࢆ把握ࠊࡋ総務対策部総務班

�ࠋࡿࡍ報告

����� 避難所ࡢ運営�

ア 町は、各避難所の適切な運営管理を行うものとする。この際、避難場所における情報の伝

達、食料、水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防災組織等の協力が得られ

るように努めるとともに、必要に応じ、他の市町村やボランティア団体等に対して協力を求

めるものとする。 

イ 町は、避難所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報の早期把握及び避難所で生活

せず食事のみ受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努め、国及び道への報告を行

うものとする。 

ウ 町は、避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努めるものとす

る。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるも

のとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の

有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必

要性、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措

置を講じるよう努めるものとする。また、必要に応じ、避難所における家庭動物のためのス

ペースの確保に努めるものとする。  

エ 町は、避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女

双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や

生理用品、女性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確保など女性や子育て家

庭のニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。 

オ 町は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応じ

て旅館やホテル等への移動を避難者に促すものとする。 

カ 町は、災害の規模等にかんがみて必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保のために、

応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空家等利用可能な既存住宅のあっ

せん及び活用等により、避難所の早期解消に努めることを基本とする。 

��3��� 要配慮者ࡢ配慮�

避難所ࡢ収容及ࡧ避難所ࡢ運営管理ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶要配慮者ࡢ態様合ࠊࡏࢃ次掲ࡿࡆ事

項十分配慮ࠊࡋ住民ࢸࣥࣛ࣎ࡸ等ࡢ協力ࢆ得ࠊࡘࡘ計画的生活環境ࡢ整備ࢆ図ࠋࡿ�
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� 高ࠊ供給等ࡢ障害者用携帯便器等ࡸ車椅子ࠊ解消ࡢ段差ࠊ設置ࡢࣞࢺ洋式仮設ࡸࣉ࣮ࣟࢫ

齢者ࠊ障害者等配慮ࡓࡋ設備ࠊ機器等ࡢ整備ࢆ図ࠋࡿ�

� 介護用品ࠊ育児用品等要要配慮者ࡢ態様応ࡓࡌ生活必需品ࡢ調達確保努ࠋࡿࡵ�

�࢘ 災害発生後࡛ࡿࡁ限ࡾ速ࠊࡸ全࡚ࡢ避難施設ࢆ対象要配慮者対策把握調査ࢆ行ࠊ࠸次

�ࠋࡿࡵ努࠺ࡼࡿࡁ開始࡛ࡀ提供ࡢࢫࣅ࣮ࢧ保健福祉࡞組織的࣭継続的࡞࠺ࡼࡢ

�㺏�� �派遣ࡢ㸦移動介護従事者㸧等࣮ࣃࣝ࣊ࢻ࢞ࠊ㸦訪問介護員㸧࣮ࣃ࣒࣮ࣝ࣊࣍

�㺐�� 入浴ࢫࣅ࣮ࢧ等在宅福祉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ実施�

�㺑�� 病院ࡸ社会福祉施設等ࡢ受入ࢸࣥࣛ࣎ࠊࢀ家庭ࡢ受入ࢀ委託ࠊ里親ࡢ委託等�

�㺒�� 要配慮者ࡢ心身両面ࡢ健康状態特段ࡢ配慮ࢆ行ࠊࢣࣝࢱ࣓ࣥࠊ࠸保健師等ࡿࡼ巡

回健康相談等ࢆ実施�

�㺓�� 文字放送࣑ࣜࢩࢡࣇࠊࣅࣞࢸ等ࡢ設置ࠊ手話通訳者ࡢ派遣等要配慮者対ࡿࡍ情報提

供体制ࡢ確保�

㸦4㸧� 避難所整備ࡀ必要࡞書類�

総務対策部総務班ࠊࡣ次ࡢ書類帳簿等ࢆ整備ࡋ保存ࠋࡿࡍ㹙資料編� 資料㸳�㸴�避難所開設

�ࠋࡿࡼ様式㹛࠺伴

� 避難所受付簿㸦町内会単位㸧�

� 避難者ࢻ࣮࢝㸦世帯別単位㸧�

�࢘ 避難者名簿㸦個人単位㸧�

�࢚ 避難所状況報告書�

�࢜ 避難所運営記録�

�࢝ 物資࣭食糧管理ࡢ記録�

�࢟ 災害避難所取材者受付簿�

�ࢡ 災害ࢸࣥࣛ࣎受付ࢻ࣮࢝�

ࣨ� 避難所外泊届�

�ࢥ �飼育者名簿ࢺࢵ࣌

�ࢧ 避難所生活ࡢ心得�

�ࢩ �他必要書類ࡢࡑ

９ 警戒区域の設定 

災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾住民ࡢ生命ࡣࡓࡲ身体対ࡿࡍ危険ࢆ

防止ࠊࡵࡓࡿࡍ特必要ࡿ࠶ࡀ認ࡁࡿࡵ警戒区域ࢆ設定ࠋࡿࡍ�

����� 実施責任者�
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� 町長ࠊ町職員㸦基本法第��条㸧�

� 消防職員ࠊ消防㸦水防㸧団長ࠊ消防㸦水防㸧団員㸦水防法第��条㸧水水防上緊急の必要がある

場所�

�࢘ 消防職員ࠊ消防団員ࠊ㸦消防法第��条㸧火災現場、水害を除く災害�

�࢚ 警察官㸦上記法࡛各実施者ࡀ現場࠸࡞࠸場合ࡣࡓࡲࠊ依頼ࡓࢀࡉ場合であり、この場合、

警察官は直ちに警戒区域を設定した旨を市町村長へ通知することとする。㸧�

�࢜ 自衛隊法第��条第㸰項ࡢ規定ࡾࡼ災害派遣ࢆ命ࡓࢀࡽࡐ部隊等ࡢ自衛官㸦基本法第��条第

㸱項㹼町長ࡢࡑࡣࡓࡲ職務ࢆ行࠺者ࡢࡑࡀ場࠸࡞࠸場合限ࡿ。この場合、自衛官は直ちに

警戒区域を設定した旨を市町村長へ通知することとする。㸧�

����� 実施方法�

� 警戒区域ࡢ表示�

警戒区域ࢆ設定ࡓࡋ場合ࠊ非常線ࢆ張ࡢࡑࠊࡾ区域ࡢ立入ࢆࡾ制限ࠊ禁止ࡢࡑࡣࡓࡲࠊ区

域ࡽ退去ࢆ命ࠋࡿࡌ�

� 警戒区域ࡢ通知�

関係機関ࡀ警戒区域ࡢ設定ࢆ行ࡓࡗ場合ࠊࡣ直ࡢࡑࠊࡕ旨ࢆ町長通知ࠋࡿࡍ�

� � � � ウ パトロール等の実施 

町長等は、住民等の退去の確認を行うとともに、可能な限り防犯・防火のためのパ トロー

ルを実施することとする。 

(3)  知事による代行(基本法第73条)  

知事は、災害が発生した場合、当該災害により市町村がその全部又は大部分の事務を行うこと

ができなくなったときは、町長に代わって警戒区域を設定することとする。  

�

10 広域一時滞在 

(1)   道内における広域一時滞在  

ア 町長が、災害発生により、被災住民について、道内の他の市町村における一時的な滞在（以

下、「道内広域一時滞在」という。）の必要があると認める市町村長（以下、「協議元市町村

長」という。）となる場合は、道内の他の市町村長（以下、「協議先市町村長」という。）に

被災住民の受け入れについて、協議を行う。 

なお、町長は、適当な協議の相手方を見つけられない場合等において、知事に助言を求める

ものとする。 

イ 道内広域一時滞在の協議をしようとするときは、町長は、あらかじめ知事に報告する。ただ

し、あらかじめ報告することが困難なときは協議開始後、速やかに、報告するものとする。  

ウ 協議元市町村長又は知事より、道内広域一時滞在の協議を受けた場合、協議先市町村長とな

る町長は、被災住民を受入れないことについて正当な理由がある場合を除き、公共施設等を提

供し、被災住民を受け入れるものとし、受入決定をしたときは、速やかに、協議元市町村長に

通知するとともに、直ちに被災住民への支援に関係する機関等に通知する。 
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ななお、町長は必要に応じて、知事に助言を求めるものとする。  

エ 町長が、協議元市町村長となる場合、協議先市町村長より受入決定の通知を受けたときはそ

の内容を公示し、及び被災住民への支援に関係する機関等に通知するとともに知事に報告する。  

オ 町長が、協議先市町村長となる場合、道内広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、

速やかに、その旨を協議先市町村長に通知する。併せてその内容を公示し、及び被災住民への

支援に関係する機関等に通知するとともに知事に報告する。  

カ  町長が、協議先市町村長となる場合、協議元市町村長より道内広域一時滞在の必要がなくな

った旨の通知を受けたときは、速やかに、その旨を被災住民への支援に関係する機関等に通知

する。 

キ 知事は、災害の発生により当町が必要な事務を行えなくなった場合、被災住民について道内

広域一時滞在の必要があると認めるときは、町長の実施すべき措置を代わって実施する。  

また、当町が必要な事務を遂行できる状況になったと認めるときは、速やかに事務を町長に

引き継ぎを行うものとする。 

なお、上記の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示するとともに、代行

を終了したときは代行した事務の措置について、町長に通知する。 

(2)  道外への広域一時滞在  

ア 町長が、災害発生により、被災住民について、道外の他の市町村における一時的な滞在（以

下、｢道外広域一時滞在｣という。）の必要があると認める市町村長（以下、｢協議元市町村長｣

という。）となる場合は、知事に対し協議を行い、知事が道外の当該市町村を含む都府県知事

（以下、｢協議先知事｣という。）に対し、被災住民の受け入れについて協議することを求める

ものとする。  

イ 道外広域一時滞在の協議をしようとするときは、知事は、あらかじめ内閣総理大臣に報告す

る。 

ただし、あらかじめ報告することが困難なときは協議開始後、速やかに、報告するものとす

る。  

ウ 協議元市町村長より要求があったときは、知事は、協議先知事との協議を行う。また、知事

は、必要に応じて内閣総理大臣に助言を求めるものとする。  

エ 知事は、協議先知事より受入れ決定の通知を受けたときは、速やかに災害発生市町村長に通

知するとともに内閣総理大臣に報告する。  

オ 町長が、協議元市町村長となる場合、知事より受入決定の通知を受けたときは、速やかに、

その内容を公示し、被災住民への支援に関係する機関等に通知する。  

カ 町長が、協議元市町村長となる場合、道外広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、

速やかに、その旨を知事に報告し、及び公示するとともに被災住民への支援に関係する機関等

に通知する。 

また、知事は、前段の報告を受けたときは、速やかに、協議先知事に通知し、内閣総理大臣

に報告する。  

キ 知事は、道外広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかにその旨を協議先知

事、被災住民への支援に関係する機関等に通知し、公示するとともに内閣総理大臣に報告する。  

ク 知事は、災害の発生により当町が必要な事務を行えなくなった場合、被災住民について道外

広域一時滞在の必要があると認めるときは、町長より要求がない場合にあっても、協議先知事
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ととの協議を実施する。  

(3)  広域一時滞在避難者への対応  

町は、広域一時滞在により居住地以外の市町村に避難した被災住民に必要な情報や物資等を確

実に送り届けられるよう、被災住民の所在地等の情報を共有するなど、避難先市町村との連携に

配慮するものとする。  

 

�
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第５－６節 救助救出計画

第第６節 救助救出計画 
� 災害࡚ࡗࡼ生命ࠊ身体ࡢ危険࡞状態ࡓࡗ࡞者ࡢ救助救出関ࡿࡍ計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 救助救出実施責任者 

� 町長㸦救助法ࡢ適用ࢆ受ࠊࡅ知事ࡢ委任ࢆ受ࡓࡅ場合ࢆ含ࠋࡴ㸧ࠊࡣ警察官ࠊ消防機関ࡢ協力

本章 第ࠕࠊࡣ場合ࡢ困難ࡀ実施ࡢ救助救出࡛ࡳࡢ本部ࠊࡾ࠶甚大࡛ࡀ災害ࠊࡀ࠺行ࢆ得࡚救出ࢆ

30 節 自衛隊派遣要請及ࡧ活動計画ࠖ定ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ十勝総合振興局長自衛隊ࡢ派遣

要請ࢆ依頼ࠋࡿࡍ 

２ 救助救出を必要とする者 

� 災害ࡵࡓࡢ現生命身体ࡀ危険࡞状態ࡿ࠶者及ࡧ生死不明ࡢ状態࡛ࡡࡴ࠾࠾ࠊ次該当ࡍ

 ࠋࡿࡍࡁࡿ
����� 火災ࡢ際ࠊ火中取ࡾ残ࡓࢀࡉ場合�

����� 台風ࠊ地震等ࡾࡼ倒壊家屋ࡢ下敷ࡓࡗ࡞ࡁ場合�

����� 水害ࡢ際ࠊ家屋ࡶ流ࡣࡓࡲࠊࢀࡉ孤立地点取ࡾ残ࡓࢀࡉ場合�

����� 山崩ࠊࢀ地ࡾࡍ等ࡾࡼ生埋ࡓࡗ࡞ࡵ場合及ࡧ鉄道ࠊ自動車等ࡢ大事故ࡀ発生ࡓࡋ場合�

３ 発見者の通報 

� 救助࣭救出ࢆ要ࡿࡍ者ࢆ発見ࡓࡋ者ࡣࡓࡲ死傷者ࢆ伴࠺災害ࢆ発見ࡓࡋ者ࠊࡣ直ࡕ幕別町役

場ࡣࡓࡲ警察署ࠊ消防署等通報ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

４ 救助救出要員等 

� 本部設置中ࡢ救助࣭救出活動ࠊࡣ町及ࠊࡧ消防機関ࡀ警察地域住民協力࡚ࡋ作業ࡿࡓ࠶

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ報告本部࡚ࡋ作成ࢆ名簿ࡢ住民ࡓࢀࡉ救護ࠊࡶ

５ 負傷者等の措置 

� �  救助࣭救出ࡓࡋ者ࡀ負傷等ࡵࡓࡢ緊急手当ࢆ施ࡍ必要ࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀ保健班等ࡾࡼ所要ࡢ

措置ࢆ施ࡓࡋ上ࠊ直ࡕ医療機関、または、日本赤十字社北海道支部の救護所に収容するࡢࡶ

 ࠋࡿࡍ

６ 関係機関への応援要請 

����� 特多数ࡢ死傷者ࡿ࠶ࡀ場合ࠊ࡚࠸࠾本部及ࡧ消防機関ࡣ࡛ࡳࡢ救助࣭救出ࡀ困難࡞場

合ࠊࡣ医師会ࠊ警察ࠊ近隣消防機関協力ࢆ依頼ࠊࡶࡿࡍ必要応࡚ࡌ防災ࣉࢥࣜ࣊

�ࠋࡿࡍࢆ依頼ࡢ派遣要請ࡢ自衛隊ࡧ要請及ࡢ࣮ࢱ

����� 救助࣭救出要ࡿࡍ機材ࠊ舟艇ࡢࡑ他特殊機械類ࢆ必要ࠊࡣࡁࡿࡍ防災関係機関応

援ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

(3)  町は、当該市町村の救助力が不足すると判断した場合には、隣接市町村、北海道等の応援

を求めるものとする。 

７ 救助救出活動 

(1)  被災地域における救助救出活動 

     町及び北海道警察は、職員の安全確保を図りつつ、緊密な連携のもとに被災地域を巡回し、

救助救出を要する者を発見した場合は、資機材を有効活用するとともに、救助関係機関及び住

民の協力を得て、被災者の救助救出活動を実施する。 

特に、発災当初の７２時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏

まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分するものとする。  

(2)  現地対策本部の設置 

大規模災害ࡀ発生ࠊࡋ被災者ࡢ救助࣭救出等ࡢ応急対策ࢆ迅速ࡘ適切実施ࡵࡓࡿࡍ必要

現地災ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ定ࡢ第㸱章 第㸰節 幕別町災害対策本部ࠖࠕࠊࡣ場合ࡿࢀࡽࡵ認

害対策本部ࢆ設置ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 



本 編 第５章 災害応急対策計画 

�

第５－７節 災害警備計画 

����

第第７節 災害警備計画 

地域住民の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序を維持するために必要な警戒、警

備に関する帯広警察署㸦以下ࠕ警察署ࠖࠋ࠺࠸㸧の諸活動についての計画は、北海道地域防災

計画ࡢࡇࠊࡿࡼ計画定ࠋࡿࡵ 

１ 災害に関する警察の任務 

警察ࠊࡣ災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ災害ࡀ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊࡣ災害ࡢ警報ࡢ伝達及ࡧ災害

情報ࢆ収集ࠊࡋ住民ࡢ避難誘導及ࡧ救助ࠊ犯罪ࡢ予防ࠊ交通ࡢ規制等ࡢ応急対策ࢆ実施࡚ࡋ住民ࡢ

生命ࠊ身体及ࡧ財産ࢆ保護ࠊࡋ被災地域ࡿࡅ࠾社会秩序ࡢ維持ࢆࡇࡿࡓ࠶任務ࠋࡿࡍ�

２ 災害の警報の伝達に関する事項 

����� 警察ࡀ行࠺災害関ࡿࡍ警報ࡢ伝達等ࠊࡣ次ࡾࡼ行ࠋ࠺�

� 役場ࡢࡽ関係機関ࠊ住民ࡢ連絡ࠕࠊࡣ第㸳章�第㸯節�災害情報収集及び伝達計画ࠖ定ࡵ

�ࠋࡿ

����� 警察官ࡣ基本法第��条第㸯項ࡢ規定基࡙ࠊࡁ災害ࡀ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ異常࡞現象ࢆ発見

�ࠋࡿࡍ通報町長ࡸ速ࠊࡣࡁࡓࡅ受ࢆ通報ࡢ旨ࡓࡋ

�

�

�

３ 事前措置に関する事項 

����� 町長㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛ࡀ基本法第��条ࡢ規定基࡙ࠊࡁ警察官ࡢ出動ࢆ

求ࠊࡵ応急措置ࡢ実施必要࡞準備ࢆ要請ࡿࡍ場合ࠊࡣ次ࡢ事項ࢆ記載ࡓࡋ文書㸦緊急ࢆ要ࡿࡍ

場合ࡣ電話等࡛要請ࡢࡑࠊࡋ後速ࡸ文書ࢆ提出ࠋࡿࡍ㸧ࡾࡼ警察署長対࡚ࡋ行ࠋ࠺�

� 派遣ࢆ要請ࡿࡍ理由�

� 派遣ࢆ要請ࡿࡍ職員ࡢ職種別及ࡧ人員数�

�࢘ 派遣ࢆ必要ࡿࡍ期間�

�࢚ �必要事項ࡢ࡚࠸ࡘ他派遣ࡢࡑ

����� 町長ࡢ要請ࡾࡼ行࠺事前措置�

警察署長ࠊࡣ町長ࡢࡽ要請ࡾࡼ基本法第��条ࡢ規定基࡙ࡁ事前措置࡚࠸ࡘ指示ࢆ行ࡗ

�ࠋ࠺行ࢆ事後処理ࡢ該当措置ࡀ町長ࠊࡣ場合ࡢࡇࠋࡿࡍ通知町長ࢆ旨ࡢࡑࡕ直ࠊࡣࡁࡓ

４ 避難に関する事項 

� 住民の避難に当たっては、町及び消防機関等と協力し、安全な経路を選定して誘導するとともに、

被災後の無人化した住宅街、商店街等におけるパトロールを行い、犯罪の予防及び取締り等に当たる

ものとする。 

�

帯広警察署 

幕別駐在所 

札内交番 

糠内駐在所 

連絡責任者 

町民課長 
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５５ 応急措置に関する事項 

����� 警戒区域設定権等�

� 警察署長ࠊࡣ警察官ࡀ基本法第��条第㸰項ࡢ規定基࡙ࡁ警戒区域ࡢ設定ࢆ行ࡓࡗ場合ࠊࡣ直

�ࠋࡿࡍ通知町長ࢆ旨ࡢࡑࡕ

����� 応急公用負担等�

警察署長ࠊࡣ警察官ࡀ基本法第��条第㸵項及ࡧ同法第��条第㸰項ࡢ規定基࡙ࠊࡁ応急公用負

担㸦人的物的公用負担㸧ࢆ行ࡓࡗ場合ࠊࡣ直ࡢࡑࡕ旨ࢆ町長通知ࠋࡿࡍ�

６ 救助救出に関する事項 

警察署長ࠊࡣ防災関係機関協力࡚ࡋ被災者ࡢ救出・救助活動を実施するとともに、死体見分等に

当たり、状況応ࠊ࡚ࡌ町長ࡢ行࠺死体ࡢ捜索等災害活動協力ࠋࡿࡍ�

７ 災害時における災害情報の収集に関する事項 

警察署長ࠊࡣ町長ࡢࡑ他ࡢ関係機関緊密連絡ࠊ࡚ࡋ災害警備活動上必要࡞災害関ࡿࡍ情報ࢆ

収集ࡿࡍとともに、収集した情報を関係機関と共有するࠋ�

８ 災害時における広報に関する事項 

警察署長ࠊࡣ風水害等各種災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、関係機関と密接な連携

を図るとともに、災害の種別、規模及び態様に応じ、住民の避難、犯罪の予防、交通規制等の措置に

ついて迅速な広報に努めるものとする。�

９ 災害時における通信計画に関する事項 

� 警察署長ࠊࡣ災害ࡀ発生ࠊࡋ孤立ࡀ予想ࡿࢀࡉ地域ࡢࡑࠊ他必要認ࡿࡵ地域対࡚ࡋ移動無線局ࠊ

携帯無線機等ࢆ配備ࡿࡍ計画ࠊ࡚࠸ࡘ町長打合ࢆࡏ行ࠋ࠺�

10 災害時における交通規制に関する事項 

�本章�第８節ࠕ 交通応急対策計画ࠖࠋࡿࡼ�

�
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第第８節 交通応急対策計画 

災害時ࡿࡅ࠾道路交通等ࡢ混乱ࢆ防止ࠊࡋ消防ࠊ避難ࠊ救助ࠊ救護等ࡢ応急対策活動ࢆ迅速

実施ࡢࡵࡓࡿࡍ交通ࡢ確保ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 実施機関 

����� 北海道公安委員会㸦帯広警察署㸧�

����� 北海道開発局㸦帯広開発建設部㸧�

����� 北海道�

����� 幕別町及ࡧ幕別消防署�

����� 自衛隊�

����� 一般社団法人北海道警備業協会�

２ 交通応急対策の実施 

����� 北海道公安委員会㸦帯広警察署㸧�

� 災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾道路ࡿࡅ࠾危険ࢆ防止

災害応急対策上緊急輸ࠊࡓࡲࠊࡁࡿࡵ認ࡿ࠶ࡀ必要ࡵࡓࡿ図ࢆ円滑化安全ࡢ交通ࠊࡋ

送ࢆ行ࡵࡓ࠺必要ࡿ࠶ࡀ認ࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ区域及ࡧ道路ࡢ区間ࢆ指定࡚ࡋ緊急車両以外ࡢ

車両ࡢ道路ࡿࡅ࠾通行ࢆ禁止ࡣࡓࡲࠊࡋ制限ࠋࡿࡍ�

� 通行禁止区域等ࠊ࡚࠸࠾車両ࡢࡑ他ࡢ物件ࡀ緊急通行車両ࡢ妨害ࡾࡼࡇࡿ࡞災害応

急対策ࡢ実施著࠸ࡋ支障ࡿ࠶ࡀ認ࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ当該車両ࡢࡑ他ࡢ物件ࡢ占有者ࠊ所有

者ࠊ管理者対ࠊࡋ当該車両ࡢࡑ他ࡢ物件ࡢ移動等ࡢ措置ࢆࡇࡿࢆ命ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡎ�

�࢘ 現場ࡀ相手方ࡢ命令ࡢࡑࡣࡓࡲࠊࡁ࠸࡞ࡽࢆ当該措置ࡀ者ࡓࢀࡽࡐ命ࢆ措置ࡿࡼ

ࡀࡇࡿࢆ措置ࡢࡑࡽ自ࠊࡣࡁ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡎ命ࢆࡇࡿࢆ当該措置ࡵࡓ࠸࡞࠸

�ࠋࡿࡁ࡛

破ࢆ物件ࡢ他ࡢࡑ車両࡚࠸࠾限度࠸࡞得ࢆࡴࡸࡵࡓࡿࢆ当該措置ࠊ࡚࠸࠾場合ࡢࡇ

損ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

������ 北海道開発局㸦帯広開発建設部㸧�

一般国道㸦指定区間内㸧ࡢ路線係ࡿ道路ࡢ構造ࡢ保全交通ࡢ危険ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ障害物

ࡿࡍ制限ࡣࡓࡲࠊࡋ禁止ࢆ通行ࡢ車両等ࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ認必要ࠊࡋࡢࡶࡿࡵ努除去ࡢ

�ࠋࡿ図ࢆ確保ࡢ交通ࠊࡋ指示的確ࢆ迂回路等ࡶ

����� 北海道� �

ア� 道ࡀ管理ࡿ࠸࡚ࡋ道路ࡀ災害ࡿࡼ被害ࢆ受ࡓࡅ場合ࠊ速ࡸ被害状況ࡸ危険箇所等ࢆ把

握ࠊࡶࡿࡍ障害物ࡢ除去努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

イ� 交通ࡢ危険ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ車両等ࡢ通行ࢆ禁止ࡣࡓࡲࠊ制限すると

ともに迂回路等を的確に指示し、関係機関との連絡を密にしながら、交通ࡢ確保努ࠋࡿࡵ�

ウ 道が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとするとともに、ガソリン

等について、市町村長等の要請に基づき斡旋及び調達を行うものとする 
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����� 幕別町及ࡧ幕別消防署�

� 町ࡀ管理ࡿ࠸࡚ࡋ道路࡛災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ道路ࡢ警戒努ࠊࡶࡿࡵ交通ࡢ危険

ࢆ迂回路等ࡶࡿࡍ制限ࡣࡓࡲࠊࡋ禁止ࢆ通行ࡢࡑࠊࡣࡁࡿࡵ認必要ࡵࡓࡿࡍ防止ࢆ

的確指示ࠊࡋ関係機関ࡢ連絡ࢆ密ࠊࡋ交通ࡢ確保努ࠋࡿࡵ�

� 消防吏吏員ࠊࡣ警察官ࡢࡑࡀ場࠸࡞࠸場合限ࠊࡾ通行禁止区域等ࠊ࡚࠸࠾車両ࡢࡑ他ࡢ

物件ࡀ緊急通行車両ࡢ妨害ࡾࡼࡇࡿ࡞災害応急対策ࡢ実施著࠸ࡋ支障ࡿ࠶ࡀ認ࡵ

物ࡢ他ࡢࡑ当該車両ࠊࡋ対管理者ࠊ所有者ࠊ占有者ࡢ物件ࡢ他ࡢࡑ当該車両ࠊࡣࡁࡿࢀࡽ

件ࡢ移動等ࡢ措置ࢆࡇࡿࢆ命ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡎ�

�࢘ 消防吏員ࡿࡼࠊࡣ措置ࢆ命ࡓࢀࡽࡐ者ࡀ当該措置ࡢࡑࠊࡣࡓࡲࠊࡁ࠸࡞ࡽࢆ命令ࡢ

相手方ࡀ現場ࡵࡓ࠸࡞࠸当該措置ࢆࡇࡿࢆ命ࠊࡣࡁ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡎ自ࡢࡑࡽ措

置ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࢆ�

破ࢆ物件ࡢ他ࡢࡑ車両࡚࠸࠾限度࠸࡞得ࢆࡴࡸࡵࡓࡿࢆ当該措置ࠊ࡚࠸࠾場合ࡢࡇ

損ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

����� 自衛隊�

� 災害派遣ࢆ命ࡓࢀࡽࡐ部隊等ࡢ自衛官ࠊࡣ町長及ࡧ警察官ࡢࡑࡀ場࠸࡞࠸時次ࡢ措置ࢆ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ

� 自衛隊緊急通行車両ࡢ円滑࡞通行ࢆ確保ࡵࡓࡿࡍ必要࡞措置ࢆ命ࡣࡓࡲࠊࡌ自ࡽ当該措置ࢆ

実施すること。�

� 警戒区域ࡢ設定並ࢀࡑࡧ基࡙ࡃ立入制限࣭禁止及ࡧ退去を命ずること。�

�࢘ 現場ࡢ被災工作物等ࡢ除去等を実施すること。�

����� 一般社団法人北海道警備業協会�

一般社団法人北海道警備業協会及ࡧ支部ࠊࡣ災害時ࡿࡅ࠾交通誘導業務及ࡧ避難所ࡢ警備

支援ࡢ関係機関ࡾࡼ協定ࠖ等ࡿࡍ関交通誘導業務ࡿࡅ࠾災害時ࠕ知事と締結したࠊ࡚࠸ࡘ

��࠺行ࢆ

３ 道路の交通規制 

����� 道路交通網ࡢ把握�

災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ道路管理者及ࡧ公安委員会㸦帯広警察署㸧ࠊࡣ相互綿密࡞連携ࢆ図ࡿ

ࠊ࡚࠸ࡘ状況ࡢ交通ࡧ道路及ࡢ被災地内中心ࢆ事項ࡢ次ࠊ得࡚ࢆ協力ࡢ関係機関ࠊࡶ

�ࠋࡿࡍ把握ࢆ実態ࡢࡑ

� 損壊ࡣࡓࡲࠊࡋ通行不能ࡓࡗ࡞路線名及ࡧ区間�

� 迂回路ࢆ設定ࡋ得ࡿ場合ࡢࡑࡣ路線名㺂分岐点及ࡧ合流点�

�࢘ 緊急通行ࡢ禁止ࡣࡓࡲ制限ࢆ実施ࡿࡍ必要ࡢ有無�

����� 交通規制ࡢ実施�

道路管理者及ࡧ公安委員会㸦帯広警察署㸧ࠊࡣ次ࡢ方法ࡾࡼ交通規制ࢆ実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 交通規制ࢆ実施ࠊࡣࡁࡿࡍ道路標識等ࢆ設置ࠋࡿࡍ�
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� 緊急ࢆ要ࠊࡋ道路標識等ࢆ設置ࡣࡓࡲࠊࡁ࠸࡞ࡀࡲ࠸ࡿࡍ道路標識等ࢆ設置࡚ࡋ行ࡇ࠺

�ࠋ࠺行ࢆࢀࡇࡾࡼ指示ࡢ現場警察官等ࠊࡣࡁ࡞困難ࡀ

����� 関係機関ࡢ連携�

道路管理者及ࡧ公安委員会（（帯広警察署）ࠊࡀ交通規制ࡾࡼ通行ࡢ禁止制限ࢆ行ࡓࡗ場合

�ࠋࡿ図ࢆ徹底ࡢ広報࡚ࡌ通ࢆ広報媒体ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡶࡿࡍ連絡関係機関ࠊࡣ

４ 緊急輸送のための交通規制 

� 災害ࡀ発生ࠊࡋ災害応急対策従事ࡿࡍ者ࡣࡓࡲ災害応急対策必要࡞物資ࡢ緊急輸送ࡢࡑࠊ他応

急措置ࢆ実施ࡢࡵࡓࡿࡍ緊急輸送ࢆ確保ࡿࡍ必要ࡿ࠶ࡀ認ࠊࡣࡁࡿࡵ区域ࡣࡓࡲ道路ࡢ区間ࢆ指

定ࠊࡋ緊急通行車両以外ࡢ車両の通行ࢆ禁止ࡣࡓࡲࠊࡋ制限ࠋࡿࡍ�

����� 通� � 知�

公安委員会（帯広警察署）ࠊࡣ緊急輸送ࡢࡵࡓࡢ交通規制ࠊࡵࡌࡽ࠶ࠊࡣࡁࡿࡍ࠺ࡼࡋࢆ

当該道路ࡢ管理者対ࠊࡋ禁止又ࡣ制限ࡢ対象ࠊ区域ࠊ区間ࠊ期間及ࡧ理由ࢆ通知ࠋࡿࡍ�

�ࠋࡿࡍ通知ࡕ直ࠊ規制後ࠊࡣ場合࠸࡞ࡁ通知࡛ࡵࡌࡽ࠶ࠊࡋ要ࢆ緊急ࠊ࠾࡞

����� 緊急通行車両ࡢ確認手続ࡁ�

� 車両ࡢ確認�

十勝総合振興局長ࡣࡓࡲ帯広警察署長ࠊࡣ車両ࡢ使用者等ࡢ申出ࡾࡼ当該車両ࠊࡀ応急対

策必要࡞物資ࡢ輸送等ࡢ緊急通行車両࡛ࡢࡇࡿ࠶確認ࢆ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

� 確認場所�

緊急通行車両ࡢ確認ࠊࡣ十勝総合振興局長ࡣࡓࡲ警察本部ࠊ方面本部ࠊ警察署及ࡧ交通検問

所࡛行ࠋ࠺�

�࢘ 証明書及ࡧ標章ࡢ交付�

緊急通行車両࡛ࡿ࠶確認ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶࡓࡋ各車両ࠕࡈ本章�第９節�輸送計画ࠖ

基࡙ࠕ࡚࠸緊急通行車両確認証明書ࠖࠕࠊ標章ࠖࢆ交付ࠊࡋ当該車両ࡢ前面標章ࢆ掲示ࡏࡉ

�ࠋࡿ

�࢚ 緊急通行車両�

�㺏��� 緊急通行車両ࠊࡣ基本法規定ࡿࡍ災害応急対策ࢆ実施ࡵࡓࡿࡍ使用ࡿࢀࡉ車両࡛次

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺行࡚࠸ࡘ事項ࡢ

㹟��� 警報ࡢ発令及ࡧ伝達並ࡧ避難ࡢ勧告ࡣࡓࡲ指示関ࡿࡍ事項�

㹠㸬� 消防ࠊ水防ࡢࡑ他ࡢ応急措置関ࡿࡍ事項�

㹡��� 被災者ࡢ救難ࠊ救助ࡢࡑ他保護関ࡿࡍ事項�

㹢㸬� 災害ࢆ受ࡓࡅ児童及ࡧ生徒ࡢ応急ࡢ教育関ࡿࡍ事項�

㹣㸬� 施設及ࡧ設備ࡢ応急ࡢ復旧関ࡿࡍ事項�

㹤㸬� 清掃ࠊ防疫ࡢࡑ他ࡢ保健衛生関ࡿࡍ事項�
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㹥㸬� 犯罪ࡢ予防ࠊ交通ࡢ規制ࡢࡑ他災害地ࡿࡅ࠾社会秩序ࡢ維持関ࡿࡍ事項�

㹦㸬� 緊急輸送ࡢ確保関ࡿࡍ事項�

㹧㸬� �拡拡大防止措置に関する事項ࡣࡓࡲ防御ࡢ発生ࡢ他災害ࡢࡑ

�㺐��� 緊急通行車両ࠊࡣ指定行政機関等ࡀ保有ࠊࡣࡃࡋࡶࠊࡋ指定行政機関等ࡢ契約࡞

関係ࡢ他災害時ࡣࡓࡲ車両ࡿࢀࡉ使用専用ࡵࡓࡢ活動ࡢ常時指定行政機関等ࡾࡼ

機関࣭団体等ࡽ調達ࡿࡍ車両࡛ࡿ࠶こと。�

オ 事前届出制度の普及等  

道、町及び地方行政機関は、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付され

るよう、輸送協定を締結した民間事業者等に対し、緊急通行車両標章交付のための事前届出制

度の周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図るものとする。 

����� 通行禁止ࡣࡓࡲ制限ࡽ除外ࡿࡍ車両�

� 公安委員会（帯広警察署）ࠊࡣ業務ࡢ性質上ࠊ住民ࡢ日常生活欠࠸࡞ࡁ࡛ࡢࡇࡃ車両等ࠊ

公益上ࡣࡓࡲ社会生活上通行ࢆࡴࡸࡀࡇࡿࡏࡉ得࠸࡞認ࡿࢀࡽࡵ車両ࠊࡣ࡚࠸ࡘ緊急通行

車両ࡢ通行支障ࢆ及࠸࡞ࡉࡤ限ࠊࡾ規制対象除外車両࡚ࡋ通行ࢆ認ࠋࡿࡵ�

� 確認手続ࡁ�

�㺏��� 公安委員会㸦帯広警察署㸧ࠊࡣ車両ࡢ使用者等ࡢ申ࡋ出ࡾࡼ当該車両ࠊࡀ規制対象除

外車両࡛ࡢࡇࡿ࠶確認ࢆ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

�㺐��� 確認場所�

規制対象除外車両ࡢ確認ࠊࡣ警察本部ࠊ方面本部ࠊ警察署及ࡧ交通検問所࡛行ࠋ࠺�

�㺑��� 証明書及ࡧ標章ࡢ交付�

規制対象除外車両࡛ࡿ࠶確認ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶࡓࡋ各車両ࠕࡈ様式㸳�８�㸰�規

制対象除外車両通行証明書ࠖࠕࠊ様式㸳�８�㸯�規制対象除外車両標章ࠖࢆ交付ࠊࡋ当該

車両ࡢ前面標章ࢆ掲示ࠋࡿࡏࡉ�

� 規制対象除外車両等�

�㺏��� 傷病者ࡢ救護ࡣࡓࡲ医師ࡢ緊急患者ࡢ診断ࠊ治療ࡵࡓࡢ現使用中ࡢ車両�

�㺐��� 報道機関ࡢ緊急取材ࡵࡓࡢ使用中ࡢ車両�

�㺑��� 他ࡢ都道府県公安委員会ࡣࡓࡲ知事ࡢ標章及ࡧ証明書ࡢ交付ࢆ受ࡘࠊࡅ当該目的ࡢ

�ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ使用中ࡵࡓ

�㺒��� 次掲ࡿࡆ車両ࡕ࠺ࡢ規制対象除外車両ࠊ࡚ࡋ標章ࡢ交付ࢆ受ࠊࡘࠊࡅ当該目的

�ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ使用中ࡵࡓࡢ

㹟㸬� 道路維持作業用自動車�

㹠㸬� 通学通園ࢫࣂ�

㹡㸬� 郵便物ࡢ収集ࡣࡓࡲ配達ࡵࡓࡢ使用ࡿࡍ車両�
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����

㹢㸬� 電報ࡢ配達ࡵࡓࡢ使用ࡿࡍ車両�

㹣㸬� 廃棄物ࡢ収集使用ࡿࡍ車両�

ｆｆ． 伝染病患者の収容または予防のため使用する車両 

㹥㸬� �車両ࡿࢀࡽࡵ認ࡿ࠶ࡀ必要ࡿࡏࡉ通行特ࠊ社会生活上ࡣࡓࡲ他公益上ࡢࡑ

５ 緊急輸送道路ネットワーク計画 

緊急輸送道路は、地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路であり、

耐震性を有し、地震時にネットワークとして機能することが重要である。 

このため、北海道開発局、北海道等の道路管理者と北海道警察等の防災関係機関からなる北海道緊急

輸送道路ネットワーク計画等策定協議会では、緊急輸送を確保するため必要な道路(以下「緊急輸送道

路」という。)を定め、緊急輸送道路のネットワーク化を図る北海道緊急輸送道路ネットワーク計画を

策定している。 

各道路管理者は、この計画に基づき緊急輸送道路の整備を計画的に推進することとしている。北海道

緊急輸送道路ネットワーク計画の概要は、次のとおりである。 

(1)  計画内容 

ア 対象地域 

道内全域 

イ 対象道路 

既設道路及び概ね平成27年度までに供用予定の道路を基本としながら、必要に応じて河川管

理用道路等を含めている。 

(2)  緊急輸送道路の区分 

緊急輸送道路ネットワークは、災害発生後の利用特性により、次のとおり区分している。 

ア 第１次緊急輸送道路ネットワーク 

道庁所在地(札幌市)、地方中心都市及び重要港湾、空港、総合病院、自衛隊、警察、消防等

を連絡する道路 

イ 第２次緊急輸送道路ネットワーク 

第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点(行政機関、公共機関、主要駅、港湾、

ヘリポート、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等）を連絡する道路 

ウ 第３次緊急輸送道路ネットワーク 

第１次及び第２次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連絡する道路 

エ 地域緊急輸送道路 

北海道緊急輸送路ネットワーク計画策定協議会において指定されている路線とは別に、幕別

町管内での災害応急避難活動を円滑に行うため、主要となる道路を地域緊急輸送道路として指

定する。 

※ 緊急輸送の指定路線は「資料編 資料７－２ 緊急輸送ネットワーク指定路線」による。 
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様式５-８８-１ 規制対象外車両標章 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

備考  １ 色彩は、記号を黄色及び緑、及び「除外」の文字を青色、「登録（車両）番号」、「有効期限」、「年」、「月」及び

「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を表示する部分を白色、地を銀色とする。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

 

様式５-８-２ 規制対象外車両通行証明書�

 第  号 

 年   月   日 

規 制 対 象 外 車 両 通 行 証 明 書 

 

知� � � 事� � � � � � � � � � � � � 印 

公安委員会� � � � � � � � � � � � � 印 

番号標に表示さ

れている番号 
 

通 行 目 的  

使用者 

住所 
 

（     ）   局       番 

氏名 
 

 

通 行 日 時 
 

 

通 行 経 路 
出 発 地 目 的 地 

  

備     考 
 

 

備考：用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

�

�

�

15

21

登録(車両)番号

有効期限 年　 　　 月　　  　日　

除 外
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第第９節 輸 送 計 画 

災害時࡚࠸࠾災害応急対策ࠊ復旧対策等ࡢ万全ࢆ期ࡵࡓࡿࡍ住民ࡢ避難ࠊ災害応急対策要員ࡢ移

送及ࡧ救援若しくは救助のための資器材ࠊ物資ࡢ輸送㸦以下ࠕ災害時輸送ࠖࠋ࠺࠸㸧ࢆ迅速確実

行ࡢࡵࡓ࠺方法࣭範囲等ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 実施責任者 

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ建設対策部土木班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ町長ࡀ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ行ࠋ࠺�

２ 災害時輸送の方法 

����� 車両等ࡿࡼ輸送�

� 災害時輸送ࡣ町有車両ࠊ舟艇等ࢆ使用ࠊࡋ不足ࡿࡍ場合ࠊࡣ日本通運ओ帯広支店等応援ࢆ

要請ࡣࡓࡲࠊࡋ民間ࡢ車両ࢆ借ࡾ上ࠋࡿࡆ�

� ※町有車両の状況は、「資料編 資料７－１ 町保有車両一覧表」を参照 

����� 鉄道輸送�

� 道路ࡢ被害等ࡾࡼ自動車輸送ࡀ困難࡞場合ࡣࡓࡲࠊ遠隔地࡚࠸࠾物資ࠊ資材等ࢆ確保ࡓࡋ

場合࡛ࠊ鉄道ࡿࡼ輸送ࡀ適当࡛ࡿ࠶認ࠊࡣࡁࡓࡵ北海道旅客鉄道株式会社及ࡧ日本貨物鉄

道株式会社ࠊ協力ࢆ要請ࠊࡋ輸送ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 人力輸送�

� 災害ࡢ状況ࡾࡼ車両ࡿࡼ輸送ࡀ不可能࡞事態ࡀ生ࠊࡣࡁࡓࡌ労務者ࡿࡼ人力輸送ࠊࢆ

�ࠋ࠺行ࢆ輸送ࡿࡼ雪上車等ࡣࡓࡲ

����� 空中輸送�

� 地上輸送ࡀ࡚ࡍࡢ不可能࡞事態ࢆ生ࡓࡌ場合ࡣࡓࡲࠊ山間ࡁ地࡛࡞緊急輸送ࡢ必要࠶ࡀ

�ࠋ࠺行ࢆ要請ࡢ航空機輸送ࡋ対自衛隊࡚ࡌ通ࢆ道ࠊࡣ場合ࡿ

３ 輸送拠点の確保 

����� 物資輸送拠点�

次ࡢ施設ࢆ物資輸送拠点ࠊࡀࡿࡍ災害ࡢ状況ࡾࡼ࡞別確保ࠋࡿࡍ�

物資輸送拠点� 幕別町民会館ࠊ札内ࠊ࣮ࢱࣥࢭࢶ࣮࣏ࢫ道ࡢ駅忠類�

�

�

�

�

�
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����災害対策用ࡢࢺ࣮࣏ࣜ࣊確保�

㸺࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊離着陸可能地点㸼�

所 在 地 施 設 名 広 さ 著名地点からの方向及び距離 

緑町 幕別小学校ググラウンド 130×160ｍ 幕別駅から南東７００ｍ 

緑町 幕別中学校グラウンド 200×200ｍ 幕別駅から南東７００ｍ 

寿町 幕別運動公園 70×280ｍ 役場から600ｍ 

札内文京町 札内中学校グラウンド 140×140ｍ 札内駅から南西１㎞ 

札内文京町 札内南小学校グラウンド 110×170ｍ 札内駅から南西１㎞ 

札内暁町 スマイルパーク 300×300ｍ 国道北側 

札内西町 札内川河川敷 170×550ｍ 国道から南へ５０ｍ 

字糠内 糠内小学校グラウンド 160×110ｍ 小学校校舎南側 

駒畠 
集団研修施設こまはた

グラウンド 
110×150ｍ 集団研修施設䛣䜎䛿䛯南側 

忠類白銀町 忠類小学校グラウンド 180×120ｍ 小学校校舎隣接 

忠類栄町 忠類野球場 370×100ｍ 中学校校舎隣接 

忠類東宝 白銀台ｽｷｰ場駐車場 53×95ｍ 忠類総合支所から南に300ｍ 

�等ࠖ参照ࢺ࣮࣏ࣜ࣊ࡧ設定基準及ࢺ࣮࣏ࣜ࣊資料編�資料㸶�㸰�臨時ࠕͤ

����� 舟艇輸送�

水害時ࡿࡅ࠾水中孤立者ࡢ救出ࠊ水中孤立者対ࡿࡍ食糧ࡢ供給等必要ࡿ࠶ࡀ場合ࠊࡣ消防

機関要請࡚ࡋ舟艇等ࡾࡼ輸送ࢆ行ࠋ࠺�

４ 緊急輸送の対象及び優先順位 

緊急輸送活動ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶被害ࡢ状況ࠊ緊急度ࠊ重要度࡚ࡗࡼ判断ࠊࡋձ人命救助ࠊղ被害ࡢ

拡大防止ࠊճ災害応急対策ࡢ円滑࡞実施配慮࡚ࡋ推進ࠊࡋࡢࡶࡿࡍ原則࡚ࡋ次ࡢ優先順位ࡶࢆ

�ࠋࡿࡍ実施࡚ࡗ

第�段階ࡢ活動� 第�段階ࡢ活動� 第�段階ࡢ活動�

࣭� 人命救助�

࣭� 被害ࡢ拡大防止�

࣭� �復旧ࣥࣛࣇࣛ

࣭� 交通規制�

࣭� 㸦第�段階ࡢ続行㸧�

࣭� 食料࣭水等ࡢ輸送�

࣭� 被災者ࡢ救出搬送�

࣭� 応急復旧�

࣭� 㸦第ࠊ��段階ࡢ続行㸧�

࣭� 災害復旧�

࣭� 生活必需品物資輸送�

 

５ 災害時における緊急輸送車両の交通確保等 

����� 緊急輸送道路ࡢ指定�

「本章 第８節 交通応急対策計画 ５ 緊急輸送道路ネットワーク計画」による。 

����� 緊急輸送道路等ࡢ確保�

� 災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ道路管理者及ࡧ公安委員会㸦帯広警察署㸧ࡣ相互綿密࡞連携ࢆ図ࡿ

ࡢ町内ࡃ早ࡕ࠸ࠊࡽࡀ࡞得ࢆ協力ࡃ基࡙協定ࡢ幕別町建設業協会ࡸ協力ࡢ関係機関ࠊࡶ

道路ࠊ橋梁等ࡢ被害及ࡧ道路上ࡢ障害物ࡢ状況ࢆ把握ࠊࡶࡿࡍ緊急輸送道路ࢆ優先ࡋ交通

�ࠋࡿ図ࢆ確保ࡢ
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����� 緊急輸送道路等ࡢ応急対策活動�

� 町内ࡢ国道ࠊ道道等幕別町以外ࡢ道路管理者属ࡿࡍ道路ࡀ損壊等ࡾࡼ通行支障ࡍࡓࡁࢆ

場合ࡸࡳࡍࠊࡣ当該道路管理者通報ࡋ応急復旧ࡢ実施ࢆ要請ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ事態ࡀ緊急ࢆ

要ࡿࡍ場合ࠊࡣ当該道路管理者連携ࡸࡳࡍࠊࡋ緊急輸送等ࡢ確保ࢆ図ࡢࡵࡓࡿ必要࡞対策

基協定ࡢ幕別町建設業協会ࠊ場合ࡓࡋ被災ࡀ橋梁等ࠊ道路ࡿࡍ管理ࡀ幕別町ࠊࡓࡲࠋ࠺行ࢆ

�ࠋ࠺行ࢆ応急復旧優先ࢆ指定路線ࠊࡽࡀ࡞得ࢆ協力ࡃ࡙

((4)  緊急輸送業務に従事する車両の表示 

町長ࠊࡣ基本法第��条ࡢ規定基࡙ࠊࡁ十勝総合振興局及ࡧ公安委員会ࡀ災害緊急輸送ࢆ行࠺

車両以外ࡢ通行ࢆ禁止ࡓࡋ場合ࠊࡣ各部㸦班㸧࡚࠸࠾使用ࡿࡍ車両ࠊࡁࡘ帯広警察署ࢆ通ࡌ

公安委員会ࡽ標章及ࡧ証明書㸦ࠕ様式㸳�９�㸯�緊急通行車両確認証明書ࠖ㸧ࡢ交付ࢆ受ࡅ輸送

�ࠋࡿࡓ࠶

�ࠋࡿࡼ本章�第８節�交通応急対策計画ࠖࠕࠊࡣ交通規制等ࡢ緊急通行車両ࠊ࠾࡞

町は、緊急通行車両標章を円滑に交付されるよう、輸送協定を締結した民間事業者等に対し、

事前届出制度の周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的に行うものとする。 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

備考� � 㸯� 色彩ࠊࡣ記号ࢆ黄色及ࡧ緑ࠕࠊ緊急ࠖࡢ文字ࢆ赤色ࠕࠊ登録㸦車両㸧番号ࠖࠕࠊ有効

期限ࠖࠕࠊ年ࠖࠕࠊ月ࠖ及ࠕࡧ日ࠖࡢ文字ࢆ黒色ࠊ登録㸦車両㸧番号並ࡧ年ࠊ月及ࡧ

日ࢆ表示ࡿࡍ部分ࢆ白色ࠊ地ࢆ銀色ࠋࡿࡍ�

㸰� 記号ࡢ部分ࠊ表面ࡢ画像ࡀ光ࡢ反射角度応࡚ࡌ変化ࡿࡍ措置ࢆ施ࠋࡿࡍࡢࡶࡍ�

㸱� 図示ࡢ長ࡢࡉ単位ࠋࡿࡍࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭࠊࡣ�

６ 救助法の適用と実施 

救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第36節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

７ 輸送状況の記録 

輸送ࢆ実施ࡓࡋ場合ࠊࡣ次ࡢ様式ࡾࡼ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

� � � ����� 緊急通行車両確認証明書㸦様式㸳�９�㸯㸧�

� � � ����� 輸送記録簿㸦様式㸳�９�㸰㸧�

８ 緊急輸送要請体制 

㸰㸯�

㸯㸳�
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����� 要請伝達系統�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����� 要請内容�

� 災害ࡢ状況及ࡧ応援ࢆ要ࡿࡍ理由�

� 応援ࢆ必要ࡿࡍ車両種類ࠊ大ࠊࡉࡁ車両数及ࡧ人員�

�࢘ 応援ࢆ必要ࡿࡍ場所�

�࢚ 応援ࢆ必要ࡿࡍ機関及ࡧ活動内容�

�࢜ 連絡責任者及ࡧ現場責任者� � �

����� 輸送体制�

一一般社団法人十勝地区ࢡࢵࣛࢺ協会ࡢ輸送体制ࠊ隊編成等ࠊࡣ協会作成ࠕࡢ緊急救護輸送実施

業務要綱ࠖࠋࡿࡼ�

� 緊急救護輸送ࡢ要請ࢆ受ࡓࡅ場合ࡢ措置�

北海道本部ࡣࡓࡲ自治体等ࡽ緊急救急輸送ࡢ要請ࢆ受ࡓࡅ場合ࠊࡣ地方本部ࡣ機ࢆ失ࠊࡎࡏ

次ࡢ措置ࢆ講ࡌ緊急救援輸送ࢆ開始ࠋࡿࡍ�

�㺏��� 受領報告及ࡧ対策室対ࡿࡍ指示�

�㺐��� 輸送隊ࡢ班編成�

�㺑��� 緊急救護輸送車両ࡢ確認申請等�

�㺒��� 現地事務所ࡢ開設�

�㺓��� 輸送終了報告�

要請 車両
連絡 要請 確認

車両
確認

報
告

�������

十�勝�地�区

㸦災害対策地方本部㸧

�������

協会ࢡࢵࣛࢺ

運輸局

北海道

協ࠉࠉࠉࠉ�会

北海道㺢㺵㺍㺖

帯�広�警�察�署

報
告

通
知

㸦輸送小隊㸧
事����業����者

指
示

㸦輸送隊㸧

各����地����区

十勝総合振興局

報
告

連
絡

防災関係機関

�������

㸦総務課㸧

㸦幕別町㸧

帯広陸運支局

㸦輸送課㸧

報
告

北�海�道�警�察

釧路方面本部
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第５－９節 輸送計画

様式５-９９-１ 緊急通行車両確認証明書 

 第  号 

 年   月   日 

緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書 

 

知� � � 事� � � � � � � � � � � � � 印 

公安委員会� � � � � � � � � � � � � 印 

番号標に表示さ

れている番号 
 

輸送の用途（緊急

輸送を行う車両に

あっては、輸送人

員または品名） 

 

使用者 

住所 
 

（     ）   局       番 

氏名 
 

 

輸 送 日 時 
 

 

通 行 経 路 
出 発 地 目 的 地 

  

備     考 
 

 

備考：用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

様式５�９�２ 輸送記録簿�

輸� 送� 記� 録� 簿�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 幕� 別� 町�

輸送�

月日�
目的�

輸� 送�

区� 間�

�距離��

借 上 等� � � � � � � 修� � � � � � � � � 繕�
燃

 
 

料

 
 

費

 

実

 

支

 

出

 

額

 

備

 
 

 
 

 

考

 

使用車両�

金額�

故障車両等�
修繕�

月日�

修繕�

費�

故障�

�ࡢ

概要�
種類� 台数�

名称�

番号�

所有者�

氏� 名�

� � � � � 円�� � � 円�� 円� 円��

�

� � � � � � � � � � � � � �

計� � � � � � � � � � � � � �

� 注㸸� �� �ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ種類名㸧ࡢ救助ࡣ目的㸦又ࡿࡓ主ࠊࡣ目的ࠖ欄ࠕ
������ 㸰� 都道府県又ࡣ市町村ࡢ車両等ࡿࡼ場合ࠕࠊࡣ備考ࠖ欄車両番号ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�
������ 㸱� 借上車両ࡿࡼ場合ࠊࡣ有償無償ࢆ問ࡎࢃ記入ࠋࡇࡿࡍ�
������ 㸲� 借上等ࠕࡢ金額ࠖ欄ࠊࡣ輸送費又ࡣ車両等ࡢ借上費ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�
������ 㸳� �ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ故障箇所ࡧ原因及ࡢ故障ࠊࡣ概要ࠖ欄ࡢ故障ࠕ
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����

第第10節 食料供給計画�

災害時ࡿࡅ࠾被災者並ࡧ災害応急対策従事ࡿ࠸࡚ࡋ者対ࡿࡍ主要食料及ࡧ副食調味料ࡢ供

給ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 主要食料供給計画�

����� 実施責任者�

� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛�

� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ知事ࡢ委任ࢆ受ࡿ࠸࡚ࡅ町長ࡀ実施ࠋࡿࡍ�

����� 供給対策�

� 被災者対ࠊࡋ炊ࡁ出ࡿࡼࡋ給食ࢆ行࠺必要ࡿ࠶ࡀ場合�

� 被災者対ࠊࡋ供給機関ࡀ通常ࡢ供給ࢆ行ࡢࡑࠊࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇ࠺機関ࢆ通࡛࠸࡞ࡌ供

給ࢆ行࠺必要ࡿ࠶ࡀ場合�

�࢘ 災害地ࡿࡅ࠾救助作業ࠊ急迫ࡓࡋ災害ࡢ防止及ࡧ緊急復旧作業従事ࡿࡍ者対࡚ࡋ供給

�場合ࡿ࠶ࡀ必要࠺行ࢆ

����� 供給ࡢ方法及ࡧ手続等�

� 町長ࠊࡣ災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡢࡑࡣࡓࡲࠊ場合࡛ࠊ炊ࡁ出ࡋ等ࡢ給食必要࡞応

急用米穀等ࢆ現地࡛確保࡛ࡢࡑࠊࡣࡁ࠸࡞ࡁ確保ࡣ十勝総合振興局長ࢆ通࡚ࡌ知事要請ࠋࡿࡍ�

����� 主要食料ࡢ主࡞要請先�

� 供給ࡢ主࡞要請先ࠊࡣ別途定ࠋࡿࡵ㸦ࠕ資料編�資料�����災害時ࡿࡅ࠾幕別町商工会幕別

町間ࡢ協力関ࡿࡍ協定書ࠖ参照㸧�

２ 副食調味料供給計画 

����� 実施責任者�

� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 調達方法�

� 副食ࠊ調味料等ࡢ調達ࠊࡣ必要応࡚ࡌ町内ࡢ業者ࡽ納入ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍ町内ࡿࡅ࠾調達ࡀ

不可能ࡣࡁ࡞十勝総合振興局ࢆ経由ࠊ࡚ࡋ知事対ࡢࡑ࡚ࡋ斡旋ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

３ 炊き出し計画 

����� 実施責任者�

� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛ࡀ行ࠊࡀ࠺必要応࡚ࡌ各団体ࡢ協力

�ࠋࡿࡍ実施࡚ࡵ求ࢆ

����� 協力団体�

� 住民組織㸦公区㸧並ࡧ諸団体等ࡿࡍ�
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����� 炊ࡁ出ࡢࡋ対象者�

� 避難所収容ࡓࢀࡉ者�

� 住家被害ࢆ受࡚ࡅ炊事࠸࡞ࡁ࡛ࡢ者�

�࢘ 災害応急対策従事ࡿ࠸࡚ࡋ者�

����� 炊ࡁ出ࡋ施設等ࡢ状況�

� 町内ࡿࡅ࠾主࡞炊ࡁ出ࡋ施設ࠕࠊࡣ資料編� 資料㸳�㸰�避難所ࠖ掲ࡿࡆ避難所記載ࢀࡉ

�ࠋࡿࡵ求ࢆ協力ࡢ施設࡞可能ࡋ出ࡁ炊ࡢ町内ࡣ場合ࡢ不足ࠊࡋࡇࡿࡍ利用ࢆ施設ࡿ࠸࡚

����� 業者ࡢࡽ購入�

町ࠊࡣ直接炊ࡁ出ࡀࡇࡿࡍࡋ困難࡞場合࡛ࠊ米飯提供業者注文ࡀࡇࡿࡍ実情即ࡿࡍ

認ࠊࡣࡁࡿࡵ炊ࡁ出ࡢࡋ基準ࢆ明示ࠊࡋ米飯提供業者ࡽ購入ࠊࡋ供給ࠋࡿࡍ�

����� 炊ࡁ出ࡋ給与状況ࡢ記録�

炊ࡁ出ࢆࡋ実施ࡓࡋ場合ࠕࠊࡣ様式㸳�㸷�㸯�炊ࡁ出ࡋ給与状況ࠖ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

４４ 要配慮者対策 

要配慮者対ࡿࡍ食料品ࠊࡣ要配慮者ࡢ状況応࡚ࡌ食料等ࢆ調達ࠋࡿࡍ�

５ 救助法の適用と実施 

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第36節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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様式５�９�１ 炊き出し給与状況�

炊� �ࡁ 出� �ࡋ 給� 与� 状� 況�

����������������������������������������������������������������������������幕� 別� 町�

炊ࡁ出ࡋ�

場ࡢ名称�

月� � 日� 月� � 日� �

�

� 㸱日間小計� �

�

�
㸲 日 以 降� � � � � �

小� � � 計�

合

 
 

計

 

実
支
出
額

 

備

 
 

考

 

朝� 昼� 夜� 朝� 昼� 夜� � � 朝� 昼� 夜� � � 朝� 昼� 夜�

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � �

計� � � � � � � � � � � � � �� � � � � �

����注㸸ࠕ備考ࠖ欄ࠊࡣ給食内容ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�

�
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第第11節 給 水 計 画�

災害ࡾࡼ給水施設ࡀ被災ࡋたとき又は飲料水が枯渇あるいは汚染されて飲料水ࡢ供給ࡀ困難

 ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ応急給水ࡢࡵࡓࡿࡍ供給ࢆ飲料水ࡢ最小限度住民ࠊ場合ࡓࡗ࡞

１ 実施責任�

町は、給水活動を迅速かつ円滑に実施するための応急給水体制を確立し、地域住民の生活用水及び医

療機関等の医療用水を確認するとともに、給水施設等の応急復旧を実施する。 

(1)  実施責任者 

本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ建設対策部水道班ࠋࡿࡍ㹛�

救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ町長ࡀ行ࠋ࠺�

(2)  個人備蓄の推進 

町は、飲料水をはじめとする生活用水を災害発生後３日間分程度、個人において準備しておくよ

う、住民に広報していくものとする。（飲料水は１人１日３リットル） 

(3)   生活用水の確保 

災害時の生活用水の水源として、緊急貯水槽（耐震性貯水槽）と配水池の貯留水を主体とし、不

足する場合は、井戸水、自然水(川、ため池等の水)プール、受水槽、防火水槽等の水をろ過、滅菌

して供給するものとする。 

(4)   給水資機材の確保 

町は災害時に使用できる応急給水資機材の確保に努め、保有状況を常時把握し、給水人口に応じ、

給水車、散水車及び消防タンク車を所有機関から調達して、給水に当たるものとする。 

�

２ 給水方法 

� 建設対策部水道班ࠊࡣ保健環境部ࡢ指示基࡙ࡁ関係機関協力ࢆ求ࠊࡵ被災地域ࡢ給水ࢆ行ࠋ࠺�

����� 水道施設被害ࡿ࠶ࡀ場合�

� 緊急貯水槽の臨時給水栓及び給水車等ࠊ࡚ࡗࡼ飲料水ࢆ供給ࠋࡿࡍ�

����� 水道施設ࡕ࠺ࡢ給配水管ࡳࡢ被害ࡓࡗ࠶ࡀ場合�

� 被災地域ࡣ直ࡕ断水ࠊࡋ関係町民被害状況ࢆ周知徹底ࠊࡏࡉ緊急貯水槽の臨時給水栓及び

配水池から給水車ࠊ給水用資機材ࡾࡼ給水ࠋࡿࡍ�

����� 水源ࢆ含ࡴ水道施設全部ࡀ被災ࡓࡋ場合�

� 湧水ࠊ表流水ࢁࢆ過器ࢁࡾࡼ水ࠊࡋ消毒薬㸦次亜鉛素酸࣒࢘ࣜࢺࢼ等㸧࡛滅菌処理࡚ࡋ給水

�ࠋࡿࡅ受ࢆ提供ࡢ飲料水࡚ࡋ要請近隣市町村ࠊࡿࡍ

����� 給水ࡢ基準�

災害発生後ࠊࡣ㸯人㸯日㸱ࣜࢆࣝࢺࢵ目標ࡓࡋ給水ࢆ行ࠊ࠸順次㸯人㸯日��ࣜࢆࣝࢺࢵ目標

�ࠋࡿࡍ増量

ࡃ࠾࡚ࡋ備蓄࡚࠸࠾個人ࠊ災害発生後㸱日間分程度ࢆ生活用水ࡿࡍࡵࡌࡣࢆ飲料水ࠊࡓࡲ

�ࠋࡃ࠸࡚ࡋ広報住民ࠊ࠺ࡼ

�
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㸦給� 水� 目� 標㸧�

災害発生ࡢࡽ期間� 目� 標� 水� 量� 水量ࡢ根拠�

災害発生ࡽ㸱日� 㸱ࣜࣝࢺࢵ㸭人࣭日� 生命維持最小限必要࡞水量�

災害発生ࡽ��日� �㸭人࣭日ࣝࢺࢵࣜ�� 炊事ࠊ洗面࡞ࣞࢺࠊ最低生活水準ࢆ維

持ࡵࡓࡿࡍ必要࡞水量�

災害発生ࡽ��日� �㸭人࣭日ࣝࢺࢵࣜ��� 通常ࡢ生活࡛ࡣ不便࡛ࠊࡀࡿ࠶生活可能࡞

必要水量�

災害発生ࡽ��日� �㸭人࣭日ࣝࢺࢵࣜ��� �水量࡞必要生活ࡢ通常ࡰ

�

㸦給水輸送可能車両等等㸧�

車両等管理部署� 台� 数� 容� 量�
単位�

㸦ਁ㸧�
備� � 考�

幕別消防署� �台� ������� ਁ� 給水タンク車 

幕別消防札内支署� �台� ������� ਁ� 給水タンク車 

水道課 �台� ������� ਁ� 給水車 

〃 1基 2,000 ㍑ 給水タンク 

〃 1基 1,000 ㍑ 給水タンク 

３ 給水施設の応急復旧 

主要給配水管ࡢ応急復旧ࢆ行ࠊ࠸共同࡛使用ࡿࡍ大口径ࡢ給水栓ࢆ取付ࠊࡅ被災者飲料水ࢆ供給

�ࠋࡿࡍ

４ 救助法の適用と実施 

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第36節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

５ 給水の記録 

給水ࢆ実施ࡓࡋ場合ࠕࠊࡣ様式㸳�11�㸯�飲料水ࡢ供給簿ࠖ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

６ 農村部の営農用水及び簡易水道に係る給水計画 

農村部の営農用水及び簡易水道に係る給水計画は上記の計画に準ずる。 

７ 応援の要請 

町長は、自ら飲料水の供給を実施することが困難な場合は、他市町村又は道へ飲料水の供給又はこれ

に要する要員及び給水資機材の応援を要請するものとする。 
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様式５�111�１ 飲料水の供給簿�

供

 

給

 

月

 

日

 

対

 

象

 

人

 

員

 

給� 水� 用� 機� 械� 器� 具� 燃
 

料

  

費

 
実

 

支

 

出

 

額

 

備

 
 

 

考

 

名

 

称

 

借� � � � � � � 上� 修� � � � 繕� � � � 費�

数� 量� 所有者� 金� 額� 修繕月日� 修繕費� 修繕ࡢ概要�

� � � � � � � � �
� � �

��注㸸㸯� 供給簿ࠊࡣ借上料ࡢ有無ࡢ別ࢆ問ࡎࢃ作成ࠊࡋࡢࡶࡿࡍ有償ࡿࡼ場合ࠕࡳࡢ金額ࠖ欄額

�ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ

������㸰� �ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ修繕箇所࡞主ࡧ原因及ࡢ修繕ࠊࡣ概要ࠖ欄ࡢ修繕ࠕ

�

�

�
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第５－12節 上下水道施設対策計画

第第12節 上下水道施設対策計画 

� 上下水道施設ࠊࡣ電気ࢫ࢞ࠊ等並ࠊࡧ快適࡞生活環境ࡵࡓࡢ必要不可欠࠶࡛ࣥࣛࣇࣛ࡞

 ࠋࡿ࠶ࡀ必要ࡿࡵ努応急的確保ࡢ機能ࡢ࡚ࡋࣥࣛࣇࣛࡶ࡚࠸࠾災害時ࠊࡾ

�  ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ応急対策計画ࡢ上下水道施設ࠊࡵࡓࡢࡇ

１ 上水道施設 

災害ࡿࡅ࠾水道施設ࡢ復旧及ࡧ飲料水ࡢ確保対処ࠊࡵࡓࡿࡍ建設対策部水道班ࡣ必要࡞人員ࠊ

車両ࡢ確保ࠊ動員体制及ࡧ情報関連体制ࢆ確立ࠊࡋ被害ࡢ軽減速࡞ࡸ応急対策努ࡍࡢࡶࡿࡵ

�ࠋࡿ

����� 応急対策�

� 復旧対策基本方針�

取水ࠊ導水及ࡧ浄水施設ࡢ機能ࡢ確保ࢆ図ࠊࡾ浄水場ࡽ主要給水所至ࡿ送࣭配水幹線ࡢ

復旧ࢆ最優先ࠊࡋ断水区域ࢆ最小限࠺ࡼࡿࡍ配水調整ࢆ行ࡽࡀ࡞࠸復旧ࢆ進ࠊࡵ順次断水

区域ࡢ解消努ࠋࡿࡵ�

� 復旧対策内容�

�㺏��� 浄水場࣭配水場ࠊࡣ࡚࠸ࡘ被災箇所発見ࡢࡵࡓࡢ点検ࠊ受電施設ࡢ復旧ࣉ࣏ࣥࠊ回ࡾ

配管及ࡧ薬品注入管ࡢ漏洩部分ࡢ復旧万全ࢆ期ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 配水管࣭吸水管ࡢ被災箇所ࡢ発見ࢆ行ࠊ࠸復旧作業ࢆ進ࠋࡿࡵ�

㹟� 復旧作業�

復旧作業ࠊࡣ幕別町指定給水装置工事事業者ࡢ協力ࢆ得࡚行ࠋ࠺�

㹠� 資機材�

復旧要ࡿࡍ資機材ࡣ原則࡚ࡋ工事業者ࡀ措置ࠊࡀࡿࡍ一部不足࠸ࡘࡢࡶࡿࡍ

�ࠋࡿࡍ調達ࡀ建設対策部水道班ࡣ࡚

㹡� 施設࣮ࣝࣟࢺࣃ�

通信ࡀ途絶ࠊࡋ情報ࡀ入࠸ࡽ࡙ࡾ場合ࡾࡼ࣮ࣝࣟࢺࣃࠊࡣ࡚࠸࠾施設ࡢ点検ࢆ

行ࠊ࠸迅速࡞被害状況ࡢ把握努ࡵ被害ࡢ拡大ࢆ防止ࠋࡿࡍ�

�࢘ 配水調整�

�㺏��� 被害ࢆ受࠸࡞࠸࡚ࡅ配水管ࡢ配水ࢡࢵࣟࣈ等ࢆ解除ࠊࡾࡼࡇࡿࡍ配水管ࢆ最大限利

用ࠊࡋ断水区域ࡿࡁ࡛ࢆ限ࡾ縮小ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 他ࡢ水源ࡽ供給ࡀ可能࡞地区ࠊࡣ࡚࠸࠾暫定配水ࢆ受࡚ࡅ対応ࠋࡿࡍ�

�࢚ 応急給水�

本章�第11節ࠕ給水計画ࠖࠋࡿࡼ�

オ 応援体制 

災害に際して必要な応急対策を実施するため、関係機関及び自衛隊への応援派遣要請は、総

務班が次により行うものとする。 
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((ｱ)  関係機関への派遣要請手続 

日本水道協会北海道地方支部道東地区協議会（以下「協議会」という。）災害時相互応

援に関する協定に基づき、協議会区長に応援派遣を要請するものとする。 

応援を要請するときは、次の事項を明らかにして、とりあえず口頭、電話又は電信、無

線等により行い、後日、様式により速やかに、要請先まで提出する。 

ａ 災害の状況 

ｂ 必要とする資機材、物資等の品目及び数量 

ｃ 必要とする職員の職種別人員 

ｄ 応援場所への経路 

ｅ 応援の期間 

ｆ 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

(ｲ)  自衛隊への派遣要請手続 

ａ 派遣要請基準 

災害に際して、応急対策の実施が水道班の組織を動員、あるいはその他の手段をもっ

てしても不可能又は困難であると認められる場合は自衛隊派遣を要請するものとする。 

ｂ 派遣要請要領 

管理者は、自衛隊の派遣の必要があると判断される場合には、派遣要請書を市長に提

出するものとする。また、この場合で口頭又は電話等により要請した場合は、事後、速

やかに派遣要請書を提出するものとする。 

ｃ 派遣要請書の記載事項 

(a) 災害の状況及び自衛隊の派遣を必要とする理由 

(b) 派遣を必要とする期間 

(c）派遣を希望する人員、車両等の概数 

(d) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(e) 派遣部隊との連絡方法その他参考となる事項 

ｄ 自衛隊受入に関し留意すべき事項 

自衛隊の派遣が決定した場合、次の点に留意して、派遣部隊の任務が十分に達成でき

るように努めるものとする。 

(a) 派遣を要請した現地には、必ず責任者を立会させ、作業に支障を来たさないよう

自衛隊現地指揮官と協議決定すること。 

(b) 応急復旧に必要な資機材等については、上下水道部で準備し、自衛隊の活動が速

やかに開始されるよう留意すること。 

(c) 自衛隊の活動に対して、付近住民の積極的な協力を促すなど配慮すること。 

ｅ 撤収要請 

管理者は、災害による応急対策が終了し、自衛隊の派遣の必要がなくなった場合、速

やかに市長に自衛隊撤収要請の連絡を行うものとする。 

ｆ 応援受入れ体制 
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災災害時における応急給水作業、応急復旧作業等を迅速かつ適切に遂行するため、応援

受け入れ体制に関する指針（第103 回支部理事会決定 施行期日昭和55 年８月１日）に

基づき、次の事項について留意し、速やかに応援受け入れ体制を確立するものとする。 

(a) 応援隊の基地及び宿泊施設の確保 

(b) 応援活動用資機材の取り出し等準備 

(c) 指揮者、誘導者等職員の配備 

(d) 応援隊の作業及び役割分担 

(e) 応援期間及び経費その他協議を必要とする事項 

ｇ 相互応援体制 

日本水道協会北海道地方支部災害時相互応援に関する指針に基づき応援活動を行う

ものとする。 

����� 広報活動�

災害発生後ࠊࡣ断水ࠊ応急給水関ࡿࡍ広報活動ࢆ実施ࠊࡋ混乱防止努ࠋࡿࡵ広報車ࡿࡼ

巡回広報ࢆ実施ࠊࡀࡿࡍ復旧相当࡞期間ࢆ要ࡿࡍ場合ࠊࡣ報道機関ࡢ協力ࠊ広報ࢩࣛࢳ配布

等ࡾࡼ対応ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

２ 下水道施設 

下水道施設ࡢ被害対ࠊࡋ町長ࡣ雨水࣭汚水ࡢ流下支障࠺ࡼ࠸࡞ࡢ応急措置ࢆ講ࠊࡌ排水ࡢ万

全ࢆ期ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

����� 活動体制�

� 本部ࡢ非常配備体制基࡙ࡁ職員ࢆ配置ࠊࡋ被害調査ࠊ復旧対策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

� 非常配備編成連ࡢ各処理場ࠊࡋ基点ࢆ報告ࡢࡽ監視要員ࠊࡣ࡚ࡗ࠶処理場ࠊ場ࣉ࣏ࣥ

絡網ࡾࡼ緊急配備態勢ࠋࡿࢆ�

����� 応急復旧対策�

� 被害調査�

排水機能ࡢ支障ࡸ㸰次災害ࡢ発生ࢆ考慮ࠊࡋ管渠当ࡣ࡚ࡗࡓ幹線管渠ࡢ流下状況ࠊ軟弱地

盤地帯ࡢ管渠ࡢ調査及ࣉ࣏ࣥࠊ࣮࣐ࣝ࣍ࣥࡧ室ࠊ伏越室等ࡢ工作物ࡢ調査ࢆ速ࡸ行ࠋ࠺�

� 応急対策�

�㺏��� 管渠�

下水道管渠対ࠊࡣ࡚ࡋ汚水࣭雨水ࡢ流下支障࠺ࡼ࠸࡞ࡢ迅速応急措置ࢆ講ࡿࡎ

被害ࠊࡣ被害ࡢ幹線ࠊࡋ前提ࢆ本復旧ࠊࡣ被害ࡢ枝線ࠋࡿ立࡚ࢆ方針ࡢ本復旧ࠊࡶ

�ࠋ࠺行ࢆ本復旧ࡣ࠸ࡿ࠶応急࡚ࡌ応場所࣭程度ࡢ

�㺐��� 処理場及ࡧ中継ࣉ࣏ࣥ場�

停電ࡵࡓࡢ処理場ࠊ中継ࣉ࣏ࣥ場ࡢ機能ࡀ停止ࡓࡋ場合ࠊࡣ自家発電機ࣉ࣏ࣥࡿࡼ運

転ࢆ行ࠊ࠸機能停止ࡿࡼ排水不能ࡢ事態ࡀ起ࠋࡿࡍ࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡇ�

�㺑��� 復旧作業�
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復旧作業ࠊࡣ幕別町排水設備指定工事業者ࡢ協力ࢆ得࡚行ࠋ࠺�

�㺒��� 広報活動�

� 下水道施設被害ࢆ生ࡓࡌ場合ࡢࡑࠊࡣ被害状況及ࡧ復旧見込ࡳ等࡚࠸ࡘ広報ࢆ実施

�ࠋࡿࡵ努不安解消ࡿࡍ関生活排水ࡢ住民ࠊࡋ

３３ 農村部の営農用水及び簡易水道に係る給水計画 

農村部の営農用水及び簡易水道に係る給水計画は上記の計画に準ずる。 

�
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第第13節 衣料、生活必需物資供給計画�

災害時ࡿࡅ࠾被災者対ࡿࡍ被服、寝具、ࡢࡑ他生活必需品ࡢ給与並びに物資の供給確保関ࡿࡍ

事項ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 実施責任者 

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛が行うものとし、物資の調達が困難な

ときは、知事に斡旋及び調達を要請するものとする。�

����� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ町長ࡀ知事ࡢ委任ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�

２ 実施の方法及び対象者 

�� 町長ࠊࡣ災害ࡾࡼ日常生活必要࡞衣料ࠊ生活必需品等ࢆ失ࡓࡗ者対ࠊࡋ被害状況及ࡧ世帯

構成人員応ࠊ࡚ࡌ一時的急場ࡄࡢࡋࢆ程度ࡢ衣料ࠊ生活必需品等ࢆ給与ࡣࡓࡲ貸与ࠋࡿࡍ�

� 災害ࡾࡼ住家ࡀ全半壊ࠊ全半焼ࠊ流失ࡣࡓࡲ床上浸水ࡢ被害ࢆ受ࡅ、生活上必要な家財等が

喪失又はき損し、日常生活を営むことが困難な者 

� 災害ࡾࡼ被服ࠊ寝具ࡢࡑ他生活必需物資ࢆ亡失ࠊࡋ日常生活ࢆ営ࡀࡇࡴ困難思ࡿࢀࢃ者�

３ 衣料、生活必需物資の調達 

(1)  物資購入及び配分計画 

救助法の適用の有無にかかわらず、総務対策部総務班が世帯構成員別被害状況を把握の上、配

分計画を樹立し、これに基づき物資を購入する。 

(2)  給与または貸与物資の種類 

被災者給与ࡣࡓࡲ貸与ࡿࡍ救援物資ࡢ品目ࡡࡴ࠾࠾ࠊࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

� 寝具㸦毛布ࠊ布団等㸧�

� 外衣㸦洋服ࠊ作業服ࠊ子供服等㸧�

�࢘ 肌着㸦ࢶࣥࣃࠊࢶࣕࢩ等㸧�

�࢚ 身回品㸦ࠊࣝ࢜ࢱ手拭ࠊ靴下ࠊ傘等㸧�

�࢜ 炊事道具㸦鍋ࠊ炊飯器ࠊ包丁ࢫ࢞ࠊ器具等㸧�

�࢝ 食器㸦茶碗࠾ࠊ椀ࠊ皿ࠊ箸等㸧�

�࢟ 日用品㸦石鹸ࡾࡕࠊ紙ࠊ歯ࠊࢩࣛࣈ歯磨粉等㸧�

�ࢡ 光熱材料㸦ࠊࢡࢯ࣮ࣟࠊࢳࢵ࣐木炭ࠊ灯油等㸧�

�ࢣ �ࡢࡶࡿࢀࡽࡵ認࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡃ欠他日常生活ࡢࡑ

(3)  調達方法 

ア 必要な物資については、調達までの時間等を考慮し、応急的に対応できるだけの一定数量は、
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町町において備蓄保管するものとする。 

イ 日赤北海道支部は、毛布及び日用品セットを備蓄しており、必要に応じ日赤北海道支部長に要

請する。商工会、農業協同組合の協力により必要量を迅速に確保するものとする。 

ウ 調達にあたっては、あらかじめ町内の業者と協議し、緊急時に速やかな対応が可能となるよう

調達先を定め、災害に備えるものとする。 

エ 要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等）に対する生活必需品の調達については、十

分に配慮するものとし、社会福祉施設に対しては、要配慮者に配慮した物資の備蓄を促進するよ

う啓発するものとする。 

オ 町内で調達困難な場合は、近隣市町又は道に依頼し調達する。 

※「資料編 資料14-４ 災害時における幕別町商工会と幕別町間の協力に関する協定書」参照 

４ 給与及び貸与の方法 

本部長（総務対策部総務班）は、調達物資の受払状況を明確にし、給与又は貸与については前項の配

分計画に基づき行うものとする。 

５ 義援金品の取扱い 

町に送付された義援金品の取扱いは、民生対策部福祉班が担当し、受付の記録、保管、被災者への配

分等は、状況に応じて適切かつ正確に行うものとする。 

６ 救助法の適用と実施 

救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第36節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

７ 物資の給与状況の記録 

物資を供給した場合は、「様式５-13-１ 物資の給与状況」に記録しておかなければならない。 

なお、救助法による救助物資と義援物資とは、明確に区分して処理する。 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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様式５�113－１ 物資の給与状況�

物� 資� �ࡢ 給� 与� 状� 況�

幕� 別� 町�

住家被害�

程度区分�
世帯主氏名�

基礎ࡓࡗ࡞�

世帯構成人員�

給与�

月日�

物資給与ࡢ品名�
実支出額� 備考�

布団� 毛布� � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � � �

計�

全壊� 世帯� � � � � � � � �

半壊� 世帯� � � � � � � �

��災害救助物資࡚ࡋ上記ࡾ࠾ࡢ給与ࡇࡓࡋ相違ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶�

年� � 月� � 日�

給与責任者�

氏� � � 名� � � � � � � � � 印�

�

注㸸㸯� 住家ࡢ被害程度全壊㸦焼㸧ࠊ流失ࠊ埋没ࠊ半壊㸦焼㸧ࠊ床上浸水ࡢ別ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�

㸰� 受領年月日ࡢࡑࠊ世帯対࡚ࡋ最後給与ࡓࢀࡉ物資ࡢ受領年月日ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�

㸱� ��ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ数量品名ࠖ欄ࡢ物資給与ࠕ

�
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第第14節 石油類燃料供給計画 

 災害時の石油類燃料（ＬＰＧを含む）の供給については、本計画の定めるところによる。 

 
１ 実施責任者 

(1)  本部長（町長）［担当は、総務対策部総務班とする。］が行う。 

町長は、町が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとする。 

また、災害対策上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設における暖房用燃料の確保

に努めるものとする。 

(2)  救助法が適用された場合は、町長が知事の委任により実施する。 

 

２ 石油類燃料の確保 

(1)  町内で調達できる石油類燃料の調達先及び集積場所等の状況を把握しておくものとする。 

(2)  町内で石油類燃料の確保が困難な場合は、「災害時における石油類燃料の供給等に関する協

定」に基づき、帯広地方石油業協同組合及び同支部に協力を要請する。  

(3)  地域内において調達が不能になったときは、道に協力を求めることができる。 

(4)  ＬＰＧについては、「災害等の発生における幕別町と北海道エルピーガス災害対策協議会の応

急・復旧活動の支援に関する協定」に基づき、北海道エルピーガス災害対策協議会に協力を要請

する。 

 

（参考） 

※「資料編 資料14-５災害時における石油類燃料の供給等に関する協定」 

※「資料編 資料14-６災害等の発生における幕別町と北海道エルピーガス災害対策協議会の応急・

復旧活動の支援に関する協定」 
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第第15節 電力施設災害応急計画 

災害により電気施設に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合は、人命・住民生活の確保のため、

北海道電力㈱帯広支店は、各設備に有効な予防対策、二次災害発生の防止対策及び速やかな応急復旧対

策を講じ、公共施設としての機能を維持するため、電力施設災害応急計画は次に定めるところによる。 

１ 非常態勢 

(1)�� 非常災害対策帯広支店支部ࡢ設置�

ア� 災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊࡣ迅速ࡘ適切࡞予防ࠊ復旧対策ࢆ講

に基づき「非常災害対策帯広支「非常事態対策組織帯広支店支部運営マニュアル」ࠊࡵࡓࡿࡎ

店支部」ࢆ設置ࠊࡋ非常態勢ࢆ発令ࠋࡿࡍ�

イ� 非常災害対策帯広支店支部ࢆ設置ࠊࡣࡁࡓࡋ町ࠊ他関係行政機関速ࡸ通知ࡢࡶࡿࡍ

�ࠋࡿࡍ

ウ� 対策会議�

非常災害対策帯広支店支部ࠊࡣ気象情報、非常態勢、被害復旧の状況、復旧の順位及び報道࣭

広報対策等ࢆ協議ࠊࡵࡓࡿࡍ対策会議ࢆ開催ࠋࡿࡍ�

(2)�� 非常態勢区分�

区� � 分� 発� � � 令� � � �ࡢ � � 基� � � 準�

警戒態勢� 非常災害ࡀ生ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡿࡎ場合�

非常態勢� 相当ࡢ被害ࡢ発生ࡀ予想ࡿࢀࡉ場合ࡣࡓࡲ発生ࡓࡋ場合�

(3)�� 応急復旧要員ࡢ動員�

ア� 応急復旧従事ࡿࡍ要員ࡵࡌࡽ࠶ࢆ定ࠊࡁ࠾࡚ࡵ非常態勢発令後ࠊ速ࡸ対応࡛ࡼࡿࡁ

�ࠋࡿࡍ確立ࢆ態勢࠺

イ� 社外者㸦工事会社㸧ࡢ応援態勢ࢆ確立ࠋࡃ࠾࡚ࡋ�

ウ� 他地域ࡢࡽ救援隊員ࡢ応援ࢆ依頼ࡓࡋ場合ࠊ収容場所等受入態勢ࠊࡣ࡚࠸ࡘ町災害対策

本部ࡢ協力ࢆ得ࡿ等ࠊ万全ࢆ期ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

２ 応急復旧対策 

(1)�� 復旧順位�

各設備ࡢ復旧順位ࡣ原則࡚ࡋ下記ࠊࡀࡿࡍࡢࡶࡿࡼ災害状況ࠊ各設備ࡢ被害状況ࠊ各施

設ࡢ被害復旧ࡢ難易度ࢆ勘案ࠊ࡚ࡋ供給上復旧効果ࡢ大ࡽࡢࡶ࠸ࡁ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

ア� 変電設備�

(ｱ)� 主要幹線ࡢ復旧関ࡿࡍ送電用変電所�

(ｲ)� 市街地送࣭配電ࡿࡍ送電系統ࡢ中間変電所�

(ｳ)� 重要施設配電ࡿࡍ配電用変電所�

イ� 送電設備�
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((ｱ)� 全回線送電不能ࡢ主要線路�

(ｲ)� 全回線送電不能ࡢࡑࡢ他ࡢ線路�

(ｳ)� 一部回線送電不能ࡢ主要線路�

(ｴ)� 一部回線送電不能ࡢࡑࡢ他ࡢ線路�

ウ� 配電設備�

原則ࠊ࡚ࡋ人命関ࡿࢃ施設ࠊ対策ࡢ中枢࡛ࡿ࠶官公署ࠊ報道機関ࠊ収容避難場所等ࡢ施

設࡚࠸ࡘ優先的復旧計画ࢆ立࡚ࠊࡀࡿ災害状況ࠊ施設復旧ࡢ難易度等ࢆ考慮ࠊࡋ復旧効果

�ࠋ࠺行ࡽࡢࡶ࠸ࡁ大ࡢ

(ｱ)�� 病院ࠊ交通࣭通信࣭報道機関ࠊ水道ࠊࢫ࢞ࠊ官公署等ࡢ公共機関ࠊ避難場所ࡢࡑࠊ他重

要施設ࡢ供給回線�

(ｲ)� �その他の回線�

(2)�� 危険予防措置�

社会活動ࡢ混乱防止ࠊ住民生活ࡢ安定ࠊࡵࡓࡢ災害時ࡶ࡚࠸࠾原則࡚ࡋ送電ࢆ継続ࠊࡀࡿࡍ

円滑࡞防災活動ࢆ実施ࠊࡵࡓࡿࡍ警察ࠊ消防機関等ࡽ送電停止ࡢ要請ࡓࡗ࠶ࡀ場合ࠊࡣ適切

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡎ講ࢆ措置࡞

３ 広報活動 

(1)�� 災害時ࡿࡅ࠾住民ࡢ不安解消ࠊ事故防止ࠊࡵࡓࡢ報道機関ࡢ協力及ࡧ巡回車ࠊࡾࡼ次ࡢ事

項ࢆ周知ࠋࡿࡍ�

ア�� 垂ࢀ下ࡾࡀ電線ࡿࡼ感電防止�

イ�� 浸水家屋関ࡿࡍ屋内配線ࠊ電気器具等ࡢ使用ࡿࡼ漏電出火ࡢ注意�

ウ�� 電力施設ࡢ被害状況�

エ�� 復旧ࡢ見込ࡳ�

(2)�� 被害ࠊ事故ࡢ状況ࠊࡾࡼ各防災関係機関ࡢ協力ࢆ得࡚ࠊ広報巡回ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

 

図表５-15-２ 電力施設の災害情報連絡系統図 

�

�

�

�

�

�

�

�

北海道電力ओ�

帯広支店企画総務課�

࠙災害時ࡢ連絡先ࠚ�

��������������

�������������

帯広警察署�

�������������

幕別町役場�

昼間�������������㸦町民課長㸧�

夜間�������������㸦当直者㸧�

ͤ勤務時間外ࡣ当直者�

幕別消防署�

�������������

各報道機関�

十勝総合振興局�

�������������
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第第16節 ガス施設災害応急計画 

� 本計画ࠊࡣガス施設（埋設管等）のࢫ࢞漏ࡿࡼ࠸࠼火災࣭爆発ࡢ二次災害防止ࡾࡼ住民ࡢ安全

維ࢆ機能ࡢ公共施設ࠊࡋ目指ࢆ早期供給再開ࡢࢫ࡚࢞ࡗࡼ応急復旧࡞ࡸ速ࠊࡶࡿࡍ確保ࢆ

持ࢆࡇࡿࡍ目的ࠋࡿࡍ�

１ 非常災害の事前対策 

� ガス事業者は、ガス事業法第30条第1項に基づき保安規程を定め、技術上の基準に適合するよう工

作物の維持を図るほか非常災害の事前対策、災害発生時の応急対策等個々の実態に応じた応急対策を

講ずるものとする。 

(1)  情報連絡 

ア 気象等警報・注意報並びに情報等については新聞、ラジオ、テレビ等に注意し、その動静を

把握するとともに当該地域の風速、降水量、その他気象状況について各関係機関と緊密に連絡

をとる。 

イ 災害発生前の情報交換、その他の連絡をかねて一定時間毎に関係各係と確認しておく。 

(2)  各設備の予防強化 

ア 業務設備 

ス事業者の総務部門が他の応援を得て行うこととし、下記事項については予め措置を講じて

おくものとする。 

(ｱ) 要員の確保 

(ｲ) 防火、防水、救命用具の点検整備 

(ｳ) 非常持出品の搬出整備 

(ｴ) 建物の補強 

(ｵ) 建設中の設備並びに資材の補強及び損害防止 

(ｶ) 排水設備の点検整備 

イ 製造設備、供給設備 

ガス事業者の製造部門と供給部門が他の応援を得て行うこととし、下記事項についてはあら

かじめ措置を講じておくものとする。 

(ｱ) 被害を受けるおそれのある製造設備、供給設備等においては、特に諸施設の災害予防につ

いて応急施策を講じこれの強化を図る。 

(ｲ) 配管等の設備において工事実施中あるいは仮工事のものは補強又は応急処置を講じ、又道

路掘削場所は速やかに復旧して交通に支障をきたさないよう措置すること。 

(ｳ) 電気設備、電話線等の保守 

(ｴ) その他設備毎に対策をたてて強化を図る。 

(3)  人員の動員連絡の徹底 
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アア 保安規程に基づき組織および分担業務を定め、いつでも出動し得るよう態勢を確立しておく。 

イ 社外社(下請者)に応援を求める場合の動員表を作成し、連絡体制を確立しておく。 

ウ 道に応援を要請する場合は、道の災害対策（連絡）本部と密接な連絡をとるものとする。 

(4)  工具、機動力、資材等の整備確認 

予め工具、車輌等を整備して応急出動に備えるとともに手持資材の数量を調査し、復旧工事に

支障のないよう手配するものとする。 

(5)  宿舎、衛生、食糧等について 

宿舎、衛生、食糧、衣服、緊急薬品について予め対策を講じ、復旧作業に当たって、遺漏のな

いよう確保すること。 

(6)  火災、中毒事故防止対策 

広報車、ビラ、ラジオ、テレビその他適切な方法により、下記事項の一般公衆に対する啓発宣

伝を行い事故防止に努める。 

ア 無断ガス工事を禁止する。 

イ ガス漏洩等の不良箇所を発見した場合、直ちにガス事業者へ通報を依頼する。 

ウ 災害の発生が予想される時は前もってメーターコックの閉止をする。 

２ ガス施設応急対策 

����� 町ࡀ実施ࡿࡍ対策�

� 町道ࡢ被害状況ࡢ把握�

� 掘削工事ࢆ伴࠺場合ࠊࡣ他ࡢ占用物件ࡢ情報ࢆ提供ࠊࡋ㸰者以上ࡢ応急工事ࡿ࠶ࡀ場合ࠊࡣ

工事現場ࡀ混雑ࡢࡵࡓ࠸࡞ࡋ調整ࡢ実施�

�࢘ 住民ࡢ広報活動�

����� �対策ࡿࡍ実施ࡀ事業者ࢫ࢞

ガス事業者は、ガス事業法第30条により定められた「保安規程」及び「ガス漏洩及び導管事故

等処理要領」その他災害対策に関する諸規程によるほか、警察・消防機関と連携を密にし、二次

災害の防止に努めるものとする。 

� �緊急措置ࡧ早期発見及ࡢ損傷箇所ࠊ点検ࡢ施設ࢫ࢞

�㺏��� 被害ࠊ࠸行迅速ࢆ収集ࡢ各種情報ࠊࡶ࠺行ࡽ重要地点ࢆ巡回点検ࡢ施設ࢫ࢞

�ࠋࡿࡍ把握早期ࢆ規模ࡢ

�㺐��� 被害ࡀ大規模࡞地域ࠊࡣ࡚ࡗ࠶供給所ࠊ整圧所及ࡧ導管設置ࡿ࠶࡚ࡋ遮断弁ࢆ利用

�実施ࢆ応急復旧活動ࠊ後ࡓࡋ停止ࢆ供給ࡢࢫ࢞ࡢ㸧ࢡࢵࣟࣈ一部地域㸦ࡣࡓࡲ全域࡚ࡋ

� 二次災害ࡢ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊࡣ町協力࡚ࡋ住民避難措置ࢆ行ࠋ࠺�

�࢘ 復旧人員ࡢ確保�

当該ࢫ࢞事業者ࡣ࡛ࡅࡔ復旧࡛࠸࡞ࡁ判断ࡓࡋ場合ࡣ直ࢫ࢞ࠊࡕ事業者間ࡢ応援協定
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基࡙ࠊࡁ応援ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

�࢚ 復旧資機㸦器㸧材ࡢ調達�

�࢜ 受入側ࠊࡣ࡚ࡗ࠶応援ࢫ࢞事業者ࡢ受入体制ࡢ整備ࠊ応援側ࠊࡣ࡚ࡗ࠶適時ࠊ適切࡞応

援体制�

�࢝ 復旧状況ࢫ࢞ࠊ使用上ࡢ注意等必要࡞事項ࢆ住民及ࡧ関係機関㸦町࣭警察࣭消防等㸧ࡢ広

報及ࡧ報告�

����� 住民ࡀ実施ࡿࡍ対策�

�。場場合、直ちにガス事業者又は町へ通報するࡓࡋ感知ࢆ臭ࢫ࢞ࡣࡓࡲ発見ࡢ施設損壊ࢫ࢞

３ ガス施設（埋設管）応急供給計画 

事業者ࠊࡣ復旧計画ࢆ立案ࠊࡋ応急供給計画ࢆ実施ࠋࡿࡍ復旧ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶病院ࠊ避難所等重要

施設ࡢ早期復旧ࢆ実施ࡈࢡࢵࣟࣈࠊࡶࡿࡍ応急復旧活動ࢆ実施ࠊࡋ工事完了ࡽࢡࢵࣟࣈ

順次供給ࢆ再開ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ可能࡞範囲࡛供給系統ࡢ切替࠼等ࢆ行ࠊ࠸早期ࡢ供給再開努ࠋࡿࡵ�

４ 緊急時の連絡体制 

� 図表㸳�16�㸯� �災害情報連絡系統図ࡢ施設ࢫ࢞

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

帯広ࢫ࢞ओ�

�����24-4200 

ｲﾜﾀﾆ北海道(株) 帯広営業所 

0155-61-4122（札内）56-1005 

帯広警察署�

�������������

幕別町役場�

昼間�������������㸦町民課長㸧�

夜間�������������㸦当直者㸧�

ͤ勤務時間外ࡣ当直者�

幕別消防署�

�������������

各報道機関�

関係住民࣭事業所�

十勝総合振興局�
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＜＜ガス施設（埋設管）供給箇所＞ 

平成２５年９月㸯日現在�

供給地域名� 対象公区� 供給面積� 供給世帯� 供給元�

�南団地ࡸࡋ࠶

�

泉町ࡢ一部ࡸࡋ࠶ࠊ中央ࡢ

一部ࡸࡋ࠶ࠊ南㸯ࡋ࠶ࠊ

文ࠊ一部ࡢ町ࡎࡳࠊ南㸰ࡸ

京町ࡢ一部�

㸰㸱㸬㸲㹦㹟� ５８２世帯�

帯広ࢫ࢞ओ�

（ＬＰガ

ス） 

�ࣥ࢘ࢱ࣮ࣗࢽࢺࢵࣟࢳ
青葉町㸯ࡢ一部ࠊ青葉町㸰ࡢ

一部�
㸰㸮㸬㸯㹦㹟� ２３５世帯�

千住ࣥ࢘ࢱ࣮ࣗࢽ����
暁町東ࡢ一部ࠊ暁町㸰ࠊ暁町

北�
㸰㸴㸬㸱㹦㹟� １４５世帯�

旭町団地� 旭町㸰ࠊ旭町㸲� 㸯㸱㸬㸳㹦㹟� ２０９世帯�

春日団地� 春日町� � 㸱㸬㸮㹦㹟� １４世帯�

ｲﾜﾀﾆ北海道

(株) 帯広営

業所 

（ＬＰガ

ス） 

�
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第第 17 節 医療救護計画 

災害ࡢࡑࡾࡼ地域ࡢ医療機関ࡢ機能ࡀ失ࡣࡓࡲࠊࢀࢃ著ࡃࡋ不足ࡣࡃࡋࡶࠊࡋ医療機関ࡀ混乱ࡋ

 ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ実施ࡢ助産ࡣ応急医療又ࡿࡅ࠾場合ࡓ

 
１ 実施責任者 

(1) � 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ民生対策部保健班ࠋࡿࡍ㹛 
(2) � 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ町長ࡀ行ࠋ࠺ 
(3) � 上記ࠊࡣ（一社）十勝医師会㸦以下ࠕ十勝医師会ࠖࠋ࠺࠸㸧等緊密࡞連絡協議ࡶࡢ実施

 ࠋࡿࡍ

２ 医療及び助産の対象者並びにその把握 

(1) � 対象者 
� 医療及ࡧ助産ࡢ対象者ࠊࡣ医療ࢆ必要ࡿࡍ状態ࠊࡎࡽࢃࡶࡿ࠶災害ࡵࡓࡢ医療ࡢ途

 ࠋ者ࡓࡗ失ࢆ途ࡢ助産ࡵࡓࡢ災害ࠊ分娩者࡛ࡢ日前後㸵日以内ࡢ災害発生ࡧ者及ࡓࡗ失ࢆ
(2) � 対象者ࡢ把握 

� 対象者ࡢ把握ࠊࡣ所管ࡢ如何ࢆ問ࠊࡎࢃ公区長ࡸ避難所管理責任者等ࢆ通ࡿࡁ࡛࡚ࡌ限ࡾ正確

 ࠋࡿࡍ報告本部長ࡋ把握迅速ࡘ
報告ࢆ受ࡓࡅ本部長ࠊࡣ直ࡕ救護関ࡋ医師ࠊ助産師等ࡢ派遣要請ࠊ救護所ࡢ開設ࠊ患者ࡢ

救急輸送ࠊ通信連絡ࡢ確保ࠊ医療資機材ࡢ確保ࠊ手配等必要࡞措置ࢆ講࠺ࡼࡿࡎ関係部班指

示ࠋࡿࡍ 

３ 救護班及び救急医療班の編成 

町長ࠊࡣ災害ࡾࡼ医療ࢆ必要ࡿࡍ場合ࠊ民生対策部保健班ࢆ主体ࠊ救護班を編成し応急救護

十勝医師ࠊࡣ場合等ࡿ࠼超ࢆ診療能力ࡢࡑࡣࡓࡲࠊ場合࡞困難ࡀ編成ࡢ民生対策部保健班ࠋࡿࡓ࠶

会等救急医療班ࡢ編成及ࡧ派遣ࢆ要請ࠊࡋ応急医療ࠋࡿࡓ࠶救急医療班ࡢ編成基準ࠊࡣ十勝医師

会等ࡢ定ࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ  
また、災害急性期には必要に応じ知事に対して、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び災害派遣精

神医療チーム（ＤＰＡＴ）の出動要請を行うものとする。 
町は、被災者のニーズ等に的確に対応した健康管理を行うため、保健師等による保健指導及び栄養

指導を実施する。 

４ 関係機関の応援 

(1)���町長ࠊࡣ災害規模応࡚ࡌ次ࡢ関係機関ࡢ応援要請ࢆ行ࠋ࠺�

�����ア 十勝医師会 

イ� 医療班ࡢ支援㸦日本赤十字社救護班ࠊ国立࣭道立病院等㸧�

ウ� 患者ࡢ移送㸦自衛隊㸧�

エ� 町内医療機関�

オ� 災害派遣医療࣒࣮ࢳ㸦㹂㹋㸿㹒㸧�

カ� 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ） 

なお、十勝医師会への要請は、「資料編 資料６-３ 災害時の医療救護活動に関する協定書」

及び「同編 資料６-４ 災害時の医療救護活動に関する協定書実施細則」による。 

�

(2)  要請する場合には、次の項目を通知する。 

ア 災害発生の日時、場所、原因及び状況 

イ 出動の時期及び場所 

ウ 出動を要する人員及び資機材 

エ その他必要な事項 

�

５ 医薬品等の確保 
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医療ࠊ助産必要࡞医薬品及ࡧ衛生機材及及び暖房用燃料等の確保は、保健班または医療班が町内医

薬品等の取扱業者から調達するものとしࠊ町内࡛ࡣ調達࡛࠸࡞ࡁ場合ࠊ災害ࡢ状況等ࡾࡼ隣接市町

村長及ࡧ知事調達ࢆ申請ࠋࡿࡍ 
 ࠋࡿࡼ資料編 資料㸴-㸰 医療衛生材料調達先一覧表ࠖࠕࠊࡣ調達先ࡢ医薬品等ࡢ町内ࠊ࠾࡞

６ 患者の移送 

傷病患者ࡢ移送ࠊࡣ現地࡛ࡢ応急措置ࡢ後ࠊ災害拠点病院、救急指定病院又は最寄ࡢࡾ病院移送

 ࠋࡿࡍ

７ 救助法の適用と実施 

救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章第 36 節 災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧 

８ 関係医療機関の状況 

� �ࠋࡾ࠾ࡢ資料編�資料㸴�㸯�医療機関一覧表ࠖࠕ

９ 保健班の活動状況の記録 

保健班ࡢ活動状況等࡚࠸ࡘ次ࡾࡼ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ 
(1) � 保健班活動状況㸦様式㸳-17-㸯㸧 
(2) � 病院診療所医療実施状況㸦様式㸳-17-㸰㸧 
(3) � 助産台帳㸦様式㸳-17-㸱㸧 

 

 

 

 

様式５-17-１ 保健班活動状況 

保� 健� 班� 活� 動� 状� 況 
 

医師名� � � � � � � � � � 印 

月� 日 市 町 村 名� � � � � � �  患� 者� 数 措 置 ࡢ 概 要� � � � � �  死体検案数 修 繕 費 備� � 考 

  人  人 円  

 

       

計 
      

 � 注㸸�  ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ活動期間ࠊ編成ࡢ班備考ࠖ欄ࠕ
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様式５-117-２ 病院診療所医療実施状況 

病 院 診 療 所 医 療 実 施 状 況 
幕� 別� 町 

診療機関名 患者氏名 診療期間 病� � 名 
診 療 区 分� � � � �  診療報酬点数 

金� 額 備� 考 
入院 通院 入院 通院 

  月 日    点 点 円  

 

          

計 
         

 � 注㸸�  ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ印ۑ該当欄ࡣ診療区分ࠖ欄ࠕ
 

 

 

 

様式５-17-３ 助産台帳 

助� � � 産� � � 台� � � 帳 
� � � � � � � � � � � 幕� 別� 町 

分 娩 者 氏 名� � � � � �  分 娩 日 時� � � � � �  助 産 機 関 名� � � � � �  分 娩 期 間� � � � � �  金� � � � 額 備� � � 考 

   
月� 日㹼月� 日 円  

 

      

計 
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第第18節 防 疫 計 画 

被災後ࠊ復旧ࡢ࡛ࡲ間ࡿࡅ࠾被災者ࡢ健康ࡢ確保ࢆ目的ࠊ࡚ࡋ被災者ࡢ健康状態ࡢ把握࣭健康

相談等ࡢ保健活動ࠊ感染症ࡢ発生予防措置࣭ࢇࡲ延防止措置ࠊ食品衛生指導ࠊ食生活ࡢ状況ࡢ把握及

�ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ栄養改善対策等ࡧ

１ 実施責任者 

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ民生対策部衛生班及ࡧ保健班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 災害ࡿࡼ被害ࡀ甚大࡛ࠊ町࡛ࡳࡢ防疫ࡢ実施ࡀ不可能ࡣࡓࡲ困難ࠊࡣࡁ࡞知事ࡢ応援ࢆ求

�ࠋࡿࡍ実施ࡵ

２ 防疫実施組織 

� 災害防疫実施ࡢࡵࡓࡢ各種作業実施組織ࠊ࡚ࡋ町長ࡣ次ࡢ班等ࢆ編成ࠋࡿࡍ�

����� 防疫班ࡢ編成�

� 民生対策部衛生班ࡳࡎࡡࠊࡣ族ࠊ昆虫等ࡢ駆除及ࡧ消毒等ࡢ防疫実施ࠊࡵࡓࡢ民生対策部保健

班連携࡚ࡋ防疫班ࢆ編成ࠋࡿࡍ�

� �ࠋࡿࡍ編成࡚ࡗࡶࢆ作業員㸰㹼㸱名ࠊ事務職員㸯名ࠊ衛生技術者㸯名ࡡࡴ࠾࠾ࡣ防疫班ࠊࡓࡲ

�注�� 民生対策部衛生班ࡢ活動範囲ࡣ主要箇所ࡢ外部消毒ࢆ主ࠊࡋ家屋内部ࡢ消毒ࡢࡑ他ࡣ被

災家族࡛処理ࠋࡿࡍ�

３ 感染症の予防 

����� 防疫ࡢ措置�

町長ࠊࡣ次ࡢ事項ࠕ࡚࠸ࡘ感染症ࡢ予防及ࡧ感染者ࡢ患者対ࡿࡍ医療関ࡿࡍ法律㸦平成

��年法律第���号ࠋ以下ࠕ感染症予防法ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠖ基࡙ࠊࡁ必要ࡿ࠶ࡀ認ࡿࡵ場合及ࡧ知

事ࡢ指示命令ࡓࡗ࠶ࡀ場合ࠊࡣ範囲及ࡧ期間ࢆ定࡚ࡵ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

� 感染症の病原体に汚染された場所の消毒関ࡿࡍ指示㸦感染症予防法第��条第�項㸧�

� �指示㸦感染症予防法第��条第�項㸧ࡿࡍ関駆除ࡢ昆虫等ࠊ族ࡳࡎࡡ

�࢘ 生活用水ࡢ供給関ࡿࡍ指示㸦感染症予防法第��条第�項㸧�

�࢚ 物件係ࡿ措置関ࡿࡍ指示㸦感染症予防法第��条第�項㸧�

�࢜ 公共ࡢ場所ࡢ清潔方法関ࡿࡍ指示�

�࢝ 臨時予防接種関ࡿࡍ指示㸦予防接種法第�条第�項及ࡧ第�条㸧�

����� 検病調査及ࡧ保健指導等�

� 避難所ࠊ࡚࠸࠾検病調査ࡀ必要࡞場合ࠊࡣ北海道ࡢ検病調査班連携ࠊࡋ少１ࡶࡃ࡞日

㸯回以上ࠊ検病調査ࢆ行ࠋ࠺�

� 町ࠊࡣ町内ࡢ衛生組織ࡢࡑࠊ他関係機関ࡢ協力ࢆ得࡚防疫情報ࡢ早期把握努ࠋࡿࡵ�

�࢘ 検病調査ࡢ結果ࠊ必要ࡿ࠶ࡀ場合ࠊ当該者対ࡋ医療機関受診指導等ࡢ保健指導ࢆ実施ࠋࡿࡍ�
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����� 臨時予防接種�

被災地ࡢ伝染病発生ࢆ予防ࡵࡓࡿࡍ必要ࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀ知事ࡢ指示ࢆ受ࡅ予防接種ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 清潔方法�

家屋周辺ࡢ清潔方法ࠊࡣ各個人࡚࠸࠾実施ࠊࡋࡢࡶࡿࡍ町長ࡣࡓࡲ知事ࡢ指示ࠊࡾࡼ町

内ࡿࡅ࠾道路溝渠ࠊ公園等ࡢ公共ࡢ場所ࢆ中心実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡏࡉ�

� �ࡈ �ࡳ

� 収集ࠊࡳࡈࡓࡋ汚染物ࡢࡑ他ࡢ汚物ࡣ焼却ࠊ埋立等衛生的処分ࡢࡇࠋࡿࡏࡉ場合ࡢ取扱࠸

�ࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡍ規定法律㸦昭和��年法律第���号㸧ࡿࡍ関清掃ࡧ処理及ࡢ廃棄物ࡣ

� �ࡋ 尿�

� 不ࡾࡼ方法ࡢ等ࡿࡏࡉ利用ࢆ下水道終末処理施設ࡣࡓࡲ尿処理施設ࡋࡾ限ࡿࡁ࡛ࠊࡣ尿ࡋ

衛生࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞処分ࠋࡿࡍ�

����� 消毒方法�

町長ࠊࡣ感染症予防法第��条第�項ࡢ規定基࡙ࡃ知事ࡢ指示ࠊࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀ感染症予防法

施行規則第��条及ࡧ平成��年�月��日ࠊ健医感発第��条ࠕ一類感染症ࠊ二類感染症ࠊ三類感染症

ࡸ速ࠊ上࡛ࡓࡋ確保ࢆ所要量ࡢ薬剤ࡁ基࡙規定ࡢ࡚ࠖ࠸ࡘࡁ手引ࡿࡍ関消毒࣭滅菌ࡢ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ実施ࢆࢀࡇ

����� �駆除ࡢ昆虫等ࠊ族ࡳࡎࡡ

町長ࠊࡣ感染症予防法第��条第�項ࡢ規定基࡙ࡃ知事ࡢ命令ࠊࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀ感染症予防法

施行規則第��条ࡢ規定基࡙ࡁ薬剤ࡢ所要量ࢆ確保ࠊࡋ速ࢆࢀࡇࡸ実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

����� 生活用水ࡢ供給�

町長ࠊࡣ感染症予防法第��条第�項ࡢ規定基࡙ࡃ知事ࡢ指示ࡢࡑࠊࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀ期間中継

続࡚ࡋ容器ࡾࡼ搬送ࢁࡣࡓࡲࠊ水機ࢁࡾࡼ過給水等実情応ࠊࡌ特配水器具等ࡣ衛生的

処理࡚ࡋ実施ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ供給量ࡣ�日�人当ࡾࡓ約��ࣜࡀࡇࡿࡍࣝࢺࢵ望ࠋ࠸ࡋࡲ�

����� 一般飲用井戸等ࡢ管理等�

飲用水飲用井戸等ࢆ利用ࡿ࠸࡚ࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾町長ࡣ当該井戸等ࡢ設置者等対ࠊࡋ北海

道飲用井戸等衛生対策要領基࡙ࡃ水質検査及ࡧ汚染ࡀ判明ࡓࡋ場合ࡢ措置࡚࠸ࡘ十分指導

徹底ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

４４ 避難所等の防疫指導 

� 町長ࠊࡣ避難所等ࡢ応急施設࡚࠸ࡘ次ࡾࡼ防疫指導等ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 健康調査等�

避難所等ࡢ管理者連携ࠊࡋ避難者ࡢ健康状況ࢆ適宣把握ࠊࡶࡿࡍ必要応࡚ࡌ医療機

関受診等ࡢ保健指導等ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 清潔方法ࠊ消毒方法ࡢ実施�

十勝総合振興局保健環境部保健行政室ࡢ指導ࠊࡶࡢ避難所等ࡢ清潔方法ࢆ指導ࠊࡶࡿࡍ



本 編 第５章 災害応急対策計画 

�

第㸳㸫��節�防疫計画�

����

避難者衣服等ࡢ日光消毒ࢆ行࠺ࡼ࠺指導ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ必要ࡣࡁࡿ࠶ࡀ消毒液等ࢺࠊࡾࡼ

�ࠋࡿࡍ指導࠺ࡼࡿࡍ実施ࢆ消毒ࡢ洗濯場等ࠊ炊事場ࠊࣞ

����� 集団給食�

� 給食従事者ࠊࡣ原則࡚ࡋ健康診断ࢆ終了ࡓࡋ者ࢆ専従ࠊࡓࡲࠋࡿࡏࡉ配膳等ࡢ衛生保持及ࡧ

残廃物ࠊ塵芥等ࡢ衛生的処理ࠊࡶ࡚࠸ࡘ十分指導徹底ࠋࡿࡏࡉ�

����� 飲料水ࡢ管理�

飲料水ࠊࡣ水質検査ࢆ実施ࠊࡶࡿࡍ使用ࡢ都度消毒ࠋࡿࡏࡉ�

５５ 防疫用資器材の調達 

防疫を行うに当たり、町が保有する消毒器等の防疫用資器材が不足した場合は、十勝総合振興局保健

環境部保健行政室又は隣接市町村より借用するものとする。 

６ 家畜・畜舎等の防疫 

(1)  実施責任者 

被災地の家畜防疫は知事が行うものとする。［担当は、十勝家畜保健衛生所長］ 

(2)  実施方法 

� � � 家畜ࡢ防疫ࠊࡣ࡚࠸ࡘ十勝家畜保健衛生所ࠊ十勝農業共済組合等協力࡚ࡋ実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ

�ࠋ࠺行࡚ࡗࡼ指示ࡢ十勝家畜保健衛生所長ࡣ対策࡞具体的ࠊ࠾࡞

(3)  家畜の救護 

十勝総合振興局長は、町、農業共済組合、家畜診療獣医師等と協力し、家畜救護に当たるもの

とする。 
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第第19節 廃棄物等処理計画 

災害時ࡿࡅ࠾被災地ࡳࡈࡢ収集ࡋࠊ尿ࡳࡃࡢ取ࠊࡾ死亡獣畜ࡢ処理等㸦以下ࠕ廃棄物ࡢ処理ࠖ

ࡓࢀࡤ運周辺ࡢࡑࡣࡓࡲ住居ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ定ࡢ本計画ࠊࡣ࡚࠸ࡘ業務ࡢ㸧ࠋ࠺࠸

土石ࠊ竹木等ࡢ除去ࠊࡣ࡚࠸ࡘ本章第25節ࠕ障害物除去計画ࠖࠋࡿࡼ 

１ 実施責任者 

����� �尿処理ࡋࡧ及ࡳࡈ

� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ民生対策部衛生班ࠋࡿࡍ㹛�

� 町長ࠊࡣ災害ࡿࡼ被害ࡀ甚大࡛ࠊ町࡛ࡳࡢ処理ࡀࡇࡿࡍ困難࡞場合ࠊࡣ隣接市町村ࡓࡲ

�ࠋࡿࡍ実施ࡵ求ࢆ応援道ࡣ

����� 死亡獣畜㸦牛ࠊ馬ࠊ豚ࢇࡵࠊ羊ࡂࡸࠊ等ࡢ死ࡢࡶࡔࢇ㸧ࡢ処理ࠊࡣ所有者ࡀ行ࠋ࠺所有者ࡀ判

明ࡣࡓࡲࠊࡁ࠸࡞ࡋ所有者࡚࠸࠾処理ࡀࡇࡿࡍ困難ࠊࡣࡁ࡞町長ࡀ実施ࠋࡿࡍ�

２ 廃棄物等の処理方法 

����� �処理班ࡳࡈ

� �ࠋࡿࡍ編成ࢆ処理班ࡳࡈࠊࡵࡓࡿࡍ実施効果的ࢆ作業ࡢ処理等ࡢ死亡獣畜ࡧ収集及ࡢࡳࡈ

� �ࠋࡿ࡚࠶࡚ࡗࡶࢆ者ࡿࡍ指示ࡀ町民課長ࡣ班員ࠊࢆ町民課長ࡣ班長ࡢ処理班ࡳࡈ

����� �方法ࡢ収集処分ࡢࡳࡈ

� 町長ࠊࡣ被害ࡀ甚大࡞場合ࠊ一時的ࡁࢀࡀ等ࢆ保管ࡿࡍ場所㸦仮置場㸧ࢆ設置࡛ࡀࡇࡿࡍ

搬㸧࣮ࢱࣥࢭ南十勝環境衛生࣭࣮ࢱࣥࢭࢇࡾࡾࡃ一般廃棄物処分場㸦計画的ࠊࡣ処理ࠋࡿࡁ

入ࠊࡋ処理ࡀࢀࡇࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍ困難࡞場合ࠊࡣ民間業者等ࡢ処分場処理ࢆ委任ࠋࡿࡍ�

����� �収集方法ࡢ尿ࡋ

ア 収 集 

(ｱ) 被災地域の完全収集にあたるものとするが、被災地域での処理能力が及ばない場合は、

一時的に便槽内量の2～3 割程度の収集を全戸に実施し、各戸の便所の使用を早急に可能に

するものとする。 

(ｲ) 避難が実施された場合には、避難所及び被災地区を重点的に収集にあたるものとし、状

況により、応急仮設便所を設置するものとする。 

イ 処 理 

終末処理施設（中島処理場）を使用して完全処理に努めるものとするが、災害の状況により

施設処理能力を超過するなど完全処理が不可能な場合は、一時貯留し、後日、処理施設で処理

するものとする。 

３ 野外仮設共同トイレの設置 

���� �ࠋࡿࡍ設置ࢆࣞࢺ共同野外ࡌ応必要ࠊ場合ࡓࡅ受ࢆ被害ࡢ水等ࡗ࠸ࠊ倒壊ࡀࣞࢺ

���� 共同ࠊࡣࣞࢺ必要箇所最小限度ࡢ仮設ࢆࣞࢺ設ࡢࡇࠋࡿࡅ場合恒久対策ࡢ障害ࡠࡽ࡞

�ࠋࡿࡍ配慮࠺ࡼ
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４４ 死亡獣畜の処理 

(1)   死亡獣畜の処理は、所有者が行うものとする。 

(2)   所有者が判明しないとき、又は所有者が実施することが困難なときは、町長が実施するもの

とする。 

(3)   死亡獣畜の処理は、移動し得る死亡獣畜については、死亡獣畜取扱場において、集中焼却し、

又は埋却するものとする。 

(4)   死亡獣畜取扱場が使用できない場合又は運搬することが困難な場合は、十勝総合振興局保健

環境部長の指導を受け、指導を受け臨機の措置を講ずるものとする。 

５ 清掃等施設状況 

(1) ごみ処理・ごみ埋立 

（十勝環境複合事務組合） 
施  設  名 所 在 地 処理区分 処理方法 処理能力 

くりりんセンター 

（37-3550） 

帯広市西24条 

北４丁目１番地 

可燃物 焼却 330ｔ/D 

不燃物 

大型ごみ 
破砕 110ｔ/5h 

一般廃棄物最終処理場 
池田町字美加登 

279-10 

焼却灰 

破砕物 
埋立 311,200㎥ 

（南十勝複合事務組合） 

施  設  名 所 在 地 処理区分 処理方法 処理能力 

南十勝環境衛生センター 

（01558-5-2810） 
広尾町紋別760番地3 

可燃物 焼却 28ｔ/D 

不燃物 

大型ごみ 
破砕 10ｔ/5h 

南十勝廃棄物処理センター 
大樹町字萌和 

394番地2 

焼却灰 

破砕物 
埋立 101,960㎥ 

�

(2) し尿処理場 

（十勝環境複合事務組合） 
名  称 所 在 地 処理区分 処理能力 

中島処理場 

（37-3040） 
帯広市西23条北４丁目 加湿消化 210ｋｌ/D 

 

(3) 死亡獣畜処理場 

名  称 所 在 地 処理能力 管理主体 

一般廃棄物最終処理場 

（69-4121） 

中札内村元札内 

東２線51-27 
15ｔ/D 十勝農協連 
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第第20節 飼養動物対策計画 

災害時ࡿࡅ࠾被災地ࡢ飼養動物ࡢ取扱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࠸本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 実施責任者 

����� 町長ࠊࡣ被災地ࡿࡅ࠾逸走犬等ࡢ管理ࢆ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

����� 町長ࠊࡣ被災地ࡢ逸走犬等ࡢ保護࣭収容関ࠊ࡚ࡋ道ࡸ近隣市町村ࠊ資機材ࡢ斡旋ࡸ人員ࡢ

派遣等ࠊ必要応࡚ࡌ所要ࡢ応援要請措置ࢆ講ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡎ�

２ 飼養動物の取扱い 

����� 動物ࡢ飼࠸主ࠊࡣ動物ࡢ愛護及ࡧ管理関ࡿࡍ法律㸦昭和��年法律第���号㸧及ࡧ北海道動物ࡢ

愛護及ࡧ管理関ࡿࡍ条例㸦平成��年条例第�号ࠊ以下㺀条例㺁ࠋ࠺࠸㸧基࡙ࠊࡁ災害発生時

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺取扱適正ࠊࡋ保持ࢆ安全ࡧ健康及ࡢ動物ࠊࡶ࡚࠸࠾

����� 災害時ࡿࡅ࠾動物ࡢ避難ࠊࡣ条例第�条第�項第�号ࡢ規定ࠊࡾࡼ動物ࡢ飼࠸主ࡀ自己責任

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺行࡚࠸࠾

����� 災害発生時ࠊ࡚࠸࠾町ࠊࡣ関係団体ࡢ協力ࢆ得࡚ࠊ逸走犬等ࢆ保護࣭収容࡞ࡿࡍ適切࡞処

置ࢆ講ࠊࡶࡿࡎ住民等対ࠊࡋ逸走犬等ࡢ収容࡚࠸ࡘ周知ࢆ図ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ�

�
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第第21節 文教対策計画 

学校施設ࡢ被災ࠊࡾࡼ児童生徒等ࡢ安全ࡢ確保ࠊࡸ通常ࡢ教育活動支障ࡓࡋࡓࡁࢆ場合ࡢ応急

対策ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 実施責任者 

����� 町立小࣭中学校及ࡧ幼稚園ࡿࡅ࠾応急教育及ࡧ町立文教施設ࡢ応急復旧対策ࠊࡣ本部長㸦町

長㸧及ࡧ教育委員会㹙担当ࠊࡣ文教対策部学校教育班ࠋࡿࡍ㹛ࡀ行ࠋ࠺�

����� 学童保育所ࡢ応急対策ࠊࡣ本部長㸦町長㸧及ࡧこども課㹙担当ࠊࡣ民生対策部福祉支援班ࡍ

�ࠋ࠺行ࡀ㹛ࠋࡿ

����� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ町長ࡀ行ࠋ࠺�

����� 道立高校ࡿࡅ࠾教育ࡢ確保ࠊࡣ࡚࠸ࡘ知事及ࡧ道教育委員会ࡀ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

����� 私立高校࣭幼稚園ࡿࡅ࠾教育ࡢ確保ࠊࡣ࡚࠸ࡘ当該学校運営法人ࡀ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

����� 学校ࡢࡈ災害発生伴࠺適切࡞措置ࠊࡣ学校長ࡀ具体的࡞応急計画ࢆ立࡚࡚行ࠋ࠺�

２ 応急教育対策 

����� 休校措置�

� � � 災害が発生し、または発生が予想される気象条件となったときは、学校長は自らの判断により、

または教育委員会の指示により、必要に応じて休校措置をとる。 

� 授業開始後ࡢ措置�

� 児童生徒ࡢ下校ࠊࡣ࡚࠸ࡘ帰宅途中ࡢ注意事項ࢆ十分徹底ࠊࡶࡿࡏࡉ低学年ࡗ࠶

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࢆ措置࡞࠺添ࡁ付地区別ࡀ教師ࡣ࡚

� 登校前ࡢ措置�

� 休校措置ࢆ登校前決定ࠊࡣࡁࡓࡋ直ࡢࡑࡕ旨ࢆ電話ࠊ防災行政無線等ࡢࡑࠊ他確実࡞

方法࡛各児童ࠊ生徒徹底ࠋࡿࡏࡉ�

����� 学校施設ࡢ確保�

� 授業実施ࡢࡵࡓࡢ校舎等ࡢ施設ࡢ確保ࠊࡣ災害ࡢ規模ࠊ被害ࡢ程度ࡡࡴ࠾࠾ࠊ࡚ࡗࡼ次ࡢ方

法ࠋࡿࡼ�

ア 応急復旧 

被害の程度により、応急修理ができる場合は、即時修理をし、施設の確保に努めるものとす

る。 

イ� 校舎ࡢ一部ࡀ使用࡛࠸࡞ࡁ場合�

� 利用可能࡞特別教室ࠊ屋内体育館等ࢆ利用࠾࡞ࠊࡋ不足ࠊࡣࡁࡿࡍ二部授業等ࡢ方法ࢆ

�ࠋࡿ

ウ� 校舎ࡢ全部ࡣࡓࡲ大部分࠸࡞ࡁ࡛ࡀ場合�
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� 最寄ࡢࡾ学校ࡣࡓࡲ公共施設ࢆ利用ࠋࡿࡍ利用ࡿࡍ施設ࠊࡣࡁ࠸࡞ࡀ応急仮校舎ࢆ建設ࡍ

�ࠋࡿࡍ要請ࢆ斡旋ࡢ施設ࡋ対北海道教育委員会࡚ࡌ通ࢆ十勝教育局ࡣࡓࡲࠊࡌ講ࢆ対策ࡢ等ࡿ

����� 教育ࡢ要領�

災害ࡢ状況応ࠊࡌ計画ࢆ立࡚ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ授業ࡢ確保努ࠋࡿࡵ特授業ࡢ実施ࡀ不可能࡞

場合ࡶ࡚ࡗ࠶家庭学習ࡢ方法等࡚࠸ࡘ指導ࠊࡋ学力ࡢ低下ࢆ防࠺ࡼࡄ努ࠋࡿࡵ�

災災害復旧については、教育活動に支障のない限り可能な協力をするものとする。 

�ࠋࡿࡍ留意点ࡢ次ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶実施ࡢ授業ࡿࡼ特別教育計画ࠊ࠾࡞

� 教科書ࠊ学用品等ࡢ損失状況ࢆ考慮ࠊࡋ学習ࡢ内容ࠊ方法ࡀ児童生徒ࡢ過度ࡢ負担࡞ࡽ࡞

�ࠋࡿࡍ配慮࠺ࡼ࠸

� 授業等ࡢ場所ࡀ公民館等ࡢ学校以外ࡢ施設ࢆ利用ࡿࡍ場合ࠊࡣ授業ࡢ効率化ࠊ児童生徒ࡢ安

全確保留意ࠋࡿࡍ�

�࢘ 通学道路ࡢࡑࠊ他ࡢ被害状況応ࠊࡌ通学ࡢ安全࡚࠸ࡘ注意࠺ࡼࡿࡍ指導ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ集

団登下校ࡢ際ࠊࡣ地域住民ࠊ関係機関ࠊ団体ࠊ保護者ࡢ協力ࢆ得ࠋࡿࡍ࠺ࡼࡿ�

�࢚ 学校避難所ࡀ開設ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ特児童生徒ࡢ指導࣭管理注意ࠊࡶࡿࡍ避難

収容ࡀ授業ࡢ支障࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞留意ࠋࡿࡍ�

�࢜ 教育活動ࡢ実施当ࠊࡣ࡚ࡗࡓ被災ࡿࡼ精神的࡞打撃࡚ࡗࡼ児童生徒生࠸ࡍࡸࡌ心理

的࡞障害十分配慮ࠊࡋ児童及ࡧ生徒ࡢ心ࢆࢣࡢ図ࠋࡿ�

����� 教職員ࡢ確保�

教育委員会ࠊࡣ教職員ࡢ被災状況ࢆ把握ࠊࡶࡿࡍ北海道教育委員会緊密࡞連絡ࡾࢆ

教職員ࡢ確保努ࡵ、教育活動に支障を来さないようにする。�

３ 教科書及び学用品の調達並びに支給 

����� 支給対象者�

� 住家ࡀ全焼ࠊ全壊ࠊ流失ࠊ半焼ࠊ半壊等ࡢ被害ࢆ受ࡓࡅ世帯ࡢ児童࣭生徒࡛教科書ࠊ学用品ࢆ

滅失ࡣࡓࡲ毀損ࡓࡋ者対࡚ࡋ支給ࠋࡿࡍ�

����� 支給品名�

� 教科書�

� 文房具�

�࢘ 通学用品�

����� 調達方法�

� 教科書ࡢ調達�

� 被災学校別ࠊ学年別ࠊ使用教科書別ࡢࡑ数量ࢆ速ࡸ調査ࠊࡋ北海道教育委員会報告

市町ࡢ他ࡧ学校及ࡢ他ࡢ町内ࠊࡓࡲࠋࡿࡅ受ࢆ供給࡚ࡋ連絡教科書供給書店ࠊࡶࡿࡍ

村対ࠊࡋ使用済ࡳ教科書ࡢ供与ࢆ依頼ࠋࡿࡍ�

� 学用品ࡢ調達�
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� 北海道教育委員会ࡢ指示ࡾࡼ調達ࠋࡿࡍ�

����� 支給方法�

� 教育委員会ࠊࡣ学校長緊密࡞連絡ࢆ保ࠊࡕ支給ࡢ対象ࡿ࡞児童࣭生徒ࢆ調査把握ࠊࡋ各学

校長ࢆ通࡚ࡌ対象者支給ࠋࡿࡍ�

����� 救助法ࡀ適用࠸࡞ࢀࡉ場合�

� 被災ࡢ状況ࠊࡾࡼ救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合準࡚ࡌ行ࠋ࠺�

４４ 学校給食対策 

����� 給食施設ࡀ被災ࡾࡂࡿࡁ࡛ࠊࡣࡁࡓࡋ給食ࡢ継続ࡀ図ࢀࡽる࠺ࡼ応急措置ࢆ講ࠋࡿࡎ�

����� 給食用物資ࡀ被災ࠊࡣࡁࡓࡋ関係機関連絡ࡢ上ࡕࡔࡓࠊ緊急配送ࢆ行ࡢࡑࠊࡋࡢࡶ࠺

他ࡢ物資ࡣ࡚࠸ࡘ応急調達努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

����� 衛生管理ࡣ特留意ࠊࡋ食中毒ࡢ࡞事故防止努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

５ 衛生管理対策 

学校ࡀ被災者収容施設࡚ࡋ使用ࡿࢀࡉ場合ࠊࡣ次ࡢ点留意࡚ࡋ衛生管理ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍࢆ�

����� 校舎内ࠊ特水飲場ࡣࣞࢺࠊ常清潔࡚ࡋ消毒万全ࢆ期ࡇࡿࡍ�

����� 校舎ࡢ一部被災者ࢆ収容࡚ࡋ授業ࢆ継続ࡿࡍ場合ࠊ収容場所ࡢ間ࢆ隔絶ࡇࡿࡍ�

����� 収容施設࡚ࡋ使用ࡀ終ࠊࡣࡁࡓࡗࢃ校舎全体ࡢ清掃及ࡧ消毒ࢆ行ࡇ࠺�

����� 必要応ࠊ࡚ࡌ教職員࣭児童生徒ࡢ伝染病予防接種ࡸ健康診断ࢆ実施ࡇࡿࡍ�

６ 文化財保全対策 

文化財㸦有形文化財ࠊ無形文化財ࠊ民族資料ࠊ記念物࡞㸧ࡢࡑࠊࡣ所有者並ࡧ管理者ࡀ常保

全ࠊ保護ࠊࡾࡓ࠶災害ࡀ発生ࡢࡑࠊࡣࡁࡓࡋ被害状況応ࠊࡌ適切࡞措置ࢆ講ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡎ�

７ 救助法の適用と実施   

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第36節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

８ 学用品の給与状況記録 

学用品ࡢ給与ࢆ実施ࠕࠊࡣࡁࡓࡋ様式㸳�21�㸯�学用品ࡢ給与状況ࠖ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�
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様式５-221-１ 学用品の給与状況 

学� 用� 品� �ࡢ 給� 与� 状� 況�

����������������������������������������������������������������������������幕� 別� 町�

学� 校� 名� 学年�

児� 童�

生� 徒�

氏� 名�

保護者�

氏� 名�

給与�

月日�

給� 与� �ࡢ 内� 訳�
実支�

出額�
備考�教� �科� �書� �他学用品ࡢࡑ

国語� 算数� � 鉛筆� �

� � � � 月日�� � � � � 円��

�

� � � � � � � � � � � �

計�
小学校� 人�� � � � � � � � 円��

中学校� 人�� � � � � � � � 円��

学用品ࢆ上記ࡾ࠾ࡢ給与ࡇࡓࡋ相違ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶�

年� � 月� � 日�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 給与責任者㸦学校長㸧�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 氏� � � 名� � � � � � � � � � � � 印�

� 注㸸㸯� �ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ給与年月日ࡓࡋ給与最後࡚ࡋ対児童生徒ࡢࡑࠊࡣ給与月日ࠖ欄ࠕ

������㸰� �ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ数量ࠊࡣ内訳ࠖ欄ࡢ給与品ࠕ
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第第22節 住宅対策計画 

災害ࡾࡼ住宅ࢆ失ࡣࡓࡲࠊ࠸破損ࡵࡓࡢ居住ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ世帯対ࡿࡍ住宅対策ࠊࡣ本計画

�ࠋࡿࡵ定

１ 実施責任者�

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ建設対策部都市施設班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࡢ応急仮設住宅ࡢ設置ࡣ原則࡚ࡋ知事ࡀ行ࠊࡋࡔࡓࠋ࠺救助法第��

条第㸯項ࡢ規定ࡾࡼ委任ࡓࢀࡉ場合ࡣ町長ࡀ実施ࠋࡿࡍ�

２ 避難所 

町長は、災害により住家が被害を受け居住の場所を失った者を収容保護するため、本章第５節の「避

難対策計画」に定めるところにより、避難所を開設するものとする。 

３ 公営住宅等のあっせん 

町は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅、民間賃貸住宅及び空家等の把握に

努め、災害時にあっせんできるよう、あらかじめ体制を整備するものとする。 

４ 応急仮設住宅 

����� 入居対象者�

� 次ࡢ条件該当ࡿࡍ者ࠋࡿࡍ�

� 住宅ࡀ全壊ࠊ全焼ࡣࡓࡲ流失ࡓࡋ者࡛ࡇࡿ࠶�

� 居住ࡿࡍ住家࠸࡞ࡀ者࡛ࡇࡿ࠶�

�࢘ 自ࡢࡽ資力࡛ࡣ住宅ࢆ確保࡛࠸࡞ࡁ経済的弱者࡛ࠊ次該当ࡿࡍ者�

�㺏��� 生活保護法ࡢ被保護者及ࡧ要保護者�

�㺐��� 特定ࡢ資産࠸࡞ࡢ失業者ࠊ寡婦ࡾࡦࠊ親世帯ࠊ老人ࠊ病弱者ࠊ身体障害者ࠊ勤労者ࠊ

小企業者等�

����� 入居者ࡢ選定�

応急仮設住宅ࡢ入居者ࡢ選定ࠊࡣ࡚࠸ࡘ町長>担当ࠊࡣ建設対策部都市施設班@ࡀ行ࠋ࠺�

����� 応急仮設住宅ࡢ建設�

原則ࠊ࡚ࡋ応急仮設住宅ࡢ設置ࡣ知事ࡀ行ࠋ࠺�

����� 建設戸数�

町長ࡢ要請基࡙ࠊࡁ知事ࡣ戸数ࢆ決定ࠋࡿࡍ�

����� 建設予定場所�

� 原則࡚ࡋ町有地ࠊࡣࡁ࠸ࡓࡀࡾࡼࢀࡇࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ適当࡞公有地ࡣࡓࡲ私有地ࡍ

�ࠋࡿ
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道道及び町は、災害時に応急仮設住宅の設置が速やかに行われるよう、建設可能用地や建設可能

戸数について、あらかじめ把握するものとする。 

����� 規模ࠊ構造ࠊ存続期間及ࡧ費用�

� 応急仮設住宅ࡢ標準規模ࠊࡣ㸯戸ࡁࡘ����平方࣓࣮ࢆࣝࢺ基準ࠋࡿࡍ構造ࠊࡣ原則ࡋ

࡚軽量鉄骨組立方式６ࡿࡼ連戸以下ࡢ連続建࡚ࡣࡃࡋࡶ共同建࡚ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ被害ࡢ程

度ࡢࡑ他必要認ࡓࡵ場合ࡣ㸯戸建࡚ࡣࡓࡲࠊ木造住宅ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�

� 応急仮設住宅ࡢ存続期間ࡢࡑࠊࡣ建築工事完了後ࠊ㸱月以内࡛ࠊࡀࡿ࠶特定行政庁ࡢ許可ࢆ

受ࠊ࡚ࡅ㸰年以内ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

基法律ࡿࡍ関特別措置ࡢࡵࡓࡿ図ࢆ保全等ࡢ権利利益ࡢ被害者ࡢ特定非常災害ࠊࡋࡔࡓ

࡛ࡀࡇࡿࡍ延長ࢆ期間ࡽࡉࠊࡣ࡚࠸ࡘ応急仮設住宅ࡿ係ࡢࡶࡓࢀࡉ政令࡛指定ࠊࡁ࡙

�ࠋࡿࡁ

�࢘ 費用ࡣ災害救助法及ࡧ関係法令ࡢ定ࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ�

����� 維持管理�

救助法ࡀ適用ࠊࢀࡉ道ࡀ設置ࡿࡍ応急仮設住宅ࡢ管理࡚࠸ࡘはࠊ知事から委任を受け町が管

理するࠋ救助法ࡀ適用࠸࡞ࢀࡉ場合ࠊ町ࡀ設置ࠊࡣࡢࡶࡿࡍ町ࡀ管理ࠋࡿࡍ�

(8)  運営管理 

応急仮設住宅の運営管理に当たっては、安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止す

るための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるもとともに、女性の参画

を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。 

また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮するものとする。 

５ 住宅の応急修理 

����� 応急修理ࢆ受ࡿࡅ者�

� 住宅ࡀ半壊ࡣࡓࡲ半焼ࠊࡋ当面日常生活ࢆ営࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡴ者�

� 自ࡢࡽ資力࡛応急修理࠸࡞ࡁ࡛ࡀ者�

����� 応急修理実施ࡢ方法�

� 応急修理ࠊࡣ応急仮設住宅ࡢ建設準࡚ࡌ行ࠋ࠺�

����� 修理ࡢ範囲と費用�

ア� 応急処理ࠊࡣ居室ࠊ炊事場及ࣞࢺࡧ等日常生活欠࠸࡞ࡁ࡛ࡢࡇࡃ部分࡛必要最小限

�ࠋࡿࡍ

イ 費用は、救助法及び関係法令の定めるところによる。 

６ 災害公営住宅 

町長ࠊࡣ必要ࡾࡼ災害ࡵࡓࡢ住家ࡀ半壊ࡣࡓࡲ半焼ࡓࡋ被災者ࡢ一時的࡞居住ࡢ安定ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ

空ࡿ࠸࡚࠸町営住宅ࢆ災害公営住宅࡚ࡋ利用ࠋࡿࡍ�

７ 資材等の斡旋、調達 

施工及び資材の調達は、原則として町の指名登録から選定して行うものとする。この場合において、
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町町は、建築資材等の調達が困難な場合は、道に斡旋を依頼するものとする。 

８ 救助法の適用と実施 

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第��節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

９ 応急仮設住宅及び住宅応急修理の記録 

応急仮設住宅及ࡧ住宅応急修理ࢆ実施ࡓࡋ場合ࠊࡣ次ࡾࡼ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

����� 応急仮設住宅台帳㸦様式㸳�22�㸯㸧�

����� 住宅応急修理記録簿㸦様式㸳�22�㸰㸧�

10 住宅の応急復旧活動の推進 

町は、必要に応じて、住宅工事事業者等と連携して、被災しながらも応急対策をすれば居住を継続で

きる住宅の応急修繕を推進するものとする。 

�

様式５-22-１ 応急仮設住宅台帳 

応� 急� 仮� 設� 住� 宅� 台� 帳�

��������������������������������������������������������������������������� 幕� 別� 町�

応急仮設住

宅番号�

世帯主

氏� 名�
家族数� 所在地�

構造

区分�
面積�

敷地

区分�

着工

月日�

竣工

月日�

入居

月日�

実支

出額�
備考�

� � � � � � � �月日� �月日� �月日� � 円� �

�

� � � � � � � � � � � �

計� 世帯�
� � � � � � � � � �

� 注㸸㸯� 図࡞簡単ࡓࡋࡽ明ࢆ設置個所ࠊࡋ番号ࡓࡋ付応急仮設住宅ࡣ応急仮設住宅番号ࠖ欄ࠕ

面ࢆ作成ࡋ添付ࡇࡿࡍ�

㸰� �ࡇࡿࡍ記入ࢆ人員数ࡓࡵ含ࢆ世帯主ࡿࡅ࠾入居時ࠊࡣ家族数ࠖ欄ࠕ

㸱� �ࡇࡿࡍ記入ࢆ住所ࡢ建設場所ࡢ応急仮設住宅ࠊࡣ所在地ࠖ欄ࠕ

㸲� �ࡇࡿࡍ記入ࢆ式組立住宅ࣉࣃࠊ住宅ࣈࣁࣞࣉࠊ木造住宅ࠊࡣ構造区分ࠖ欄ࠕ

㸳� �ࡇࡿࡍࡽ明ࢆ別ࡢ有無償ࠊࡋ公私有別ࠊࡣ敷地区分ࠖ欄ࠕ

㸴� �ࡇࡃ࠾࡚ࡋࡽ明ࢆ経過ࡿࡅ࠾入居後ࠊࡣ備考ࠖ欄ࠕ

�
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様式５-222-２ 住宅応急修理記録簿 

住� 宅� 応� 急� 修� 理� 記� 録� 簿�

幕� 別� 町�

世 帯 主 氏 名� � � � � � � 修理箇所概要� 完� 了� 月� 日� 実� 支� 出� 額� 備� � � � � 考�

� � ��������月日� ������������円� �

�

� � � � �

計� � � 世帯�
� � � �

�
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第第23節 被災宅地安全対策計画 
� 本町࡚࠸࠾災害対策本部ࡀ設置ࡿ࡞ࡇࡿࢀࡉ規模ࡢ地震ࡣࡓࡲ降雨等ࡢ災害ࠊࡾࡼ宅地ࡀ

大規模ࡘ広範囲被災ࡓࡋ場合ࠊ被害ࡢ発生状況ࢆ迅速ࡘ的確把握ࠊࡋ被災宅地危険度判定

士（以下「判定士」という）を活用して、被災宅地危険度判定（以下「危険度判定」という）を実施

し、二次災害ࢆ軽減ࠊ防止ࠊࡋ住民ࡢ安全ࢆ図ࡿ対策ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

�

１ 危険度判定の実施の決定�

町長ࠝ担当ࠊࡣ建設対策部都市施設班ࠊࡣࠞࠋࡿࡍ判定士ࢆ活用ࠊࡋ被災宅地ࡢ危険度判定ࢆ実

施ࠋࡿࡍ�

危険度判定実施本部を設置するとともに、知事ࠊ場合ࡓࡋ決定ࢆ実施ࡢ危険度判定ࠊࡣ町長ࠊ࠾࡞

�ࠋ࠺行ࢆ支援要請ࡢ判定士の派遣等

２ 判定対象宅地 

対象宅地は、宅地造成等規制法第２条第１号に規定する、宅地（農地、採草放牧地及び森林並びに道

路、公園、河川その他公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地）のうち、住居であ

る建築物の敷地及び危険度判定実施本部長が危険度判定の必要を認める建築物の敷地並びにこれらに

被害を及ぼすおそれのある土地を対象とする。 

�

３ 判定士の業務�

判定士ࡣ次ࡾࡼ被災地ࡢ危険度判定ࢆ行ࠊ࠸判定結果ࢆ表示ࠋࡿࡍ�

����� �ࠋ࠺行ࢆ判定ࡋ記入調査票ࡈ宅地ࠊࡁ基࡙ࠖࣝࣗࢽ࣐調査࣭危険度判定ࡢ被災宅地ࠕ

����� 宅地ࡢ被害程度応ࠕࠊࡌ危険宅地ࠖࠕࠊ要注意宅地ࠖࠕࠊ調査済宅地ࠖࡢ㸱区分判定ࠋࡿࡍ�

����� 判定結果ࠊࡣ当該宅地ࡢ見࠸ࡍࡸ場所㸦擁壁ࡾࡢࠊ面等㸧判定ࢆ࣮࢝ࢵࢸࢫ表示ࠋࡿࡍ�

�

区� � 分� 表� 示� 方� 法�

危�険�宅�地� 赤ࢆ࣮࢝ࢵࢸࢫࡢ表示ࠋࡿࡍ�

要注意宅地� 黄ࢆ࣮࢝ࢵࢸࢫࡢ表示ࠋࡿࡍ�

調査済宅地� 青ࢆ࣮࢝ࢵࢸࢫࡢ表示ࠋࡿࡍ�

�

４ 危険度判定実施本部の業務 

危険度判定実施本部は、建設対策部に置き、次の業務を行う。 

(1) 宅地に係る被害情報の収集 

(2) 判定実施計画の作成 

(3) 宅地判定士・判定調整員の受入れ及び組織編成 
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((4) 判定の実施及び判定結果の現地表示並びに住民対応 

(5) 判定結果の調整及び集計並びに関係機関への報告 

 

５ 事前準備 

町は、災害の発生に備え、道と連絡体制を整備するとともに、道と協力して危険度判定に使用する資

機材を備蓄するものとする。 

�

被災宅地危険度判定実施の流れ図 

�

必要࡞措置

北
ࠉ
ࠉ
ࠉ
海
ࠉ
ࠉ
ࠉ
道

�社㸧北海道建築士会

建築関係団体࡞ࠉ

幕ࠉ別ࠉ町
（災害対策本部）

判
ࠉ
定
ࠉ
士

派遣要請 派遣要請

判定結果ࡢ報告

判定࣒࣮ࢳ編成被害状況報告

判定士ࡢ派遣要請

被災現場

判�定�活�動
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第第24節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画 

災害࡚ࡗࡼ現行方不明ࡢ状態ࡘࠊࡾ࠶周囲ࡢ事情ࡾࡼ既死亡ࡓࡋ推定ࡿࢀࡉ者ࡢ捜

索及ࡧ遺体ࡢ収容処理ࠊ埋葬ࡢ実施ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 実施責任者 

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ民生対策部保健班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 救助法適用後ࠊࡣ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ町長ࡀ実施ࠊࡀࡿࡍ遺体処理ࠊࡕ࠺ࡢ洗浄等ࡢ処置及ࡧ

検案ࠊࡣ࡚࠸ࡘ知事ࡢ委託ࢆ受ࡓࡅ日本赤十字社北海道支部ࡀ行ࠋ࠺�

民間協力団体ࡣ࠸ࡿ࠶自衛隊ࠊ消防機関ࠊ警察署ࠊࡶ場合࡛࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ適用ࡀ救助法ࠊࡓࡲ

等ࡢ協力ࢆ得࡚実施ࠋࡿࡍ�

２ 行方不明者の捜索 

(1)  捜索の対象 

 災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の状況により既に死亡していると推定され

る者。 

�2��� 実施ࡢ方法�

� 行方不明者ࡢ捜索ࠊࡣ町長ࡀ警察署協力ࠊࡋ消防機関及ࡧ地域住民ࡢ協力ࢆ得࡚捜索班ࢆ編

成ࠊࡋ必要࡞車両ࠊ舟艇ࡢࡑ他機械器具ࢆ活用࡚ࡋ実施ࠋࡿࡍ�

�3��� 捜索要請�

� 町࡚࠸࠾被災ࠊࡋ行方不明者ࡀ流失等ࡾࡼ他市町村漂着ࡿ࠸࡚ࡋ考ࡿࢀࡽ࠼場合ࠊࡣ

関係市町村対ࠊࡋ次ࡢ事項ࢆ明示࡚ࡋ捜索ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

� 行方不明者ࡀ漂着ࡣࡓࡲ埋没ࡿ࠸࡚ࡋ思ࡿࢀࢃ場所�

� 行方不明者数並ࡧ氏名ࠊ性別ࠊ年齢ࠊ容ࠊ࠺ࡰ特徴及ࡧ着衣等�

３ 変死体の届け出 

� 変死体ࠊࡣ直ࡕ警察署届ࡅ出ࡢࡑࠊࡋࡢࡶࡿ検視後処理ࠋࡿࡓ࠶�

４ 遺体の収容処理方法 

����� 実�施�者�

� 遺体ࡢ身元ࡀ判明ࡿ࠸࡚ࡋ場合ࠊࡣ原則࡚ࡋ遺族ࠊ親族連絡࠼࠺ࡢ引渡ࠋࡍ�

� 災害ࡿࡼ社会混乱ࠊࡵࡓࡢ遺族等ࡀ遺体ࡢ処理ࢆ行࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇ࠺場合ࠊࡣ町長ࡀ行ࠋ࠺�

����� 遺体ࡢ収容処理�

� 遺体ࡢ識別ࠊࡵࡓࡢ遺体ࡢ洗浄ࠊ縫合ࠊ消毒ࡓࡲࠊࡋࢆ遺体ࡢ撮影ࡾࡼ身元確認ࡢ措置ࢆ

�ࠋࡿ

� 遺体ࡢ身元識別ࡵࡓࡢ相当ࡢ時間ࢆ必要ࡣࡓࡲࠊࡋ死亡者ࡀ多数ࡵࡓࡢ短時間埋葬࡛ࡀ

�ࠋࡿࡍ保存࡛ࡲࡿࡍࢆ処理ࡢ埋葬ࠊࡋ安置場所ࡢ特定ࢆ遺体ࠊࡣ場合࠸࡞ࡁ

�࢘ 遺体ࠊࡣ死因ࡢࡑ他ࡢ医学的検査ࢆ行ࠋ࠺�
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((3)  安置場所の確保 

町は、遺体安置場所の確保について、発災時はもとより、日頃から警察との連携を図り、事前

の確保に努めるものとする。 

遺体安置場所は、「別表５-22-１ 遺体安置所」とするが、死亡者多数の場合は、町内の寺院、

公共建物または公園等遺体の収容に適当な場所を決定し安置する。 

なお、遺体安置所の選定にあたっては、次の点に留意して決定する。 

・ 屋内施設であること 

・ １次避難所や医療救護所など他の用途と競合しない施設 

・ 検視・検案も確保可能な一定の広さを有する施設 

・ 身元不明者の一時保存場所として使用可能な施設 

・ 水、通信等のライフライン及び交通手段の確保についても、可能な限り考慮する。 

５ 遺体の埋葬 

� 災害ࡢ際ࠊ死亡ࡓࡋ者࡛町長ࡀ必要認ࡿࡵ場合ࠊ応急的遺体ࢆ埋葬ࠋࡿࡍ�

� 埋葬ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶次ࡢ点留意ࠋࡿࡍ�

����� 事故死ࡢ遺体ࠊࡣ警察機関ࡽ引継ࢆࡂ受ࡓࡅ後埋葬ࠋࡿࡍ�

����� 身元不明ࡢ遺体ࠊࡣ警察ࡢࡑ他関係機関連絡ࡢࡑ࡚ࡋ調査ࡶࡿࡓ࠶埋葬࡚ࡗࡓ࠶

�ࠋࡿࡍ火葬ࡣࡓࡲ土葬ࠊࡣ

����� 被災地以外漂着ࡓࡋ遺体ࡕ࠺ࡢ身元ࡀ判明ࡢࡢࡶ࠸࡞ࡋ埋葬ࠊࡣ行旅死亡人扱ࠋࡿࡍ࠸�

(4)  町長は、埋葬の実施が自らできないと認められるときは、関係機関の協力を得て行うものとす

る。 

６ 平常時の規制の適用除外措置 

市町村及び墓地・納骨堂・火葬場の管理者は、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、公衆衛生

上の危害の発生を防止するため緊急の特に必要があると認められるものとして当該災害が政令で指

定されたときは、埋葬及び火葬に関する各種証明・許可証が同一の市町村で発行されない場合等に対

応し、厚生労働大臣が、その定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23年法律第 48号）

第５条及び第 14条に規定する手続の特例を定めることができることに留意する。 

７ 行方不明者の捜索、遺体の収容及び埋葬のための費用及び期間 

� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合準࡚ࡌ行ࠋ࠺�

８ 火葬場の状況 

火葬場名� 所� 在� 地�

幕 別 町 葬 斎 場� 幕別町字豊岡㸱番地���

南十勝複合事務組合火葬場� 広尾郡大樹町字開進���番地��

９ 救助法の適用と実施 

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第36節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧 



本 編 第５章 災害応急対策計画 

�
第５－24節 行方不明者の捜索及び 

遺体の収容処埋葬理計画 

����

110 遺体の捜索等の記録 

遺体捜索ࠊ遺体処理及ࡧ埋葬ࡓࡋ場合ࠊࡣ次ࡾࡼ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

����� 遺体捜索状況㸦様式㸳�24�㸯㸧�

����� 遺体処理台帳㸦様式㸳�24�㸰㸧�

����� 埋葬台帳㸦様式㸳�24�㸱㸧�

 

 

別表５-22-１ 遺体安置所 

地域 遺体安置所 

幕別地区 

施設名 幕別南コミュニティセンター（ホール） 

住 所 幕別町新町１３９番地３ 

面 積 ４９３．００㎡ 

管 理 幕別町総務部総務課 

電 話 ０１５５－５４－５１２７ 

札内地区 

施設名 幕別町働く婦人の家（ホール） 

住 所 幕別町札内中央町３９５番地１ 

面 積 １８０．００㎡ 

管 理 幕別町総務部総務課 

電 話 ０１５５－５４－６６０８（総務課管財係） 

忠類地区 

施設名 忠類ふれあいセンター福寿（多目的ホール） 

住 所 幕別町忠類白銀町３８４番地１０ 

面 積 １８０．００㎡ 

管 理 幕別町忠類総合支所 保健福祉課 

電 話 ０１５５８－８－２９１０ 

 

 

様式５-24-１ 遺体捜索状況 

遺 体� 捜� 索� 状� 況�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 幕� 別� 町�

年�月�日� 捜索地区� 捜索遺体�
捜� 索� 用� 機� 械� 器� 具�

金� � 額� 備� 考�
名� � 称� 数� 量� 所有者管理者名�

� � � � � � 円��

�

� � � � � � � �

�� 注㸸� 捜索用機械器具ࠊࡣ借上費ࡢ有償無償ࡢ別ࢆ問ࡎࢃ記入ࠊࡋࡢࡶࡿࡍ有償ࡿࡼ場合ࠊࡳࡢ

�ࠋࡇࡿࡍ記入金額欄ࢆ借上費ࡢࡑ
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様式５-224-２ 遺体処理台帳 

遺  体� � 処� � 理� � 台� � 帳�

幕� 別� 町�

処� 理�

年月日�

遺体発見�

日時及ࡧ�

場� � 所�

死亡者�

�

氏��名�

遺� � ��族� 洗浄等ࡢ処理� 遺体ࡢ�

一� 時�

保� 存�

検案�

料�

実支�

出額�
備考�

氏名�
死亡者

�関係ࡢ 品名� 数量� 金額�

� � � � � � � 円��� 円� 円��

�

� � � � � � � � � � � �

計�
�

人�
� � � � � � � � �

�

�

様式５-24-３ 埋葬台帳 

埋� � � 葬� � � 台� � � 帳�

幕� 別� 町�

死� 亡�

年月日�

埋� 葬�

年月日�

死� 亡� 者� 埋葬ࢆ行ࡓࡗ者� 埋� � � � 葬� � � � 費�

備�考�

氏名� 年齢�
死亡者�

�関係ࡢ 氏名�
棺�

�付属品ࢆ含ࡴ��
埋葬又ࡣ�

火 葬 料� � � � �
骨箱� 計�

� � � � � � 円� � 円� � 円� � 円� ��

�

� � � � � � � � � � �

計�
�

人�
� � � � � � � �

�� 注㸸㸯� 埋葬ࢆ行ࡓࡗ者ࡀ町長࡛ࠊࡣࡁࡿ࠶遺族ࡢ氏名ࢆ㺀備考㺁欄記入ࠋࡇࡿࡍ�

� � � �㸰� 町長ࡀ棺ࠊ骨箱等ࢆ現物࡛給与ࡢࡑࠊࡣࡁࡓࡋ旨ࢆ㺀備考㺁欄記入ࠋࡇࡿࡍ�

�������㸱� 埋葬ࢆ行ࡓࡗ者埋葬費ࢆ支給ࡢࡑࠊࡣࡁࡓࡋ旨及ࡧ金額ࢆ㺀備考㺁欄記入ࠋࡇࡿࡍ 
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第第25節 障害物除去計画 

水害ࠊ山崩ࡢࡑࢀ他ࡢ災害ࠊ࡚ࡗࡼ道路ࠊ住居等ࡢࡑࡣࡓࡲ周辺運ࡓࢀࡤ土砂ࠊ流木等࡛住民

ࡵࡓࡿࡍ処理࠺ࡼ࠸࡞ࡢ支障日常生活ࡢ被災者ࠊࡋ除去ࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࡰ及ࢆ障害࠸ࡋ著生活ࡢ

 ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ対策ࡢ

１ 実施責任者�

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ建設対策部土木班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ町長ࡀ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ行ࡢࡑࠊ࠸他道路及ࡧ河川等支障ࢆ

及ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࡰ除去ࠊࡣ道路法及ࡧ河川法定ࡢࢀࡒࢀࡑࡿࡵ管理者ࡀ行ࠋ࠺�

２ 障害物除去対策 

� 災害時ࡿࡅ࠾障害物ࡢ除去ࠊࡣ次掲ࡿࡆ場合行ࠋ࠺�

����� 住民ࡢ生命ࠊ財産等ࢆ保護ࠊࡵࡓࡿࡍ速ࡸ障害物ࡢ排除ࡿࡍ必要ࡁࡿ࠶ࡀ�

����� 交通安全輸送ࡢ確保必要ࡁ࡞�

����� 河川ࡿࡅ࠾障害物ࡢ除去ࠊࡀ河川ࡢ流路ࢆ良ࡗ࠸ࠊࡋࡃ水ࢆ防止ࡣࡓࡲࠊࡋ護岸等ࡢ決壊ࢆ

防止ࡵࡓࡿࡍ必要ࡁ࡞�

����� �ࡁࡿࡍ必要ࢆ除去ࡽ他公共的立場ࡢࡑ

３ 障害物の除去の方法 

����� 実施責任者ࠊࡣ自ࡢࡽ応急対策機器ࢆ使用ࡣࡓࡲࠊࡋ状況応࡚ࡌ自衛隊及ࡧ建設業者ࡢ協力ࠊ

応援ࢆ得࡚ࠊ速ࡸ障害物ࢆ除去ࠋࡿࡍ�

����� 障害物ࡢ除去ࡢ方法ࠊࡣ原形回復࡛ࡃ࡞応急的࡞除去限ࠋࡿ�

４ 除去した障害物の集積場所 

����� 除去した障害物は、それぞれの実施機関において付近の遊休地を利用し集積するものとする。�

����� 北海道財務局、道および市町村は、相互に連携しつつ、公共用地等の有効活用に配慮するもの

とする。�

５ 放置車両の除去 

� 放置車両の除去については、本章第８節「交通応急対策計画」の定めるところによる。 

６ 救助法の適用と実施 

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第36節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

７ 障害物除去状況の記録 

障害物ࢆ除去ࡓࡋ場合ࠕࠊࡣ様式㸳�25�㸯�障害物除去ࡢ状況ࠖ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

�
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第５－25節 障害物除去計画

�

�

�

様式５-225-１ 障害物除去の状況 

�

障� 害� 物� 除� 去� �ࡢ 状� 況�

幕� 別� 町�

住 家 被 害� � � � � � �

程 度 区 分� � � � � � �
氏������名�

除� ��去� ���

要ࡓ�ࡋ��期�間�
実�支�出�額�

除去要ࡁࡍ�

状�態ࡢ��概�要�
備� � �考�

� � 月� 日㹼月� 日� 円�� �

�

� � � � � �

計�

半壊�� �� 世帯� � � � �

床上浸水� 世帯� � � � �

�
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第５－26節 応急土木対策計画

第第26節 応急土木対策計画 

災害時ࡿࡅ࠾公共土木施設及ࡢࡑࡧ他土木施設㸦以下ࠕ土木施設ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ災害応急土木対

策ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 実施責任者 

災害時ࡿࡅ࠾土木施設ࡢ応急復旧等ࠊࡣ当該施設ࡢ管理者またはその他法例による当該施設の管

理者ࡀ実施ࠋࡿࡍ�

２ 応急対策及び応急復旧対策 

災害ࡿࡅ࠾被害ࡢ発生ࢆ防止ࠊࡓࡲࠊࡋ被害ࡢ拡大ࢆ防止ࡢࡵࡓࡿࡍ施設ࡢ応急措置及ࡧ応急復

旧対策ࠊࡣ次定ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡼࢁࡇࡿࡵ�

����� 応急措置ࡢ準備�

� � � 所管ࡢ施設ࡵࡌࡽ࠶ࠊࡁࡘ防災上必要࡞調査ࢆ実施ࠊࡋ応急措置及ࡧ応急復旧ࢆ実施ࡍ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡵ定ࢆ調達方法等ࡧ備蓄及ࡢ資機材ࡢࡵࡓࡿ

� � � 災害ࡢ発生ࡀ予想ࠊࡣࡁࡿࢀࡉ逐次所管ࡢ施設ࢆ巡回監視ࠊࡋ周囲ࡢ状況及ࡧ推移等ࢆ判

断ࠊ࡚ࡋ応急対策ࡢ万全ࢆ期ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

��� 応急措置ࡢ実施�

所管施設ࡢ防護ࠊࡵࡓࡢ逐次補強等ࡢ防護措置ࢆ講ࠊࡶࡿࡎ被災状況ࡾࡼ自己ࡢ能力

࡛応急措置ࢆ実施ࡀࡇࡿࡍ困難認ࡿࢀࡽࡵ場合ࠊࡓࡲࠊ当該施設ࡀ災害ࢆ受ࠊࡾࡼࡇࡿࡅ

被害ࡀ拡大ࠊ࡚ࡋ他ࡢ施設重大࡞影響ࢆ与ࡣࡓࡲࠊ࠼住民ࡢ民生ࡢ安定重大࡞支障ࢆ与ࡿ࠼

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ求ࢆ協力ࡢ自衛隊等ࠊ関係機関ࠊ道ࠊࡣ場合ࡿࢀࡉ予想ࡀࡇ

��� 応急復旧�

災害ࡀ終局ࠊࡣࡁࡓࡋ速ࡸ現地ࡢ状況即ࡓࡋ方法ࡾࡼ���定ࢁࡇࡿࡵ準ࠊࡌ

応急復旧ࢆ実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

３ 関係機関等の協力 

関係機関等は、法令及び幕別町地域防災計画に定めるところにより、それぞれ必要な応急措置を実施

するとともに、当該施設の管理者が実施する応急措置等が、的確かつ円滑に実施されるよう協力するも

のとする。  

また、公共土木施設の管理者は、地域の関係団体や企業と（協定を結ぶなど）連携を図ることにより、

管理者が実施する応急措置等が的確円滑に実施されるよう協力体制の確立を図るよう努めるものとす

る。 

�

�
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第第27節 応急飼料計画 

� 災害際ࡋ飼料ࡢ応急対策ࠊࡣ࡚࠸ࡘ本計画ࠋࡿࡼ 

１ 実施責任者 

本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ経済対策部農林支援班ࠋࡿࡍ㹛�

２ 実施方法 

町長ࠊࡣ被災農家ࡢ飼料等ࡢ確保ࠊࡣࡁ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ応急飼料ࠊ転飼場所及ࡧ再播用飼料作物種子

道農政部長࡚ࡌ通ࢆ十勝総合振興局長࡚ࡗࡶࢆ文書ࡓࡋࡽ明ࢆ事項ࡢ次ࠊࡾࡼ区分ࢇࡏࡗ࠶ࡢ

応北海道農政事務所等ࠊࡌ応必要ࡣ道ࠊࡋࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ要請ࢆࢇࡏࡗ࠶ࡢ応急飼料

急飼料ࢆࢇࡏࡗ࠶ࡢ要請ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

 

�

����� 飼料㸦再播用飼料作物種子ࢆ含ࡴ㸧�

� 家畜ࡢ種類及ࡧ頭羽数�

� 飼料ࡢ種類及ࡧ数量㸦再播用種子ࠊࡣ࡚࠸ࡘ種類ࠊ品質ࠊ数量㸧�

�࢘ 購入予算額�

�࢚ 農家戸数等ࡢ参考ࡿ࡞事項�

����� 転飼�

� 家畜ࡢ種類及ࡧ頭数�

� 転飼希望期間�

�࢘ 管理方法㸦預託ࠊ附添等㸧�

�࢚ 転飼予算額�

�࢜ 農家戸数等ࡢ参考ࡿ࡞事項�

�

�

�
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第第 28 節 労務供給計画 

町及ࡧ関係機関ࠊࡣ災害時ࡿࡅ࠾応急対策必要ࠊࡣࡁ࡞次ࡾࡼ労務者ࢆ確保ࡋ災害対策ࡢ

円滑࡞推進ࢆ図ࢆࡇࡿ目的ࡿࡍ計画ࠊࡣ本計画ࠋࡿࡼ 

１ 実施責任者 

(1) � 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛 

(2) � 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ町長ࡀ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ行ࠋ࠺ 

２ 民間団体への協力要請 

(1) � 動員等ࡢ順序 
� 災害応急対策ࡢ要員ࢆ確保ࡿࡍ場合ࡢ順序ࡎࡲࠊ࡚ࡋボランティア団体及び奉仕団ࡢ動員ࠊ

次被災地区以外ࡢ住民ࡢ協力ࢆ得ࠊࡋࡢࡶࡿ特必要࡞場合労務者ࡢ雇上ࠋࡿࡍࢆࡆ 
(2) � 動員ࡢ要請 

� 本部ࡢ各班࡚࠸࠾奉仕団等ࡢ労力ࢆ必要ࠊࡣࡁࡿࡍ次ࡢ事項ࢆ示ࡋ総務対策部総務班ࢆ

通࡚ࡌ要請ࠋࡿࡍ 
� 動員ࢆ必要ࡿࡍ理由 
� 作業ࡢ内容 
�࢘ 作業場所 
�࢚ 就労予定期間 
�࢜ 所要人員 
�࢝ 集合場所 
�࢟  他参考事項ࡢࡑ

(3) � 住民組織等ࡢ要請先及ࡧ活動 
� 住民組織等ࡢ要請先 

�  自主防災組織及び公区ࡓࢀࡉ計画࡛ࠖ編成ࡿࡍ関育成ࡢ第㸲章第５節 自主防災組織ࠕ
� 住民組織等ࡢ活動内容 

� 住民組織等ࡢ活動内容ࡣ次ࠊࡋࡾ࠾ࡢ作業ࡢ種別ࡾࡼ適宜協力ࢆ求ࠋࡿࡵ 
(㺏) � 避難所収容ࡓࢀࡉ被災者ࡢ世話 

(㺐) � 被災者ࡢ炊ࡁ出ࡋ 
(㺑) � 救援物資ࡢ整理ࠊ配送及ࡧ支給 
(㺒) � 被災者ࡢ飲料水ࡢ供給 
(㺓) � 被災者ࡢ医療ࠊ助産ࡢ協力 
(㺔) � 避難所ࡢ清掃 
(㺕) � 町ࡢ依頼ࡿࡼ被害状況調査 

(㺖) �  応援ࡢ他災害応急措置ࡢࡑ

３ 労務者の雇上げ 

� 活動要員ࡢ人員ࡀ不足ࡣࡓࡲࠊࡋ特殊作業ࡵࡓࡢ労働力ࡀ必要ࠊࡣࡁ࡞労務者ࢆ雇上ࠋࡿࡆ 
����� 労務者ࡢ雇上ࡢࡆ範囲 

� 被災者ࡢ避難誘導ࡢࡵࡓࡢ労務者 
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� 医療ࠊ助産ࡢࡵࡓࡢ移送労務者 
�࢘ 被災者救出用機械ࠊ器具ࠊ資材ࡢ操作ࡢࡵࡓࡢ労務者 
�࢚ 飲料水ࡢ運搬ࠊ機材操作ࠊ浄水用薬品ࡢ配布等ࡢࡵࡓࡢ労務者 
�࢜ 救援物資支給ࡢࡵࡓࡢ労務者 
�࢝ 行方不明者ࡢ捜索及ࡧ処理ࡢࡵࡓࡢ労務者 

キキ その他災害応急対策のために必要な労務者 
����� 帯広公共職業安定所長ࡢ要請 

町࡚࠸࠾労務者ࡢ雇上ࠊࡣࡁ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡆ次ࡢ事項ࢆ明࡚ࡋࡽ帯広公共職業安定所長

 ࠋࡿࡍࢆࡳ申込ࡢ求人
� 職種別所要労務者数 
� 作業場所及ࡧ作業内容 

�࢘ 期間及ࡧ資金等ࡢ労働条件 
�࢚ 宿泊施設等ࡢ状況 
�࢜  事項࡞他必要ࡢࡑ

(3)  公共職業安定所の紹介 
公共職業安定所長は、前各号により労務者の求人申込みを二の機関以上から受けた場合は、緊

急度等を勘案してその必要度の高いものより紹介するものとする。 

４ 賃金及びその他の費用負担 

ア 労務者に対する費用は、その求人を行ったものが負担するものとする。 
イ 労務者に対する賃金は、その地域における同種の業務及び同程度の技能に係る賃金水準を

基本とする。 

５ 救助法の適用と実施 

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章 第 36 節 災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧 
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第第29節 ヘリコプター等活用計画 

� 災害時ࡣ陸上ࡢ道路交通ࡢ寸断ࡀ予想ࠊࡽࡇࡿࢀࡉ被災状況関ࡿࡍ情報収集ࠊ救助活動ࠊ

負傷者ࡢ緊急搬送ࠊ緊急物資ࡢ輸送ࠊ人員搬送等ࡢ緊急ࡢ応急対策࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊ࠊࡢࡵࡓࡢ等ࡢ広

域的ࡘ機動的࡞活用計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 基本方針 

町ࠊࡣ町内࡚࠸࠾災害ࡀ発生ࠊࡋ迅速ࡘ的確࡞災害応急対策ࡢ実施ࡵࡓࡢ必要ࡿ࠶ࡀ場合ࠊࡣ

�資料編ࠕ 資料㸯㸳㸫㸱� 北海道消防防災࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊応援協定ࠖࡢ定ࠊࡾࡼࡵ広域的࣭機動的

活動࡛ࡿࡁ消防防災ࡢ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊有効活用ࢆ図ࠋࡿ 

２ 実施責任者 

消防防災ࡢ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊出動要請ࠊࡣ本部長㸦町長㸧ࡀ行ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶ࠺緊急ࡢ際࡛ࠊ本

部長ࡀ不在等ࡢ場合ࠊࡣ本部長ࡢ職務代理者ࡀ行ࠋ࠺�

３ 実施方法 

����� 要請ࡢ要件�

本部長ࠊࡣ町内災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合࡛ࠊ次ࡢ各号ࢀࡎ࠸ࡢ

�ࠋࡿࡍ要請ࢆ出動ࡢ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊消防防災ࠊࡣ場合ࡿࡍ該当

� 町ࡢ消防力࡚ࡗࡼ災害防止ࡀ著ࡃࡋ困難࡞場合�

� 災害ࡀ隣接ࡿࡍ市町村拡大ࡣࡓࡲࠊࡋ影響ࢆ与ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡿ࠼場合�

�࢘ �場合ࡓࢀࡽࡵ認有効ࡶ最ࡀ活動ࡿࡼ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊他消防防災ࡢࡑ

����� 要請方法�

本部長ࡢࡽ知事㸦総務部危機対策局危機対策課防災航空室㸧対ࡿࡍ要請ࠊࡣ電話等ࡼ

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺行࡚ࡋࡽ明ࢆ事項ࡢ次ࡾ

� 災害ࡢ種類�

� 災害発生ࡢ日時及ࡧ場所並ࡧ災害ࡢ状況�

�࢘ 災害現場ࡢ気象状況�

�࢚ 災害現場ࡢ最高責任者ࡢ職࣭氏名及ࡧ災害現場ࡢ連絡方法�

�࢜ 消防防災ࡀ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊離着陸ࡿࡍ場所及ࡧ地上支援体制�

�࢝ 応援要ࡿࡍ資機材ࡢ品目及ࡧ数量�

�࢟ �事項࡞他必要ࡢࡑ

(3)  要請先 

北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室 

・ＴＥＬ 011-782-3233 ・ＦＡＸ 011-782-3234 
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・・総合行政情報ネットワーク電話 6-210-39-897、898  

�4��� 町ࡢ受入体制等�

� 道連携࡚ࡋ適切ࢆࢺ࣮࣏ࣜ࣊࡞選定ࠊࡋ必要࡞人員ࡢ配置ࠊ散水ࠊ危険防止ࡢࡵࡓࡢ適切

�࠺行ࢆ措置࡞

� 連絡責任者࡛ࢺ࣮࣏ࣜ࣊ࡣ待機ࠊࡋ必要応࡚ࡌ機長等ࡢ連絡ࡿࡓ࠶�

�࢘ �本章�第㸶㸷節ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ開設ࡢࢺ࣮࣏ࣜ࣊ 輸送計画ࠖࡿࡼ�

�࢚ �資料編ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ整備方法ࡢࢺ࣮࣏ࣜ࣊ 資料㸶�㸯�臨時ࢺ࣮࣏ࣜ࣊設定基準及ࣜ࣊ࡧ

�ࡿࡼ等ࠖࢺ࣮࣏

(5)  報告 

町長は、災害が収束した場合には、知事（総務部危機対策局危機対策課防災航空室）に報告

するものとする。 

４ 消防防災ヘリコプターの活動内容 

消防防災ࠊࡣ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊次掲ࡿࡆ活動࡛ࡢ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊ࠊ特性ࢆ十分活用ࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

�ࠋࡿࡍ運行場合ࡿࢀࡽࡵ認ࡀ必要性ࡢࡑ

����� 災害応急対策活動�

� 被災状況調査ࡢ࡞情報収集活動�

� 救援物資ࠊ人員ࠊ資機材等ࡢ搬送�

����� 救急࣭救助活動�

� 疾病者ࠊ医師等ࡢ搬送�

� 被災者ࡢ救助࣭救出�

����� 火災防御活動�

� 空中消火�

� 消火資機材ࠊ人員等ࡢ搬送�

����� �他ࡢࡑ

�場合ࡿࡵ認有効ࡀ活用ࡢ等࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊

５ 応援ヘリコプター等の活動 

道は、所管ヘリコプターで対応できない時は、道の広域応援計画に基づき、必要に応じ他県及び関

係機関からの応援ヘリコプター等の要請を行う。また、大規模災害時には、全国各地から消防機関を

はじめ、自衛隊、海上保安庁、警察、北海道開発局などから多数のヘリコプター等の航空機が被災地

に派遣され、様々な災害対策活動が行われることとなるため、「北海道ヘリコプター等運用調整会議」

において、ヘリコプター等を保有する防災関係機関の相互連携を図り、安全かつ効果的な災害応急対

策等の活動を行うものとする。 
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第第30節 自衛隊派遣要請及び活動計画 

� 大規模࡞災害ࡀ発生ࠊࡣࡁࡓࡋ町ࡢ力ࠊࡣ࡛ࡅࡔ救助必要࡞人員ࠊ設備等ࢆ確保ࡀࡇࡿࡍ

困難ࢆ予想࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ場合ࠊࡣ人命ࡣࡓࡲ財産ࡢ保護ࠊࡵࡓࡢ自衛隊法第��条基࡙ࡃ自衛隊ࡢ

派遣要請ࢆ行ࠊ࠸適切࡞救助活動等ࡢ活動計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 災害派遣要請基準�

(1)   人命救助のための応援を必要とするとき 

(2)   災害が発生し、又は災害の発生が予想され、緊急措置に応援を必要とするとき 

(3)   救助物資の輸送のため応援を必要とするとき 

(4)   主要道路の応急復旧に応援を必要とするとき 

(5)   応急措置のための医療、防疫、給水及び通信などの応援を必要とするとき 

２ 災害派遣要請の要領等 

����� 依頼方法�

� 町長ࠊࡣ自衛隊ࡢ災害派遣ࡢ必要ࡿ࠶ࡀ認ࠊࡣࡁࡿࡵ次ࡢ事項ࢆ明ࡓࡋࡽ文書㸦ࠕ様

式㸳�30�㸯�自衛隊災害派遣要請依頼࡚ࠖ࠸ࡘ㸧࡚ࡗࡶࢆ知事㸦十勝総合振興局長㸧依頼ࡍ

�ࠋࡿࡍ提出ࢆ文書ࡸ後速ࡢࡑࠊࡋ電話等࡛依頼ࡣ場合ࡿࡍ要ࢆ緊急ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ

� この場合において、町長は、必要に応じてその旨及び当該町の地域に係る災害の状況を要請先

である指定部隊等の長に通知するものとする。 

また、緊急を要する場合は、口頭又は電話等により依頼し、速やかに文書を提出するも のと

する。 

� 災害ࡢ状況及ࡧ派遣ࢆ依頼ࡿࡍ事由�

� 派遣ࢆ必要ࡿࡍ期間�

�࢘ 派遣ࢆ希望ࡿࡍ区域及ࡧ活動内容�

�࢚ 派遣部隊ࡀ展開࡛ࡿࡁ場所�

�࢜ 派遣部隊ࡢ連絡方法ࡢࡑ他参考事項㸦作業用資材ࠊ宿舎ࡢ準備状況ࠊ現地ࡢ連絡責任者等㸧�

����� 担当部及ࡧ依頼先�

� 災害派遣要請依頼ࠊࡣ総務対策部総務班ࡀ行ࠊ࠸連絡及ࡧ関係書類ࡢ提出先ࠊࡣ十勝総合振興

局地域振興部地域政策課主査㸦防災㸧ࠋࡿࡍ�

(3)   町長は、人命の緊急救助に関し、要請権者に依頼するいとまがないとき、または通信の途絶等

により要請権者との連絡が不能である場合等は、直接指定部隊等の長に通知することができる。

ただし、この場合、速やかに要請権者に連絡し、上記(1)の手続きを行う。 

３ 災害派遣部隊の受入れ体制 

����� 受入ࢀ準備ࡢ確立㹙担当ࠊࡣ広報渉外部広報渉外班ࠋࡿࡍ㹛�

� 知事㸦十勝総合振興局長㸧ࡽ災害派遣ࡢ通知ࢆ受ࠊࡣࡁࡓࡅ次ࡾࡼ措置ࠋࡿࡍ�

� 連絡職員ࡢ指名�
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� 派遣部隊及ࡧ十十勝総合振興局長ࡢ連絡職員ࢆ指名ࠊࡋ連絡ࠋࡿࡏࡽࡓ࠶�

� 事前準備�

� 応援ࢆ求ࡿࡵ作業ࡢ内容ࠊ所要人員ࠊ機材等ࡢ確保ࡢࡑ他࡚࠸ࡘ計画ࢆ立࡚ࠊ派遣部隊ࡢ

到着同時作業࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ準備ࠋࡿࡍ�

�࢘ 宿泊所等ࡢ準備�

� 派遣部隊ࡢ宿泊所及ࡧ車両ࠊ機材等ࡢ保管場所ࡢ準備等ࠊ受入ࡵࡓࡢࢀ必要࡞措置ࠋࡿࢆ�

����� 派遣部隊到着後ࡢ措置�

� 派遣部隊ࡢ作業計画等ࡢ協議㹙担当ࠊࡣ建設対策部土木班ࠋࡿࡍ㹛�

� 派遣部隊ࡀ到着ࠊࡣࡁࡓࡋ目的地誘導ࠊࡶࡿࡍ責任者応援作業計画等࡚࠸ࡘ

協議ࠊࡋ調整࠼࠺ࡢ必要࡞措置ࠋࡿࢆ�

� 知事㸦十勝総合振興局長㸧ࡢ報告㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛�

� 派遣部隊到着後及ࡧ必要応ࠊ࡚ࡌ次ࡢ事項ࢆ知事㸦十勝総合振興局長㸧報告ࠋࡿࡍ�

�㺏��� 派遣部隊ࡢ長ࡢ官職氏名�

�㺐��� 隊員数�

�㺑��� 到着日時�

�㺒��� 従事ࡿ࠸࡚ࡋ作業ࡢ内容及ࡧ進捗状況�

�㺓��� �事項ࡿ࡞他参考ࡢࡑ

４ 派遣活動 

� � 災害派遣時における自衛隊の支援活動は、次のとおりである。 

(1)  被害状況の把握 

車両、航空機等状況に適した手段による偵察 

(2)  避難援助 

避難者の誘導、輸送等 

(3)  遭難者の捜索、救助 

死者、行方不明者、負傷者等の捜索、救助（ただし、緊急を要し、かつ他に適当な手段がな

い場合、他の救援作業等に優先して実施する。） 

(4)  水防活動 

堤防護岸等の決壊に対する土のう作成積込み及び運搬 

(5)  消防活動 

利用可能な消防車、防火器具による消防機関への協力 

(6)  道路または水路等交通路上の障害物の排除 

施設の損壊または障害物がある場合の啓開除去等（ただし、放置すれば人命、財産の保護に影

響があると考えられる場合） 
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((7)  応急医療、防疫、病害虫駆除等の支援 

大規模な伝染病等の発生に伴う応急防疫等（薬剤等は町で準備） 

(8)  通信支援 

自衛隊の通信連絡に支障のない限度において支援 

(9)  人員及び物資の緊急輸送 

緊急を要し他に適当な手段がない場合、緊急患者、医師、その他救難活動に必要な人員及び

救援物資の緊急輸送（航空機による輸送は特に緊急を要する場合に限る。） 

(10) 炊飯及び給水支援 

緊急を要し、適当に手段がない場合 

(11) 救援物資の無償貸与または譲与 

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する総理府令」（昭和33年総理府令1

号）による。（ただし、譲与は町・道、その他の公共機関の救助が受けられず、当該物品の譲

与を受けなければ、生命身体が危険であると認められる場合に限る。） 

(12) 交通規制の支援 

自衛隊車両の交通が輻輳する地点における自衛隊車両を対象とする。 

(13) 危険物の保安及び除去 

能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去 

(14) 予防派遣 

風水害等を未然に防止するため緊急を要し、かつ、他に適当な手段がない場合 

(15) その他 

知事が必要と認め、自衛隊の能力で対処可能なものについて関係部隊の長と協議して決定す

る。 

５ 経費負担等 

(1)� 自衛隊ࡢ派遣要ࡿࡍ費用ࡣ自衛隊࡚࠸࠾負担ࠊࡀࡿࡍ自衛隊ࡀ防災活動要ࡿࡍ次ࡢ費用ࠊࡣ

町࡚࠸࠾負担ࠋࡿࡍ�

ア�� 資材費及ࡧ機器借上料�

イ�� 電話料及ࡢࡑࡧ施設費�

ウ�� 電気料�

エ�� 水道料�

オ�� 汲取料�

�2��� �ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ定ࠊ上ࡢ協議࡚࠸࠾関係機関ࡧ自衛隊及ࠊࡣ࡚࠸ࡘ他必要経費ࡢࡑ

�3��� 派遣部隊ࠊࡣ関係機関又ࡣ民間ࡽ宿泊࣭給食ࡢ施設ࠊ設備等ࡢ提供ࢆ受ࡓࡅ場合ࢀࡇࠊࡣ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ利用ࢆ

６ 派遣部隊の撤収要請�

� 町長㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛ࠊࡣ災害派遣ࡢ目的ࢆ達成ࡢࡑࡣࡓࡲࠊࡁࡓࡋ必要
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依頼ࡢ様式㸳�330�㸰�自衛隊災害派遣部隊撤収要請ࠕ文書㸦ࡸ速ࠊࡣࡁࡿࡵ認ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ

�ࠋࡿࡍ要請知事㸦十勝総合振興局長㸧࡚ࡗࡶࢆ㸧࡚ࠖ࠸ࡘ

�ࠋࡿࡍ提出ࢆ後文書ࡢࡑࠊࡋ電話等࡛要請ࠊࡣࡁࡿࡍ要ࢆ日時報告ࡿࡼ文書ࠊࡋࡔࡓ

７ 自衛隊との連携強化 

(1)  連絡体制の確立 

町長は、災害時に自衛隊との相互連絡が迅速に行えるよう、予め要請（通報）手順、連絡調整

窓口、連絡方法を定めるなど、情報収集・連絡体制の確立に努めるものとする。 

(2)  被害状況の把握（２）連絡調整 

町長は、災害時に自衛隊の救援活動が適切かつ効率的に行われるよう、災害派遣を要請した指

定部隊等の長と密接な連絡調整を行うものとする。 

８ 災害派遣時の権限 

災害派遣時の自衛官の権限行使は、自衛隊法及び基本法並びにこれらに基づく政令、総理府令及び訓

令の規定によるものとし、警察官等職権を行う者がその場にいない場合に限り、次の措置を行うことが

できる。この場合において、当該措置をとったときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。 

(1)  住民等の避難等の措置等（警察官職務執行法第４条，自衛隊法第94条）   

(2)  他人の土地等への立入り（警察官職務執行法第６条第１項，自衛隊法第94条） 

(3)  警戒区域の設定等（基本法第63条第３項） 

(4)  他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等（基本法第64条第８項） 

(5)  住民等への応急措置業務従事命令（基本法第65条第３項） 

(6)  自衛隊用緊急運行車両の通行の確保のための車両等の移動等の措置命令等（基本法第76条の３

第３項） 

�
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様式５-330-１ 自衛隊災害派遣要請依頼について 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

様式５-30-２ 自衛隊災害派遣部隊撤収の依頼について 

 

 

 

 

 

 

� � �

幕� 総� 務� 第� � � 号� �

平成� � 年� � 月� � 日� �

十勝総合振興局長� 様�

幕別町長� � � � � � � � � � 印� � �

自衛隊災害派遣要請依頼࡚࠸ࡘ�

�ࠋࡍࡲࡋ依頼ࢆ派遣要請ࡾ࠾ࡢ次ࠊ࡚࠸ࡘࡇࡢࡇ

記�

㸯� 災害ࡢ状況及ࡧ派遣ࢆ依頼ࡿࡍ事由�

㸰� 派遣ࢆ必要ࡿࡍ期間�

㸱� 派遣ࢆ希望ࡿࡍ区域及ࡧ活動内容�

㸲� 派遣部隊ࡀ展開࡛ࡿࡁ場所�

㸳� 派遣部隊ࡢ連絡方法ࡢࡑ他参考ࡿ࡞事項�

（    部    課    係）  �

幕� 総� 務� 第� � � 号� �

平成� � 年� � 月� � 日� �

十勝総合振興局長� 様�

幕別町長� � � � � � � � � � 印� � �

自衛隊災害派遣部隊撤収要請ࡢ依頼࡚࠸ࡘ�

平成� � 年� � 月� � 日付ࡅ幕総務第� � 号࡛依頼ࡓࡋ災害派遣要請ࠊࡣ࡚࠸ࡘ次ࡢ日時�

�ࠋࡍࡲࡋ依頼ࢆ撤収要請࡚ࡗࡶࢆ

記�

撤収要請日時� � � 平成� � 年� � 月� � 日� � 時� � 分�

㸦� � � � 部� � � � 課� � � � 係㸧� � �
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第第31節 広域応援計画 

大規模災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ町単独࡛ࡣ十分࡞応急࣭復旧活動ࢆ実施ࡀࡇࡿࡍ困難判断ࡓࡋ場

合ࠊ道及ࡧ他市町村ࡢ応援要請ࠊࡣ࡚࠸ࡘ本計画定ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡵ応援要請ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶受入

体制不備ࡀ生࠺ࡼ࠸࡞ࡌ十分配慮ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ他ࡢ市町村ࡀ被災ࡓࡋ場合ࠊࡣ被災地被害状況等

 ࠋࡿ࠼整ࢆ応援体制ࡸ速ࠊࡶ࠺行積極的ࢆ情報収集ࡢ

なお、広域応援のうち、広域一時滞在については、｢第５節 避難体制整備計画｣の「８ 広域一時滞

在｣による。 

�

１ 「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づく要請 

基本法第��条第㸯項及ࡧ第��条第㸯項ࡢ規定基࡙ࠊࡁ道及ࡧ市町村相互ࡢ応援ࢆ円滑遂行ࡿࡍ

�㺀資料編ࡓࡋ締結ࡵࡓ 資料㸯㸳�㸯� 災害時ࡿࡅ࠾北海道及ࡧ市町村相互ࡢ応援関ࡿࡍ協定㺁

基࡙ࠊࡁ応援要請ࠋࡿࡍ�

また、町は他の市町村等の応援が円滑に行われるよう、日頃から災害対策上必要な資料の交換を行う

ほか、他の市町村等の応援の受入体制を確立しておくものとする。 

����� 応援要請ࡢ区分及ࡧ連絡系統図�

� 第㸯要請㸦同一振興局ࡢ市町村ࡢ要請㸧� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

注㸸� 十勝総合振興局ࡢ連絡࠸࡞ࢀࡀ場合又ࡣ十勝総合振興局ࢆ経由࠸࡞ࡀࡲ࠸ࡿࡍ場合ࠊࡣ

直接市町村間࡛応援要請及ࡧ応援ࡢ可否関ࡿࡍ通報ࢆ行ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺事後ࠊ十勝総

合振興局ࡢࡑ旨ࢆ連絡ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

連絡

道防災無線����������

北海道㸦本庁㸧
㸦総務部危機対策課㸧

7(/��������������
道防災無線

������������

十勝総合振興局

㸦防災担当課㸧

㸦地域政策部地域政策課㸧
7(/���������

道防災無線ࠉ��������

通
報

����内線��������ࠉ/)7

通
報

要
請

要
請

応援
幕別町

㸦総務対策部総務班㸧
管�内�市�町�村
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� 第㸰要請㸦他振振興局ࡢ市町村ࡢ要請㸧� �

� � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

注㸸� 十勝総合振興局ࡢ連絡࠸࡞ࢀࡀ場合又ࡣ十勝総合振興局ࢆ経由࠸࡞ࡀࡲ࠸ࡿࡍ場合ࠊࡣ

直接市町村間ࠊ又ࡣ本庁ࢆ経由࡚ࡋ応援要請及ࡧ応援ࡢ可否関ࡿࡍ通報ࢆ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ連絡ࢆ旨ࡢࡑ十勝総合振興局ࠊ事後ࠊ࠾࡞

��

� �࢘ 第㸱要請� 要請市町村ࡀ北海道知事対࡚ࡋ行࠺応援要請�

� � � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

応援

要請 北海道㸦本庁㸧 要請

㸦総務部危機対策課㸧

7(/��������������

通報 道防災無線 通報

���������

幕別町

㸦総務対策部総務班㸧

7(/����������内線����

㸦地域政策部地域政策課㸧

7(/���������

道防災無線�����������

道防災無線ࠉ��������

十勝総合振興局

通
報

要
請

管内市町村

㸦防災担当課㸧

通
報

要
請

他ࡢ振興局

㸦地域政策部地域政策課㸧

北海道㸦本庁㸧
㸦総務部危機対策課㸧

������������ࠉ/)7
道防災無線

十勝総合振興局
㸦地域政策部地域政策課㸧

����ࠉ/)7���
道防災無線�����������

要
請

������������

連絡

指示

応
援

通
報

幕ࠉࠉ別ࠉࠉ町
㸦総務対策部総務班㸧

����内線���������ࠉ/)7
道防災無線ࠉ��������
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����� 応援ࡢ種類�

要請ࡾࡼ受ࡿࢀࡽࡅ応援ࡢ種類ࠊࡣ࡚࠸ࡘ次ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ�

� 食食料ࠊ飲料水及ࡧ生活必需物資並ࡢࡽࢀࡇࡧ供給必要࡞資機材ࡢ提供及ࢇࡏࡗ࠶ࡧ�

� 被災者ࡢ救出ࠊ医療及ࡧ防疫並ࡧ施設ࡢ応急措置等必要࡞資機材ࠊ物資ࡢ提供及ࡗ࠶ࡧ

�ࢇࡏ

�࢘ 避難、救護及び救出活動等必要࡞車両等ࡢ提供及ࢇࡏࡗ࠶ࡧ�

�࢚ 避難、救援、救護、救助活動及び応急措置等必要࡞職員ࡢ派遣�

�࢜ 被災者ࡢ一時収容ࡢࡵࡓࡢ施設ࡢ提供及ࢇࡏࡗ࠶ࡧ�

�࢝ �事項ࡓࡗ࠶ࡢ要請他特ࡢࡑ

２ 他の都道府県の市町村に対する応援要請等 

(1)   町長は、基本法第67条第１項の規定に基づき、道外の関係市町と締結した｢資料編 資料１５-

４ 災害時相互応援に関する協定｣に基づき、幕別町が被災した時は、当該協定市町に対し応援

要請するものとする。 

(2)   町長は、(1)の協定に基づき、当該協定市町長から応援を求められた場合、または協定市町と

連絡ができない場合に自主的応援活動が必要と認める場合は、応援活動を実施するものとする。 

(3)   町長は、知事が内閣総理大臣より他の都道府県の災害発生市町村長の応援を求められたことに

ともない、知事から当該災害発生市町村長の応援について求められた場合、必要と認める事項に

ついて応援協力に努める。 

３ ｢北海道広域消防相互応援協定」に基づく要請 

����� 大規模災害ࡀ発生ࠊࡋ被災地域の消防機関単独࡛ࡣ十分被災者ࡢ救援等ࡢ災害応急対策ࢆ実

施࡛࠸࡞ࡁ場合ࠊࡣ道等応援ࢆ要請ࠊࡿࡍ㺀資料編 資料１５-２� 北海道広域消防相互応

援協定㺁基࡙ࠊࡁ他ࡢ消防機関応援ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

� ࡢ他都府県ࠊ㸧࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊広域航空消防応援㸦࡚ࡋ対道࡚ࡌ通ࢆ町長ࠊࡌ応必要ࠊࡓࡲ

緊急消防救助隊ࡿࡼ応援ࢆ要請࠺ࡼࡿࡍ依頼ࠋࡿࡍ�

����� 他ࡢ消防機関等ࡢ応援ࡀ円滑行ࠊ࠺ࡼࡿࢀࢃ日頃ࡽ災害対策上必要࡞資料ࡢ交換ࢆ行࠺

�ࠋࡃ࠸࡚ࡋ確立ࢆ応援受入体制ࡢ消防機関等ࡢ他ࠊ

(3)   緊急消防援助隊を充実強化するとともに実践的な訓練等を通じて、人命救助活動等の支援体制

の整備に努めるものとする 

�
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����

第第32節 職員応援派遣計画 

� 災害応急対策ࡣࡓࡲ災害復旧対策ࡵࡓࡢ必要応ࠊࡌ災害対策基本法第��条ࡢ規定ࡾࡼ知事等ࡲ

派遣を要請し、または基本法ࡢ職員ࡋ対長等ࡢ指定地方行政機関ࡧ指定行政機関及ࠊࡀ町長等ࡣࡓ

第30条の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、指定行政機関、指定地方行政機関等

の職員の派遣ࢆࢇࡏࡗ࠶ࡢ求ࡿࡵ場合ࠊࡣ࡚࠸ࡘ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 要請権者 

����� 知事又は道の委員会若しくは委員��

����� 町長又は町の委員会若しくは委員  

なお、道又は市町村の委員会又は委員が職員の派遣を要請しようとするときは、知事又は町長

に予め協議しなければならない.  

�

２ 要請手続等 

����� 職員ࡢ派遣ࢆ要請ࠊࡣࡁࡿࡍ࠺ࡼࡋ要請権者ࡣ次ࡢ事項ࢆ明ࡓࡋࡽ文書࡚ࡗࡶࢆ行࠺

協ࡵ予町長ࡣ知事又ࠊࡣࡁࡿࡍ࠺ࡼࡋ要請ࢆ派遣ࡢ職員ࡣ町ࡣࡓࡲ道ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡢࡶ

議ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

� 派遣ࢆ要請ࡿࡍ理由�

� 派遣ࢆ要請ࡿࡍ職員ࡢ職種別人員数�

�࢘ 派遣ࢆ必要ࡿࡍ期間�

�࢚ 派遣ࡿࢀࡉ職員ࡢ給与ࡢࡑ他ࡢ勤務条件�

�࢜ 前各号掲ࠊࡢࡢࡶࡿࡆ職員ࡢ派遣࡚࠸ࡘࢇࡏࡗ࠶ࡢ必要࡞事項�

����� 職員ࡢ派遣ࢆࢇࡏࡗ࠶ࡢ求ࠊࡣࡁࡿࡍ࠺ࡼࡵ要請権者ࡣ次ࡢ事項ࢆ明ࡓࡋࡽ文書ࡶࢆ

ࡍ規定��ࡢ地方自治法第���条ࡃ࡞࡛ࡳࡢࢇࡏࡗ࠶派遣ࡢ職員ࡢ国ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺行࡚ࡗ

�ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡴ含ࡶ࡚࠸ࡘ派遣ࡢ地方公共団体相互間ࡿ

� 派遣ࢆࢇࡏࡗ࠶ࡢ求ࡿࡵ理由�

� 派遣ࢆࢇࡏࡗ࠶ࡢ求ࡿࡵ職員ࡢ職種別人員数�

�࢘ 派遣ࢆ必要ࡿࡍ期間�

�࢚ 派遣ࡿࢀࡉ職員ࡢ給与ࡢࡑ他ࡢ勤務条件�

�࢜ 前各号掲ࠊࡢࡢࡶࡿࡆ職員ࡢ派遣ࡢ࡚࠸ࡘࢇࡏࡗ࠶ࡢ必要࡞事項�

３ 派遣職員の身分取扱 

����� 派遣職員ࡢ身分取扱ࠊࡣ࠸原則࡚ࡋ職員派遣側㸦以下ࠕ派遣側ࠖࠋ࠺࠸㸧及ࡧ職員派遣受

入側㸦以下ࠕ受入側ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ双方ࡀ有ࠊࡋࡢࡶࡿࡍ従࡚ࡗ双方ࡢ法令࣭条例及ࡧ規則㸦以

下ࠕ関係規定ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ適用ࡢࡇࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶࡿ࠶ࡀ場合双方ࡢ関係規定矛盾ࡀ

生ࡓࡌ場合ࠊࡣ双方協議࠼࠺ࡢ決定ࠋࡿࡍ�
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����

�ࠋࡿࡍ定数外職員ࢆ派遣職員ࡢࡑࡣ受入側ࠊࡓࡲ

��� 派遣職員ࡢ給料等ࡢ双方ࡢ負担区分ࠊࡣ指定行政機関及ࡧ指定地方行政機関ࡢ職員ࠊࡣ࡚࠸ࡘ

災害対策基本法第��条第�項及ࡧ同法施行令第��条ࡢ規定ࡓࡲࠊࡾࡼ地方公共団体ࡢ職員࠸ࡘ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡼ規定ࡢ��ࡢ地方自治法第���条ࡣ࡚

����� 派遣職員ࡢ分限及ࡧ懲戒ࡣ派遣側ࡀ行ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶ࠺地方公共団体相互間ࡢ派遣ࡘ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ決定ࠊ࠼࠺ࡢ双方協議ࠊࡣ࡚࠸

����� 派遣職員ࡢ服務ࡣ派遣受入側ࡢ規定ࢆ適用ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

����� 受入側ࠊࡣ災害派遣職員対ࡋ災害派遣手当ࢆ支給ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

㸦参考㸧� 昭昭和37年自治省告示第118号（災害派遣手当の額の基準） 

� 災害対策基本法施行令第��条ࡢ規定基࡙ࠊࡁ災害派遣手当ࡢ基準額ࢆ次ࡾ࠾ࡢ定ࠋࡿࡵ�

派遣ࢆ受ࡓࡅ都道府県ࡣࡓࡲ市

町村ࡢ区域滞在ࡿࡍ期間�

公用ࡢ施設ࢀࡇࡣࡓࡲ準ࡿࡎ

施設㸦�日ࡁࡘ㸧�

�施設ࡢ他ࡢࡑ �

㸦㸯日ࡁࡘ㸧�

��日以内ࡢ期間� �����円� �����円�

��日ࢆ越࠼��日以内ࡢ期間� �����円� �����円�

��日ࢆ越ࡿ࠼期間� �����円� �����円�

�

�
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第第33節 防災ボランティアとの連携計画 

災害時おける日本赤十字社北海道支部及び各種ボランティア団体・ＮＰＯとの連携ࠊࡣ࡚࠸ࡘ

本計画定ࠋࡿࡵ�

�

１ ボランティア団体等の協力 

� 町及ࡧ防災関係機関等ࠊࡣ日本赤十字社北海道支部ࡣࡓࡲ各種ࢸࣥࣛ࣎団体・ＮＰＯ等ࡢࡽ

協力ࡢ申入ࢀ等ࠊࡾࡼ災害応急対策ࡢ実施࡚࠸ࡘ協力ࢆ受ࠋࡿࡅ�

２ ボランティアの受け入れ 

� 町及ࡧ関係団体ࠊࡣ相互協力ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡋ対ࡿࡍ被災地ࡢࢬ࣮ࢽࡢ把握努ࠊࡶࡿࡵ

�ࠋࡿࡵ努࠺ࡼࡿࡍ確保ࢆ受入体制ࡢࡑ調整等ࠊࢀ入ࡅ受ࡢࢸࣥࣛ࣎

町及ࡧ関係団体ࡢࢸࣥࣛ࣎ࠊࡣ受ࡅ入ࠊ࡚ࡗࡓ࠶ࢀ高齢者介護等ࡢࢸࣥࣛ࣎技能等ࡀ効

果的活࠺ࡼࡿࢀࡉ配慮ࠊࡶࡿࡍ必要応ࢸ࡚ࣥࣛ࣎ࡌ活動ࡢ拠点ࢆ提供࣎ࠊ࡞ࡿࡍ

�ࠋࡿࡵ努支援࠺ࡼࡿࢀࡽ図ࡀ実施࡞円滑ࡢ活動ࢸࣥࣛ

３ ボランティア団体等の活動  

� �ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ次ࡡࡴ࠾࠾ࠊࡣ内容ࡢ活動ࡿࡍ依頼団体・ＮＰＯ等ࢸࣥࣛ࣎

����� 一般ࢸࣥࣛ࣎�

� 災害࣭安否࣭生活情報ࡢ収集࣭伝達�

� 炊ࡁ出ࡢࡑࠊࡋ他ࡢ災害援助活動�

�࢘ 高齢者ࠊ障害がい害等ࡢ介護及ࡧ看護補助�

�࢚ 清掃及ࡧ防疫ࡢ補助�

�࢜ 災害応急対策物資ࠊ資材ࡢ輸送及ࡧ配分�

�࢝ 応急復旧現場ࡿࡅ࠾危険ࢆ伴࠸࡞ࢃ軽易࡞作業�

����� 専門ࢸࣥࣛ࣎�

� 被災者対ࡸࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡿࡍ相談活動�

� 外国人通訳ࡸ手話通訳ࠊ視覚障害ࢸࣥࣛ࣎等ࡢ災害弱者対応�

�࢘ 医療活動ࡸ住宅危険度判定࡞専門分野࡛ࡢ活動�

エ 被災建築物の応急危険度判定 

４ ボランティア活動の環境整備  

� 町ࠊࡣ日本赤十字社北海道支部ࠊ幕別町社会福祉協議会及ࢸࣥࣛ࣎ࡧ団体等ࡢ連携ࢆ図ࠊࡾ

災害時ࢸ࡚ࣥࣛ࣎࠸࠾活動ࡀ円滑行ࡢࡑࠊ࠺ࡼࡿࢀࢃ活動環境ࡢ整備ࢆ図ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ町

活動ࢸࣥࣛ࣎ࠊ体制࠺行ࢆ調整ࡢ活動ࢸࣥࣛ࣎ࡿࡅ࠾災害時ࠊ研修制度ࠊ登録ࡢ平常時ࡣ

��ࠋࡿࡵ努確保等ࡢ拠点ࡢ
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� �

 
 

＜ボランティア受入体系図＞ 
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申出

�࣭町災 害対策本部
個 人 ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   㸦民生対策部福祉班㸧ࠉ

指示 要請 要請

�࣭幕別 町社会福祉協議会

申出

団体 ࣭企業ࢸࣥࣛ࣎
�࣭日本 赤十字社北海道支部

指示

申出 ࡢࡑ࣭� 他ࡢ団体ࠊ機関 派遣 派遣

海 外 ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ  
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第第34節 災害義援金等募集（配分）計画 

� 大規模࡞災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ町ࠊ道ࠊ日本赤十字社北海道支部ࠊ道社会福祉協議会及ࠊࡧ道共同

募金会等関係機関連携ࢆ図ࠊࡽࡀ࡞ࡾ国民ࠊ企業等ࡽ寄託ࡓࢀࡉ義援金品ࢆ迅速ࡘ確実被災

者配分ࡢࡵࡓࡿࡍ計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 義援金品の募集 

����� 義援金ࡢ募集�

� 町ࠊࡣ道ࠊ日本赤十字社北海道支部ࠊ道社会福祉協議会及ࠊࡧ道共同募金会等関係機関相互

実ࢆ広報活動࡚ࡌ通ࢆ報道機関ࠊ࡚ࡵ定ࢆ募集期間等ࠊ先ࡾ送ࠊ募集方法ࠊࡽࡀ࡞ࡾ図ࢆ連携

施ࠋࡿࡍ�

����� 義援物資ࡢ募集�

義援物資ࠊࡣ࡚࠸ࡘ道ࠊ関係機関等ࡢ協力ࢆ得ࠊࡽࡀ࡞受入ࢆࢀ希望ࡢࡶࡿࡍ希望࠸࡞ࡋ

送ࠊ数量ࡸ種類ࡢ義援物資ࡿࡍ募集ࠊࡋ勘案ࢆ需要状況ࡢ被災地ࡶࡿࡍ把握十分ࢆࡢࡶ

�ࠋࡿࡍ実施ࢆ広報活動࡚ࡌ通ࢆ報道機関ࠊ࡚ࡵ定ࢆ募集期間等ࠊ先ࡾ

�ࠋࡿࡵ努改定ࡢࢺࢫࣜࡢ義援物資ࡿࡍ募集ࠊࡋ勘案ࢆ需要状況ࡢ現地ࠊࡓࡲ

２ 義援金品の引継ぎ及び配分�

����� 義援金ࡢ引継ࡂ及ࡧ配分�

� �寄託ࡓࢀࡉ義援金ࡣ北海道災害義援金募集㸦配分㸧委員会�㸦以下ࠕ委員会ࠖࠋ࠺࠸㸧確

実引ࡁ継ࠋࡄ委員会ࠊࡣ被災状況等ࢆ考慮ࠊ࠼࠺ࡢ対象者ࠊ配分内容ࠊ配分方法等ࡢ基準ࢆ定

�ࠋࡿࡍ配分適正࡚ࡌ通ࢆ町ࠊࡵ

����� 義援物資ࡢ引継ࡂ配分�

� 義援物資ࠊࡣ࡚࠸ࡘ町が引継ࠊࡂ町ࠊࡣ公区長ࢸࣥࣛ࣎ࠊ等ࡢ協力ࢆ得࡚ࠊ被災者ࢽࡢ

�ࠋࡿࡍ配分適正ࡘ迅速ࢆ義援物資ࠊ࠼ࡲ踏ࢆࢬ࣮

� �ࠋࡿࡍ十分配慮障がい者等要配慮者ࠊ高齢者ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶配分ࠊ࠾࡞

３ 義援金品の管理 

町ࠊࡣ義援金ࢆ委員会寄託ࡢ࡛ࡲࡿࡍ間及ࡧ委員会ࡽ寄託ࢀࡉ被災者配分ࡢ࡛ࡲࡿࡍ間ࡢ一

時保管場所ࢆ確保ࠊࡋ紛失等࠺ࡼ࠸࡞ࡢ適正管理ࠋࡿࡍ�

ࠊ損傷ࠊࡋ確保ࢆ一時保管場所ࡢ間ࡢ࡛ࡲࡿࡍ配分㺂被災者ࡶ࡚࠸ࡘ義援物資ࡓࢀࡉ寄託ࠊࡓࡲ

紛失等࠺ࡼ࠸࡞ࡢ適正管理ࠋࡿࡍ�

�

�

�

�

������������������������������

1�北海道災害義援金募集㸦配分㸧委員会ࡀ実施ࡿࡍ義援金募集㸦配分㸧業務ࠊࡣ災害救助法第��条基࡙ࡁ北海道知

事ࡽ救助又ࡣ応援ࡢ実施࡚࠸ࡘ委託ࢆ受ࡿ࠸࡚ࡅ日本赤十字社北海道支部ࡢࡑ協力団体ࡀ実施࡛ࡢࡶࡿࡍ

寄付ࡿࡍ規定所得税法第��条第�項第�号ࡣࡓࡲ法人税法第��条第㸱項第�号ࡣ義援金ࡓࢀࡉ寄託ࠊࡽࡇࡿ࠶

金該当ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ�
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第第35節 災害応急金融計画 

� 災害ࡢ応急復旧ࢆ図ࠊࡾ被災者ࡢ速࡞ࡸ立ࡕ直ࢆࡾ期ࡢࡵࡓࡿࡍ応急金融ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 実施計画 

� 災害時ࡢ応急的࡞金融計画ࡣ次ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ各種対策伴࠺支援制度ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ資

料編�第㸲章�災害援護ࠖࠋࡿࡼ�

����� 一般住宅復興資金ࡢ確保�

道ࠊࡣ住宅金融支援機構及ࡧ地元ࡢ金融機関等ࡢ協力ࢆ求ࠊࡵ生活ࡢ本拠࡛ࡿ࠶住家ࡢ被害ࢆ

復旧ࡢࡵࡓࡿࡍ資金ࡢ確保ࢆ援助ࠋࡿࡍ�

町ࡣ、道協調࡚ࡋ融資対ࡿࡍ利子補給等ࡢ措置ࢆ講ࠋࡿࡎ�

����� 中小企業等金融対策�

道ࠊࡣ災害貸付を適用し、信用保証協会ࠊ取扱金融機関連携、協調のもと、被災中小企業者

等に対する金融支援を実施する。�

����� 農林水産業等金融対策�

道ࠊࡣ天災資金ࡢ融資枠ࢆ確保ࠊࡋ町協調࡚ࡋ融資対ࡿࡍ利子補給措置ࢆ講ࠊࡶࡿࡌ

日本政策金融公庫等協力ࢆ求ࠊࡵ災害資金ࡢ融資枠ࢆ確保ࠋࡿࡍ�

����� 福祉関係資金ࡢ貸付等�

道ࠊࡣ町緊密࡞連絡ࠊࡶࡢ災害援護資金ࠊ生活福祉資金ࠊ母子及ࡧ寡婦福祉資金ࡢ貸付

�ࠋࡿࡍ実施積極的ࢆ

����� 被災者生活再建支援金�

� 道は、町と緊密な連絡のもとに、被災者生活再建支援法に基づく被災世帯に対する支援金の迅

速な支給を図る。 

 また、町は、被災者生活再建支援金の支給その他の支援措置が早期に実施されるよう、発災後

早期にり災証明書の交付体制を確立し、被災者にり災証明書を交付する。 

２ 財政政策 

����� 指定地方行政機関ࠊ金融機関等ࠊࡣ道及ࡧ町ࡀ実施ࡿࡍ公共施設ࡢ復旧並ࡧ一般住宅及ࡧ中

小企業等復旧対策要ࡿࡍ財政資金ࡢ確保対ࠊࡋ積極的協力ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

����� 道ࠊ町ࠊ防災関係機関及ࡧ金融機関等ࠊࡣ協力࡚ࡋ災害復旧関ࡿࡍ相談窓口ࢆ開設ࠊࡋ被災

者ࡢ復興活動ࢆ援助ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

３ 応急金融の大要 

(1)  生活福祉資金 

(2)  母子・寡婦福祉資金 

(3)  災害援護資金貸付金 

(4)  災害復興住宅資金 

(5)  農林漁業セーフティネット資金 
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((6)  天災融資法による融資 

(7)  農林漁業施設資金（主務大臣指定施設（災害復旧）） 

(8)  農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）水産業施設資金（災害復旧） 

(9)  造林資金 

(10)  樹苗養成施設資金 

(11)  林道資金 

(12)  農業漁業施設資金（主務大臣指定施設）林産業施設資金（災害復旧） 

(13)  共同利用施設資金 

(14)  備荒資金直接融資資金 

(15)  中小企業総合振興資金「セーフティネット貸付（災害貸付）」 

(16)  勤労者福祉資金 

(17)  「被災者生活再建支援法」に基づく支援 

（大要については、「資料編 資料４－２ 応急緊急の大要」による。） 

�

�
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第第36節 災害救助法の適用と実施 

� 救助法ࢆ適用ࠊࡋ同法基࡙ࡁ実施ࡿࡍ応急救助活動ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 実施体制 

� 救助法ࡿࡼ救助ࠊࡣ知事ࡀ行ࠋ࠺町長は、知事から救助の実施について、個別の災害ごとに救

助に関する事務の一部を委任された場合は、自らの判断責任において実施するものとする。�

２ 救助法の適用基準 

� 本町ࡿࡅ࠾救助法ࡿࡼ救助ࠊࡣ別表㸳�36�㸯掲ࡿࡆ災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾当該災害

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺行࡚ࡋ対者ࡿࡍ必要ࢆ救助現ࡾ

３ 救助法の適用手続き 

(1)�� 町長ࠊࡣ本町ࡢ地域係ࡿ災害関ࡢࡑࠊࡋ被害ࡀ前記ࡢ適用基準ࢀࡎ࠸ࡢ該当ࡓࡲࠊࡋ

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ十勝総合振興局長に報告ࡕ直ࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀおそれࡿࡍ該当ࡣ

(2)  災害の事態が急迫し、知事による救助の実施を待つとい苫がない場合は、町長は旧法の規定に

よる救助を行い、その状況を直ちに十勝総合振興局長に報告し、その後の処置について指示を受

けなければならない。 

�

㸺手続ࡁ系統図㸼�

�

�

�

�

�

�

 

４ 救助に必要とされる措置 

����� 従事命令�

� 知事ࡣ救助ࢆ行ࡵࡓ࠺特必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ次ࡢ者従事命令࡚ࡗࡶࢆ救助関ࡿࡍ業

務従事ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ�

� 医師ࠊ歯科医師及ࡧ薬剤師� � � � � � � � � � 保健師ࠊ助産師ࡣࡓࡲ看護師�

�࢘ 土木技師ࡣࡓࡲ建築技師� � � � � � � � � � �࢚ 大工ࠊ左官ࡣࡓࡲ鳶職�

�࢜ 土木業者ࡣࡓࡲ建築業者及ࡢࡽࢀࡇࡧ従事者� �࢝ 地方鉄道事業者及ࡢࡑࡧ従事者�

�࢟ 軌道経営者及ࡢࡑࡧ従事者� � � � � � � � � �ࢡ 自動車運送事業者及ࡢࡑࡧ従事者�

市町村長 十勝総合振興局長 知  事 

報 告 報 告 

通 知 

救助法

の適用 

救助法

の適用 

公� 示�

施行令第㸯条第㸯項第

㸯号該当ࡿࡍ場合 

公� 示�

㸦十勝総合振興局長 

 委任以外㸧ࡢ

ͤ救助法施行令第㸯

条第㸯項第㸯号㸸

幕別町内࡚࠸࠾

��世帯以上ࡢ住家

�ࠋࡁࡓࡋ滅失ࡀ
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�ࢣ 船舶運送業者及ࡢࡑࡧ従事者� � � � � � � � �ࢥ 港湾運送業者及ࡢࡑࡧ従事者�

����� 救助命令�

� 知事ࡣ救助ࢆ行ࡵࡓ࠺特必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ救助ࢆ要ࡿࡍ者及ࡢࡑࡧ近隣ࡢ者ࢆ救助

関ࡿࡍ業務協力ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ�

����� 保管命令等�

� 知事ࡣ救助ࢆ行ࡵࡓ࠺特必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ病院ࠊ診療所ࠊ旅館ࡢࡑ他ࡢ施設ࢆ管理ࠊࡋ

土地ࠊ家屋ࡣࡃࡋࡶ物資ࢆ使用ࠊࡋ物資ࡢ生産ࠊ集荷販売ࠊ配給ࠊ保管ࡣࡃࡋࡶ輸送業対ࠊࡋ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ収容ࢆ物資ࡣࡓࡲࠊࡌ命ࢆ保管ࡢ物資࠺取扱ࡢࡑ

����� 立入検査�

� 知事ࡣ前項ࡢ目的ࡵࡓࡢ必要ࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀ職員施設ࠊ土地ࠊ家屋ࠊ物資ࡢ所在ࡿࡍ場所

ࡇࡿ取ࢆ報告࡞必要ࡽ者ࡓࡏࡉ保管ࢆ物資ࠊࡏࡉࢆ立入検査場所ࡿࡏࡉ保管ࢆ物資ࡣࡓࡲ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

����� 従事命令ࡢ発令�

� 従事命令等ࢆ発ࠊࡋ救助ࢆ実施ࡿࡍ場合ࠕࠊࡣ各様式ࠖ指定ࡢ公用令書等㸦救助法施行令

定ࠋࡿࡵ㸧ࢆ交付࡚ࡋ行ࠋ࠺�

����� 関係機関ࡢ相互協力�

救助法ࠊ同法施行令及ࡧ同法施行規則ࡢ規定基࡙ࠊࡁ自治体ࡢ行࠺公用令書等࡚ࡗࡼ行࠺

職務相互協力࡚ࡋ行ࠋ࠺�

５５ 救助の実施 

����� 救助ࡢ実施種類�

� 知事ࠊࡣ救助法適用市町村に対し同法基࡙ࡁ次掲ࠊࡕ࠺ࡢࡢࡶࡿࡆ必要認ࡿࡵ救助ࢆ実

施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 実施ࡢ救助ࡿࡆ掲次ࡿࢀࡉ判断ࡿࡁ対処࡛迅速ࡾࡼࡀ方ࡓࡋ実施ࡀ町長ࠊࡣ知事ࠊ࠾࡞

�ࠋࡿࡍ委託ࡾࡼ通知ࢆ事務ࡿࡍ関救助ࡈ災害ࡢ個別町長࡚࠸ࡘ

㸦救助ࡢ種類実施期間㸧�

救助ࡢ種類� 実施期間� 実施者区分�

避難所ࡢ設置� 㸵日以内� 市町村�

応急仮設住宅ࡢ供与� ��日以内着工�

建設工事完了後㸱ࣨ月以内�

ͤ特定行政庁ࡢ許可ࢆ受ࡅ

࡚㸰年以内延長可能�

対象者ࠊ対象箇所ࡢ選定㹼市町

村設置㹼道㸦ࠊࡋࡔࡓ委任ࡓࡋ

�市町村㸧ࡣࡁ

炊ࡁ出ࡢࡑࡋ他ࡿࡼ食品ࡢ給与� 㸵日以内� 市町村�

飲料水ࡢ供給� 㸵日以内� 市町村�

被服ࠊ寝具ࡢࡑ他ࡢ生活必需品ࡢ給

与ࡣࡓࡲ貸与�

��日以内� 市町村�
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医療� ��日以内� 医療班㹼道࣭日赤道支部㸦ࡔࡓ

�市町村㸧ࡣࡁࡓࡋ委任ࠊࡋ

助産� 分娩ࡢ日ࡽ㸵日以内� 医療班㹼道࣭日赤道支部㸦ࡔࡓ

�市町村㸧ࡣࡁࡓࡋ委任ࠊࡋ

災害ࡓࡗ者ࡢ救出� 㸱日以内� 市町村�

住宅ࡢ応急処理� 㸯ࣨ月以内� 市町村�

学用品ࡢ給給与� 教科書等� 㸯ࣨ月以内�

文房具等� ��日以内�

市町村�

市町村�

埋葬� ��日以内� 市町村�

死体ࡢ捜索� ��日以内� 市町村�

死体ࡢ処理� ��日以内� 市町村・日赤道支部�

障害物ࡢ除去� ��日以内� 市町村�

生業資金ࡢ貸与� � 現在運用࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ�

（注）期間については、すべての災害発生日から起算し、厚生労働大臣の承認を得て実施期間を延長することができる。 

����� 救助必要ࡿࡍ措置�

知事ࠊࡣ救助ࢆ行ࡵࡓ࠺必要ࡿࡍ場合ࡿࡅ࠾関係者対ࡿࡍ従事命令ࠊ協力ࠊ物資ࡢ収

用ࠊ立入検査等ࡢࡑࠊࢆ緊急ࡢ限度ࢀࡒࢀࡑ࡚࠸࠾救助法及ࡧ同施行令ࠊ規則並ࡧ細則ࡢ定

指定地方ࡣࡓࡲ長ࡢ指定行政機関ࡾࡼ�ࡢ第��条ࠊ�ࡢ同法第��条ࠊࡋࡢࡶࡿࡍ実施ࡾࡼࡵ

行政機関ࡢ長ࡀ公用令書等࡚ࡗࡼ行࠺職務࡚࠸ࡘ相互協力ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ�

６ 基本法と救助法の関連 

基本法ࡢ定ࡿࡼࢁࡇࡿࡵ災害ࠊ࡚࠸ࡘ救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࡿࡅ࠾救助事務ࡢ取扱࠸

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡽ明ࢆ責任ࡢࡑࡾࡼ適用時期等ࡢ救助法ࠊࡣ࡚࠸ࡘ

様式５-36-１ 公用令書（従事・協力） 

 従事第   号 

公   用   令   書 

 

住 所 

氏 名 

 

 災害対策基本法第７１条の規定に基づき、次のとおり 従事・協力 を命ずる。 

     年  月  日 

処分権者  北海道知事              印 

 

従事すべき業務  

従事すべき場所  

従事すべき期間  

出頭すべき日時  

出頭すべき場所  

備       考  

 



本 編 第５章 災害応急対策計画 

� ����

第５－36節 災害救助法の適用と実施

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

 

様式５-336-２ 公用令書（物資の保管） 

 保管第  号 

公   用   令   書 

 

住 所 

氏 名 

 

災害対策基本法第７１条の規定に基づき、次のとおり、物資の保管を命ずる。 

     年  月  日 

処分権者  北海道知事              印 

 

保管すべき物資の種類 数 量 保管すべき場所 保管すべき期間 備 考 

     

     

     

     

     

 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

 

 

 

 

様式５-36-３ 公用令書（管理・使用・収用） 

 管理第  号 

公   用   令   書 

 

住 所 

氏 名 

 

 災害対策基本法第７１条の規定に基づき、次のとおり          を 管理・使用・収用を命じる。 

     年  月  日 

処分権者  北海道知事              印 

 

名 称 数量 所在場所 範 囲 期 間 引渡月日 引渡場所 備 考 

        

        

        

        

        

 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 
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様式５-336-４ 公用変更令書 

 変更第  号 

公  用  変  更  令  書 

 

住 所 

氏 名 

 

 災害対策基本法第７１条の規定に基づく公用令書（  年  月  日第  号）にかかる処分を次のとおり変更した

ので、同法施行令第３４条第１項の規定により、これを交付する。 

     年  月  日 

処分権者  北海道知事              印 

 

変更した処分の内容 

 

 

 

 

 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

 

様式５-36-５ 公用取消令書 

 取消第  号 

公  用  取  消  令  書 

 

住 所 

氏 名 

 

災害対策基本法第７１条の規定に基づく公用令書（  年  月  日第  号）にかかる処分を取消したので、同

法施行令第34条第１項
1
の規定により、これを交付する。 

 

     年  月  日 

処分権者  北海道知事              印 

 

 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

������������������������������

1
�災害対策基本法施行令第34条第１項：都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関

の長は、基本法第８１条第１項（公用令書の交付）の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又

は取り消したときは、すみやかに公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。 
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第５－36節 災害救助法の適用と実施

別表５-336-１ 救助法の適用基準�

適� 用� 基� 準� 摘� � 要�

�

被害区分�

�

�

市町村ࡢ人口�

市町村単

独ࡢ場合�

相当広範

囲࡞場合

�全道

�����世

帯以上�

被害ࡀ全道

ࠊࡾࡓࢃ

������世帯以

上ࡢ住家ࡀ滅

失ࡓࡋ場合�

住家滅失

世帯数�

住家滅失

世帯数�

������人以上

������人未満�

��� ��� 市町村ࡢ被害

状況ࡀ特救

助ࢆ必要ࡍ

ࡿ࠶状態ࡿ

ࡓࢀࡽࡵ認

�ࠋࡁ

�

�

�

㸯�住家被害ࡢ判定基準�

࣭滅失㸸全壊ࠊ全焼ࠊ流失�

住家ࡀ全部倒壊ࠊ流失ࠊ埋没ࠊ焼失ࡶࡓࡋ

ࡍ再使用ࡾࡼ補修ࠊࡃࡋࡔ甚ࡀ損壊ࡣ又ࡢ

ࡣ焼失又ࠊ損壊ࠊࡣ困難࡛具体的ࡀࡇࡿ

流出ࡓࡋ部分ࡢ床面積ࡢࡑࠊࡀ住家ࡢ延床面

積ࡢ���以上達ࠊࡢࡶࡓࡋ又ࡣ住家ࡢ主要

損ࡿࡵ占住家全体ࢆ経済的被害ࡢ要素࡞

害割合࡛表ࠊࡋ���以上達ࡓࡋ程度ࠋࡢࡶࡢ�

�

࣭半壊ࠊ半焼㸸㸰世帯࡛滅失㸯世帯換算�

� � 住家ࡢ損壊ࡀ甚ࠊࡀ࠸ࡋࡔ補修ࡤࢀࡍ元通

ࡣ具体的ࠊ࡛ࡢࡶࡢ程度ࡿࡁ再使用࡛ࡾ

損壊部分ࡢ床面積ࡢࡑࠊࡀ住家ࡢ延床面積ࡢ

��㹼ࠊࡢࡶࡢ���又ࡣ住家ࡢ主要࡞構成要素

損害割合ࡿࡵ占住家全体ࢆ経済的被害ࡢ

࡛表ࠊࡋ���以上���未満ࠋࡢࡶࡢ�

࣭床上浸水㸸㸱世帯࡛滅失㸯世帯換算�

� � 床上浸水ࠊ土砂ࡢ堆積等ࠊࡾࡼ一時的

居住࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ状態ࠋࡢࡶࡓࡗ࡞�

�

㸰�世帯ࡢ判定�

����生計ࢆ一ࡿ࠸࡚ࡋ実際ࡢ生活単位࠸ࢆ

�ࠋ࠺

����会社又ࡣ学生ࡢ寮等ࠊࡣ各ࡀࠎ独立ࡓࡋ生

計ࢆ営ࡿ࠸࡛ࢇ認ࡿࢀࡽࡵ場合ࠊ個ࡢࠎ生

活実態即ࡋ判断ࠋࡿࡍ�

�



本 編 第６章 地震災害対策計画 

� ����

第第６章 地震・津波災害対策計画 

地震災害ࡢ防災対策関ࡿࡍ計画ࠊࡣ幕別町地域防災計画ࡢ別冊࡛ࠕࡿ࠶地震・津波防災計画編ࠖ

 ࠋࡿࡼ

�



本 編 第７章 事故災害対策計画 

� ����

第７―１節 航空災害対策計画

第第７章 事故災害対策計画 

第１節 航空災害対策計画 

航空機ࡢ墜落炎上等ࡾࡼ多数ࡢ死傷者ࢆ伴࠺大規模࡞事故㸦以下㺀航空災害㺁ࠋ࠺࠸㸧ࡀ発生ࠊࡋ

軽ࡢ被害ࡋ防御ࢆ拡大ࡢࡑࠊ࡚ࡋ確立ࢆ初動体制早期ࠊ場合ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ発生ࡉࡲࡣࡓࡲ

減ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ防災関係機関ࡀ実施ࡿࡍ各種ࡢ予防ࠊ応急対策ࠊࡣ࡚࠸ࡘ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 災害予防 

� 関係機関ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ組織ࢆ通࡚ࡌ相互協力ࠊࡋ航空災害ࢆ未然防止ࡵࡓࡿࡍ必要࡞予防対

策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 東京航空局空港事務所ࠊ空港管理事務所�

� 航空運送事業者航空交通ࡢ安全確保関ࡿࡍ情報ࢆ適時࣭適切提供ࠊࡋ航空災害ࢆ未然

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࢆ措置࡞適切ࡵࡓࡿࡍ防止

� 迅速ࠊࡘࠊ的確࡞災害情報ࡢ収集࣭連絡ࢆ行ࡢࡵࡓ࠺体制ࡢ整備ࢆ図ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ�

�࢘ 災害時ࡿࡅ࠾緊急情報連絡ࢆ確保ࠊࡵࡓࡿࡍ平常時ࡽ災害対策ࢆ重視ࡓࡋ通信設備ࡢ整

備࣭充実努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

�࢚ 職員ࡢ非常参集体制ࠊ応急活動ࡢࣝࣗࢽ࣐ࡢࡵࡓࡢ作成等ࠊ災害応急体制ࢆ整備ࡢࡶࡿࡍ

�ࠋࡿࡍ

�࢜ 災害時ࡿࡅ࠾応急活動等関ࡵࡌࡽ࠶ࠊࡋ協定ࡢ締結ࢆ行࠺際ࠊ平常時ࡽ関係機関相

互ࡢ連携体制ࡢ強化ࢆ図ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ�

�࢝ 災害時ࡢ救急࣭救助࣭救護ࠊ消防活動備ࠊ࠼資機材等ࡢ整備促進努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

�࢟ 関係機関相互連携࡚ࡋ実践的࡞防災訓練ࢆ実施ࠊࡋ災害時ࡢ活動手順ࠊ関係機関ࡢ連

携等࡚࠸ࡘ徹底ࢆ図ࠊࡶࡿ体制ࡢ改善等ࠊ必要࡞措置ࢆ講ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡎ�

����� 航空運送事業者�

� 航空交通ࡢ安全関ࡿࡍ各種情報ࢆ事故予防ࡵࡓࡢ活用ࠊࡋ航空災害ࢆ未然防止ࡓࡿࡍ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡎ講ࢆ措置࡞必要ࡵ

� 職員ࡢ非常参集体制ࠊ応急活動ࣝࣗࢽ࣐ࡢࡵࡓࡢ作成等ࠊ災害応急体制ࢆ整備ࡢࡶࡿࡍ

�ࠋࡿࡍ

�࢘ 関係機関相互連携࡚ࡋ実践的࡞防災訓練ࢆ実施ࠊࡋ災害時ࡢ活動手順ࠊ関係機関ࡢ連

携等࡚࠸ࡘ徹底ࢆ図ࠊࡶࡿ体制ࡢ改善等ࠊ必要࡞措置ࢆ講ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡎ�

２ 災害応急対策 

���� 情報通信�

� 航空災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࡢ情報ࡢ収集及ࡧ通信等ࠊࡣ次

��ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ

�
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� 情報通信連絡系統�

�� 航空災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࡢ連絡系統ࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

発

見

者

警 察 署

幕別消防署

釧 路 方 面 本 部

十勝総合振興
局

近隣消防機関

当該航空運送
事 業 者

北海道警察本部

北 海 道
㸦 危 機 対 策

空港管理事務所

東 京 航 空 局
空 港 事 務 所

国
�総務省
消防庁�

情報交換

ձ�発生地点ࡀ明確࡞場合

幕 別 町

�

ղ�発生地点ࡀ不明࡞場合㸦航空機ࡢ捜索活動㸧�

注）　救難調整本部は、東京空港事務所に設けられる

東 京 救 難
調 整 本 部

警 察 庁
防 衛 庁
国 土 交 通 省
消 防 庁

幕 別 町
幕 別 消 防 署

東 京 航 空 局
空 港 事 務 所

札 幌 航 空
交 通 管 制 部

北 海 道 警 察 本 部
自 衛 隊

空 港 管 理
事 務 所

㸦必要応ࡌ㸧

北 海 道
㸦危機対策局㸧

�

�
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�

� 実施事項�

�㺏��� 関係機関ࠊࡣ災害発生時直ࡕ災害情報連絡ࡢࡵࡓࡢ通信手段ࢆ確保ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 関係機関ࠊࡣ災害情報ࡢ収集努ࠊࡶࡿࡵ把握ࡓࡋ情報ࢆ迅速他ࡢ関係機関

連絡ࠋࡿࡍ�

�㺑��� 関係機関ࠊࡣ相互緊密࡞情報交換ࢆ行ࠊ࠸情報ࡢ確認ࠊ共有化ࠊ応急対策ࡢ調整等ࢆ

行ࠋ࠺�

����� 災害広報�

災害応急対策ࡢ実施ࠊࡾࡓ࠶正確࡞情報ࢆ迅速提供ࡾࡼࡇࡿࡍ混乱ࡢ防止ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ

被災者ࡢ家族等ࠊ地域住民等対࡚ࡋ行࠺災害広報ࠕࠊࡣ第㸳章�第３３節�災害広報計画ࠖ定ࡵ

�ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ次ࠊࡿ

� 実施機関�

� 東京航空局空港事務所ࠊ空港管理事務所ࠊ航空運送事業者ࠊ幕別町ࠊ幕別消防署ࠊ帯広警察

署�

� 実施事項�

�㺏��� 被災者ࡢ家族等ࡢ広報�

� 関係機関ࠊࡣ被災者ࡢ家族等ࡢࡽ問࠸合ࡏࢃ等対応ࡿࡍ体制ࢆ整備ࠊࡿࡍ被災

者ࡢ家族等役立ࡘ次ࡢ情報ࢆ正確ࡵࡁ細ࡃ適切提供ࠋࡿࡍ�

㹟� 航空災害ࡢ状況�

㹠� 被災者ࡢ安否情報�

㹡� 医療機関等ࡢ情報�

㹢� 関係機関ࡢ災害応急対策関ࡿࡍ情報�

㹣� ��事項࡞他必要ࡢࡑ

�㺐��� 地域住民等ࡢ広報�

� 関係機関ࠊࡣ報道機関ࢆ通ࡣࡓࡲࠊࡌ広報車ࡢ利用及ࡧ広報板ࡢ掲示等ࠊࡾࡼ次ࡢ事

項ࡢ広報ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

㹟� 航空災害ࡢ状況�

㹠� 被災者ࡢ安否情報�

㹡� 医療機関等ࡢ情報�

㹢� 関係機関ࡢ災害応急対策関ࡿࡍ情報�

㹣� 施設等ࡢ復旧状況�

㹤� 避難ࡢ必要性等ࠊ地域与ࡿ࠼影響�
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㹥� �事項࡞他必要ࡢࡑ

����� 応急活動体制�

� 幕別町ࡢ災害対策組織�

� 町長ࠊࡣ航空災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࡢࡑࠊ状況応࡚ࡌ応急活

動体制ࢆ整備ࡢࡑࠊࡋ地域係ࡿ災害応急対策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

� 防災関係機関ࡢ災害対策組織�

関係機関ࡢ長ࠊࡣ航空災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࡢࡑࠊ状況応ࡌ

࡚応急活動体制ࢆ整備ࠊࡋ関係機関連携ࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡾࢆ所管係ࡿ災害応急対策ࢆ実

施ࠋࡿࡍ�

�࢘ 災害㸦事故㸧対策現地合同本部ࡢ設置��

関係機関ࡣ円滑ࠊ迅速࡞応急対策ࡢ実施ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ必要応࡚ࡌ協議ࡢ上ࠊ現地合同本

部ࢆ設置ࠊࡋ災害応急対策ࢆ行ࠋ࠺�

���� 捜索活動�

航空機ࡢ捜索活動ࠊࡣ東京救難調整本部ࢆ通ࠊ࡚ࡌ各関係機関ࡀ相互密接協力ࡑࠊ࠼࠺ࡢ

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺行࡚ࡋ活用ࢆ手段࡞多様࡞࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊ࢀࡒࢀ

���� 救助救出活動�

� 空港及ࡢࡑࡧ周辺ࡢ航空災害時ࡿࡅ࠾救助救出活動ࠊࡣ東京航空局空港事務所等ࡀ行࠺発生

直後ࡢ救助救出活動ࠕࠊࡢ第㸳章�第６６節�救助救出計画ࠖ定ࠋࡿࡵ�

���� 医療救護活動�

� 航空災害時ࡿࡅ࠾医療救護活動ࠕࠊࡣ第㸳章�第17節�医療救護計画ࠖ定ࠋࡿࡵ�

���� 消防活動�

� 航空災害時ࡿࡅ࠾消防活動ࠊࡣ航空災害ࡿࡼ火災ࡢ発生状況ࢆ速ࡸ把握ࠊࡶࡿࡍ

化学消防車ࠊ化学消化薬剤等ࡿࡼ消防活動ࢆ迅速実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 東京航空局空港事務所ࠊ空港管理事務所ࠊ航空運送事業者�

航空災害ࡿࡼ火災ࡢ発生直後ࡿࡅ࠾初期消火活動ࢆ行࠺ࡼ࠺努ࠊࡶࡿࡵ消防活動

�ࠋࡿࡍ協力ࡾ限࡞可能関係機関ࡿࡍ実施ࢆ

� 幕別消防署�

�㺏��� 幕別消防署ࠊࡣ速ࡸ航空災害ࡿࡼ火災ࡢ発生状況ࢆ把握ࠊࡶࡿࡍ迅速消防

活動ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 幕別消防署ࡢ職員ࠊࡣ航空災害ࡿࡼ火災ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ消防活動ࡢ円滑化ࢆ図ࡓࡿ

火災ࡿࡼ航空災害ࠊࡣ職員ࡢ消防機関ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ設定ࢆ消防警戒区域࡚ࡌ応必要ࠊࡵ

設定ࢆ消防警戒区域࡚ࡌ応必要ࠊࡵࡓࡿ図ࢆ円滑化ࡢ消防活動ࠊ࡚࠸࠾場合ࡓࡋ発生ࡀ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ

���� 行方不明者ࡢ捜索及ࡧ死体ࡢ収容等�

� 行方不明者ࠊࡾࡼࡵ定ࡢ収容処理埋葬計画ࠖࡢ死体ࡧ捜索及ࡢ第㸳章�第24節�行方不明者ࠕ
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�ࠋࡿࡍ実施ࢆ埋葬等ࠊ収容ࡢ死体ࠊ捜索ࡢ

���� 交通規制�

帯広警察署及ࡧ関係機関ࠊࡣ災害ࡢ拡大防止及ࡧ交通ࡢ確保ࠕࠊࡵࡓࡢ第㸳章�第８８節�交通応

急対策計画ࠖࠊࡾࡼ必要࡞交通規制ࢆ行ࠋ࠺�

�10�� 防疫及ࡧ廃棄物処理等�

� 航空災害時ࡿࡅ࠾防疫及ࡧ廃棄物処理等ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ第㸳章�第18節�防疫計画ࠖ及ࡧ㺀第

㸳章�第19節�廃棄物等処理計画㺁ࡢ定ࠋࡿࡼࡵ�

�11�� 自衛隊派遣依頼�

� 航空災害時ࡿࡅ࠾自衛隊派遣要請依頼ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㺀第㸳章�第30節�自衛隊派遣要請及ࡧ活

動計画㺁定ࠊࡿࡵ次ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� � 航空事務所長等法令࡛定ࡿࡵ者ࠊࡣ航空災害ࡢ規模ࡸ収集ࡓࡋ被害情報ࡽ判断ࠊࡋ必要

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ要請ࢆ災害派遣ࡋ対自衛隊ࠊࡣ場合ࡿ࠶ࡀ

� � 航空事務所長等法令࡛定ࡿࡵ者ࠊࡣ自衛隊ࡢ派遣要請ࡀ迅速行ࡵࡌࡽ࠶ࠊ࠺ࡼࡿ࠼

要請ࡢ手順ࠊ連絡先等࡚࠸ࡘ必要࡞準備ࢆ整ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚࠼�

�12�� 広域応援�

� � 道ࠊ町及ࡧ消防機関ࠊࡣ災害ࡢ規模ࢀࡒࢀࡑࠊࡾࡼ単独࡛ࡣ十分࡞災害応急対策ࢆ実施࡛

北海道広域消防相互応ࠊࡣ消防機関ࠊࡾࡼ第㸳章�第31節�広域応援計画ࠖࠕࠊࡣ場合࠸࡞ࡁ

援協定基࡙ࡁ応援ࢆ要請ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

�
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第第２節 鉄道災害対策計画 

鉄軌道ࡿࡅ࠾列車ࡢ衝突等ࡾࡼ多数ࡢ死傷者ࢆ伴࠺大規模࡞災害㸦以下ࠕ鉄道災害ࠖࠋ࠺࠸㸧

防御ࢆ拡大ࡢࡑࠊ࡚ࡋ確立ࢆ初動体制早期ࠊ場合ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡀ

�ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ応急対策ࠊ予防ࡢ各種ࡿࡍ実施ࡀ防災関係機関ࠊࡵࡓࡿ図ࢆ軽減ࡢ被害ࡋ

１ 災害予防 

� 関係機関ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ組織ࢆ通࡚ࡌ相互協力ࠊࡋ鉄道災害ࢆ未然防止ࡵࡓࡿࡍ必要࡞予防対

策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 北海道旅客鉄道ओ㸦以下「㹈㹐」ࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ踏切ࡿࡅ࠾自動車ࡢ衝突ࠊ置ࡁ石等ࡼ

普及一般ࡃ広ࢆ知識ࡿࡍ関事故防止ࠊࡵࡓࡿࡍ防止ࢆ事故ࡿࡼ外部要因ࡢ脱線等ࡢ列車ࡿ

�ࠋࡿࡵ努࠺ࡼࡿࡍ

����� 㹈㹐ࠊࡣ鉄道災害ࡢ発生際ࠊ࡚ࡋ迅速ࡘ適切࡞措置ࢆ講ࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡎ運行管理

体制ࡢ充実努ࠋࡿࡵ�

����� 㹈㹐ࠊࡣ自然災害等ࡽ鉄軌道ࡢ保全ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ気象ࡢ予警報࡞情報ࡢ収集努ࡿࡵ

�ࠋࡿ図ࢆ対応࡞ࡸ速ࠊࡋ発見迅速ࢆ異常ࠊ࠸行ࢆ点検ࡢ施設等ࠊࡶ

����� 㹈㹐ࠊࡣ職員ࡢ非常参集体制ࠊ応急活動ࡢࣝࣗࢽ࣐ࡢࡵࡓࡢ作成等ࠊ災害応急体制ࢆ整備ࡍ

�ࠋࡿ

����� 㹈㹐ࠊࡣ災害発生直後ࡿࡅ࠾旅客ࡢ避難等ࡢࡵࡓࡢ体制ࡢ整備努ࠊࡿࡵ火災ࡿࡼ被

害ࡢ拡大ࢆ最小限ࠊࡵࡓࡿࡍ初期消火体制ࡢ整備努ࠋࡿࡵ�

����� 㹈㹐ࠊࡣ関係機関相互連携࡚ࡋ実践的࡞防災訓練ࢆ実施ࠊࡋ災害時ࡢ活動手順ࠊ関係機関

�ࠋࡿࡎ講ࢆ措置࡞必要ࠊ改善等ࡢ体制ࠊࡶࡿ図ࢆ徹底࡚࠸ࡘ連携等ࡢ

����� 㹈㹐ࠊࡣ災害ࡢ発生後ࠊ原因究明ࢆ行ࡢࡑࠊ࠸成果ࢆ速ࡸ安全対策反映ࡼࡇࡿࡏࡉ

�ࠋࡿࡵ努再発防止ࠊࡾ

２ 災害応急対策 

����� 情報通信�

� 鉄道災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࡢ情報ࡢ収集及ࡧ通信等ࠊࡣ次

��ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ

� 情報通信連絡系統�

� 鉄道災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࡢ連絡系統ࠕࠊࡣ図表㸵�㸰�㸯�

鉄道災害情報通信連絡系統図ࠖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

� 実施事項�

�㺏��� 関係機関ࠊࡣ災害発生時直ࡕ災害情報連絡ࡢࡵࡓࡢ通信手段ࢆ確保ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 関係機関ࠊࡣ災害情報ࡢ収集努ࠊࡶࡿࡵ把握ࡓࡋ情報ࢆ迅速他ࡢ関係機関

連絡ࠋࡿࡍ�

�㺑��� 関係機関ࠊࡣ相互緊密࡞情報交換ࢆ行ࠊ࠸情報ࡢ確認ࠊ共有化ࠊ応急対策ࡢ調整等ࢆ

行ࠋ࠺�
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����� 災害広報�

� 災害応急対策ࡢ実施ࠊࡾࡓ࠶正確࡞情報ࢆ迅速提供ࡾࡼࡇࡿࡍ混乱ࡢ防止ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ

被災者ࡢ家族等ࠊ地域住民等対࡚ࡋ行࠺災害広報ࠕࠊࡣ第㸳章�第３３節�災害広報計画ࠖ定ࡵ

�ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ次ࠊࡿ

� 実施機関�

� 㹈㹐ࠊ十勝総合振興局ࠊ幕別町ࠊ幕別消防署ࠊ帯広警察署�

� 実施事項�

�㺏��� 被災者ࡢ家族等ࡢ広報�

� 関係機関ࠊࡣ被災者ࡢ家族等ࡢࡽ問࠸合ࡏࢃ等対応ࡿࡍ体制ࢆ整備ࠊࡿࡍ被災

者ࡢ家族等役立ࡘ次ࡢ情報ࢆ正確ࡵࡁ細ࠊࡃ適切提供ࠋࡿࡍ�

㹟� 鉄道災害ࡢ状況�

㹠� 被災者ࡢ安否情報�

㹡� 医療機関等ࡢ情報�

㹢� 関係機関ࡢ災害応急対策関ࡿࡍ情報�

㹣� ��事項࡞他必要ࡢࡑ

�㺐��� 地域住民等ࡢ広報�

� 関係機関ࠊࡣ報道機関ࢆ通ࡣࡓࡲࠊࡌ広報車ࡢ利用及ࡧ広報板ࡢ掲示等ࠊࡾࡼ次ࡢ事

項ࡢ広報ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

㹟� 鉄道災害ࡢ状況�

㹠� 被災者ࡢ安否情報�

㹡� 医療機関等ࡢ情報�

㹢� 関係機関ࡢ災害応急対策関ࡿࡍ情報�

㹣� 施設等ࡢ復旧状況�

㹤� 避難ࡢ必要性等ࠊ地域与ࡿ࠼影響�

㹥� �事項࡞他必要ࡢࡑ

������ 応急活動体制�

� 幕別町ࡢ災害対策組織�

�� 町長ࠊࡣ鉄道災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࡢࡑࠊ状況応࡚ࡌ応急活動

体制ࢆ整備ࡢࡑࠊࡋ地域係ࡿ災害応急対策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

� 防災関係機関ࡢ災害対策組織�

� 関係機関ࡢ長ࠊࡣ鉄道災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࡢࡑࠊ状況応ࠊ࡚ࡌ

応急活動体制ࢆ整備ࠊࡋ関係機関連携ࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡾࢆ所管係ࡿ災害応急対策ࢆ実施ࡍ



本 編 第７章 事故災害対策計画 

� ����

第７－２節 鉄道災害対策計画

�ࠋࡿ

�࢘ 災害㸦事故㸧対策現地合同本部ࡢ設置��

関係機関ࡣ円滑ࠊ迅速࡞応急対策ࡢ実施ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ必要応࡚ࡌ協議ࡢ上ࠊ現地合同本部

�ࠋ࠺行ࢆ災害応急対策ࠊࡋ設置ࢆ

����� 救助救出活動�

� 鉄道災害時ࡿࡅ࠾救助救出活動ࠕࠊࡣ第㸳章� 第６６節�救助救出計画ࠖ定ࠊࡓࡲ�ࠋࡿࡵ㹈

㹐ࠊࡣ災害発生直後ࡿࡅ࠾救助救出活動ࢆ行࠺ࡼ࠺努ࠊࡶࡿࡵ救助救出活動ࢆ実施ࡿࡍ

関係機関可能࡞限ࡾ協力ࠋࡿࡍ�

����� 医療救護活動�

� 鉄道災害時ࡿࡅ࠾医療救護活動ࠕࠊࡣ第㸳章�第17節�医療救護計画ࠖ定ࠊࡓࡲ�ࠋࡿࡵ㹈㹐

関係機ࡿࡍ実施ࢆ医療救護活動ࠊࡶࡿࡵ努࠺ࡼ࠺行ࢆ救護活動ࡿࡅ࠾災害発生直後ࠊࡣ

関可能࡞限ࡾ協力ࠋࡿࡍ�

����� 消防活動�

� 鉄道災害時ࡿࡅ࠾消防活動ࠊࡣ次ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�

� 㹈㹐�� �

鉄道災害ࡿࡼ火災ࡢ発生直後ࡿࡅ࠾初期消火活動ࢆ行࠺ࡼ࠺努ࠊࡶࡿࡵ消防活動ࢆ

実施ࡿࡍ関係機関可能࡞限ࡾ協力ࠋࡿࡍ�

� 幕別消防署�

�㺏��� 幕別消防署ࠊࡣ速ࡸ鉄道災害ࡿࡼ火災ࡢ発生状況ࢆ把握ࠊࡶࡿࡍ迅速消

防活動ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 幕別消防署ࡢ職員ࠊࡣ鉄道災害ࡿࡼ火災ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ消防活動ࡢ円滑化ࢆ図ࡿ

�ࠋࡿࡍ設定ࢆ消防警戒区域࡚ࡌ応必要ࠊࡵࡓ

����� 行方不明者ࡢ捜索及ࡧ死体ࡢ収容等�

� 捜ࡢ行方不明者ࠊࡾࡼ収容処理埋葬計画ࠖࡢ死体ࡧ捜索及ࡢ第㸳章�第24節�行方不明者ࠕ

索ࠊ死体ࡢ収容ࠊ埋葬等ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 交通規制�

� 帯広警察署及ࡧ関係機関ࠊࡣ災害ࡢ拡大防止及ࡧ交通ࡢ確保ࠕࠊࡵࡓࡢ第㸳章�第８節�交通

応急対策計画ࠖࠊࡾࡼ必要࡞交通規制ࢆ行ࠋ࠺�

����� 危険物流出対策� � �

� 鉄道災害ࡾࡼ危険物ࡀ流出ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡢࡑࡣࡓࡲࠊࡋ場合ࠕࠊࡣ本章�第５節�危険物等

災害対策計画ࠖࠊࡾࡼ速ࡸ対処ࠊࡋ危険物ࡿࡼ二次災害ࡢ防止努ࠋࡿࡵ�

����� 自衛隊派遣依頼�

� 災害ࡢ規模ࡸ収集ࡓࡋ被害情報ࡽ判断ࠊࡋ必要ࡿ࠶ࡀ場合ࠕࠊࡣ第㸳章�第30節�自衛隊派

遣要請及ࡧ活動計画ࠖࠊࡾࡼ知事㸦十勝総合振興局長㸧自衛隊ࡢ災害派遣ࢆ依頼ࠋࡿࡍ�

�
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����� 広域応援�

� 幕別町及ࡧ幕別消防署ࠊࡣ災害ࡢ規模ࢀࡒࢀࡑࠊࡾࡼ単独࡛ࡣ十分࡞災害応急対策ࢆ実施

他都ࠊ市町村ࡢ他ࠊ消防機関ࡢ他ࠊࡾࡼ第㸳章�第331節�広域応援計画ࠖࠕࠊࡣ場合࠸࡞ࡁ࡛

府県及ࡧ国応援ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

����� 災害復旧��

� 㹈㹐ࠊࡣ鉄道災害伴࠺施設及ࡧ車両ࡢ被災状況応ࠊࡌ迅速被災施設及ࡧ車両ࡢ復旧

�ࠋࡿࡵ努

� 㹈㹐ࠊࡣ災害復旧ࠊࡾࡓ࠶可能࡞限ࡾ復旧予定時期ࢆ明確化࠺ࡼࡿࡍ努ࠋࡿࡵ�

 

図表７-２-１ 鉄道災害情報通信連絡系統図 

 

� � Ｊ  Ｒ 

幕別町・幕別消防署 

十勝総合振興局（地域政策課） 

北海道警察本部 国（総務省消防庁） 帯広警察署 

北海道（危機対策局） 

北海道運輸局 

（情報交換） 
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第５－３節 道路災害対策計画

第第３節 道路災害対策計画 

道路構造物ࡢ被災ࡣࡓࡲ車両ࡢ衝突等ࠊࡾࡼ大規模࡞救助救出活動ࡸ消火活動等ࡀ必要ࡿࢀࡉ

災害㸦以下ࠕ道路災害ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࠊ早期初

動体制ࢆ確立ࡢࡑࠊ࡚ࡋ拡大ࢆ防御ࡋ被害ࡢ軽減ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ防災関係機関ࡀ実施ࡿࡍ各種ࡢ予防ࠊ

応急対策ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 災害予防�

� 関係機関ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ組織ࢆ通࡚ࡌ相互協力ࠊࡋ道路災害ࢆ未然防止ࡵࡓࡿࡍ必要࡞予防対

策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 道路管理者�

� ࠊࡶࡿࡵ努把握ࡢ現況ࡢ施設等ࠊࡋ強化ࢆ点検体制ࡢ道路施設ࠊ橋梁等ࡸࣝࢿࣥࢺ

異常箇所ࢆ迅速発見ࠊࡋ速࡞ࡸ応急対策ࢆ図ࡵࡓࡿ情報ࡢ収集ࠊ連絡体制ࡢ整備ࢆ図ࠋࡿ�

� ࢆ情報ࡢࡑ道路利用者ࠊ場合ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ発生ࡀ災害ࠊࢀࡉ発見ࡀ異常箇所ࠊࡓࡲ

迅速提供ࡢࡵࡓࡿࡍ体制ࡢ整備ࢆ図ࠋࡿ�

� 道路災害ࢆ予防ࠊࡵࡓࡿࡍ必要࡞施設ࡢ整備ࢆ図ࠊࡶࡿ道路施設ࡢ安全ࢆ確保ࡓࡿࡍ

�ࠋࡿࡵ努整備ࡢ体制࡞必要ࡵ

�࢘ 道路災害ࢆ未然防止ࠊࡵࡓࡿࡍ安全性ࠊ信頼性ࡢ高࠸道路ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ整備ࢆ計画的ࡘ

総合的実施ࠋࡿࡍ�

�࢚ 職員ࡢ非常参集体制ࠊ応急活動ࡢࣝࣗࢽ࣐ࡢࡵࡓࡢ作成等ࠊ災害応急体制ࢆ整備ࠋࡿࡍ�

�࢜ 関係機関相互連携࡚ࡋ実践的࡞防災訓練ࢆ実施ࠊࡋ道路災害等ࡢ情報伝達ࠊ活動手順等

�ࠋࡿࡎ講ࢆ措置ࡢ改善等ࡢ体制ࡌ応必要ࠊࡶࡿ図ࢆ徹底ࡢ

�࢝ 道路災害時施設ࠊ設備ࡢ被害情報ࡢ把握及ࡧ応急復旧ࢆ行ࡵࡌࡽ࠶ࠊࡵࡓ࠺体制ࠊ資機

材ࢆ整備ࠋࡿࡍ�

�࢟ 道路利用者対࡚ࡋ道路災害時ࡢ対応等ࡢ防災知識ࡢ普及࣭啓発ࢆ図ࠋࡿ�

�ࢡ 道路災害ࡢ原因究明ࡢࡵࡓࡢ総合的࡞調査研究ࢆ行ࡢࡑࠊ࠸結果ࢆ踏࠼ࡲ再発防止対策ࢆ実

施ࠋࡿࡍ�

����� 帯広警察署�

� 道路交通ࡢ安全ࡢࡵࡓࡢ情報ࡢ収集ࢆ図ࠊࡾ異常箇所ࡀ発見ࠊࢀࡉ災害ࡀ発生࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ

周ࡧ被災現場及ࠊࡶࡿࡍ周知道路利用者ࠊ࠸行ࢆ措置࡞必要࡞禁止ࡢ通行ࠊࡣ場合ࡿ

辺地域等ࠊ࡚࠸࠾交通安全施設ࡢ点検ࢆ実施࡞ࡿࡍ必要࡞措置ࢆ講ࠋࡿࡎ�

２ 災害応急対策 

����� 情報通信�

� 道路災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࡢ情報ࡢ収集及ࡧ通信等ࠊࡣ次

�ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ

� 情報通信連絡系統�

� 道路災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࡢ連絡系統ࠕࠊࡣ図表㸵�㸱�㸯�
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第５－３節 道路災害対策計画

道路災害情報通信連絡系統図ࠖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

� 実施事項�

�㺏��� 関係機関ࠊࡣ災害発生時直ࡕ災害情報連絡ࡢࡵࡓࡢ通信手段ࢆ確保ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 関係機関ࠊࡣ災害情報ࡢ収集努ࠊࡶࡿࡵ把握ࡓࡋ情報ࢆ迅速他ࡢ関係機関

連絡ࠋࡿࡍ�

�㺑��� 関係機関ࠊࡣ相互緊密࡞情報交換ࢆ行ࠊ࠸情報ࡢ確認ࠊ共有化ࠊ応急対策ࡢ調整等ࢆ

行ࠋ࠺�

����� 災害広報�

� 災害応急対策ࡢ実施ࠊࡾࡓ࠶正確࡞情報ࢆ迅速提供ࡾࡼࡇࡿࡍ混乱ࡢ防止ࢆ図ࡓࡿ

第㸳章�第３３節�災害広報計画ࠖࠕࠊࡣ災害広報࠺行࡚ࡋ対地域住民等ࠊ家族等ࡢ被災者ࠊࡵ

�ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ次ࠊࡿࡵ定

� 実施機関�

� 道路管理者ࠊ十勝総合振興局ࠊ幕別町ࠊ幕別消防署ࠊ帯広警察署�

� 実施事項�

�㺏��� 被災者ࡢ家族等ࡢ広報��

� 関係機関ࠊࡣ被災者ࡢ家族等ࡢࡽ問࠸合ࡏࢃ等対応ࡿࡍ体制ࢆ整備ࠊࡿࡍ被災

者ࡢ家族等役立ࡘ次ࡢ情報ࢆ正確ࡵࡁ細ࠊࡃ適切提供ࠋࡿࡍ�

㹟� 災害ࡢ状況�

㹠� 被災者ࡢ安否情報�

㹡� 医療機関等ࡢ情報�

㹢� 関係機関ࡢ災害応急対策関ࡿࡍ情報�

㹣� �事項࡞他必要ࡢࡑ

�㺐��� 道路利用者及び地域住民等ࡢ広報�

� 関係機関ࠊࡣ報道機関ࢆ通ࡣࡓࡲࠊࡌ広報車ࡢ利用及ࡧ広報板ࡢ掲示等ࠊࡾࡼ次ࡢ事

項ࡢ広報ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

㹟� 災害ࡢ状況�

㹠� 被災者ࡢ安否情報�

㹡� 医療機関等ࡢ情報�

㹢� 関係機関ࡢ災害応急対策関ࡿࡍ情報�

㹣� 施設等ࡢ復旧状況�

㹤� 避難ࡢ必要性等ࠊ地域与ࡿ࠼影響�

㹥� �事項࡞他必要ࡢࡑ
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第５－３節 道路災害対策計画

����� 応急活動体制�

� 幕別町ࡢ災害対策組織�

� 町長ࠊࡣ道路災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࡢࡑࠊ状況応࡚ࡌ応急活

動体制ࢆ整備ࡢࡑࠊࡋ地域係ࡿ災害応急対策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

� 防災関係機関ࡢ災害対策組織�

� 関係機関ࡢ長ࠊࡣ道路災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࡢࡑࠊ状況応ࡌ

ࢆ災害応急対策ࡿ係所管ࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡾࢆ連携関係機関ࠊࡋ整備ࢆ応急活動体制ࠊ࡚

実施ࠋࡿࡍ�

�࢘ 災害㸦事故㸧対策現地合同本部ࡢ設置�

� 関係機関ࡣ円滑ࠊ迅速࡞応急対策ࡢ実施ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ必要応࡚ࡌ協議ࡢ上ࠊ現地合同本

部ࢆ設置ࠊࡋ災害応急対策ࢆ行ࠋ࠺�

����� 救助救出活動�

� 道路災害時ࡿࡅ࠾救助救出活動ࠕࠊࡣ第㸳章�第６６節�救助救出計画ࠖ定ࠋࡿࡵ�

� 救助ࠊࡶࡿࡵ努࠺ࡼ࠺行ࢆ救助救出活動ࡿࡅ࠾災害発生直後ࠊࡣ道路管理者ࠊࡓࡲ

救出活動ࢆ実施ࡿࡍ関係機関可能࡞限ࡾ協力ࠋࡿࡍ�

����� 医療救護活動�

� 道路災害時ࡿࡅ࠾医療救護活動ࠕࠊࡣ第㸳章�第17節�医療救護計画ࠖ定ࠋࡿࡵ�

� 医療救護ࠊࡶࡿࡵ努࠺ࡼ࠺行ࢆ救護活動ࡿࡅ࠾災害発生直後ࠊࡣ道路管理者ࠊࡓࡲ

活動ࢆ実施ࡿࡍ関係機関可能࡞限ࡾ協力ࠋࡿࡍ�

����� 消防活動�

� 道路災害時ࡿࡅ࠾消防活動ࠊࡣ次ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�

� 道路管理者�

� 道路災害ࡿࡼ火災ࡢ発生直後ࡿࡅ࠾初期消火活動ࢆ行࠺ࡼ࠺努ࠊࡶࡿࡵ消防活

動ࢆ実施ࡿࡍ関係機関可能࡞限ࡾ協力ࠋࡿࡍ�

� 幕別消防署�

�㺏��� 幕別消防署ࠊࡣ速ࡸ道路災害ࡿࡼ火災ࡢ発生状況ࢆ把握ࠊࡶࡿࡍ迅速

消防活動ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 幕別消防署ࡢ職員ࠊࡣ道路災害ࡿࡼ火災ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ消防活動ࡢ円滑化ࢆ図

�ࠋࡿࡍ設定ࢆ消防警戒区域࡚ࡌ応必要ࠊࡵࡓࡿ

����� 行方不明者ࡢ捜索及ࡧ死体ࡢ収容等�

� 捜ࡢ行方不明者ࠊࡾࡼ収容処理埋葬計画ࠖࡢ死体ࡧ捜索及ࡢ第㸳章�第24節�行方不明者ࠕ

索ࠊ死体ࡢ収容ࠊ埋葬等ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 交通規制�

� 災害ࡢ拡大防止及ࡧ交通ࡢ確保ࠕࠊࡵࡓࡢ第㸳章�第８節�交通応急対策計画ࠖࠊࡿࡼ

次ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�
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第５－３節 道路災害対策計画

� 帯広警察署�

� 道路災害発生地通ࡿࡌ道路及ࡧ周辺道路等ࠊࡣ災害ࡢ拡大防止及ࡧ交通ࡢ確保ࡵࡓࡢ必

要࡞交通規制ࢆ行ࠋ࠺�

� 道路管理者�

� 自己ࡢ管理ࡿࡍ道路ࠊࡣ災害ࡢ拡大防止及ࡧ交通ࡢ確保ࡵࡓࡢ必要࡞交通規制ࢆ行ࠋ࠺�

����� 危険物流出対策�

アア� 道路災害ࡾࡼ危険物ࡀ流出ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡢࡑࡣࡓࡲࠊࡋ場合ࠕࠊࡣ本章�第５節�危険物

等災害対策計画ࠖࡢ定ࠊࡾࡼࡵ速ࡸ対処ࠊࡋ危険物ࡿࡼ二次災害ࡢ防止努ࠋࡿࡵ�

イ� 幕別消防署及び帯広警察署は、危険物の流出が認められた場合、直ちに防除活動を行うと

ともに、避難誘導活動を行うものとする。 

����� 自衛隊派遣依頼�

� 災害ࡢ規模ࡸ収集ࡓࡋ被害情報ࡽ判断ࠊࡋ必要ࡿ࠶ࡀ場合ࠕࠊࡣ第㸳章�第30節�自衛隊派

遣要請及ࡧ活動計画ࠖࠊࡾࡼ知事㸦十勝総合振興局長㸧自衛隊ࡢ災害派遣ࢆ依頼ࠋࡿࡍ�

����� 広域応援�

� 幕別町及ࡧ幕別消防署ࠊࡣ災害ࡢ規模ࢀࡒࢀࡑࠊࡾࡼ単独࡛ࡣ十分࡞災害応急対策ࢆ実施

他都ࠊ市町村ࡢ他ࠊ消防機関ࡢ他ࠊࡾࡼ第㸳章�第31節�広域応援計画ࠖࠕࠊࡣ場合࠸࡞ࡁ࡛

府県及ࡧ国応援ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

����� 災害復旧�

� 道路管理者ࠊࡣ道路ࡢ被災伴࠺障害物ࡢ除去ࠊ仮設等ࡢ応急復旧ࢆ迅速ࡘ的確行ࠊ࠸

早期ࡢ道路交通ࡢ確保努ࠋࡿࡵ�

� 道路管理者ࠊࡣ関係機関協力ࡵࡌࡽ࠶ࠊࡋ定ࡿࡵ物質࣭資材ࡢ調達計画ࠊ人材ࡢ応援

計画等ࢆ活用ࠊࡋ迅速ࡘ円滑被災施設ࡢ復旧ࢆ行ࠋ࠺�

�࢘ 道路管理者ࠊࡣ類似ࡢ災害ࡢ再発防止ࠊࡵࡓࡢ被災箇所以外ࡢ道路施設ࡢ緊急点検ࢆ行ࠋ࠺�

�࢚ 道路管理者ࠊࡣ災害復旧ࠊࡾࡓ࠶可能࡞限ࡾ復旧予定時期ࢆ明確化࠺ࡼࡿࡍ努ࠋࡿࡵ�

�
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図表７-３-１  道路災害情報通信連絡系統図 

１．国の管理する道路の場合�

  

 

 

 

 

 

 

 

２．道の管理する道路の場合 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３．町の管理する道路の場合 

道路事務所等 開発建設部 北海道開発局 

北海道（危機対策局） 国（総務省消防庁） 

十勝総合振興局 

（地域政策課） 

幕 別 町 

幕別消防署 

帯広警察署 北海道警察本部 

北海道運輸局 

（情報交換） 

幕 別 町 
十勝総合振興局 

（地域政策課） 

国（総務省消防庁） 

北海道運輸局 北海道警察本部 

幕別消防署 

帯広警察署 

（情報交換） 

開発建設道路事務所 北海道開発局㻌

北海道（危機対策局） 

北海道（建設部） 

国（総務省消防庁） 

北海道運輸局 

幕 別 町 

幕別消防署 

十勝総合振興局 

（地域政策課） 

北海道警察本部 帯広警察署 

（情報交換） 

十勝総合振興局 

帯広建設管理部 

北海道（危機対策局） 
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第第４節 危険物等災害対策計画 

危険物等ࡢ漏洩ࠊ流出ࠊ火災ࠊ爆発等ࡾࡼ死傷者ࡀ多数発生ࡿࡍ等ࡢ災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ

軽減ࡢ被害ࡋ防御ࢆ拡大ࡢࡑࠊ࡚ࡋ確立ࢆ初期体制早期ࠊ場合ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ発生ࡉࡲ

�ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ応急対策ࠊ予防ࡿࡍ実施ࡢ防災関係機関ࡧ事業者及ࠊࡵࡓࡿ図ࢆ

１ 危険物等の定義 

(1)   危険物 

消防法㸦昭和��年法律第����号㸧第㸰条第㸵項規定されているもの 

（例）石油類〈ガソリン、灯油、軽油、重油〉など 

(2)   火薬類 

火薬類取締法（昭和25 年法律149 号）第２条に規定されているもの 

（例）火薬、爆薬、火工品〈工業雷管、電気雷管等〉など 

(3)   高圧ガス 

高圧ガス保安法（昭和26 年法律第204 号）第２条に規定されているもの 

（例）液化石油ガス〈ＬＰＧ〉、アセチレン、アンモニアなど 

(4)   毒物・劇物 

毒物及び劇物取締法（昭和25 年法律第303 号）第２条に規定されているもの 

（例）毒物〈シアン化水素、シアン化ナトリウム等〉、劇物〈ホルムアルデヒド、塩素等〉など 

(5)   放射性物質 

放射性同位元素、核燃料物質、核原料物質を総称したもの。「放射性同位元素等よる放射線障

害の防止に関する法律（昭和32 年法律第167 号）」等によりそれぞれ規定されている。 

２ 災害予防 

� 危険物等災害ࡢ発生ࢆ未然防止ࠊࡵࡓࡿࡍ危険物等ࡢ貯蔵࣭取扱࠸等ࢆ行࠺事業者㸦以下ࠕ事業

者 、関係機関は、必要な予防対策を実施するものとする。なお、危険物の災害予防はࡧ㸧及ࠋ࠺࠸ࠖ

次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

����� 事業者�

� 消防法㸦昭和��年法律第����号㸧ࡢ定ࡿࡵ設備基準ࠊ保安基準ࢆ遵守ࠊࡶࡿࡍ予防規

定ࡢ作成ࠊ従業者対ࡿࡍ保安教育ࡢ実施ࠊ自衛消防組織ࡢ設置ࠊ危険物保安監督者ࡢ選任等

�ࠋࡿ図ࢆ確立ࡢ自主保安体制ࡿࡼ

� 危険物ࡢ流出ࡢࡑ他ࡢ事故ࡀ発生ࠊࡣࡁࡓࡋ直ࡕ流出及ࡧ拡散ࡢ防止ࠊ危険物ࡢ除去ࡑ

ࡍ通報警察署ࠊ消防機関ࡣ町ࠊࡶࡿࡌ講ࢆ措置ࡢ応急ࡢࡵࡓࡢ防止ࡢ発生ࡢ他災害ࡢ

�ࠋࡿ

����� 幕別消防署�

� 消防法㸦昭和��年法律第����号㸧ࡢ規定基࡙ࠊࡁ保安検査ࠊ立入検査ࢆ行ࠊ࠸法令ࡢ規定

�ࠋࡿࡍ発ࢆ措置命令ࡢ取消等ࡢ許可ࠊࡣ場合ࡿࡍ違反

� 事業者ࡢ自主保安体制確立ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ予防規定ࡢ作成ࠊ従業者対ࡿࡍ保安教育ࡢ実施ࠊ

自衛消防組織ࡢ編成ࠊ危険物保安監督者ࡢ選任等ࢆ指導ࠋࡿࡍ�
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����

����� 帯広警察署�

必要応ࠊࡌ危険物ࡢ保管状態ࠊ自主保安体制等ࡢ実態ࢆ把握ࠊࡶࡿࡍ資機材ࢆ整備充

実ࠊࡋ災害発生時ࡿࡅ࠾初動措置体制ࡢ確立ࢆ図ࠋࡿ�

３３ 災害応急対策 

����� 情報通信�

� 危険物等災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࡢ情報ࡢ収集及ࡧ通信等ࠊࡣ

次ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�

� 情報通信連絡系統�

� 情報通信ࡢ連絡系統ࠕࠊࡣ図表㸵�㸲�㸯�危険物等災害情報通信連絡系統図 �ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢࠖ

� 実施事項��

�㺏��� 関係機関ࠊࡣ災害発生時直ࡕ災害情報連絡ࡢࡵࡓࡢ通信手段ࢆ確保ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 関係機関ࠊࡣ災害情報ࡢ収集努ࠊࡶࡿࡵ把握ࡓࡋ情報ࢆ迅速他ࡢ関係機関

連絡ࠋࡿࡍ�

�㺑��� 関係機関ࠊࡣ相互緊密࡞情報交換ࢆ行ࠊ࠸情報ࡢ確認ࠊ共有化ࠊ応急対策ࡢ調整等ࢆ

行ࠋ࠺�

������ 災害広報�

� 災害応急対策ࡢ実施ࠊࡾࡓ࠶正確࡞情報ࢆ迅速提供ࡾࡼࡇࡿࡍ混乱ࡢ防止ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ

被災者ࡢ家族等ࠊ地域住民等対࡚ࡋ行࠺災害広報ࠕࠊࡣ第㸳章�第３節�災害広報計画ࠖ定ࡵ

�ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ次ࠊࡿ

� 実施機関��

� 事業者及ࡧ危険物等ࡢ取扱規制担当機関��

� 実施事項�

�㺏��� 被災者ࡢ家族等ࡢ広報��

� 関係機関ࠊࡣ被災者ࡢ家族等ࡢࡽ問࠸合ࡏࢃ等対応ࡿࡍ体制ࢆ整備ࠊࡿࡍ被災

者ࡢ家族等役立ࡘ次ࡢ情報ࢆ正確ࡵࡁ細ࡃ適切提供ࠋࡿࡍ�

㹟� 災害ࡢ状況�

㹠� 被災者ࡢ安否情報�

㹡� 危険物等ࡢ種類ࠊ性状࡞人体࣭環境与ࡿ࠼影響�

㹢� 医療機関等ࡢ情報�

㹣� 関係機関ࡢ実施ࡿࡍ応急対策ࡢ概要�

㹤� ��事項࡞他必要ࡢࡑ

�㺐��� 地域住民等ࡢ広報�

� 関係機関ࠊࡣ報道機関ࢆ通ࡣࡓࡲࠊࡌ広報車ࡢ利用等ࠊࡾࡼ次ࡢ事項ࡢ広報ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

㹟� 災害ࡢ状況�
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㹠� 被災者ࡢ安否情報�

㹡� 危険物等ࡢ種類ࠊ性状࡞人体࣭環境与ࡿ࠼影響�

㹢� 医療機関等ࡢ情報�

㹣� 関係機関ࡢ実施ࡿࡍ応急対策ࡢ概要�

㹤� 避難ࡢ必要性等ࠊ地域与ࡿ࠼影響�

㹥� �事項࡞他必要ࡢࡑ

����� 応急活動体制�

� 幕別町ࡢ災害対策組織�

� 町長ࠊࡣ危険物等災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࡢࡑࠊ状況応࡚ࡌ応急

活動体制ࢆ整備ࡢࡑࠊࡋ地域係ࡿ災害応急対策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

� 防災関係機関ࡢ災害対策組織�

� 関係機関ࡢ長ࠊࡣ危険物等災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊ災害ࡢ状況

応ࠊ࡚ࡌ応急活動体制ࢆ整備ࠊࡋ関係機関連携ࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡾࢆ所管係ࡿ災害応急対策

�ࠋࡿࡍ実施ࢆ

�࢘ 災害㸦事故㸧対策現地合同本部ࡢ設置�

� 関係機関ࡣ円滑ࠊ迅速࡞応急対策ࡢ実施ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ必要応࡚ࡌ協議ࡢ上ࠊ現地合同本部

�ࠋ࠺行ࢆ災害応急対策ࠊࡋ設置ࢆ

����� 災害拡大防止�

� 危険物等ࡿࡼ災害ࡢ拡大防止ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ爆発性࣭引火性࣭有毒性等ࡢ危険物等ࡢ性状ࢆ十

分把握ࠊࡋ次ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�

� 事業者��

� 的確࡞応急点検及ࡧ応急措置等ࢆ講ࠋࡿࡌ�

� 危険物等ࡢ取扱規制担当機関�

� 危険物ࡢ流出࣭拡散ࡢ防止ࠊ流出ࡓࡋ危険物等ࡢ除去ࠊ環境ࣔࠊࡵࡌࡣࢆࢢࣥࣜࢱࢽ事業者

ࡓࡿ図ࢆ拡大防止ࡢ災害ࠊ࡞緊急使用停止命令ࡢ危険物等関係施設ࠊ応急措置命令ࡿࡍ対

�ࠋࡿࡌ講ࢆ応急対策࡞適切ࡵ

����� 避難措置�

� 幕別町及ࡧ関係機関ࠊࡣ人命ࡢ安全ࢆ確保ࠕࠊࡵࡓࡿࡍ第㸳章�第５５節�避難対策計画ࠖࡢ定

実ࢆ避難措置࡞必要ࠊࡋ考慮ࢆ特殊性ࡢ危険物等ࡓࡗ࠸爆発性࣭引火性࣭有毒性ࠊࡾࡼࡵ

施ࠋࡿࡍ�

����� 救助救出及ࡧ医療救護活動等�

� 幕別町及ࡧ関係機関ࠕࠊࡣ第㸳章�第６節�救助救出計画ࠖ及ࠕࡧ第㸳章�第17節� 医療救護計

画ࠖࠊࡾࡼ被災者ࡢ救助救出及ࡧ医療救護活動ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 行方不明者ࡢ捜索及ࡧ死体ࡢ収容等�

� 捜ࡢ行方不明者ࠊࡾࡼ収容処理埋葬計画ࠖࡢ死体ࡧ捜索及ࡢ第㸳章�第24節�行方不明者ࠕ

索ࠊ死体ࡢ収容ࠊ埋葬等ࢆ実施ࠋࡿࡍ�
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����� 消防活動�

� 危険物等災害時ࡿࡅ࠾消防活動ࠊࡣ次ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�

� 事業者�

� 幕別消防署ࡢ現場到着ࡢ࡛ࡲ間ࠊ自衛消防組織等ࡢࡑࡾࡼ延焼拡大ࢆ最小限度抑࠼

�ࠋࡿࡵ努等消防活動ࡿ

� 幕別消防署�

�㺏��� 事業者ࡢ緊密࡞連携ࢆ図ࠊࡾ化学消防車ࠊ化学消火薬剤ࠊ中和剤ࢫ࢞ࠊ検知器等ࢆ

活用ࠊࡋ危険物等ࡢ性状ࡓࡗ࠶適切࡞消防活動ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 幕別消防署ࡢ職員ࠊࡣ危険物等災害ࡿࡼ火災ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ消防活動ࡢ円滑化

�ࠋࡿࡍ設定ࢆ消防警戒区域࡚ࡌ応必要ࠊࡵࡓࡿ図ࢆ

����� 交通規制�

� 帯広警察署及ࡧ関係機関ࠊࡣ災害ࡢ拡大防止及ࡧ交通ࡢ確保ࠕࠊࡵࡓࡢ第㸳章�第８８節�交通

応急対策計画ࠖࠊࡾࡼ必要࡞交通規制ࢆ行ࠋ࠺�

����� 自衛隊派遣依頼�

� 災害ࡢ規模ࡸ収集ࡓࡋ被害情報ࡽ判断ࠊࡋ必要ࡿ࠶ࡀ場合ࠕࠊࡣ第㸳章�第30節�自衛隊派

遣要請及ࡧ活動計画ࠖࠊࡾࡼ知事㸦十勝総合振興局長㸧自衛隊ࡢ災害派遣ࢆ依頼ࠋࡿࡍ�

����� 広域応援�

幕別町及ࡧ幕別消防署ࠊࡣ災害ࡢ規模ࢀࡒࢀࡑࠊࡾࡼ単独࡛ࡣ十分࡞災害応急対策ࢆ実施

第㸳章�第31節�広域応援計画ࠕࠊࡣ場合࠸࡞ࡁ࡛ ࠊ市町村ࡢ他ࠊ消防機関ࡢ他ࠊࡾࡼࡵ定ࡢࠖ

他都府県及ࡧ国応援ࢆ要請ࠋࡿࡍ��

�

図表７-４-１ 危険物等災害情報通信連絡系統図 

 
発生事業所等 

北海道警察本部 

帯広警察署 幕 別 町 

十勝総合振興局㻌

（産業振興部） 

国（総務省消防庁） 

火
薬
類

 

高
圧
ガ
ス
の
み

 

（情報交換） 

十勝総合振興局㻌

（地域政策課） 

幕別消防署 

十勝総合振興局㻌

（保健環境部） 

北海道 

（危機対策局） 

北海道㻌

（経済部） 

北海道㻌

（保健福祉部） 

毒
物
・
劇
物
の
み
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第第５節 大規模な火事災害対策計画 

死傷者ࡀ多数発生ࡿࡍ等大規模࡞火事災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࠊ

早期初動体制ࢆ確立ࡢࡑࠊ࡚ࡋ拡大ࢆ防御ࡋ被害ࡢ軽減ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ防災関係機関ࡀ実施ࡿࡍ各種

�ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ応急対策ࠊ予防ࡢ

１ 災害予防 

� 関係機関ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ組織ࢆ通࡚ࡌ相互協力ࠊࡋ大規模࡞火事災害ࡢ発生ࢆ未然防止ࡓࡿࡍ

 ࠋࡿࡍ実施ࢆ予防対策࡞必要ࡵ
�  ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ次ࠊࡣ幕別消防署ࠊ幕別町ࠊࡓࡲ

����� 大規模࡞火事災害対ࡿࡍ強ࡾࡃ࡙ࡕࡲ࠸�

延焼拡大ࡢ防止ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ建築物ࡸ公共施設ࡢ不燃化ࠊ空地࣭緑地等ࡢ連携的࡞配置ࡿࡼ

延焼遮断帯ࡢ形成ࠊ防火地域及ࡧ準防火地域ࡢ的確࡞指定等ࠊࡾࡼ大規模࡞火事災害強ࡲ࠸

�ࠋࡿࡍ推進ࢆࡾࡃ࡙ࡕ

����� 火災発生ࠊ被害拡大危険区域ࡢ把握�

災害応急対策ࡢ円滑࡞実施ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ火災発生及ࡧ延焼拡大ࡢ危険性ࡿ࠶ࡢ区域ࢆ把握ࡢ上ࠊ

被害想定ࢆ作成ࠋࡿࡍ�

����� 予防査察ࡢ実施�

多数ࡢ人ࡀ出入ࡿࡍࡾホテル、病院ࠊ事業所等ࡢ防火対象物対ࠊ࡚ࡋ消防法㸦昭和��年法律

第���号㸧基࡙ࡃ消防用設備等ࡢ設置促進ࠊ保守点検ࡢ実施及ࡧ適正࡞維持管理等ࢆ指導ࠋࡿࡍ�

����� 防火管理者制度ࡢ推進�

防火管理関ࡿࡍ講習会ࢆ開催ࠊࡋ防火管理者ࡢ知識ࡢ向上ࢆ図ࠊࡶࡿ防火管理者ࢆ定

ࡢ消防計画ࡧ選任及ࡢ防火管理者ࠊࡵࡓࡿ図ࢆ強化ࡢ自衛消防体制ࡿࡅ࠾防火対象物ࡁࡿࡵ

作成ࠊ消防訓練ࡢ実施等ࢆ指導ࠋࡿࡍ�

����� 防火思想ࡢ普及�

年㸰回㸦春ࠊ秋期㸧ࡢ全道火災予防運動ࠊ防災週間等ࢆ通ࠊ࡚ࡌ各種広報媒体ࢆ活用ࡇࡿࡍ

等災害弱者ࡿࡍ実施ࢆ防火訪問ࡢ高齢者宅ࠊࡓࡲࠋࡿ図ࢆ高揚ࠊ普及ࡢ防火思想ࡢ住民ࠊࡾࡼ

対策十分配慮ࠋࡿࡍ�

����� 自主防災組織ࡢ育成強化�

地域ࡢ自主防災組織ࠊ女性防火ࣈࣛࢡ等ࡢ民間防火組織ࡢ設置及ࡧ育成指導ࡢ強化ࢆ図ࠊࡾ初

期消火訓練等ࡢ自主的火災予防運動ࡢ実践ࢆ推進ࠋࡿࡍ�

����� 消防水利ࡢ確保�

同時多発火災ࡸ消火栓ࡢ使用不能等備ࠊ࡚࠼防火水槽ࡢ配備ࠊ多目的給水栓ࠊ河川水ࡢ活用

等ࠊࡾࡼ消防水利ࡢ多様化及ࡧ確保努ࠋࡿࡵ�

����� 消防体制ࡢ整備�

消防職員及ࡧ団員ࡢ非常招集方法ࠊ消火部隊ࡢ編成及ࡧ運用ࠊ消防用機械࣭資機材ࡢ整備ࠊ災

害時ࡢ情報通信手段等ࢆ十分検討ࠊࡋ大規模࡞火事災害ࡢ対応力ࢆ高ࠋࡿࡵ�
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����� 防災訓練ࡢ実践�

関係機関ࠊ地域住民等相互連携࡚ࡋ実践的࡞消火ࠊ救助࣭救急等ࡢ訓練ࢆ実施ࠊࡋ災害時

ࡓࡌ応必要ࠊ࠸行ࢆ評価ࡣ訓練後ࠊࡶࡿ図ࢆ徹底ࡢ連携等ࡢ関係機関ࠊ活動手順ࡢ

体制等ࡢ改善ࢆ行ࠋ࠺�

����� 火災警報�

町長ࠊࡣ十十勝総合振興局長ࡽ火災気象通報ࢆ受ࡣࡓࡲࠊࡁࡓࡅ気象ࡢ状況ࡀ火災警報発令

条件㸦実効湿度��㸣以下ࠊ最小湿度��㸣以下࡛最大風速㸵㹫㸭㹑以上ࡁࡢ㸧ࠊࡾ࡞火災予防

上危険࡛ࡿ࠶認ࠊࡣࡁࡿࡵ消防法㸦昭和��年法律第����号㸧第��条基࡙ࡃ火災警報ࢆ発令

�ࠋࡿࡍ

２ 災害応急対策 

����� 情報通信�

大規模࡞火事災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࡢ情報ࡢ収集及ࡧ通信等

�ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ次ࠊࡣ

� 情報通信連絡系統�

大規模࡞火事災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࡢ連絡系統ࠕࠊࡣ図表

㸵�㸳�㸯大規模火災情報通信連絡系統図ࠖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

� 実施事項��

�㺏��� 関係機関ࠊࡣ災害発生時直ࡕ災害情報連絡ࡢࡵࡓࡢ通信手段ࢆ確保ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 関係機関ࠊࡣ災害情報ࡢ収集努ࠊࡶࡿࡵ把握ࡓࡋ情報ࢆ迅速他ࡢ関係機関

連絡ࠋࡿࡍ�

�㺑��� 関係機関ࠊࡣ相互緊密࡞情報交換ࢆ行ࠊ࠸情報ࡢ確認ࠊ共有化ࠊ応急対策ࡢ調整等ࢆ

行ࠋ࠺�

����� 災害広報�

災害応急対策ࡢ実施ࠊࡾࡓ࠶正確࡞情報ࢆ迅速提供ࡾࡼࡇࡿࡍ混乱ࡢ防止ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ

被災者ࡢ家族ࠊ地域住民等対࡚ࡋ行࠺災害広報ࠕࠊࡣ第㸳章�第３節�災害広報計画ࠖ定ࡿࡵ

�ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ次ࠊ

� 被災者ࡢ家族等ࡢ広報�

関係機関ࠊࡣ被災者ࡢ家族等ࡢࡽ問࠸合ࡏࢃ等対応ࡿࡍ体制ࢆ整備ࠊࡿࡍ被災者ࡢ

家族等役立ࡘ次ࡢ情報ࢆ正確ࡵࡁ細ࡃ適切提供ࠋࡿࡍ�

�㺏��災害ࡢ状況��

�㺐��被災者ࡢ安否情報�

�㺑��医療機関等ࡢ情報�

�㺒��関係機関ࡢ実施ࡿࡍ応急対策ࡢ概要�

�㺓�ࡢࡑ�他必要࡞事項�
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� 地域住民等ࡢ広報�

関係機関ࠊࡣ報道機関ࢆ通ࡣࡓࡲࠊࡌ広報車ࡢ利用及ࡧ広報板ࡢ掲示等ࠊࡾࡼ次ࡢ事項ࡢ

広報ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

�㺏��災害ࡢ状況��

�㺐��被災者ࡢ安否情報�

�㺑��医療機関等ࡢ情報�

�㺒��関係機関ࡢ実施ࡿࡍ応急対策ࡢ概要��

�㺓��避難ࡢ必要性等ࠊ地域与ࡿ࠼影響�

�㺔�ࡢࡑ�他必要࡞事項�

����� 応急活動体制�

� 幕別町ࡢ災害対策組織��

町長ࠊࡣ大規模࡞火事災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࡢࡑࠊ状況応࡚ࡌ

応急活動体制ࢆ整備ࡢࡑࠊࡋ地域係ࡿ災害応急対策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

� 防災関係機関ࡢ災害対策組織��

関係機関ࡢ長ࠊࡣ大規模࡞火事災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊ災害ࡢ状

況応࡚ࡌ応急活動体制ࢆ整備ࠊࡋ関係機関連携ࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡾࢆ所管係ࡿ災害応急対

策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

�࢘ 災害㸦事故㸧対策現地合同本部ࡢ設置�

関係機関ࡣ円滑ࠊ迅速࡞応急対策ࡢ実施ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ必要応࡚ࡌ協議ࡢ上ࠊ現地合同本部

�ࠋ࠺行ࢆ災害応急対策ࠊࡋ設置ࢆ

����� 避難措置�

� 幕別町及ࡧ関係機関ࠊࡣ人命ࡢ安全ࢆ確保ࠕࠊࡵࡓࡿࡍ第㸳章�第５５節�避難対策計画 ࠊࡾࡼࠖ

必要࡞避難措置ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 救助救出及ࡧ医療救護活動等�

� 幕別町及ࡧ関係機関ࠕࠊࡣ第㸳章�第６節�救助救出計画 及ࠖࠕࡧ第㸳章�第17節�医療救護計画ࠖ

�ࠋࡿࡍ実施ࢆ医療救護活動ࡧ救助救出及ࡢ被災者ࠊࡾࡼ

����� 行方不明者ࡢ捜索及ࡧ死体ࡢ収容等�

収容処理埋葬計画ࡢ死体ࡧ捜索及ࡢ第㸳章�第24節�行方不明者ࠕ� ࠊ捜索ࡢ行方不明者ࠊࡾࡼࠖ

死体ࡢ収容ࠊ埋葬等ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 消防活動�

大規模࡞火事災害時ࡿࡅ࠾消防活動ࠊࡣ次ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�

� 現場活動情報等ࡢ連絡調整ࢆ行ࠊ࠸速ࡸ火災ࡢ状況ࢆ把握ࠋࡿࡍ�

� 避難場所ࠊ避難通路ࡢ確保及ࡧ重要ࡘ危険度ࡢ高࠸箇所࣭地域ࢆ優先ࡽࡀ࡞ࡋ活動ࢆ実施
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第７－５節 大規模な火事災害対策計画

�ࠋࡿࡍ

�࢘ 消火ࠊ飛火警戒等ࠊࡣ近隣住民ࠊ自主防災組織等ࡢ協力ࢆ得࡚ࠊ効果的࡞活動ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 交通規制��

帯広警察署及ࡧ関係機関ࠊࡣ災害ࡢ拡大防止及ࡧ交通ࡢ確保ࠕࠊࡵࡓࡢ第㸳章�第８８節�交通応

急対策計画ࠖࡢ定ࠊࡾࡼࡵ必要࡞交通規制ࢆ実施するࠋ�

����� 自衛隊派遣依頼��

災害ࡢ規模ࡸ収集ࡓࡋ被害情報ࡽ判断ࠊࡋ必要ࡿ࠶ࡀ場合ࠕࠊࡣ第㸳章�第30節�自衛隊派遣

要請及ࡧ活動計画ࠖࠊࡾࡼ知事㸦十勝総合振興局長㸧自衛隊ࡢ災害派遣ࢆ依頼ࠋࡿࡍ�

����� 広域応援�

幕別町及ࡧ幕別消防署ࠊࡣ災害ࡢ規模ࢀࡒࢀࡑࠊࡾࡼ単独࡛ࡣ十分࡞災害応急対策ࢆ実施࡛

他都府県ࠊ市町村ࡢ他ࠊ消防機関ࡢ他ࠊࡾࡼ第㸳章�第31節�広域応援計画ࠖࠕࠊࡣ場合࠸࡞ࡁ

及ࡧ国応援ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

����� 災害復旧�

大規模࡞火事災害ࠊࡾࡼ地域ࡢ壊滅ࡣࡓࡲࠊ社会経済活動ࡢ甚大࡞被害ࡀ生ࡓࡌ場合ࠊ幕

別町及ࡧ道ࠊࡣ被災ࡢ状況ࠊ地域ࡢ特性ࠊ被災者ࡢ意向等ࢆ勘案ࠊࡋ関係機関ࡢ密接࡞連携ࡢ

下ࠕࠊ第㸶章�災害復旧計画ࠖࠊࡾࡼ迅速ࡘ円滑復旧ࢆ推進ࠋࡿࡍ�

�

�

図表７-５-１ 大規模火災情報通信連絡系統図 

 

発 見 者 等 

北海道警察本部 

十勝総合振興局㻌

（地域政策課） 

北海道䠄危機対策局） 

国（総務省消防庁） 

（情報交換） 

幕 別 町 

幕別消防署 帯広警察署 
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第第６節 林野火災災害対策計画 

広範囲ࡿࡓࢃ林野ࡢ焼失等ࡢ災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࠊ早期

初動体制ࢆ確立ࡢࡑࠊ࡚ࡋ拡大ࢆ防御ࡋ被害ࡢ軽減ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ防災関係機関ࡀ実施ࡿࡍ予防ࠊ応急

対策ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 災害予防 

����実施事項�

林野火災発生原因ࡀࢇࡢ人為的ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞国ࠊ道ࠊ幕別町及ࡧ関係機関ࡣ次ࡼ

�ࠋࡿࡎ講ࢆ対策ࡾ

� 北海道森林管理局十勝西部森林管理署ࠊ十勝森࡙ࠊ࣮ࢱࣥࢭࡾࡃ十勝総合振興局ࠊ幕別町ࠊ

幕別消防署�

�㺏� 一般入林者対策�

� 山菜採取ࠊ魚釣等ࡢ入林者ࡢ対策ࠊ࡚ࡋ次ࡢ事項ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

㹟ࡁࡓࠊࢥࣂࢱ�火ࡢ不始末ࡿࡼ出火ࡢ危険性ࢆ新聞ࠊࣛࣅࣞࢸࠊ ࠊ࣮ࢱࢫ࣏ࠊ標語ࠊ࢜ࢪ

広報車ࠊࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࠊ掲示板等ࢆ活用ࠊࡶࡿࡍ関係機関ࡢ協力ࢆ得ࡽࡀ࡞広ࡃ

周知ࠋࡿࡍ�

㹠�入林ࡢ許可࣭届出等ࢆ指導ࠋࡿࡍ�

㹡�火災警報発令ࡣࡓࡲ気象条件急変ࡢ際ࠊࡣ必要応࡚ࡌ入林ࡢ制限ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

㹢�観光関係者ࡿࡼ予防意識ࡢ啓発ࢆ図ࠋࡿ�

�㺐� 火入対策�

� 林野火災危険期間㸦ࡡࡴ࠾࠾㸱月㹼㸴月ࠋ以下ࠕ危険期間ࠖࠋ࠺࠸㸧中ࡢ火入ࡣࢀ極力

避ࠊࡶࡿࡅ火入ࢆࢀ行࠺者対࡚ࡋ次ࡢ事項ࢆ指導ࠋࡿࡍ�

㹟�森林法㸦昭和��年法律第����号㸧及ࡧ市町村条例ࡢ規定基࡙ࡃ市町村長ࡢ許可ࢆ取得

�ࠋࡿࡏࡉ遵守ࢆ許可附帯条件ࠊࡋ指導ࢆ方法ࢀ火入ࠊࡏࡉ

㹠�火災警報発令ࡣࡓࡲ気象状況急変ࡢ際ࠊࡣ一切ࡢ火入ࢆࢀ中止ࠋࡿࡏࡉ�

㹡�火入ࢀ跡地ࡢ完全消火ࢆ図ࠊࡾ責任者確認ࠋࡿࡏࡉ�

㹢�火入ࢀ㸦造林ࡢࡵࡓࡢ地ࠊ࠼ࡽࡋࡈ害虫駆除等㸧該当ࡁࡓ࠸࡞ࡋ火等ࡢ焼却行為ࠊࡣ

特気象状況十分留意࠺ࡼࡿࡍ指導ࠋࡿࡍ�

�㺑��消火資機材等ࡢ整備��

㹟�林野火災消火資機材等ࠊࡣ地域適合ࡓࡋ機材ࢆ配備ࠊࡋ常緊急時対処࡛࠺ࡼࡿࡁ

整備点検ࠋࡿࡍ�

㹠ࡿࡼ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊�空中消火ࢆ積極的推進ࠊࡵࡓࡿࡍ空中消火薬剤ࡢ備蓄努ࡿࡵ

�ࠋࡿࡍ選定ࡵࡌࡽ࠶ࢆ適地ࡢ離発着࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊ࠊࡶ

�
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� 森林所有者�

森林所有者ࠊࡣ自己ࡢ所有林野ࡿࡅ࠾失失火ࢆ防ࠊࡵࡓࡄ次ࡢ事項ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

�㺏��自己ࡢ所有林野ࡢ入林者対ࡿࡍ防火啓発�

�㺐��巡視員ࡢ配置�

�㺑��無断入林者対ࡿࡍ指導�

�㺒��火入ࢀ対ࡿࡍ安全対策�

�࢘ 林内事業者��

林内࡛ࠊ森林施業ࠊ道路整備等ࡢ事業ࢆ行࠺者ࠊࡣ危険期間中ࠊ事業区域内ࡿࡅ࠾火災発

生ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ森林所有者協議ࠊࡋ特次ࡢ事項留意ࡢ上ࠊ適切࡞予防対策ࢆ講ࠋࡿࡌ�

�㺏��火気責任者ࡢ選定ࠊ事業区域内ࡢ巡視員ࡢ配置�

�㺐��火気責任者ࡢ指定ࡿࡍ喫煙所等ࡢ設置ࠊ標識及ࡧ消火設備ࡢ完備��

�㺑��林野火災発生時ࡢ連絡系統及ࡧ周知方法ࡢ確立�

�࢚ 㹈㹐及ࢫࣂࡧ等運送業者�

㹈㹐及ࢫࣂࡧ等運送業者ࠊࡣ平常時ࠊࡽ乗客ࠊ乗員ࡢࡇࡤࡓࡢ投ࡆ捨࡚等ࡿࡼ林野火災

連絡ࡢ場合ࡓࡋ発見ࢆ林野火災車両通行中ࠊ注意喚起ࡿࡍ対乗客ࠊࡵࡓࡿࡍ防止ࢆ発生ࡢ

系統及ࡧ周知方法ࡢ確立等ࡾࡼ路線火災ࡢ防止努ࠊࡶࡿࡵ次ࡢ事項協力ࠋࡿࡍ�

�㺏��路線ࡢ巡視��

�㺐�࣮ࢱࢫ࣏�掲示等ࡿࡼ広報活動��

�㺑��林野火災ࡢ巡視ࡿࡅ࠾用地ࡢ通行�

�㺒��緊急時ࡿࡅ࠾専用電話ࡢ利用�

����� 林野火災予消防対策協議会��

林野火災ࡢ予消防対策ࢆ推進ࠊࡵࡓࡿࡍ次ࡢ林野火災予消防対策協議会ࠊࡾࡼ相互ࡢ連絡ࠊ

情報交換ࠊ指導等ࢆ行ࠋ࠺�

市町村林野火災ࡓࢀࡉ構成ࡾࡼ関係機関ࡿࡍ管轄ࢆ当該地域ࠊࡣ予消防対策ࡢ幕別町ࠊࡓࡲ

予消防対策協議会ࡀ推進ࠋࡿࡍ�

����� 気象情報対策�

林野火災ࡢ発生及ࡧ広域化ࠊࡣ気象条件ࡀ極࡚ࡵ大࡞ࡁ要因࡛ࠊࡵࡓࡿ࠶関係機関ࡣ次ࡾࡼ

気象警報、注意報並びに情報等ࡢ迅速࡞伝達ࢆ行ࠊ࠸林野火災ࡢ予防万全ࢆ期ࠋࡿࡍ�

� 林野火災気象通報�

林野火災気象通報ࠊࡣ火災気象通報ࡢ一部࡚ࡋ気象官署ࡀ発表及ࡧ終了ࡢ通報ࢆ行࡞ࠋ࠺

�ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ計画ࠖࡿࡍ関第㸱章�第㸱節�気象業務ࠕࠊࡣ通報基準ࡢ火災気象通報ࠊ࠾

� 伝達系統�

林野火災気象通報ࡢ伝達系統ࠊࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�
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�

�

�

�

�

�㺏��幕別町�

� 通報ࢆ受ࡓࡅ幕別町ࠊࡣ通報内容及ࡁࡿࡧ予防対策等ࠊࢆ幕別消防署ࠊ北海道森林管

理局十勝西部森林管理署㸦国有林㸧ࠊ十十勝総合振興局森林室㸦道有林㸧通報ࠊࡶࡿࡍ

一般住民周知徹底ࢆ図ࠋࡿ�

� ࡢ林野火災発生ࡾࡼ状況ࡢ気象ࡣࡓࡲࠊࡁࡓࡅ受ࢆ林野火災気象通報ࠊࡣ町長ࠊࡓࡲ

危険性ࡿ࠶ࡀ認ࠊࡣࡁࡿࡵ消防法㸦昭和��年法律第����号㸧第��条基࡙ࡁ火災警報ࢆ

発令ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

�㺐��協力関係機関�

� 通報ࢆ受ࡓࡅ協力関係機関ࠊࡣ速ࡸ適切࡞措置ࢆ講ࠊࡶࡿࡌ一般住民周知徹

底ࢆ図ࠋࡿ�

２ 災害応急対策 

����� 情報通信�

広範囲ࡿࡓࢃ林野ࡢ焼失等ࡢ災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࡢ情報

収集及ࡧ通信等ࠊࡣ次ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�

� 情報通信連絡系統�

広範囲ࡿࡓࢃ林野ࡢ焼失等ࡢ災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࡢ連

絡系統ࠊࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

幕別消防署 

北海道森林管理局 

十勝西部森林管理署 

十勝総合振興局森林室㻌

協力関係機関 

十勝総合振興局㻌

（地域政策課） 帯

 

広

 

測

 候

 所

 

幕  別  町 

一

 

般

 

住

 

民

 

山

 
 

火

 
 

事

 
 

発

 
 

生

 

幕 別 消 防 署 

幕 別 町 

交 番 及 び駐 在 所 

森 林 組 合 

森林愛護組合 

近 隣 市 町 村 

北海道森林管理局  

十勝西部森林管理署 

帯 広 警 察 署 

森林管理局 

自衛隊 

発 見 者 

発 生 者 

付近住民 

幕 別 消 防 団 

十勝総合振興局森林室㻌

十勝総合振興局 

（地域振興課）�
北海道 

（危機対策局）�

国 

（総務省消防庁） 



本 編 第７章 事故災害対策計画 

�

第７－６節 林野火災災害対策計画 

����

�

� 実施事項��

�㺏��関係機関ࠊࡣ災害発生時直ࡕ災害情報連絡ࡢࡵࡓࡢ通信手段ࢆ確保ࠋࡿࡍ�

�㺐��関係機関ࠊࡣ災害情報ࡢ収集努ࠊࡶࡿࡵ把握ࡓࡋ情報ࢆ迅速他ࡢ関係機関連

絡ࠋࡿࡍ�

�㺑��関係機関ࠊࡣ相互緊密࡞情報交換ࢆ行ࠊ࠸情報ࡢ確認ࠊ共有化ࠊ応急対策ࡢ調整等ࢆ行

�ࠋ࠺

�㺒��町ࠕࠊࡣ林野火災被害状況調書ࡢ提出࡚࠸ࡘ㸦昭和��年㸰月��日付ࡅ林政第����号㸧ࠖ

�ࠋ࠺行ࡸ速ࢆ提出ࡢ林野火災被害状況調書ࡃ基࡙

����� 災害広報�

災害応急対策ࡢ実施ࠊࡾࡓ࠶正確࡞情報ࢆ迅速提供ࡾࡼࡇࡿࡍ混乱ࡢ防止ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ

被災者ࡢ家族等ࠊ地域住民等対࡚ࡋ行࠺災害広報ࠕࠊࡣ第㸳章�第３３節�災害広報計画ࠖ定ࡵ

�ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ次ࠊࡿ

� 被災者ࡢ家族等ࡢ広報�

関係機関ࠊࡣ被災者ࡢ家族等ࡢࡽ問࠸合ࡏࢃ等対応ࡿࡍ体制ࢆ整備ࠊࡿࡍ被災者ࡢ

家族等役立ࡘ次ࡢ情報ࢆ正確ࡵࡁ細ࡃ適切提供ࠋࡿࡍ�

�㺏��災害ࡢ状況��

�㺐��被災者ࡢ安否情報�

�㺑��医療機関等ࡢ情報�

�㺒��関係機関ࡢ実施ࡿࡍ応急対策ࡢ概要�

�㺓�ࡢࡑ�他必要࡞事項�

� 地域住民等ࡢ広報�

関係機関ࠊࡣ報道機関ࢆ通ࡣࡓࡲࠊࡌ広報車ࡢ利用及ࡧ広報板ࡢ掲示等ࠊࡾࡼ次ࡢ事項ࡢ

広報ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

�㺏��災害ࡢ状況��

�㺐��被災者ࡢ安否情報�

�㺑��医療機関等ࡢ情報��

�㺒��関係機関ࡢ実施ࡿࡍ応急対策ࡢ概要�

�㺓��避難ࡢ必要性等ࠊ地域与ࡿ࠼影響�

�㺔�ࡢࡑ�他必要࡞事項�

����� 応急活動体制�

� 幕別町ࡢ災害対策組織�
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第７－６節 林野火災災害対策計画 

����

町長ࠊࡣ広範囲ࡿࡓࢃ林野ࡢ焼失等ࡢ災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊ

�ࠋࡿࡍ実施ࢆ災害応急対策ࡿ係地域ࡢࡑࠊࡋ整備ࢆ応急活動体制࡚ࡌ応状況ࡢࡑ

� 防災関係機関ࡢ災害対策組織�

関係機関ࡢ長ࠊࡣ広範囲ࡿࡓࢃ林野ࡢ焼失等ࡢ災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ

所管ࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡾࢆ連携関係機関ࠊࡋ整備ࢆ応急活動体制ࠊ࡚ࡌ応状況ࡢࡑࠊ場合ࡿ

�ࠋࡿࡍ実施ࢆ災害応急対策ࡿ係

�࢘ 災害㸦事故㸧対策現地合同本部ࡢ設置�

関係機関ࡣ円滑ࠊ迅速࡞応急対策ࡢ実施ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ必要応࡚ࡌ協議ࡢ上ࠊ現地合同本部

�ࠋ࠺行ࢆ災害応急対策ࠊࡋ設置ࢆ

����� 避難措置�

幕別町及ࡧ関係機関ࠊࡣ人命ࡢ安全ࢆ確保ࠕࠊࡵࡓࡿࡍ第㸳章�第５５節�避難対策計画 ࠊࡾࡼࠖ

必要࡞避難措置ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 消防活動�

幕別消防署ࠊࡣ人命ࡢ安全ࢆ確保延焼防止ࢆ基本ࠊ࡚ࡋ次ࡾࡼ消防活動を実施ࠋࡿࡍ�

� 林野火災防御図ࡢ活用ࠊ適切࡞消火部隊ࡢ配置ࠊ森林愛護組合ࡢ出動協力等ࠊࡾࡼ効果的

�ࠋ࠺行ࢆ地上消火࡞

� 住家ࡢ延焼拡大ࡢ危険性ࡿ࠶ࡀ場合ࠊ森林火災ࡀ広域化ࡿࡍ場合等ࠕࠊࡣ第５章 第29節 

ヘリコプター等活用計画 ࡍ実施ࢆ空中消火ࡾࡼ要請等ࡢ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊道消防防災ࡃ基࡙ࠖ

�ࠋࡿ

����� 交通規制�

帯広警察署及ࡧ関係機関ࠊࡣ災害ࡢ拡大防止及ࡧ交通ࡢ確保ࠕࠊࡵࡓࡢ第㸳章�第８節�交通応

急対策計画ࠖࠊࡾࡼ必要࡞交通規制ࢆ行ࠋ࠺�

����� 自衛隊派遣依頼�

林野火災ࡢ規模ࡸ収集ࡓࡋ被害情報ࡽ判断ࠊࡋ必要ࡿ࠶ࡀ場合ࠕࠊࡣ第㸳章�第30節�自衛隊

派遣要請及ࡧ活動計画ࠖࡢ定ࠊࡾࡼࡵ知事㸦十勝総合振興局長㸧自衛隊ࡢ災害派遣ࢆ依頼ࡍ

�ࠋࡿ

����� 広域応援�

幕別町及ࡧ幕別消防署ࠊࡣ災害ࡢ規模ࢀࡒࢀࡑࠊࡾࡼ単独࡛ࡣ十分࡞災害応急対策ࢆ実施࡛

他都府県ࠊ市町村ࡢ他ࠊ消防機関ࡢ他ࠊࡾࡼ第㸳章�第31節�広域応援計画ࠖࠕࠊࡣ場合࠸࡞ࡁ

及ࡧ国応援ࢆ要請ࠋࡿࡍ�
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第第８章 災害復旧計画 

� 災害復旧ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶災害ࡢ再発生ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ公共施設ࡢ復旧ࡣ単ࡿ࡞原形復旧止ࡽࡲ

㺀第㸳章�災害応急対策計画ࠊࡋ計画ࡿ࠼備災害ࡢ将来࡞࠺行ࢆ改良復旧࡞必要ࠊࡎ ࠊࡁ基࡙ࠖ

応急復旧終了後ࠊ被害ࡢ程度ࢆ十分検討࡚ࡋ計画ࢆ立࡚ࠊ早期復旧ࡢ実施ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 実施責任者 

� 幕別町長ࠊ指定地方行政機関ࡢ長ࡢࡑࠊ他ࡢ執行機関ࠊ指定公共機関ࠊ指定地方公共機関及ࡢࡑࡧ

他法令ࡢ規定ࡾࡼ災害復旧ࡢ実施࡚࠸ࡘ責任ࢆ有ࡿࡍ者ࠊࡣ被災ࡓࡋ施設及ࡧ設備等࡚࠸ࡘ迅

速ࠊ的確ࡢࡑ被害状況ࢆ調査ࢀࡇࠊࡋ基࡙ࡁ復旧計画ࢆ作成ࠊࡋ実施ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ�

２ 災害復旧事業計画の概要 

� 公共施設ࡢ災害復旧事業計画ࠊࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

����� 公共土木施設災害復旧事業計画�

� 河川公共土木施設災害復旧事業計画�

� 道路公共土木施設災害復旧事業計画�

�࢘ 砂防設備災害復旧事業計画�

�࢚ 林地荒廃防止施設災害復旧事業計画�

�࢜ 地ࡾࡍ防止施設災害復旧事業計画�

�࢝ 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧事業計画�

�࢟ 下水道災害復旧事業計画�

�ࢡ 公園災害復旧事業計画�

����� 農林水産業施設災害復旧事業計画�

����� 都市施設災害復旧事業計画�

����� 上水道災害復旧事業計画�

����� 住宅災害復旧事業計画�

����� 社会福祉施設災害復旧事業計画�

����� 学校教育施設災害復旧事業計画�

����� 公共医療施設ࠊ病院等災害復旧事業計画�

����� 社会教育施設災害復旧事業計画�

����� �災害復旧事業計画ࡢ他ࡢࡑ
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３３ 災害復旧予算措置 

災害復旧事業ࡢࡑࠊ他災害関係事業要ࡿࡍ費用ࠊࡣ別法律ࡢ定ࡿࡼࢁࡇࡿࡵ予算ࡢ範囲内

�ࠋࡿࡍ補助ࡣࡓࡲࠊࡋ負担ࢆ一部ࡣࡓࡲ全部ࡢࡑࡀ道ࡧ国及ࠊ࡚࠸࠾

４ 激甚災害に係る財政援助措置 

激甚࡛ࡿ࠶災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ被害ࡢ状況ࢆ速ࡸ調査把握ࠊࡋ早期ࠕ激甚災害対処

災害復ࡢ公共施設ࠊ࡚ࡋ措置࠺ࡼࡿࡅ受ࢆ指定ࡿࡼ法律ࠖࡿࡍ関財政援助等ࡢ特別ࡢࡵࡓࡿࡍ

旧事業ࡀ円滑行࠺ࡼࡿࢀࢃ努ࠋࡿࡵ�


